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共 通 対 策 編

第１章 総 則

第１節 計画の目的

この計画は，災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第４０条の規定に基づき，徳島県（以下

「県」という。）の地域（石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）第２条第２号に規定

する特別防災区域を除く。）に係る災害対策に関し，次の事項について定め，もって防災に万全を期す

るものする。

１ 県の区域を管轄する指定地方行政機関，県，市町村，指定公共機関，指定地方公共機関，自衛隊

及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の対処すべき事務又は業務の大綱

２ 防災施設の新設又は改良，防災のための調査研究，教育及びその他の災害予防の計画

３ 災害に関する注意報又は警報の伝達，情報の収集及び伝達，避難，消火，水防，救難，救助，

衛生その他の災害応急対策計画

４ 災害復旧に関する計画

５ その他必要な計画

第２節 地勢，地質及び気象

第１ 地勢

本県は山地が多く，全面積4,144.95平方キロメートルのおよそ８割を占めている。1,000メートルを

越える山も数多い。県内の最も高い山は四国山地中の剣山で，標高1,955メートル，四国第２の高山で

ある。この剣山を中心とした剣山地は県を南北に分ける分水嶺で，その北方を流れる吉野川は水源を遠

く高知県に発し，本県に入って大歩危・小歩危の深い峡谷を作り，三好市池田町から東に転じ，東流す

るにしたがって広く，くさび形の徳島平野を作っている。

吉野川の北，讃岐山脈は一般に低く，山麓は扇状地が発達し，土地は高く，吉野川下流の低地は勝浦

川及び那賀川下流の低地と共に広く水田地帯となっている。分水嶺の南斜面山地は豊富な森林地帯とな

っており，広い平地は少なく，阿南市以南では山地が直接海にせまった岩石海岸で，東北の砂浜海岸と

は著しい対照をなし，海は深く，港湾として適当な地形をもっている。

第２ 地質

徳島県は和泉帯，三波川帯，秩父帯，四万十帯に分けられ，各帯はこの順に北から南へ配列している。

和泉帯は阿讃山脈に沿って東西に延びており，上部白亜系の和泉層群が分布している。この南縁には

西南日本内帯と外帯を境する中央構造線が走っており，吉野川北岸に沿ってその露頭がみられる。和泉

層群は厚い砂岩層，砂岩泥岩互層，泥岩層よりなっている。阿讃山脈の南麓には洪積世の扇状地が発達

している。

三波川帯は四国山地北斜面にあたり，緑色片岩，石英片岩，黒色片岩，砂質片岩等よりなる。古生層

が変成作用を受けてできた結晶片岩である。大歩危付近には砂質片岩が露出し，その一部は学術上極め

て貴重な礫岩片岩をはさんでいる。三波川帯の南縁には御荷鉾構造線が走り，これに沿って御荷鉾緑色
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岩類が分布している。三波川帯には地すべり地が多く，特に御荷鉾構造線に沿う地帯には地すべり地が

密集している。

秩父帯は四国山地南斜面（勝浦川・那賀川流域）にあたる。シルリア紀一二畳紀のいわゆる秩父古生

層が広く分布し，厚い石灰岩をはさんでいる。これら古生界の間には中生界（三畳紀，ジュラ紀，白亜

紀）が分布しており，勝浦川地域では白亜系の化石が，那賀川流域では三畳系の化石が多数産出し，学

術上貴重である。

四万十帯は那賀川以南の海部山地にあたり，白亜系，古第三系が分布している。化石に乏しい砂岩泥

岩互層，砂岩層よりなっている。

第３ 気象

徳島県は，大きく２つの気候区に大別される。

北部（特に西部）は瀬戸内気候に属し，南部は太平洋気候に属している。北部は全国的に見て少雨地

域だが，南部は日本でも有数の多雨地域に入り，日降水量の日本記録を有している。

県の面積の約８割を山地が占めることや，県西部の山間部では沿岸部に比べ気温の変動が大きいなど，

気象特性は非常に複雑になっている。これらの気候特性が徳島県を自然災害の多発する地域にしている。

徳島県における年平均気温は，県東部の海岸地方では約１６℃で，県西部の山沿い地方に向かうに従

い次第に低くなる傾向にある。県内で最も寒冷地にあたる剣山周辺（剣山山頂は除く）の山麓地方の年

平均気温は約１２℃で，海岸地方と比べ４℃の差がある。月平均気温の差は，夏は小さく，冬は大きく

なり，ときには７℃にも達する。

1981年から2010年に観測された，徳島県内各地の年平均降水量で，最も降水量が多いのは，福原旭

（ふくはらあさひ）観測所および木頭（きとう）観測所で約3000mmとなっている。
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一方，最も少ないのは剣山（つるぎさん）の北側の穴吹（あなぶき）および池田（いけだ）観測所で

約1400mmとなっている。

剣山系を境として，県北部の降水量は県南部の降水量の2分の１以下となっている。雨の多い年には

剣山系南側では，4000～5000mmに達することもある。また，干ばつの年には剣山系北側では，800～90

0mmのこともある。

昭和５１年９月には台風第１７号と前線による長雨で，木頭村日早（現那賀町）では，８日～１３日

に２７８１㎜の降水量が観測され，１１日の日降水量１１１４㎜に達した。

平成１６年には台風第１０号（７月３１日～８月２日）による大雨で，上那賀町海川（現那賀町）で

日降水量１３１７㎜（８月１日）を観測し日本記録を更新した。木沢村（現那賀町）で土石流により２

名が犠牲になるなど甚大な被害が発生した。

平成２６年８月には台風１２号と台風１１号により１０日間にわたり断続的な大雨となり，那賀川流

域に深刻な水害をもたらした。

大雨の発生原因としては，発達した低気圧や前線に向かって吹き込む南よりの暖かく湿った空気が海

岸と山地の斜面に当たる気象状況のときには，雨雲が発達し大雨を降らせる。また，台風が徳島県の南

から西側を通り北上する時にも同様に大雨を降らせる。

徳島県で大雨が降りやすい時期は，梅雨前線や秋雨前線が四国付近に停滞する時期と，台風が日本付

近を通ることが多い時期の５月から１０月頃である。発達した台風が接近して通り，風が湾や海峡に吹

き込むようなときは，高潮の発生するおそれもある。過去に第２室戸台風（昭和３６年９月１６日）に

よる高潮で日和佐以北の海岸部で甚大な被害が発生した。

第３節 用語

この計画において，次に掲げる用語の意義は，それぞれに定めるところによるものとする。

法 災害対策基本法

県本部（長） 徳島県災害対策本部（長）

県支部（長） 徳島県災害対策支部（長）

県現地災害対策本部（長） 徳島県災害対策本部の現地災害対策本部（長）

市町村本部（長） 市町村災害対策本部（長）

本計画 徳島県地域防災計画

市町村計画 市町村地域防災計画

避難場所 災害の発生やその他の危険から身を守るために一時的に避難する場所

避難所 災害が起きた時に自宅が住めなくなった人たちが一定期間、避難生活

をする場所

要配慮者（要援護者） 防災上何らかの配慮を要する者（高齢者，障がい者，妊産婦，乳幼児

・児童，外国人等）

避難行動要支援者 要配慮のうち，災害時に自ら避難が困難なことにより特に支援を要す

（災害時要援護者） る者
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第４節 計画の構成

本計画は，県の気象，地勢その他地域の特性によっておこりうる災害の危険を想定し，これらを基礎

とするとともに，県内において過去に発生した災害の状況及びこれに対してとられた応急対策ならびに

復旧状況等を検討して作成するものである。

なお，本計画の構成は，次のとおりである。

１ 共通対策編

各編に共通する総則，災害予防，災害応急対策，災害復旧・復興

２ 南海トラフ地震対策編

南海トラフ地震（遠地津波を含む）による災害対策

３ 直下型地震対策編

直下型地震による災害対策

４ 風水害対策編

風水害による災害対策

５ 大規模事故等災害対策編

海上事故，航空事故，鉄道事故，道路事故，危険物等事故，大規模な火事，林野火災，原子力事故

による災害対策

６ 資料編

各編に付属する各種資料

第５節 計画の基本方針

本計画は，これまでの風水害や地震津波災害等の経験に加え，時期が接近して襲来する複数の台風や，

地震発生後に台風や大雨に見舞われるといった複合災害のリスクなどを踏まえ，災害の発生を完全に防

ぐことは不可能であり，災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針とし，たとえ被

災したとしても人命が失われないことを最重視し，防災機関がとるべき災害予防，災害応急対策，災害

復旧及びその他必要な災害対策の基本的事項等を中心に定めるものであり，各防災機関はこれに基づき

細部計画等を定め，その具体的推進に努めるものとする。

また，県は，南海トラフ巨大地震や風水害など大規模地震時のリスク軽減を図るため，国土強靱化地

域計画を作成し，計画に基づきハード・ソフト両面から防災対策を推進するものとする。

第６節 計画の修正

本計画は，毎年４月１日現在をもって検討を加え，必要な修正をするとともに，随時必要があると認

めたときは，すみやかに修正するものとする。

第７節 市町村計画の作成要領

市町村防災会議は，本計画で市町村が定めるべきものとされた事項については市町村計画においてそ

れぞれ定めるべきものとする。

第８節 計画の周知徹底

県防災会議の会長は，本計画の的確かつ円滑な実施を推進するため，県の区域を管轄する指定地方行
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政機関の長，県及び県内各市町村の長，その他の執行機関，指定地方公共機関，公共的団体並びに防災

上重要な施設の管理者その他関係者に対し，本計画の周知徹底を図るものとする。

第９節 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

県の区域を管轄する指定地方行政機関，自衛隊，県，県の地域内の各市町村，指定公共機関，指定地

方公共機関及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者（以下「防災機関」という。）,事業者，

住民の処理すべき事務又は業務の大綱は，次のとおりとする。

第１ 実 施 責 任

１ 県

県は，市町村を包括する広域地方公共団体として，県の地域並びに地域住民の生命，身体及び財産

を災害から保護するため，関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て，県の地域に係る防災に関す

る計画を作成し，及び法令に基づきこれを実施するとともに，市町村，県の区域を管轄する指定地方

行政機関及び指定公共機関，指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け，

かつ，その総合調整を行う。

２ 市町村

市町村は防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として，市町村の地域並びに地域住民の

生命，身体及び財産を災害から保護するため，指定地方行政機関，県，指定公共機関，指定地方公共

機関及び他の市町村の協力を得て防災活動を実施する。

３ 指定地方行政機関

県の区域を管轄する指定地方行政機関は，県の区域並びに地域住民の生命及び財産を災害から保護

するため，指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し，防災活動を実施するとともに，

県及び市町村等の活動が円滑に行われるよう勧告，指導，助言等の措置をとる。

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関

県の区域内の指定公共機関及び指定地方公共機関は，その業務の公共性又は公益にかんがみ，自ら

防災活動を実施するとともに，県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は，平素から災害予防体制の整備を図るとともに,災害

時には災害応急措置を実施する。また県，市町村及び防災関係機関の防災活動に協力する。

６ 災害応急対策または災害復旧に必要な物資もしくは資材または役務の供給または提供を業とする者

災害応急対策または災害復旧に必要な物資もしくは資材または役務の供給または提供を業とする者

は,災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに,当該事業活動に関し，県，市町

村及び防災関係機関の防災活動に協力する。
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７ 住民

住民は，食品，飲料水その他生活必需物資の備蓄その他自ら災害に備えるための手段を講ずると

ともに、自発的な防災活動への参加，過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取り組みにより，

防災に寄与するよう努める。

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱

１ 徳 島 県

県は，災害予防，災害応急対策及び災害復旧対策に関し自ら次のことを実施するとともに市町村に

対し必要な指示勧告を行う。

(1) 県防災会議に関する事務

(2) 防災組織の整備

(3) 防災訓練の実施

(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄，整備及び点検

(5) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検

(6) 県地域の災害に関する情報の収集，伝達及び被害調査

(7) 住民等に対する災害広報

(8) 警報の伝達並びに避難の勧告又は指示

(9) 消防・水防その他の応急措置

(10) 被災者の救難，救助，その他の保護

(11) 災害を受けた児童，生徒の応急の教育

(12) 食料，医薬品，その他の物資の確保

(13) 施設及び設備の応急の復旧

(14) 清掃，防疫その他の保健衛生に関する事項

(15) 犯罪の予防，交通規制その他災害地における社会秩序の維持

(16) 緊急輸送等の確保

(17) 災害復旧の実施

(18) 市町村等各関係機関との防災に関する連絡事項

(19) ボランティアに関する事項

(20) 公共的団体及び住民防災組織の育成指導

(21) その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置

２ 市 町 村

市町村は，県に準じた次の対策を樹立し，災害に対処するものであるが，災害救助法発令後は，知

事の補助機関として災害救助にあたるものである。

(1) 市町村防災会議に関する事務

(2) 防災組織の整備

(3) 防災訓練の実施

(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄，整備及び点検

(5) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検

(6) 市町村地域の災害に関する情報の収集，伝達及び被害調査
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(7) 住民等に対する災害広報

(8) 警報の伝達並びに避難の勧告又は指示

(9) 消防・水防その他の応急措置

(10) 被災者の救難，救助，その他の保護

(11) 災害を受けた児童，生徒の応急の教育

(12) 食糧，医薬品，その他の物資の確保

(13) 施設及び設備の応急の復旧

(14) 清掃，防疫その他の保健衛生

(15) 緊急輸送等の確保

(16) 災害復旧の実施

(17) 市町村内における公共的団体及び住民防災組織の育成指導

(18) 地区防災計画に関する事項

(19) ボランティアに関する事項

(20)その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置

３ 指定地方行政機関

(1) 四国管区警察局

ア 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整

イ 他管区警察局及び警察庁との連携

ウ 管区内防災関係機関との連携

エ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告連絡

オ 警察通信の確保及び統制

カ 警察災害派遣隊等の運用

キ 管区内各県警察への津波警報の伝達

(2) 四国総合通信局

ア 電気通信の統制管理

イ 電気通信の確保及び非常通信の運用管理

ウ 防災相互通信用無線局の整備育成

エ 徳島県非常通信協議会の育成指導

(3) 四国財務局徳島財務事務所

ア 公共土木施設及び農林水産業施設の災害復旧事業費の検査立会

イ 地方公共団体に対する災害融資

ウ 災害応急措置等の用に供する場合の国有財産の貸付

エ 災害時における金融機関の業務運営の確保及び金融上の措置

(4) 四国厚生支局

ア 独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整
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(5) 徳島労働局

ア 工場，事業場における労働災害の防止

イ 被災者に対する早期再就職のあっ旋等

ウ 雇用保険の失業等給付及び労災保険給付等

(6) 中国四国農政局

ア 海岸保全施設整備事業，農地防災事業及び地すべり防止対策事業による農地，農業用施設

等の防護

イ 農地保全施設又は農業水利施設の維持管理の指導

ウ 農作物等に対する被害防止のための営農技術指導

エ 農作物，農地，農業用施設等の被害状況の把握，営農資材の供給及び病害虫防除所及び家畜

保健衛生所の被害状況の把握

オ 農地，農業用施設等に係る災害復旧事業等の支援

カ 被害農林漁業者が必要とする天災融資法に基づく災害資金，日本政策金融公庫の資金等の

融資に関する指導

キ 応急用食料・物資の供給に関する支援

(7) 四国森林管理局(徳島森林管理署)

ア 国有林野の治山事業の実施並びに民有林直轄治山事業の実施

イ 国有保安林の整備保全

ウ 災害応急対策用木材（国有林）の供給

(8) 四国経済産業局

ア 防災関係物資についての情報収集，円滑な供給の確保

イ 被災商工業，鉱業等の事業者の業務の正常な運営の確保

ウ 災害時における電気，ガス事業に関する応急対策等

(9) 中国四国産業保安監督部四国支部

ア 電気,ガス事業,高圧ガス,ＬＰガス及び火薬類の保安の確保

イ 石油コンビナート等の災害防止

ウ 鉱山における災害の防止

エ 鉱山における災害時の応急対策

(10) 四国地方整備局

河川，道路，港湾，空港などの防災対策及び災害復旧対策の実施

① 徳島河川国道事務所

ア 吉野川直轄管理区間の河川管理施設の整備と防災管理

イ 水防のための洪水予報（吉野川），はん濫警戒情報（旧吉野川・今切川）並びに水防警報

（吉野川・旧吉野川）及び情報の伝達

ウ 被災河川管理施設の復旧（直轄区域）
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エ 国道（11，28，32，55，192号）の直轄区間の整備と維持管理

オ 国道（11，28，32，55，192号）の直轄区間の災害復旧

② 那賀川河川事務所

ア 那賀川・桑野川直轄管理区間の河川管理施設の整備と防災管理

イ 水防のための洪水予報(那賀川)，はん濫警戒情報（派川那賀川・桑野川）並びに水防警報

(那賀川・派川那賀川・桑野川）及び情報の伝達

ウ 被災河川管理施設の復旧（直轄区域）

エ 長安口ダム直轄管理区間（ダム管理区間）の河川管理施設の整備と防災管理

③ 四国山地砂防事務所

ア 吉野川水系祖谷川流域における直轄砂防・地すべり防止施設の整備

イ 被災直轄砂防・地すべり防止施設の復旧

ウ 直轄砂防・地すべり防止施設の維持管理

④ 吉野川ダム統合管理事務所

ア 吉野川直轄管理区間(ダム管理区間)の河川管理施設の整備と防災管理

イ 吉野川上流ダム群の統合管理

ウ 被災河川管理施設の復旧(直轄区域)

⑤ 小松島港湾・空港整備事務所

ア 港湾施設の整備と防災管理

イ 港湾及び海岸（港湾区域内）における災害対策の指導

ウ 海上の流出油等に対する防除措置

エ 港湾・海岸保全施設等の応急復旧工法の指導

オ 国有港湾施設・海岸保全施設の災害復旧

カ 飛行場の災害復旧

キ 海上における緊急輸送の確保

(11) 四国運輸局徳島運輸支局（本庁舎）

ア 海上輸送機関，その他関係機関との連絡調整

イ 海上における緊急輸送の確保

ウ 海上運送事業者の安全輸送の確保等に係る災害応急対策の指導

(12) 四国運輸局徳島運輸支局（応神町庁舎）

ア 陸上輸送機関，その他関係機関との連絡調整

イ 陸上における緊急輸送の確保

ウ 道路運送事業者の安全輸送の確保等に係る災害応急対策の指導

(13) 徳島空港事務所

ア 空港及び航空機の保安

イ 遭難航空機の捜索及び救助

ウ 災害時における人員，応急物資の空輸の利便確保
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(14) 徳島地方気象台

ア 気象，地象，水象の観測及びその成果の収集，発表

イ 気象業務に必要な観測体制の充実，予報，通信等の施設及び設備の整備

ウ 気象，地象（地震にあっては，発生した断層運動による地震動に限る），水象の予報及び特

別警報・警報・注意報，並びに台風，大雨，竜巻等突風に関する情報等の適時・的確な防災機

関への伝達，これらの機関や報道機関を通じての住民への周知

エ 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）の利用の心得などの周知・広報

オ 市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関しての技術

的な支援・協力

カ 災害の発生が予想されるとき及び災害発生時においての，気象状況の推移やその予想の解説

等

キ 県や市町村，その他の防災関係機関と連携しての，防災気象情報の理解促進，防災知識の普

及啓発活動

ク 地震，津波知識の普及及び関係機関の計画等への助言

ケ 県からの派遣要請等があった場合，職員の派遣，及び防災情報の解説

(15) 徳島海上保安部

ア 海上災害の予防

イ 災害情報の収集・連絡

ウ 海上災害に関する警報等の伝達・警戒及び事故情報の提供

エ 海上における救助，救急及び消火活動

オ 海上交通の安全確保

カ 人員，物資等の緊急輸送

キ 海上における治安，社会秩序の維持

ク 危険物等の海上流出対策及び危険物積載船舶に対する保安措置

(16) 中国四国防衛局

ア 災害時における防衛省本省及び自衛隊との連絡調整

イ 災害時における米軍部隊との連絡調整

４ 指定公共機関

(1) 日本郵便株式会社四国支社

郵便業務の確保及び郵便局の窓口業務の維持を図るとともに，次により災害特別事務取扱い,

援護対策を実施する。

ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除

ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除

エ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等に付加される寄附金の配分

共通対策編 第1章 総則



- 11 -

(2) 日本銀行（高松支店・徳島事務所）

ア 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節

イ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置

ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置

エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る措置

オ 各種措置に関する広報

(3) 日本赤十字社徳島県支部

ア 救護班の編成並びに医療及び助産等の救護の実施

イ 災害救助の協力奉仕団の連絡調整

ウ 義援金品の募集配分

エ ボランティア活動体制の整備

(4) 日本放送協会徳島放送局

ア 住民に対する防災知識の普及及び警報等の周知徹底

イ 社会事業団体等による義援金品の募集協力

(5) 西日本高速道路株式会社四国支社徳島高速道路事務所

ア 徳島自動車道(徳島IC～井川池田IC)の整備と防災管理

イ 徳島自動車道(徳島IC～井川池田IC)の維持管理

ウ 徳島自動車道(徳島IC～井川池田IC)の災害復旧

エ 高松自動車道(鳴門IC～引田IC)の整備と防災管理

オ 高松自動車道(鳴門IC～引田IC)の維持管理

カ 高松自動車道(鳴門IC～引田IC)の災害復旧

(6) 独立行政法人国立病院機構本部（中国四国ブロック事務所）

ア 災害時における独立行政法人国立病院機構の医療，災害医療班の編成，連絡調整並びに派

遣の支援

イ 広域災害における独立行政法人国立病院機構からの災害医療班の派遣，輸送手段の確保の

支援

ウ 災害時における独立行政法人国立病院機構の被災情報収集，通報

エ 独立行政法人国立病院機構の災害予防計画，災害応急対策計画，災害復旧計画等の支援

(7) 独立行政法人水資源機構（吉野川局）

ア 所管ダム施設の操作と防災管理

イ 旧吉野川河口堰・今切川河口堰及び鍋川閘門施設の操作と防災管理

ウ 緊急事態における情報の提供

エ 被災公共土木施設（特定施設）の復旧
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(8) 本州四国連絡高速道路株式会社鳴門管理センター

ア 一般国道２８号（神戸淡路鳴門自動車道）の津名一宮IC～鳴門IC間の整備と防災管理

イ 一般国道２８号（神戸淡路鳴門自動車道）の津名一宮IC～鳴門IC間の維持管理

ウ 一般国道２８号（神戸淡路鳴門自動車道）の津名一宮IC～鳴門IC間の災害復旧

(9) 四国旅客鉄道株式会社

ア 鉄道施設等の保全

イ 救助物資及び避難者の輸送の協力

ウ 災害時における旅客の安全確保

(10) 西日本電信電話株式会社徳島支店及び株式会社ＮＴＴドコモ 四国支社 徳島支店

ア 電気通信施設の整備

イ 警報の伝達及び非常緊急通話の取扱い

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧

(11) 日本通運株式会社徳島支店

貨物自動車等による救助物資の輸送の協力

(12) 四国福山通運株式会社徳島支店

貨物自動車等による救助物資の輸送の協力

(13) 佐川急便株式会社

貨物自動車等による救助物資の輸送の協力

(14) ヤマト運輸株式会社徳島主管支店

貨物自動車等による救助物資の輸送の協力

(15) 四国西濃運輸株式会社徳島支店

貨物自動車等による救助物資の輸送の協力

(16) 四国電力株式会社徳島支店

ア 電力施設等の防災管理

イ 電力供給

ウ 被害施設の応急対策及び災害復旧

(17) ＫＤＤＩ株式会社四国総支社

ア 電気通信施設の整備

イ 警報の伝達及び非常緊急通話の取扱い

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧
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(18) ソフトバンクテレコム株式会社及びソフトバンクモバイル株式会社

ア 電気通信施設の整備

イ 警報の伝達及び非常緊急通話の取扱い

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧

５ 指定地方公共機関

(1) 四国ガス株式会社徳島支店

ア ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策

(2) 四国放送株式会社，一般社団法人徳島新聞社及び株式会社エフエム徳島

ア 住民に対する重要な情報の周知と防災知識の普及

イ 社会事業団体等による義援金品の募集協力

(3) 一般社団法人徳島県バス協会及び一般社団法人徳島県トラック協会

ア 貨物自動車等による救助物資及び避難者の輸送の協力

(4) 土地改良区

ア 農業用施設の整備及び管理

イ たん水の防排除施設の整備及び活動

ウ 地震発生後の農業用ダム・農業用ため池の緊急点検

(5) 一般社団法人徳島県医師会

ア 救護班の編成並びに医療及び助産の救護の実施

(6) 一般社団法人徳島県エルピーガス協会

ア ＬＰガス施設の防災対策及び災害時における供給対策

(7) 阿佐海岸鉄道株式会社

ア 鉄道施設等の保全

イ 救助物資及び避難者の輸送の協力

ウ 災害時における旅客の安全確保

(8) 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会

ア ボランティア活動体制の整備

イ 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の貸付

(9) 公益社団法人徳島県看護協会

ア 災害時における医療救護の実施

イ 避難所における避難者の健康対策
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(10) 一般社団法人徳島県助産師会

ア 災害時における妊産褥婦・新生児・乳幼児の保健指導と助産の実施

イ 避難所における避難者の健康対策

(11) 一般社団法人徳島県歯科医師会

ア 避難所における避難者の口腔衛生などの健康対策

イ 遺体の検視，身元確認及び処理に関する協力

６ 自衛隊

(1) 陸上自衛隊第１４旅団及び自衛隊徳島地方協力本部

ア 災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集

イ 県・市町村が実施する防災訓練への協力

ウ 災害派遣の実施（被害状況の把握，避難の援助，遭難者の捜索救助，水防活動，消防活動，

道路・水路の啓開，応急医療救護及び防疫，通信支援，人員・物資の緊急輸送，炊飯・給水及

び入浴支援，宿泊支援，危険物の保安及び除去）

エ 災害救助のため，防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与

(2) 海上自衛隊徳島教育航空群及び海上自衛隊第２４航空隊

ア 情報収集

イ 主として航空機による人命救助

ウ 救援物資の空輸

エ その他災害対策

７ その他

(1) 水防管理団体

ア 水防施設資材の整備

イ 水防計画の策定及び水防訓練

ウ 水防活動

(２) 徳島県水難救済会

イ 船舶による災害救助に必要な生活必需品等の輸送協力

ロ 災害応急対策の実施のために必要な資機材等の輸送協力

ハ その他必要とする船舶による応援支援協力
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第２章 災 害 予 防

第１節 防災知識の普及・啓発

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，秘書課，総務課，教育委員会，県警察），防災関係機関】

第１ 方針

大規模災害時には県・市町村・防災機関の活動が制約されることが予想されることから，県民一人ひ

とりが，「自らの身の安全は自らが守ること（自助）」を基本認識とし，平常時より防災についての備

えを心がけるとともに，発災時には自らの身を守るよう行動することが重要である。

また，災害時には，「初期消火や近隣の負傷者，避難行動要支援者（災害時要援護者）を，地域の人

々が協力しあって助けること（共助）」，避難場所での活動，あるいは「県や市町村など行政が行う防

災活動（公助）」への協力など，防災への寄与に努めることが求められる。

こうしたことから，防災対策をより一層効果的に行うためには，自助，共助，公助が，それぞれの役

割を十分果たすとともに，相互の密接な連携・協働のもとに行う県民をあげての取り組みが重要であり，

県民防災運動として，自主防災組織の組織化の促進と活動の活性化を図り，防災機関は，既存の自主防

災組織，事業所等の自衛消防組織等と協力して県民に防災思想，防災知識を普及啓発し，防災意識の高

揚に努めるとともに，職員に対して災害の防止に必要な教育の徹底を図るものとする。この際，男女共

同参画の視点を取り入れた防災体制の確立にも配慮するものとする。

また，県民防災運動を強力に推進するに当たっては，時期に応じた重点課題の設定や関係機関との連

携等を戦略的に行うことが必要である。

第２ 内容

１ 県民に対する防災知識の普及・啓発

県民の防災に対する意識の高揚を図り，災害時には県民一人一人が正しい知識と判断をもって，自

らの生命と財産は自らの手で守るという心構えと行動ができるよう，防災週間や防災とボランティア

週間等を活用して，防災知識の普及徹底を図る。

また，県民，事業者，防災関係者及び行政等が連携・協働し，「南海地震発生時の死者ゼロ」の実

現を目指すため，平成１８年１０月に制定した「とくしま地震防災県民憲章」の推進など，県民の防

災意識の高揚及び防災知識の普及を図るとともに，災害時の円滑な防災活動に資することを目的に設

置した徳島県立防災センターの有効活用を図っていくものとする。

(1) 普及・啓発の内容

ア 簡単な気象知識

イ 予報，注意報，警報

ウ 災害危険箇所

エ 過去の主な被害事例

オ 災害対策の現状

カ 災害時における応急措置並びに心得

キ 避難所・避難経路・その他避難対策に関する知識

ク 住民が実施しうる応急手当，３日分の食料，飲料水，携帯トイレ，トイレットペーパー等の

共通対策編 第２章 災害予防
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備蓄，非常持出品（救急箱，懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備，

ケ 自主防災組織への参加

コ 地震及び津波に関する一般的知識

サ 地震保険の周知・啓発

シ 南海トラフ地震に関する事項

・南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

・南海トラフ地震が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避

難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

・正確な情報の入手方法

・防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

・各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

・各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

・地域住民等自らが実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必需品の

備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容

や実施方法

・住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施

(2) 普及・啓発の方法

各報道機関に協力を求めるほか，各種の広報媒体を活用するとともに，地域の実態に応じて地

域，職域での各種講座，集会等の社会教育を通じて周知徹底を図る。

ア テレビ・ラジオ及び新聞の利用

イ 広報紙・広報車の利用

ウ 映画・ビデオ等による普及

エ パンフレットの利用

オ 防災マップの配付

カ 講習会，講演会等の開催及び訓練の実施

キ インターネットや携帯電話の利用

(3) 防災人材育成の取組

県は，学校や地域をリードする防災人材を育成するため，徳島県防災人材育成センターを設置

し，次代を担う防災人材を育成するとともに，学校における防災教育を総合的に支援する。

(4) 実施時期

普及内容により各種の防災週間・月間などの効果的な時期を選んで啓発等を行うものとする。

ア 徳島県震災を考える日 毎年９月１日

イ 徳島県震災を考える週間 毎年８月３０日から９月５日まで

ウ 防災の日 毎年９月１日

エ 防災週間 毎年８月３０日から９月５日まで

オ 水防月間 毎年５月１日から５月３１日まで

カ 土砂災害防止月間 毎年６月１日から６月３０日まで

キ 防災とボランティアの日 毎年１月１７日

ク 防災とボランティア週間 毎年１月１５日から２１日まで

ケ 津波防災の日 毎年１１月５日

共通対策編 第２章 災害予防
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２ 学校における防災教育

様々な危険から児童生徒等の安全を確保するため，防災教育の充実を図る。

(1) 災害発生時における危険を認識し，日常的な備えを行うとともに，自然災害等の危険に際して，

自らの命を守り抜くため主体的に行動できるようにする。

(2) 自然災害発生の原因や，災害発生時の関係機関の役割，応急手当等，自然災害に関する正しい

知識を習得させるようにする。

(3) 災害発生時及び事後に，支援者となる視点から，安全で安心な社会づくりに貢献できるように

する。

また，県は，私立学校に対し，これに準じた教育を行うことができるよう情報提供等に努める。

３ 職員に対する防災教育

災害時における職員の適正な防災対応能力を養い，県,市町村及び防災関係機関における防災活動

の円滑な実施を期するため，防災教育の徹底を図る。

また，県及び市町村は関西広域連合が実施する専門的な研修を活用し，防災担当職員の災害対応能

力の向上を図る。

(1) 教育の内容

ア 防災計画及びこれらに伴う各機関の防災体制と職員が果たす役割に関すること。

イ 災害発生の原因，対策等の科学的，専門的知識に関すること。

ウ 過去の主な被害事例に関すること。

エ 防災関係法令の運用に関すること。

オ 土木，建築その他災害対策に必要な技術に関すること。

(2) 教育の方法

ア 講習会，研修会等の実施

イ 防災活動の手引等印刷物の配付

ウ 見学，現地調査等の実

４ 防災上重要な施設管理者に対する教育

病院，百貨店などの不特定かつ多数の者が出入りする施設，危険物を取り扱う施設等防災上重要な

施設の管理者は，防災機関と協力して，防災訓練，安全講習会等を通じて，職員の防災意識の高揚を

図り，避難，出火防止，初期消火等災害時における的確な行動力を養い，自主防災体制の整備を図る。

５ 災害教訓の伝承

県及び市町村は，過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため，大災害

に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集整理し，適切に保存するとともに，広く一

般に閲覧できるよう公開に努める。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 住民に対する防災知識の普及啓発

２ 児童生徒に対する防災教育

３ 職員等（市町村職員，消防団，防災上重要な施設の職員等）に対する防災教育
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第２節 防 災 訓 練

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，各部関係各課），県警察，四国総合通信局，

四国地方整備局，徳島海上保安部，日本赤十字社徳島県支部，自衛隊 】

第１ 方針

「普段から行っていないことは，緊急時にもできない」ことは阪神・淡路大震災の教訓の一つであり，

すべての者に平常時からの備え，心構えが求められている。

本県においても，南海トラフ地震や風水害等に対して防災体制を構築することが急務の課題であり，

そのなかでも防災訓練は被害の軽減を図るうえで重要な位置づけとなる。

このようなことから，県及び市町村の災害対策本部運営機能の向上，関係機関や自主防災組織との協

調体制の更なる構築強化を目的として各種の防災訓練を定期的に実施する。

また，県民は，それらの訓練に積極的に参加し，的確な災害対応を体得するものとする。

なお，防災機関は，訓練終了後にその検証を行い，防災対策の課題等を明らかにするとともに，必要

に応じて防災対策の改善措置等を講じるものとする。

第２ 内容

１ 防災訓練

(1) 県総合防災訓練

ア 県及び市町村は，防災機関との連携体制の強化，県民の防災意識の高揚を目的に各種調査の

被害想定を考慮して，自衛隊等関係機関の参加と県民その他関係団体の協力を得て総合防災訓

練を実施するものとする。

その訓練は，逐年その訓練内容が高度かつ実践的なものとなるよう，各種災害に対応するの

はもとより，南海トラフ地震を想定した地震発生から津波来襲までの円滑な津波避難訓練等も

考慮して実施する。

イ 訓練種目

(ｱ) 動員及び災害対策本部設置，運営

(ｲ) 交通規制及び交通整理

(ｳ) 避難準備及び避難誘導，避難所の設置運営

(ｴ) 救出・救助，救護・応急医療

(ｵ) 各種火災消火

(ｶ) 道路復旧，障害物除去

(ｷ) 緊急物資輸送

(ｸ) 地震津波情報等災害情報の収集伝達

(ｹ) 流出油等防除

(ｺ) ライフライン復旧

(ｻ) 緊急地震速報対応訓練

(ｼ) その他，震災時に起こりうる被害を想定し，幅広い種目について実施する。

ウ 防災訓練時の交通規制

県公安委員会は，防災訓練の効果的な実施を図るため，特に必要があると認めるときは，地
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域住民の協力を得て，当該防災訓練の実施に必要な限度で区域又は道路を指定して，歩行者又

は車両の道路における通行を禁止又は制限するものとする。

(2) 図上訓練

初動体制の確立を目指して，県災害対策本部及び支部を運営する職員の熟度の向上（組織体制，

災害対応能力等の向上）及び円滑な運営の検証並びに運営上の課題等を明らかにして改善措置を

講ずるために図上訓練を実施する。

同様に，県災害対策本部と各防災機関の災害対策本部等も協調して図上訓練を実施する。

また，地震，津波，風水害等が複合的に発生した場合を想定した図上訓練を実施するものとす

る。

（3）情報伝達訓練

津波警報等が発表された場合の情報伝達に係る防災訓練を実施する。

２ 広域的な防災訓練

県，市町村，防災機関は，近隣府県等との相互の応援体制を確立するため，県域を越えた広域的な

防災訓練を実施する。

(1) 近畿府県合同防災訓練・広域応援図上訓練

「関西圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき，関西圏域の防災関係機関等が参

加する合同防災訓練を実施する。

また，近畿府県合同防災訓練と連携して，関西広域連合とともに，国，構成府県市，連携県，

関係機関等が参加する広域応援図上訓練を実施する。

(2) 中国・四国管区合同広域緊急援助隊等災害警備訓練

中国・四国の広域緊急援助隊（警備・交通・刑事部隊），緊急災害警備隊，広域警察航空隊，

機動警察通信隊及び防災関係機関が合同訓練を実施することにより，警察各部隊と関係機関との

連携強化及び災害警備能力の向上を図る。

(3) 中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練

開催県が被災したことを想定し，近隣県の出動計画を検証するために，各県隊合同による実動

訓練を行い，緊急消防援助隊の技術向上及び連携活動能力の向上を図る。

(4) 日本赤十字社中国四国各県支部合同災害救護訓練

赤十字独自のネットワークを活用し，迅速性と統制のとれた救護活動を的確に行うため，中国

四国各県支部が合同訓練を実施し，協力支援体制の確立を図る。

(5) ４県共同津波避難訓練

南海トラフ地震等による津波からの被害を防止するため，三重県，和歌山県，徳島県，高知県

の４県及び沿岸市町村が連携した共同津波避難訓練を実施する。

３ 個別防災訓練

(1) 徳島県排出油等防除協議会が行う訓練

本県沿岸海域において大量の油又は有害液体物質が排出した場合の防除活動に必要な事項を協

議，共有，調整し，被害の局限化を図ることを目的に設立された「徳島県排出油等防除協議会」

は，会員の防除活動の演練のため毎年１回以上，訓練を実施する。

(2) 水防訓練
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水防管理団体は，その地域の水防に関する計画に基づく水防活動の円滑な遂行を図るため，次

の方法により水防に関する訓練を実施するほか，必要に応じ洪水等を想定し，水防管理団体が連

合し，又は関係機関が合同して実施するものとする。

訓練内容

ア 観測（水位，潮位，雨量，風速）

イ 通報（水防団の動員，居住者の応援）

ウ 輸送（資材，器材，人員）

エ 工法（各水防工法）

オ 水門，樋門，陸閘，角落し等の操作

カ 避難，立退き（危険区域居住者の避難）

(3) 消防訓練

市町村は，災害時における災害規模，災害事象に応じた消防計画の習熟を図り，突発的な災害

に対処できるようにするため，非常参集，通信連絡，火災防御技術，救助等の訓練を実施するも

のとする。

(4) 避難，救助救護訓練

市町村その他の関係機関は，関係の計画に基づく避難その他救助，救援活動の円滑な遂行を図

るため，水防，消防等の災害防護活動とあわせ，又は単独で訓練を実施するものとする。また，

医療関係機関等と連携し，トリアージ等の応急救護訓練を実施するものとする。

なお，学校・病院・社会福祉施設等の管理者に対しては，児童・生徒・利用者等の人命を保護

するための避難訓練等を随時実施するよう指導するものとする。

(5) 非常通信訓練

災害時には，有線通信系の途絶又は利用することが著しく困難な場合が予想されるほか，無線

設備にも少なからぬ被害を被ることが考えられる。このような事態に対処し，通信の円滑な運用

を確保するため，徳島県非常通信協議会に所属する各無線局が参加して非常通信に関する訓練を

定期的に行うものとする。

(6) 災害情報連絡訓練

災害時において県（県本部），県の出先機関の間の災害情報連絡の迅速かつ的確な実施をはか

るため，災害情報連絡訓練を適宜実施する。

(7) 緊急地震速報対応訓練

県及び市町村等は，緊急地震速報発表時の適切な対応行動の普及・啓発に資するため，全国瞬

時警報システム（J-ALERT）等を活用した緊急地震対応訓練を適宜実施する。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 市町村が実施する各種訓練
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第３節 緊急輸送体制の整備

【主な実施機関：県（県土整備部関係課），県警察，徳島空港事務所，四国地方整備局,西日本高速道

路㈱，本州四国連絡高速道路㈱，自衛隊，徳島海上保安部，日本通運(株)，四国福山

通運(株)，佐川急便(株)，ヤマト運輸(株)，四国西濃運輸(株)，(一社）徳島県トラッ

ク協会】

第１ 方針

人命の救助や生活物資・資機材等の広域的な緊急輸送を行うため，緊急輸送路を指定・整備，緊急輸

送体制の整備等について定める。指定された緊急輸送路の管理者は，最新の国の基準や国の点検要領に

基づき，災害に対する強度の調査を行い，必要な整備を順次実施するとともに，被災箇所の優先復旧を

図るため，必要な資機材の確保等早期復旧のために必要な対策をあらかじめ検討しておくものとする。

また，事業中の緊急輸送路については，最新の基準に基づき，事業の促進に努めるとともに，緊急輸

送路を保全対象に含む斜面対策事業の整備促進を図る。

なお，輸送路の多ルート化を図るため，陸・海・空にわたる総合輸送ネットワークを整備するものと

する。

第２ 内容

１ 緊急輸送路の指定

県は，輸送路の多ルート化を図るため，陸・海・空にわたる総合輸送ネットワークを整備する。

(1) 道路

ア 第１次緊急輸送道路

広域的な輸送に必要な主要幹線道路及び重要港湾・空港を接続する幹線道路

イ 第２次緊急輸送道路

県内の防災活動の重要拠点施設である，県庁，総合県民局，東部県土整備局，県警察，市町

村役場及び地域の医療拠点，広域避難場所等の主要な施設と第１次緊急輸送確保路線とを接続

する幹線道路

ウ 第３次緊急輸送道路

１次，２次路線を補完し，ネットワークを構築する路線

第１次緊急輸送道路

路 線 名 区 間

四国縦貫自動車道 ◇ 徳島ＩＣ～井川池田ＩＣ～三好市 愛媛県境

(徳島自動車道）

四国横断自動車道 ◇ 板野町 香川県境～鳴門ＩＣ

（高松自動車道）

四国横断自動車道 ◇ 鳴門JCT（仮称）～徳島ＩＣ＜事業中＞

◇ 徳島JCT（仮称）～徳島東ＩＣ（仮称）＜事業中＞

※ 徳島東ＩＣ（仮称）～阿南ＩＣ（仮称）＜事業中＞
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路 線 名 区 間

一般国道２８号 ◇ 鳴門市 兵庫県境～ 鳴門ＩＣ

（神戸淡路鳴門自動車道）

阿南安芸自動車道 ※ 国道５５号（美波町）～海陽町 高知県境＜計画中＞

国道１１号 ※ 徳島市～鳴門市 香川県境

国道２８号 ※ 国道11号（松茂町）～鳴門市

国道３２号 ※ 三好市 香川県境～三好市 高知県境

国道３２号 猪ノ鼻道路 ※ 三好市 香川県境～国道３２号（三好市）＜事業中＞

国道３２号 改築防災 ※ 全線（三好市）＜事業中＞

国道５５号 阿南道路 ※ 国道５５号（小松島市）～国道５５号(阿南市) ＜事業中＞

国道５５号 ※ 徳島市～海部郡海陽町 高知県境

国道５５号 桑野道路 ※ 阿南ＩＣ（仮称）～桑野ＩＣ(仮称)＜事業中＞

国道５５号 福井道路 ※ 桑野ＩＣ（仮称）～小野ＩＣ(仮称)＜事業中＞

国道５５号 日和佐道路 ※ 国道５５号（阿南市）～国道５５号（美波町）

国道５５号 牟岐バイパス ※ 牟岐町＜事業中＞

国道１９２号 ※ 徳島市～三好市 愛媛県境

国道１９２号 徳島南環状道路 ※ 国道192号（徳島市）～国道55号（徳島市） ＜事業中＞

国道１９３号 ＊ 美馬市 香川県境 ～ 国道１９２号（美馬市）

国道３１８号 ＊ 阿波市 香川県境 ～ 土成ＩＣ

国道４３８号 ＊ 美馬ＩＣ～ 美馬市 香川県境

徳島引田線 ＊ 国道１９２号（徳島市）～板野インター線（板野町）

徳島上那賀線 ＊ 徳島小松島線（小松島市）～国道５５号（小松島市）

小松島港線 ＊ 全線（小松島市）＜事業中＞

沖ノ洲徳島本町線 ＊ 全線（徳島市）

徳島空港線 ＊ 全線（松茂町）＜事業中＞

徳島小松島線 ＊ 徳島上那賀線（小松島市）～小松島港線（小松島市）

和田島赤石線 ＊ 小松島飛行場～大京原今津浦和田津線（小松島市）

板野インター線 ＊ 徳島引田線（板野町）～板野ＩＣ

大京原今津浦和田津線 ＊ 坂野羽ノ浦線（小松島市）～和田島赤石線（小松島市）

坂野羽ノ浦線 ＊ 大京原今津浦和田津線（小松島市）～国道５５号（小松島市）

戎山中林富岡港線 ＊ 国道５５号（阿南市）～市道新浜南線（阿南市）

小勝島公園線 ＊ 全線（阿南市）

市道新浜南線（阿南市） ○ 全線（阿南市）

市道大潟団地海岸線（阿南市） ○ 市道新浜南線（阿南市）～橘港（大潟地区）

小勝ふ頭線 ＊ 臨港道路全線（阿南市）

沖洲（外）中央線 ＊ 臨港道路全線（徳島市）

赤石ふ頭線 ＊ 臨港道路（県道大京原今津浦和田津線～臨港道路赤石東ふ頭線）

赤石東ふ頭線 ＊ 臨港道路全線（小松島市）
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第２次緊急輸送道路

路 線 名 区 間

国道１９３号 ＊ 国道192号（吉野川市山川町）～吉野川市美郷支所

＊ 那賀町木沢支所～国道195号（那賀町平谷）

国道１９５号 ＊ 国道55号（阿南市）～那賀町木頭 高知県境

国道３１８号 ＊ 土成ＩＣ～徳島吉野線(阿波市)

国道３１９号 ＊ 国道３２号（三好市山城町）～三好市 愛媛県境

国道４３８号 ＊ 美馬ＩＣ～鳴門池田線（美馬市美馬町）

＊ 国道192号（つるぎ町貞光）～つるぎ町一宇支所

＊ 神山町役場～国道192号（徳島市）

国道４３９号 ＊ 三好市東祖谷総合支所 ～ 三好市東祖谷 高知県境

国道４９２号 ＊ 国道192号（美馬市穴吹町） ～ 美馬市木屋平総合支所

国道３７７号 ＊ 全線（美馬市）

徳島引田線 ＊ 鳴門池田線（板野町）～町道１５６号線（板野町）

鳴門公園線 ＊ 国道１１号（鳴門市）～鳴門ウチノ海総合公園

鳴門池田線 ＊ 阿波市 ～ 三好市＜事業中＞

松茂吉野線 ＊ 全線（松茂町～阿波市）

徳島吉野線 ＊ 国道318号（阿波市）～宮川内牛島停車場線（阿波市）

徳島上那賀線 ＊ 国道５５号（小松島市）～上勝町役場

富岡港線 ＊ 国道55号（阿南市）～国道55号 阿南道路（阿南市）

日和佐小野線 ＊ 美波町由岐支所～国道55号（阿南市）

＊ 美波町役場～国道55号（美波町）

徳島環状線 ＊ 全線＜事業中＞

徳島鴨島線 ＊ 徳島引田線（徳島市）～国道192号（徳島市）

山城東祖谷山線 ＊ 西祖谷山山城線～国道439号（三好市東祖谷）

小松島佐那河内線 ＊ 小松島港線（小松島市）～国道５５号（小松島市）

徳島鳴門線 ＊ 国道11号（徳島市）～徳島鴨島線（徳島市）

徳島北灘線 ＊ 市道春日３丁目・不動線（徳島市）～松茂吉野線（藍住町）

西祖谷山山城線 ＊ 全線（山城東祖谷山線～国道32号（三好市山城町））

徳島小松島線 ＊ 徳島環状線(徳島市)～徳島上那賀線（小松島市）

美馬貞光線 ＊ 全線（美馬市美馬町～つるぎ町貞光）

小松島港南小松島停車場線 ＊ 徳島小松島線（小松島市）～市道横須堀川線（小松島市）

粟津港撫養線 ＊ 鳴門総合運動公園～国道28号（鳴門市）

長原港線 ＊ 全線（松茂町）

由岐港線 ＊ 日和佐小野線（美波町）～国道５５号（美波町）

浅川港線 ＊ 全線（海陽町）

花園日開野線 ＊ 国道５５号（小松島市）～小松島佐那河内線（小松島市）

宮川内牛島停車場線 ＊ 徳島吉野線(阿波市)～国道192号(吉野川市鴨島町)

＊ 松茂吉野線（阿波市吉野町）～鳴門池田線（阿波市吉野町）

＜事業中＞
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路 線 名 区 間

出口太刀野線 ＊ 鳴門池田線(三好市三野町)～国道192号(東みよし町)

大京原今津浦和田津線 ＊ 国道５５号(阿南市)～陸上自衛隊徳島駐屯地

市道北島・応神線（徳島市） ○ 徳島環状線（徳島市）～町道１号線（北島町）

市道春日３丁目・不動線（徳島 ○ 市道北佐古・矢三線（徳島市）～徳島北灘線（徳島市）

市）

市道北佐古・矢三線（徳島市） ○ 徳島鴨島線（徳島市）～市道春日３丁目・不動線（徳島市）

市道横須堀川線 ○ 小松島港南小松島停車場線（小松島市）～

小松島佐那河内線（小松島市）

町道直道９号線（藍住町） ○ 徳島引田線（藍住町）～町道１０９５号線（板野町）

町道１５６号線（板野町） ○ 徳島引田線（板野町）～町道４４７号線（板野町）

町道４４７号線（板野町） ○ 町道１５６号線（板野町）～あすたむらんど徳島

町道１０９５号線（板野町） ○ 町道直道９号線（藍住町）～徳島引田線（板野町）

町道１号線（北島町） ○ 市道北島・応神線（徳島市）～徳島環状線（北島町）

町道浅川川東線（海陽町） ○ 浅川港線(海陽町）～まぜのおか

町道四方原五反田線（海陽町） ○ 国道５５号(海陽町）～町道浅川川東線（海陽町）

三浦臨港道路 ＊ 臨港道路（浅川港線～浅川港）

第３次緊急輸送道路

路 線 名 区 間

国道１９３号 ＊ 吉野川市美郷支所～那賀町木沢支所

国道195号（那賀町平谷）～国道55号（海陽町）

国道４３８号 ＊ 神山町役場～つるぎ町一宇支所

国道４３９号 ＊ 国道４３８号（三好市東祖谷）～三好市東祖谷総合支所

国道４９２号 ＊ 美馬市木屋平総合支所～国道４３８号

徳島上那賀線 ＊ 上勝町役場～国道193号（那賀町木沢）

勝浦佐那河内線 ＊ 小松島佐那河内線（小松島市）～国道４３８号（佐那河内村）

阿南鷲敷日和佐線 ＊ 国道１９５号（那賀町）～国道５５号 （美波町）

阿南勝浦線 ＊ 全線 羽ノ浦福井線（阿南市）～

四国横断自動車道（阿南ＩＣ（仮称））～徳島上那賀線（勝浦町）

羽ノ浦福井線 ＊ 全線 国道５５号（阿南市上中町）～国道５５号（阿南市福井町）

山城東祖谷山線 ＊ 西祖谷山山城線（三好市西祖谷山村）～国道３２号（三好市山城町）

小松島佐那河内線 ＊ 徳島上那賀線（小松島市）～勝浦佐那河内線（佐那河内村）

徳島小松島線 ＊ 小松島港線（小松島市）～国道５５号（小松島市）

市場学停車場線 ＊ 鳴門池田線（阿波市市場町）～国道１９２号（吉野川市）

和田島赤石線 ＊ 大京原今津浦和田津線（小松島市）～徳島小松島線（小松島

市）

山川海南線 ＊ 国道193号（神山町）～国道193号（那賀町木沢）

（注） ※：直轄管理道路 ◇：高速道路会社（西日本高速道路(株)，本州四国連絡高速道路(株)）管理道路

＊：県管理道路 ○：市町村管理道路
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＜事業中＞は，供用開始時に緊急輸送道路と位置づけることとし，現時点では緊急輸送道路予定路線である。

〔資 料 編〕

緊急輸送道路図

(2) 港 湾

ア 拠点港

救助活動を行うため，拠点となる港湾

拠点港

港 湾 名 種 別 管 理 者 備 考

徳島小松島港 重 要 港 湾 徳 島 県 沖洲（外）地区

〃 〃 〃 赤石地区

橘 港 〃 〃 大潟地区

浅 川 港 地 方 港 湾 〃 浅川地区

(3) 漁 港

ア 拠点漁港

救助活動を行うため，拠点となる漁港

拠点漁港

漁 港 名 種 別 管 理 者 備 考

牟 岐 漁 港 第 ３ 種 徳 島 県 ＜事業中＞

(4) 飛行場

救助活動を行うため，拠点となる飛行場

施 設 名 管 理 者

徳島飛行場 海上自衛隊徳島教育航空群司令
（徳島空港事務所 空港長）

小松島飛行場 海上自衛隊第２４航空隊司令

２ 緊急輸送路の整備

(1) 道 路

緊急輸送道路の橋梁耐震化については，設計基準が古い橋梁や橋梁形式により対策が必要な橋梁

など緊急度の高い橋梁から順次対策を実施する。

また，橋梁の老朽化対策については，定期的な点検に基づき，計画的な維持管理・更新を実施す

る。

法面対策については，点検結果に基づき，対策の優先度の高い箇所から順次整備を行う。

(2) 港 湾

拠点港については，大きな施設被害の想定される緊急性の高いところから順次，通常の維持管
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理とあわせて，災害に対する強度についても調査を行い，必要に応じ補強等の対策を実施する。

また，拠点港において，救助活動・緊急物資輸送を行うための施設となる耐震強化岸壁及び緑

地等の整備促進に努める。

さらに，徳島海上保安部及び港湾管理者は，津波による危険が予想される地域から安全な海域

へ船舶を退避させる等の措置に係る具体的な実施要領を定め，これに基づき必要な措置を実施す

るものとする。

また，港湾管理者は航路啓開作業等により発生する回収物の陸揚げ，仮置き場等の確保に努め

るものとする。

(3) 漁 港

牟岐漁港については，通常の維持管理とあわせて，耐震性についても調査を行い，必要に応じ

補強等の対策を実施する。

また，牟岐漁港において，救助活動を行うための施設となる耐震岸壁及び緑地等の整備促進に

努める。さらに，漁業協同組合等の漁港利用者及び漁港管理者は，津波による危険が予想される

地域から安全な海域へ船舶を待避させる等の措置に係る具体的な実施要領を定め，これに基づき

必要な措置を実施する。

(4) 飛行場

飛行場の管理施設については，通常の維持管理とあわせて，災害に対する強度の調査及び必要

に応じた補強等の対策について配慮する。

空港管理者は，津波の来襲するおそれがある場合，速やかに飛行場の閉鎖を行うとともに，利

用者に対し，津波の来襲のおそれがある旨を周知する。

(5) 鉄 道

鉄道事業者は，列車の安全確保に必要な線路及び諸設備の実態と周囲の諸条件を把握し，管区

内施設の維持改良に努めるとともに，地震災害に対処し得る次の体制を整備しておくものとする。

ア 施設の耐震性の強化

イ 地震計の整備

ウ 情報連絡設備の整備

エ 復旧体制の整備

オ 津波の来襲により危険度が高いと予想される区間等における運行の停止その他運行上の措置

及び列車の乗客や駅等に滞在する者の避難誘導計画等

３ 民間事業者との連携

(1) 県及び市町村は，緊急輸送が円滑に実施されるよう，あらかじめ運送事業者等と協定を締結す

るなど体制の整備を図る。

(2) 県及び市町村は，必要に応じ，緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加，物資の輸

送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施，物資の輸送拠点として運送事業者等の施

設を活用するための体制整備を図る

４ 緊急通行車両等の事前届出

(1) 警察本部は，災害時における確認事務の省力化，効率化を図り，緊急通行車両等の円滑な通行

を確保するため，緊急通行車両等の事前届出制度を行う。
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(2) 県及び市町は，民間事業者等に対して当該制度の周知を行うとともに，自らも当該制度を積極

的に利用するなど，その普及を図る。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 市町村内の緊急輸送路

２ 緊急輸送体制の整備
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第４節 自主防災活動の推進

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部）】

第１ 方針

災害対策は，県民（自助），地域（共助），行政（公助）がその役割分担を理解して，各々がその役

割分担を確実に推進するとともに災害発生時には連携して対応することにより被害の軽減が図られるこ

とを強く認識して，その対策への取り組みを推進する必要がある。

ここで，災害発生時に初動で対応するのは，地域で組織される自主防災組織であり，被害軽減を図る

上で未組織地域での組織化の促進が急務の課題である。

また，既存自主防災組織においては，自主防災計画の策定，計画に基づく各種訓練の実施・検証を行

うことにより地域で自立できる防災体制の構築を推進する必要がある。

第２ 内容

１ 災害対策の役割分担

(1) 県民の役割 自助： 「自らの身の安全は自ら守る」といった考え方に基づき，県民一人ひとり

が自分の命や生活を守る活動を言う。（各組織が自分の組織を守るための

活動も含む。）

(2) 地域の役割 共助： 地域連携による防災活動を言い，県民一人ひとりが隣人等と協力して地

域を守る活動を言う。（自治組織や民間組織が，県民や近隣組織と連携し

て地域の安全を守る活動も含む。）

(3) 行政の役割 公助： 行政が実施主体となる防災対策で，自然災害に強い県土を実現する活動

を言う。

２ 自主防災組織の活動マニュアルの作成

地域住民が被害の発生及び拡大を防止するため，市町村は次の項目により誰もが理解できる活動マ

ニュアルを作成し，指導するものとする。

(1) 平常時の活動

ア 日頃の備え及び災害時の的確な行動等の防災知識の普及

イ 情報の収集・伝達，初期消火，救出・救護，避難等の防災訓練

ウ 初期消火，救出・救助用の防災資機材等の備蓄

エ 家庭及び地域における防災点検の実施

オ 地域における高齢者，障がい者等の避難行動要支援者（災害時要援護者）の把握

カ 危険な場所，避難場所，避難経路及び避難方法の情報を掲載した地図の作成及び住民等への

周知

(2) 災害時の活動

ア 正確な情報の収集及び伝達

イ 出火防止，初期消火の実施

ウ 避難誘導及び率先避難

エ 救出救護の実施
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オ 給食，給水

カ 高齢者，障がい者等の避難行動要支援者（災害時要援護者）の安否確認，移動補助及び集団

避難の実施

キ 炊き出しの実施及び協力

ク 救援物資の分配及び避難所の運営に対する協力等

３ 自主防災活動の推進

(1) 自主防災組織育成・活性化の支援

県及び市町村は，自主防災組織の育成・活性化を支援するため，防災訓練や各種行事の開催，

啓発資料の作成配布等を通じて自主防災組織の結成に向け啓発を行うとともに，リーダー養成の

ための研修会や資機材整備などによりその活動を支援し，育成強化に努めるものとする。その際，

障がい者，高齢者等の要配慮者や女性の参画の促進に努めるものとする。

(2) 徳島県自主防災組織連絡会（平成２０年１月設立）の活動

県民防災力の強化を推進するための施策の一環として，自主防災組織のネットワークを構築し，

各自主防災組織の相互の連絡調整，活動の充実を図るとともに住民の防災意識を高め，地域の防

災力の向上に努める。

(3) その他の地域防災活動の支援等

ア 地域コミュニティにおける防災活動

県及び市町村は，地域コミュニティを県民防災運動の最も重要な啓発対象と捉え，自主防災組

織はもとより，未組織の地域住民や企業に対しても，防災教育の普及に努め，地域コミュニティ

構成員が自助・共助の精神を基本として主体的に地域活動に参加し，ボランティアや地域の各種

団体等とネットワークをつくり，その連携の中で自主的な防災活動ができるよう，指導助言など

支援に努める。

４ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進

市町村内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は，当該地区における防

災力の向上を図るため，共同して，防災訓練の実施，物資等の備蓄，高齢者等の避難支援体制の

構築等自発的な防災活動の推進に努めるものとする。この場合，必要に応じて，当該地区におけ

る自発的な防災活動に関する計画を作成し，これを地区防災計画の素案として市町村防災会議に

提案するなど，当該地区の市町村と連携して防災活動を行うこととする。

市町村は，市町村地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう市町村内の一定の地区内の住

民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け，必要があると認めるときは，市町村地

域防災計画に地区防災計画を定めるものとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 自主防災組織の意義

２ 自主防災組織の組織率の向上

３ 自主防災組織の規模

４ 自主防災組織の育成
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５ 自主防災組織の編成

６ 自主防災組織の防災計画

７ 地区防災計画の位置づけ

８ 関係団体との協調
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第５節 ボランティア受入体制の整備

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，地域福祉課，県民環境政策課，森林整備課，砂防防災課，

都市計画課，住宅課，道路整備課），日本赤十字社徳島県支部， 社会福祉協議会】

第１ 方針

阪神・淡路大震災など，近年の大規模災害においては，行政や防災機関のみの災害対応の限界が指摘

されると同時に，ボランティアの多彩な活躍が注目された。

発災に伴い人や公共施設等をはじめとして多種多様な被害が発生することが想定され，これに対応す

るためには，平常時から専門知識を有するボランティアを確保し，この運用計画についても策定してお

く必要がある。

このため，県及び市町村等は，大規模災害時におけるボランティア活動が，速やかに立ち上がり効果

的に活かされるよう，平常時からボランティアの受入体制等の整備に努めるものとする。

第２ 内容

１ ボランティア団体等との連携

県及び市町村は，徳島県災害ボランティア連絡会（日本赤十字社徳島県支部，社会福祉協議会やボ

ランティア団体等）との連携を図るものとする。

２ ボランティア受入体制等の整備

県及び市町村は，ＮＰＯやボランティアグループだけでなく，組織化されていないボランティアが

円滑な支援活動を行うことができるよう「徳島県災害ボランティア活動支援方針」を策定（平成２５

年３月）するなど，受け入れ側の体制整備に努める。

このため，県及び市町村は，ボランティアコーディネーターやリーダーの養成，情報ネットワーク

体制の整備，研修会の開催，災害時におけるボランティア活動の調整，ボランティア活動拠点の確保，

防災訓練の実施等により体制づくりを推進する。

３ ボランティア活動の支援拠点の整備

県及び市町村は，社会福祉協議会，日本赤十字社その他ボランティア団体と連携を図りながら，県

域，市町村単位で，ボランティア活動の支援拠点の整備に努める。

４ 徳島県災害ボランティア連絡会（平成２０年３月設立）の活動

県民防災力の強化を推進するための施策の一環として，災害ボランティア関係団体のネットワーク

を構築し，平常時からボランティア相互の連携・協力の促進を図り，災害時におけるボランティア活

動の連携かつ円滑な体制を確立する。

５ 専門ボランティアの活動への支援等

県及び市町村は，専門知識や特殊な技術を有するボランティアの活動を支援するための方策の検討

等を行い，活動体制の整備に努める。

また，土砂災害に係る啓発や危険個所の点検などの災害防止活動に取り組んでいる砂防ボランティ



- 32 -

共通対策編 第２章 災害予防

ア，及び森林災害の原因となる異常兆候や集中豪雨等による森林被害・治山施設の被災状況を把握し，

被害を受けた箇所の監視活動を行う山地防災ヘルパーについても，その育成を図り，活動を支援する。

６ 専門ボランティアの組織状況等

(1)（一社）徳島県測量設計業協会

徳島県管理の公共土木施設の被害情報の提供，被害状況の調査，応急対策に関する測量，調査

及び設計等の協力

(2) 四国地質調査業協会徳島県支部

徳島県管理の公共土木施設に被害情報の提供，被害状況の調査，応急対策に関する地質調査等

の協力

(3) 徳島県地震被災建築物応急危険度判定士

大規模な地震等に伴い建築物の被害が発生した場合，建築物の被害状況調査及び危険度の判定

を迅速かつ的確に行い，二次災害を軽減，防止する。

(4) 徳島県被災宅地危険度判定士

大規模な地震等に伴い宅地の被害が発生した場合，宅地の被害状況調査及び危険度の判定を迅

速かつ的確に行い，二次災害を軽減，防止する。

(5) 防災エキスパート（徳島県県土整備部ＯＢ）

自宅及び勤務地近辺等の公共土木施設の被災状況の伝達，県土整備部の要請に基づく被災箇所

の状況把握や応急復旧に関する助言及び協力等

・事務局(公財)徳島県建設技術センター

(6) 徳島県砂防ボランティア協会

二次的な土砂災害発生防止のボランティア活動，砂防関係事業の啓発，会員の砂防防災技術の

向上

(7) 山地防災ヘルパー

山地災害や治山施設の被災状況の把握，二次災害の兆候の通報

(8) 徳島県技術士会

大規模災害発生時において，県が速やかな応急対策や安全対策を実施するための被害状況の調

査や技術的助言等の協力を行う。

(9) プレストレスト・コンクリート建設業協会四国支部

大規模災害発生時において，緊急輸送道路の確保のための資材，機材，技術者等の支援を行う。

(10) 日本橋梁建設協会

大規模災害発生時において，緊急輸送道路の確保のための資材，機材，技術者等の支援を行う。

(11) (一社)徳島県建設業協会

大規模災害発生時において，情報提供や資材，機材，技術者等の支援を行う。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ ボランティアの受け入れ体制の整備

２ ボランティア団体等との連携
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第６節 企業防災の促進

【主な実施機関：県（危機管理部，商工政策課，建設管理課），市町村】

第１ 方針

県は，自然災害による不測の事態から企業の「事業継続」を確保するため，企業に対し，災害時にお

ける企業の事業継続を目的とした「事業継続計画（ＢＣＰ）」の作成の促進を図る。

また，企業は防災力を高めるため，「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定・運用するよう努めるととも

に，防災体制の整備，防災訓練の実施，事業所の耐震化・耐浪化，予想被害からの復旧計画の策定，各

計画の点検・見直し，燃料，電力等重要なライフラインの供給不足への対応，取引先とのサプライチェ

ーン確保等の事業継続上の取組みを継続的に実施するなど「事業継続マネジメント（ＢＣＭ）」の取り

組みを通しての企業の防災活動の推進に努めるものとする。

第２ 内容

１ 周知・啓発

事業継続ガイドラインに基づき，企業が「事業継続計画（ＢＣＰ）」の策定・運用を行うよう，県

及び市町村は，こうした取り組みに資する情報提供を進めるため，講習会の開催や広報などを実施す

るものとする。

２ 防災力向上の推進

企業は地域コミュニティの構成員であり，地域住民とともに自助・共助の精神を基本として主体的

に地域活動に参加することが求められる。

県及び市町村は，企業からの「事業継続計画（ＢＣＰ）」策定支援等のニーズに的確に応えられる

よう情報提供体制等の条件整備に取り組むとともに，企業がボランティアや地域の各種団体等とのネ

ットワークを構築し，その連携の中で自主的な防災活動が行えるよう，指導・助言などの支援に努め

るものとする。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 企業の事業継続計画策定の支援
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第７節 避難行動要支援者（災害時要援護者）支援対策の充実

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，地域福祉課，医療政策課，健康増進課，障がい福祉課，長

寿保険課，こども未来・青少年課，国際戦略課，砂防防災課，森林整備課），社会福

祉施設等の管理者】

※社会福祉施設等とは，社会福祉施設，介護老人保健施設及び病院をいう。

第１ 方針

災害発生時には，高齢者，傷病者，障がい者，妊産婦，乳幼児，外国人など災害対応能力の弱い要配

慮者への十分な支援が必要となる。

要配慮者は，自力による避難が困難であったり，災害情報の伝達に配慮すべき点があることなどから，

浸水や土砂災害等の情報伝達や避難対策などが重要となる。

このため，次により各種対策を実施し，災害時の要配慮者に対する安全確保を図るものとする。その

際，災害時における要配慮者の特性に十分配慮するとともに，男女のニーズの違い等，男女双方の視点

に十分配慮するよう努めるものとする。

注）これまで使われていた「災害時要援護者」のかわりに，平成25年6月の災害対策基本法の改正に

より，高齢者・障がい者・乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」といい，そのう

ち，災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で，

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため，特に支援を要するものを「避難行動要支援者」と

いう。

第２ 内容

１ 避難行動要支援者（災害時要援護者）支援体制の確保

(1) 避難行動要支援者（災害時要援護者支援対策）マニュアルの作成

県は避難行動要支援者（災害時要援護者）支援対策マニュアルを作成するとともに，市町村に

おけるマニュアル整備の促進を進める。

(2) 避難行動要支援者（災害時要援護者）に関する情報の把握・共有

市町村は，福祉担当部局と連携のもと，避難行動要支援者（災害時要援護者）を適切に避難誘

導し，安否確認を行うため，民生委員，児童委員，自主防災組織等の協力を得ながら，平常時よ

り避難行動要支援者（災害時要援護者）に関する情報の把握・共有し，避難行動要支援者名簿

（台帳）を作成する。

(3) 支援体制の整備

市町村は，事前に把握した避難行動要支援者（災害時要援護者）の情報をもとに，安否確認や

避難誘導，避難所での支援などを円滑に実施するため，自治会や自主防災組織，民生委員・児童

委員，社会福祉施設等と連携を図り，必要な支援体制の整備に努める。

(4) 福祉避難所

市町村は，社会福祉施設等の管理者との協議により，避難行動要支援者（災害時要援護者）が

相談や介助・医療的ケアなどの必要な生活支援が受けられるなど，安心して生活ができる体制を

整備した，福祉避難所（二次的な避難施設）の事前の指定に努める。
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２ 社会福祉施設等対策

(1) 社会福祉施設の安全確保等

社会福祉施設等の利用者の大半は，ねたきり高齢者や障がい者，傷病者等の要配慮者であるこ

とから，施設管理者は，施設自体の災害に対する安全性を高めるとともに，土砂災害危険箇所，

土砂災害警戒区域等の立地条件を踏まえた対策を講じるものとする。

また，スプリンクラーについては，義務設置でない施設についても必要に応じ設置に努めるも

のとする。

さらに，災害時において消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置等の設置についても，

促進を図るものとする。

また，県及び市町村等は，土砂災害危険箇所，土砂災害警戒区域等に存在する社会福祉施設等

の保全のため，治山，砂防，地すべり，急傾斜，地震，津波の各事業を強力に実施するとともに，

施設管理者への周知，講習会の推進などに配慮する。

(2) 防災組織の整備

社会福祉施設等の管理者は，各種調査結果や土砂災害危険箇所，土砂災害警戒区域等の立地条

件などを踏まえて，災害の防止や災害時における迅速かつ的確な対応を行うため，あらかじめ自

衛防災組織を整え，施設職員の任務分担，動員計画，緊急連絡体制を明確化するものとする。

また，必要に応じ，関係機関との連携のもとに，施設相互間並びに地域住民，自主防災組織等

との平常時からの連携が密なものとなり，利用者の実態に応じた協力が得られるような体制作り

に努めるものとする。

(3) 防災教育・防災訓練の充実

社会福祉施設等の管理者は，施設の職員等が，防災に関する基礎的な知識や災害時に取るべき

行動等についての理解・関心を高めるための防災教育を実施するとともに，災害時の切迫した状

況下においても，適切な行動が取れるよう，あらかじめ災害時における避難計画を策定し，各々

の施設の構造や利用者の実態に応じた防災訓練を定期的に実施するものとする。

特に，自力避難が困難な者等が利用している施設にあっては，居室の配置に配慮するとともに，

夜間を想定した防災訓練や土砂災害危険箇所など地域の特性に配慮した防災訓練などについても

実施するものとする。

(4) 防災備品の整備

社会福祉施設等の管理者は，災害に備え，食料，生活必需品，防災資機材等の備蓄に努めるも

のとする。

３ 在 宅 者 対 策

(1) 防災知識の普及・啓発

県及び市町村は，避難行動要支援者（災害時要援護者）及びその関係者に対して，災害時にお

ける的確な対応能力を高めるため，地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけるなど，防災知

識の普及・啓発に努めるものとする。

なお，防災訓練等の実施に当たっては，避難行動要支援者（災害時要援護者）の特性に配慮し，

地域において避難行動要支援者（災害時要援護者）を支援する体制の整備に努めるものとする。

(2) 避難誘導・救出・救護体制の確立
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市町村は，避難行動要支援者（災害時要援護者）を適切に避難誘導・救出・救護するため，県

が作成した「災害時要援護者（避難行動要支援者）支援対策マニュアル」により，平常時より自

主防災組織や民生委員等と連携して避難行動要支援者（災害時要援護者）の状況を把握し，その

名簿を整備するなど，実態把握に努める。

なお，把握した情報については，個人情報等の保護に十分配慮しつつ，関係機関において共有

するとともに，支援の必要性の高い者から優先的，重点的に，各避難行動要支援者（災害時要援

護者）の個別避難支援プラン策定に努める。

また，県及び市町村は，より一層の防災知識の普及・啓発を図り，住民全体で防災に取り組む

土壌の育成に努めるとともに，市町村においては，町内会，自治会等を中心とした自主防災組織

の育成について促進を図るものとする。

また，災害時におけるひとり暮らし高齢者等の安全確保のため，必要に応じ緊急通報システム

等の整備に努めるものとする。

(3) 的確な情報伝達活動

県及び市町村は，避難行動要支援者（災害時要援護者）等に対し正確かつ迅速に情報提供を行

うため，個々の避難行動要支援者（災害時要援護者）にとり適切な伝達手段を検討し，民生・児

童委員や地域住民等の連携による伝達など，多様な伝達手段の整備に努めるものとする。

４ 外国人等に対する防災対策

県及び市町村は，言語，生活習慣，防災意識の異なる外国人や旅行者等が，災害時に迅速かつ的確

な行動がとれるよう防災知識の普及啓発，防災教育や防災訓練への参加の促進に努めることともに，

地域全体で外国人等への支援システムや救助体制の整備などに努めるものとする。

(1) 防災知識の普及啓発

ア 県及び市町村は，外国人向けの外国語による防災に関するパンフレットを作成・配布すると

ともに，各種機関で入手できるようにするなど，防災に関する知識の普及啓発に努める。

イ 県及び市町村は，在住外国人に対して，防災教育及び防災訓練への参加を推進するよう努め

る。

(2) 避難施設案内板の外国語併記等の推進

市町村は，避難場所や避難路等の案内板について，外国人にもわかりやすいシンボル化や外国

語の併記などを図るよう努める。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 避難行動要支援者（災害時要援護者）支援体制の整備

２ 避難行動要支援者（災害時要援護者）への情報伝達や避難誘導

３ 社会福祉施設等の整備

４ 外国語による防災対策の啓発



- 37 -

共通対策編 第２章 災害予防

第８節 帰宅困難者等対策

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，観光政策課）】

第１ 方針

災害時には，多数の旅行者や，遠距離通勤者等が帰宅困難となる恐れがあり，避難及び帰宅の支援を

行う必要がある。県及び市町村は，こうした人々に対して適切に対応できる体制を確保するよう努める。

第２ 内容

１ 県民への普及啓発

県及び市町村は，県民に対して「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知徹底を図ると

ともに，安否確認手段，帰宅困難となった場合の避難場所，関西広域連合の共同事業である「災害時

帰宅困難者支援ステーション」等について対応策の普及啓発に努めるものとする。

２ 企業等への普及啓発

県及び市町村は，企業等に対して従業員等を一定期間事業所内に留めおくことができるよう，必要

な物資の備蓄等の促進について，普及啓発に努めるものとする。

３ 安否確認手段の支援

県及び市町村は，災害時の家族等の安否確認のためのシステム（災害用伝言ダイヤル「１７１」，

災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」，携帯電話の「災害用伝言板」及び「災害用音声お届けサービス」，

すだちくんメール（徳島県が構築した災害時の安否確認サービス）等）について，普及啓発に努める

ものとする。

４ 災害時帰宅困難者支援ステーションの確保

県は，事業者と協力し，「災害時帰宅困難者支援ステーション」の確保に努めるとともに，ステッ

カー添付により災害時帰宅困難者の利便性の向上を図るものとする。

また，大規模災害が発生し，交通が途絶えた場合に，帰宅困難者支援「協力店」のステッカーを表

示したそれぞれの店舗において，帰宅困難者に対し，次のような支援を可能な範囲で行う。

(1) テレビやラジオ等で収集した被災情報の提供

(2) 水道水の提供

(3) トイレの提供

(4) 休息スペースの提供

(5) 地域の避難所情報の提供

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 帰宅困難者への情報提供体制の整備

２ 帰宅支援の協力体制の整備
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第９節 広域応援・受援体制の整備

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，市町村課，警察本部）】

第１ 方針

県及び市町村は，大規模災害が発生した場合に，円滑な応急対策等が行えるよう，あらかじめ相

互応援協定を締結するなどして，広域的な応援・受援体制を確立しておくものとする。

第２ 内容

１ 応援・受援体制の整備

(1) 県及び市町村は，応援要請があった場合に速やかな応援を実施できるよう，派遣職員の編成，

携行資機材，使用車両，応援の手順等について事前に準備する。

(2) 県及び市町村は，円滑に他の市町村，国，県，防災関係機関等から応援を受けることができる

よう，受援に関する連絡・要請手順，応援機関の活動拠点等について取り決めておくとともに，

連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。

２ 都道府県間の相互応援

県は，関西広域連合の「関西防災・減災プラン」，四国４県の「危機事象発生時の四国４県広域応

援に関する基本協定」，中・四国９県の「中国・四国地方の災害発生時の広域支援に関する協定」，

近畿２府７県の「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」，鳥取県との「鳥取県と徳島県と

の危機事象発生時相互応援協定」，「関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する

協定」及び全国都道府県における「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に基づ

き，必要な情報の共有化を図るとともに，次に掲げる広域応援の実施に必要な条件整備に努める。

(1) 食料，飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 被災者の救出及び救護，防疫等災害応急活動に必要な物資及び資機材の提供

(3) 施設等の応急復旧に必要な物資及び資機材の提供

(4) 災害応急活動等に必要な医療職，技術職，技能職等の職員及び情報収集，連絡事務等に必要な

職員の派遣

(5) 被災者を一時収容するための施設の提供

(6) その他特に要請のあった事項

３ 市町村間の相互応援

市町村は，「徳島県及び市町村の災害時相互応援協定」基づき，必要な情報の共有を図るとともに，

応援に必要な条件整備に努めるものとする。また，あらかじめ県内外の市町村と広域相互応援協定を

締結するよう努めるものとする。

４ 消防機関の広域応援

(1) 県外への相互応援

ア 応援

県外への消防広域応援については，消防組織法に基づき都道府県単位で編成された緊急消防援
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助隊を消防庁長官の求め又は指示により派遣するものとする。このため，緊急消防援助隊を充実

強化するとともに，実践的な訓練等を通じて，人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものと

する。

イ 受援

知事は災害発生時において，県内の消防力をもってしても対処できないと認めたときは，消防

組織法第４４条第１項の規定に基づき，消防庁長官に対し，災害発生市町村の消防の応援等（緊

急消防援助隊の応援，「大規模特殊災害時における広域航空応援実施要綱」に定める広域航空消

防応援等）について，要請するものとする。

また，「大規模地震における緊急消防援助隊の迅速出動に関する実施要綱」または「東南海・

南海地震における緊急消防援助隊アクションプラン」に定める地震等の発生時においては，前記

の県からの要請を待たずに緊急消防援助隊が出動することとなっている。このため，応援が円滑

に受けられるよう必要な体制の整備に努めるものとする。

ウ 計画

県は，代表消防機関ほか消防機関と調整を図り，緊急消防援助隊徳島県隊が参集し，被災地へ

出動するための応援等実施計画並びに県内の市町村が被災し他都道府県から緊急消防援助隊の応

援を受ける場合の緊急消防援助隊受援計画を策定するものとする。

(2) 県内の相互応援

大規模災害の発生に対し，各消防機関の消防力の広域的な運用を行い，これらの災害に適切に

対応できるよう，既に全消防機関の間で締結されている「徳島県広域消防相互応援協定」及び

「徳島県市町村消防相互応援協定」を踏まえ，消防広域応援基本計画の策定，派遣要請システム

の整備，代表消防機関の設置，応援情報リストの整備等消防広域応援体制の強化を図る。

５ 警察の広域援助

県警察は，大規模災害が発生し，又は発生しようとしている場合に，直ちに広域的に出動し，災害

警備活動にあたる即応部隊及び当該災害への対応が長期にわたり必要となる場合に派遣する一般部隊

により構成される警察災害派遣隊を次のとおり編成し，広域的応援体制の整備を図る。

(1) 即応部隊

ア 広域緊急援助隊（警備部隊・交通部隊・刑事部隊）

イ 緊急災害警備隊

ウ 広域警察航空隊

(2) 一般部隊

ア 特別警備部隊

イ 特別生活安全部隊

ウ 特別自動車警ら部隊

エ 特別機動捜査隊

オ 身元確認支援部隊

カ 特別交通部隊



- 40 -

共通対策編 第２章 災害予防

６ 徳島県広域防災活動計画の策定・充実

県は，南海トラフ地震などの大規模災害発生時において，発災直後の人命救助活動で派遣される自

衛隊，警察，消防の活動を支援するため，活動拠点や進出経路などを具体的に定めた「徳島県広域防

災活動計画」の充実を図る。

〔資 料 編〕

危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定

中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定

鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定

近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定

関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定

全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 県内市町村の応援・受援に係る体制の整備

２ 県外市町村との災害時応援協定締結の促進
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第１０節 情報通信機器・施設の運用・管理

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部），防災関係機関】

第１ 方針

県及び関係各機関は，災害時における情報通信の重要性にかんがみ，災害時の通信手段の確保のため，

情報通信施設の耐震性の強化及び停電対策，情報通信施設の危険分散，通信路の多ルート化，無線を活

用したバックアップ対策，デジタル化の促進等情報通信体制の整備に努める。

第２ 内容

１ 総合情報通信ネットワークシステムの整備

県は，県内市町村及び全国の地方公共団体との間で防災情報，行政情報の伝達機能を有するネット

ワークとして，県防災行政無線地上系システム及び衛星通信システムの適正な管理・運用を行うとと

もに，日常業務にも活用して災害時に備える。

２ 各無線施設等の整備充実

関係各機関は，自局の無線施設及び設備についての定期的な点検整備を行うとともに，要員の確保

及び応急用資機材の確保充実を図り，災害時における通信手段の確保に努める。

特に市町村においては，アマチュア無線局の協力体制の推進とあわせ，防災行政無線施設の早急な

整備に努めるものとする。

３ 防災相互通信用無線局の整備

県災害対策本部を中心として指定地方行政機関等，防災機関相互間の情報連絡手段を確保するため，

各機関はそれぞれ防災相互通信用無線局の整備に努めるものとする

４ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達体制等の整備

県及び市町村は，特別警報や緊急地震速報の迅速な伝達のため，全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬ

ＥＲＴ）による伝達体制及び通信施設，設備の充実を図るよう努める。

県，市町村及び放送事業者等は，受信した緊急地震速報を地域衛星通信ネットワーク，市町村防災

行政無線等により住民等への伝達に努めるものとする。

５ ヘリコプターテレビ伝送システムの整備

県は，被災現場の映像をリアルタイムに伝送できるヘリコプターテレビ伝送中継システムの適正な

管理・運用を行うことで災害時に備える。

６ 防災情報システムの充実

県は，災害時に被害の状況を把握し，的確な応急対策を実施するため，気象情報や災害情報など総

合的な防災情報等が共有できる災害時情報共有システムを円滑に運用するとともに，防災関連情報の

データベース化を図るなど，機能充実に努める。

また，県は，市町村との防災情報の共有を進めることにより，災害対応の初動期における情報収集
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・伝達機能を強化し，機能の充実に努める。

【災害時情報共有システムのイメージ】

(1) インターネットを利用した防災情報等の共有及び伝達（災害時情報共有システム，防災・危機

管理ポータルサイト「安心とくしま」）

(2) 携帯電話や携帯メール（すだちくんメール）を利用した情報の収集伝達と職員の参集

(3) 被災者支援システム

(4) 公共情報コモンズ等を利用したデータ放送への防災情報の伝達

７ インターネットポータルサイトへの災害情報の提供

県は，災害協定に基づき，災害発生時にポータルサイト事業者に対し，県から提供する避難勧告等

の避難情報，安否情報及びライフライン情報等の災害情報をサイトに掲載するなど情報提供の協力を

要請する。

〔資 料 編〕

災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社）

防災への取り組みに関する協定書（Google）

８ エリアメール・緊急速報メールの活用

県及び市町村は，住民に災害情報を伝達するため，携帯電話のエリアメール・緊急速報メールの活

用を進める。

９ 各種データの整備保全

県及び市町村は，復興の円滑化のため，あらかじめ 各種データの総合的な整備保全（戸籍，住民

基本台帳，地籍，建築物，権利関係，施設，地下埋設物等情報及び測量図面，情報図面等データの整

備保存並びにバックアップ体制の整備)をしておくものとする。
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第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 防災通信設備の整備
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第１１節 防災拠点施設等の整備

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，管財課，医療政策課），四国地方整備局，日本赤十字社徳

島県支部，防災関係機関】

第１ 方針

県，市町村及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は，それぞれの機関の防災中枢機能を果たす

施設，設備の充実及び災害に対する安全性の確保，総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備，推進

に努めるとともに，保有する施設，設備について，代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設備

等の整備を図り，十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努める。

その際，物資の供給が相当困難な場合を想定した食料，飲料水，燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体

制の整備，通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等非常用通信手段の確保を図る。

また，あらかじめ代替施設の選定などのバックアップ対策を講じることに努める。

第２ 内容

１ 防災・危機管理センター

(1) 県は，災害対策本部室及び防災機関活動室を備えた防災・危機管理センターを整備するとともに，

防災活動の中枢機関となる災害対策本部を設置する本庁舎について，受変電設備及び自家発電設備

の高層階への移転並びに１階出入り口への防潮パネルの設置などの津波に対する防災機能の強化や，

情報通信機器の整備など必要な機能の充実を図る。

(2) 災害対策本部職員用食料等の確保

災害対策本部の職員がその能力を最大限発揮できるよう，３日分の食料等の備蓄・調達に努める。

２ 県立防災センターの管理運営

県は平常時は県民等が体験学習（地震，煙，風雨，応急救護）等を通して，災害の基礎的な知識を

習得し，初歩的な教育訓練を受けられる体験型啓発施設であり，災害時には災害対策活動拠点として

機能する通信設備，備蓄倉庫，ボランティア活動支援設備を備えた県立防災センターの適正に管理

運営する。

３ 南部防災館の機能及び運営

県南部圏域の災害対応機能を強化するため，平常時には住民等の防災に関する啓発・研修等の教育

及び防災訓練の場として利用するほか，救助用資機材・食料・生活必需品等の備蓄機能を有し，大規

模災害時には，防災活動拠点・災害対策本部支援等の機能を有する南部防災館の適正な運営管理に努

める。

４ 災害拠点病院及び災害医療支援病院の整備

県は，災害時に重篤な救急患者に対する救命医療を行うための高度な診療，重篤患者の受入れ及び

広域搬送，自己完結型の医療救護チームの派遣，地域医療機関への応急用資器材の貸し出しなどの機

能を有する災害拠点病院の整備を図る。

また，「軽症・中等症患者の受入れ」や「医師派遣」など，災害拠点病院を支援・補完する役割を
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担う災害医療支援病院の整備を図る。

５ 地域の拠点となる避難所の整備・選定

市町村は，周辺の避難所が被災した場合の代替施設や物資の集配拠点等として，一定の地域をカバ

ー（支援）する地域の拠点となる避難所について，県が「拠点避難所」として整備する県立学校等や，

市町村自らが整備する避難所を「拠点避難所」として選定しておくものとする。

(1) 「拠点避難所」のカバーする地域

地域や他の避難所の実情を踏まえ，「拠点避難所」がカバーする地域を定める。

(2) 「拠点避難所」として有すべき機能

ア 建物の耐震化，ＬＥＤ太陽光照明灯など施設の安全性を確保

イ 雨水タンク，防災井戸，太陽光発電装置などライフラインの整備

ウ 簡易トイレ，炊き出し用資材，テント，ヘリポートなど避難生活等に必要な資機材等

６ その他の防災拠点施設等の整備

国土交通省徳島河川国道事務所及び那賀川河川事務所は，ヘリポート，車両待機場所，災害復旧資

材の備蓄基地として，河川防災ステーションの整備に努めるものとする。

河川防災ステーション ：石井町 石井河川防災ステーション

阿南市富岡町 桑野川防災ステーション

７ 緩衝地帯として設置する緑地，広場，その他公共空地の整備

石油コンビナート等特別防災区域に係る県，市町村及び特定事業所は，緩衝地帯としての緑地，

広場その他の公共空地の整備を行うものとする。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 防災拠点施設の整備
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第１２節 物資等の備蓄体制の整備

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，管財課，地域福祉課，薬務課，道路整備課，河川振興課，

砂防防災課，運輸政策課），四国地方整備局，日本赤十字社徳島県支部，防災関係機

関】

第１ 方針

大規模災害発生時には，多くのり災者に対する防災機関の対応能力にはおのずと限界があり，全ての

被災者に対して迅速な対応は期待できない。住民は家庭や地域レベルで日常から防災の意識を高め，災

害時には「自らの命は自らが守る」ことを基本理念として，災害発生後救援体制が立ち上がるまでの間

は，住民又は地域において自らの生活維持をしていくため，食料・水及び最低限の非常用生活物資の確

保に努めることが必要である。このため県及び市町村は自ら備蓄することの必要性を住民に周知徹底す

るものとする。

また一方で，市町村は，家屋倒壊等で備蓄物資の確保ができなかったり災者等のために飲料水や食料，

生活必需品などの供給を行うなど地域住民の生活に密接した物資の確保を行う責務がある。

県においては災害応急対策活動において広域的な調整活動をおこなう役割を主としているため，物資

については市町村の備蓄を補完するもの及び緊急かつ大規模災害時に必要とし，他の機関で保有するの

が困難なものを備蓄・確保する。

県及び市町村は，「徳島県災害時相互応援連絡協議会」で定めた「南海トラフ地震に対応した備蓄方

針」にり備蓄物資の確保を行うものとする。

さらに，それぞれの防災関係機関は，災害が発生した場合において，徳島県地域防災計画に定める災

害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施するため，必要な資機材の点検，整備及び配備等の準備を

行うものとし，具体的な措置内容は，機関ごとに定めておくものとする。

第２ 内容

１ 食料の備蓄整備

(1) 備蓄

基本的に住民は発災初期の避難生活のための食料の備蓄を平常時から行っておく努力が求めら

れる。

また，地域住民と密接に関わっている市町村は，家屋倒壊等で備蓄食料の確保ができなかった

り災者の生活確保のための備蓄食料の整備に努めることとする。それぞれの市町村の人口や地理

等の特性を考慮した上で，他地域や民間との応援協定等を活用し確保手段の多様化を図り必要量

を検討し，備蓄に努めるものとする。

県は市町村を補完する立場から市町村と関係機関，団体との協定や流通備蓄の現状の把握に努

める。

(2) 輸送

民間からの調達や国及び他の都道府県等からの支援により供給される大量の物資を迅速に被災

地に輸送するため，県及び市町村は，平時から輸送体制の整備に努める。

ア 県における輸送体制
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県は，市町村の要請等に基づき，又は被害の状況等に応じ，要請を待たずに，民間からの調

達又は，国及び他の都道府県への要請等により必要な物資を確保し，市町村の指定する拠点ま

で物資を輸送する。

大量の支援物資等の受け入れ，在庫管理及び払出しを円滑に行い，かつ迅速に目的地へ輸送

するため，物資の集積拠点として物流倉庫や輸送車両・器材・ノウハウを有する倉庫業界・ト

ラッック業界などの民間物流業者と協定を締結に努めるなど官民連携による輸送体制を構築す

る。

イ 市町村における輸送体制

市町村は，指定した拠点へ搬送される物資を避難所等へ輸送し，避難者へ物資を供給する。そ

のため，平時から物資の集積拠点を選定しておくとともに，大量の物資の仕分けや避難所への輸

送等について，地域特性に応じて，民間物流事業者と連携するなど体制整備に努めるものとする。

２ 給水体制の整備

(1) 運搬給水の備え

市町村は，別に示す初期段階の応急給水ができるよう，給水車，仮設水槽，ポリタンク，その

他必要な資材を整備，備蓄するとともに，あらかじめ避難所，医療施設，社会福祉施設，防災拠

点施設等防災上重要な施設を運搬給水先と定めておくほか，運搬先ごとに運搬給水の水源となる

浄水場，配水池，消火栓，民間の飲用井戸等や運搬輸送ルートについても定めておく。

また，近隣市町村等からの応援給水がある場合は，運搬先の周知や，運搬先での受け入れ体制

を整えておく。

その他，住民への非常用飲料水袋の配布についても図ることとする。

(2) 拠点給水の整備

市町村は，運搬給水では供給可能な水量に限界があり，時間の経過とともに生活用水を確保す

る必要から，避難所や浄水場，配水池，消火栓等の設置場所に給水拠点を配置することとし，ま

た，耐震性貯水槽の設置についても検討する。

また，飲料水安全確保のためのろ過器，残留塩素濃度測定器，塩素殺菌用薬品等を備蓄するこ

ととする。

３ 生活必需品等の備蓄整備

生活必需品等については市町村等において備蓄されており，これらをさらに整備し，充実させるこ

とが必要である。県及び市町村においては民間流通業者との物資協定を結び，安定した物資確保体制

の整備に努めるものとする。

また住民は災害時に備え，生活に必要な非常持ち出し品及び災害対応活動に活用できるよう備えて

おく必要がある。

４ 救助救命及び水防に必要な備蓄資機材の整備

災害救助・救命資機材については基本的に消防，県警察を中心に整備を進めているが，これらの機

関で保有することが困難なものについては県が補完的に整備し，備蓄に努める。

救助・救命活動の初期に必要となる輸送関係車両や大規模資機材（重量物排除用具等）のようなも

のについては指定地方行政機関及び民間からの応援調達も考えた体制の整備を行う必要がある。
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県は，水防管理団体が水防活動に際し自己の備蓄する資機材のみでは不足する場合に応急支援する

ため，水防に必要な資機材を備蓄し，毎年出水期前に点検し，不足する資材の補充整備をする。

また水防管理団体は，その重要水防区域内堤防延長1,000メートルないし2,000メートル毎に１棟の

割合で面積３３平方メートルの水防倉庫を設置し，必要な機材を備えつけるように努めるものとする。

５ 医薬品等の供給体制の整備

県では災害時における医薬品等供給マニュアルを作成し，医療救護活動に必要とされる医薬品等が

迅速に救護所や医療機関に供給可能な体制づくりを行う。

また，血液製剤については徳島県赤十字血液センターから迅速に供給される体制が整っている。今

後はそれらのより一層の充実した体制づくりに向け努める。

６ 関西広域連合の備蓄計画等の整備

関西広域連合は，大規模広域災害発生時における関西全体の備蓄の基本的な考え方，必要備蓄物資

の品目，備蓄量，備蓄場所等を定めた計画を策定するとともに，物資の受入れ，迅速な仕分け，輸送

手段・ルート等の確保の手法等を定めた物資・配送マニュアルを策定する。

また，仮設シャワーや空調設備，各種燃料類など備蓄になじまない物資について，企業や業界団体

等との協定に基づく流通備蓄の活用等を検討する。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 給水体制の整備

２ 備蓄の現況
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第１３節 孤立集落対策の強化

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部）】

第１ 方針

県及び市町村は，災害により孤立化が予想される集落に対して，あらかじめ，講じる対策について定

める。

第２ 内容

１ 孤立集落及び発生原因

孤立集落とは，中山間地域，沿岸地域などの集落において，人の移動，物資の流通が困難となり，

住民生活が困難もしくは不可能になった集落をいう。孤立集落の具体的な発生原因としては，以下の

要員が挙げられる。

(1) 地震，風水害等に伴う土砂災害や液状化等による道路構造物の損傷，道路への土砂堆積

(2) 地震，風水害等に伴う土砂崩れ，落石等の恐れがある個所に対する事前通行止め

(3) 津波による浸水，道路構造物の損傷，流出物の堆積 等

２ 孤立予想集落

県内で災害発生時に孤立化が予想される集落は，４６５個所ある。

３ 孤立化防止対策

(1) 通信手段の確保

ア 市町村は，孤立化し通信の途絶が予想される集落において，非常時に外部との通信が確保で

きるよう，災害に強い情報通信設備（衛星携帯電話等）の配備に努める。

イ 市町村は，孤立予想集落内の情報通信設備の配備場所及び機器の使用方法について住民に周

知するものとする。

(2) ヘリコプター離着陸場の確保

市町村は，孤立化が予想される集落付近のヘリコプター離着陸場を定めておくものとする。ヘ

リコプター離着陸場が確保できない場合等においては，平時から緊急用ヘリコプター離着陸候補

地の把握に努めるものとする。

(3) 生活物資の備蓄の促進

市町村は，孤立が予想される集落において，大量の水（一週間分以上），食料等の生活物資，

医薬品，医療用資機材，簡易トイレ，非常用電源のための燃料等公共施設の備蓄倉庫，家庭，自

主防災組織等への備蓄を促進することに努めるものとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 孤立予想集落の特定

２ 災害に強い情報通信設備（衛星携帯電話等）の孤立予想集落への配備

３ 孤立予想集落付近のヘリコプター離着陸場の決定または把握

４ その他必要な事項
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第１節 災害応急対策の流れ

【実施機関：各防災関係機関】

第１ 方針

各防災関係機関は災害対応の各段階に応じた災害応急対策作業の優先順位を理解し，行動する。

また，県は迅速かつ円滑な応急対策を実施するために，災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理

した災個別災害対応業務実施マニュアル等の整備を推進する。

第２ 内容

災害発生時・発生の恐れのある各段階において，優先的に実行又は着手すべき主な業務を次のとおり

時系列的に示す。ただし，その災害の進捗状況等により，柔軟に対応を変える必要があることにも留意

する。

１ 津波及び気象警報等が発表中〔初動態勢を確立し，災害発生に備え警戒〕

○ 津波，気象等に関する情報（特別警報・警報・注意報）の伝達，避難

○ 防災関係機関職員の緊急参集（勤務時間外発生の場合）

○ 必要に応じて災害対策本部の設置，防災関係機関の指揮体制確立

○ 被害情報の収集

○ 水防警報の発令，河川等の警戒監視を強化する。

○ 住民避難情報の発表を行う。

ア 避難準備情報の発表

・避難所の開設準備（施設の応急危険度判定の優先実施，管理・運営担当職員の派遣）

・避難行動要支援者（災害時要援護者）の所在確認，避難所等への移動

・一般住民の避難準備

・児童生徒等の安全確保

イ 避難の勧告

・一般住民の移動避難，避難所への収容

・避難所備蓄物資による対応

・避難者の状況把握（避難者リスト作成準備）

ウ 避難の指示

・残留住民の移動避難，建物上層階等での籠城避難

２ 地震，津波，台風等による災害発生から１時間以内〔人命優先に活動しつつ，情報収集〕

○ 防災関係機関職員の緊急参集

○ 災害対策本部の設置，防災関係機関の指揮体制確立

○ 水防活動等被害拡大防止活動を実施する。

○ 被災状況により自衛隊等の出動準備要請，派遣要請

○ 公的救助機関による被災者の救出，負傷者の搬送
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○ 被災状況により鳥取県，四国ブロック，中国四国ブロック，関西広域連合等に広域的な応援を要

請する。

３ 災害発生から２４時間以内〔人命救助を本格化するとともに，被災者支援を開始〕

○ 被害情報の収集報告

○ 国，自衛隊，他府県等応援要員の受援体制の確立

○ 被災地外からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び医療救護班の派遣

○ 緊急物資輸送用車両の確保

○ 緊急輸送道路の啓開

○ 交通規制の実施

○ 被災市町村への職員の派遣

○ 市町村等の被害状況の把握

○ 被災地への救護所の設置

○ ライフライン，公共土木施設等の被害状況調査と応急措置

○ 帰宅困難者対策

○ 災害救助法の適用

○ 通信途絶地域への仮設通信設備設置

○ 避難所の開設（施設の応急危険度判定の優先実施，管理・運営担当職員の派遣）

○ 避難所への避難者リスト作成及び食料等必要量の把握

○ 各種施設の被災状況の把握

○ 避難所等への仮設トイレの設置

○ 避難所等への食料・生活必需品の輸送

○ 避難所での要配慮者の支援対策の実施

○ 避難場所等から自宅に戻ろうとする住民の安全確保のため，津波警報等の情報提供

○ 遺体の一時安置場所の確保

○ 避難所外避難者の状況の把握

○ 被災建築物応急危険度判定

４ 災害発生から７２時間以内〔被災者支援を本格化〕

○ ボランティアセンターの設置

○ ボランティアの受入れ

○ 義援金の受付

○ 義援金の受入

○ 救援物資の受入，仕分け，配分

○ 学校施設の応急復旧，応急教育の実施

○ 疫学調査，健康診断，被災地への防疫処理

５ 災害発生から１週間以内 〔応急的な復旧を開始〕

○ 公営住宅等の提供

○ 被災住宅の応急修理
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○ 被災者の心のケア

○ 遺体の検視，身元確認，火葬

○ 災害廃棄物の処理

６ 災害発生から１ヶ月以内〔応急的な復旧を本格化〕

○ 応急仮設住宅の建設

○ 学校教育の再開

○ 義援金の配分

○ 被害者生活再建支援法の適用
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第２節 活動体制

【実施機関：各防災関係機関】

各防災関係機関は，県内に災害が発生し，又は発生するおそれがある場合は，迅速かつ円滑な災害応

急対策を実施するため，それぞれ災害対策本部等を設置し，活動体制を整備するものとする。

第１款 県の活動体制

第１ 方針

県内に災害が発生し，又は発生するおそれがある場合において，県はその責務を遂行するため必要が

あるときは徳島県災害対策本部を設置し，応急対策に従事する職員を配置する。

また，国の「非常（緊急）災害現地対策本部」が設置されたときは，同本部と連携を図る。

徳島県災害対策本部が設置される以前，又は設置されない場合における応急対策は，徳島県災害対策

本部が設置された場合に準じて処理する。

第２ 内容

１ 徳島県災害対策本部

(1) 災害対策本部の設置及び閉鎖

ア 設 置

徳島県の地域内において，災害が発生し，又は発生のおそれが生じ，その被害が広域かつ激

甚のため，若しくは人的被害が甚大な場合又はそれらが予想せられる場合において，県がその

対策を総合的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは，知事は災害対策本部を設置する

ものとし，おおむね次の基準をもって判断するものとする。

なお，徳島県水防本部が設置されている場合，徳島県災害対策本部が設置されたときは，本

部に総括する。

また，複合災害が発生した場合において，対策本部が複数設置された場合は，重複する要員

の所在調整，情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣，合同会議の開催等に努める。

(ｱ) 自動設置

ａ 県内で震度６弱以上の地震が発生したとき

ｂ 気象庁本庁又は大阪管区気象台が大津波警報を発表したとき

(ｲ) 判断設置

ａ 県内で震度５弱又は５強の地震が発生したとき

ｂ 気象庁本庁又は大阪管区気象台が「徳島県津波」の津波警報を発表したとき

ｃ 大雨特別警報（雨要因）が発表されたとき

ｄ 県内で相当規模の地震災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき

ｅ 台風等により，大規模な災害が発生し，又は発生のおそれがあるとき

(a) 暴風，大雨，洪水，津波警報が発表され，大規模な被害の発生が予想されるとき。

(b) 台風が四国に接近し，本県の全部又は一部を通過し暴風圏に入ることが確実とされる

とき。

(c) 河川の増水により指定河川の水位が警戒水位を越え，さらに水位上昇により大規模な

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 54 -

被害の発生が予想されるとき。

(d) 人的被害，家屋被害が相当数発生したとき，又はそれが予知されるとき。

ｆ その他，多数の人的被害など，重大な社会的影響がある大規模な事故等の災害が発生し，

又はそのおそれが高まったとき

(a) 通常の県行政組織により災害応急対策が不可能と判断される特殊な災害が発生したと

き。

イ 閉 鎖

本部長は，災害の危険がなくなり，又は災害応急対策がおおむね完了したときは，災害対策

本部を閉鎖する。

ウ 報 告

知事は，災害対策本部を設置又は閉鎖したときは，その旨を国（消防庁）その他必要な防災

関係機関へ報告する。

(2) 災害対策本部の組織

災害対策本部の組織，運営及び分掌事務等については，徳島県災害対策本部条例及び徳島県災

害対策本部運営規程に定めるところによる。

組織の編成は次のとおりとする。

ア 本部の組織

統括司令室

災害対策本部会議

広報・調達部
〔経営戦略部長〕

渉外・市町村支援部

本部長
〔知事〕

副本部長
〔政策監，副知事，警察本部長〕

本部員
〔政策監補，危機管理部長，各部長

〔政策創造部長〕

統括司令
〔政策監〕

副統括司令
〔政策監補〕

統合作戦部
〔危機管理部長〕

危
機
管
理
部

病
院
部

教
育
部

警
察
部

保
健
福
祉
部

商
工
労
働
部

農
林
水
産
部

企
業
部

実行部

県
土
整
備
部

政
策
創
造
部

経
営
戦
略
部

県
民
環
境
部

企業局長，病院局長，教育長〕
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イ 支部の組織

ウ 現地災害対策本部の組織

関係各部各班職員

現地災害対策本部長

関係各実施班

現地災害対策本部会議

(3) 本部会議の開催

本部長は，災害応急対策に必要な指示又は各部門の総合調整を行うため，本部会議を開催す

る。

(4) 防災・危機管理センター

災害対策本部機能の強化を図るため，県庁内に防災・危機管理センターを整備しており，本

部会議の開催は，３階の特別会議室と第二応接室を一部屋として使用する。また，統括司令室

は本部長のスタッフとして，災害対策の総合調整及び関係機関との連絡調整を行うため４階の

４０１から４０４会議室を一部屋として使用する。１１階は１１０１，１１０３から１１０５

会議室を一部屋として，他県の支援要員やライフライン事業者など防災関係機関の支援活動室

として使用する。

(5) 支部の設置及び閉鎖

ア 設 置

本部長は，地域の総合的応急対策の推進を図るため，必要があると認めるときは，支部を

設置する。

（南部総合県民局長）
（西部総合県民局長）
（東部県土整備局長）

（南部・西部支部で支部長が指名する者）
（東部県税局長）
（東部保健福祉局長）
（東部農林水産局長）

各
実
施
班

各実施班長
（総合県民局各部長）
（東部各局副局長）

事
　
務
　
局

事務局長
（南部県民局津波減災部長）
（西部県民局企画振興部次長）
（東部県土整備局次長）

支 部 長

副　支　部　長
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イ 閉 鎖

本部長は，地域の総合的応急対策がおおむね完了したときは，支部を閉鎖する。

(6) 現地災害対策本部の設置及び閉鎖

ア 設 置

本部長は，大規模又は激甚な災害が発生した場合に，防災の推進を図るため必要があると

認めるときは，現地災害対策本部を設置する。また，現地災害対策本部の所管区域は災害対

策本部長が決定する。

イ 閉 鎖

本部長は，一応の応急対策が完了したときは，現地災害対策本部を閉鎖する。

(7) 地方連絡部の設置及び閉鎖

ア 設 置

本部長は，災害に関し，国会，中央官庁その他関係方面との連絡事務等の円滑な処理を行

うため必要があると認めるときは，地方連絡部を設置する。

イ 閉 鎖

本部長は，一応の応急対策が完了したときは，地方連絡部を閉鎖する。

(8) 徳島県警察本部

ア 徳島県警察本部長は，災害応急対策実施のため，必要があると認めるときは，災害の規模，

様相に応じて徳島県警察災害警備連絡室又は徳島県警察災害警備本部を置くものとする。

イ 警察部隊の編成運用

警察職員をもって災害警備部隊を編成し，所要の警備活動を実施する。

ウ 警 備 活 動

警備活動については，本計画に定めるほか，徳島県警察大震災等警備計画及び災害警備計

画の定めるところによる。

２ 県災害対策本部を設置するに至らない程度の災害の場合

災害対策組織は，徳島県行政組織規則（昭和４２年徳島県規則第１５号）に定める本庁及び附属機

関の組織によるものとし，本庁の組織にかかる連絡調整は危機管理部が分掌する。
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３ 配備動員体制

(1) 配備体制

配備区分 配 備 内 容 配 備 時 期 備 考

１．庁内関係課（出先機関を含 １．県内に震度４の地震が発生 ※左記の配備時期において
む。）においては情報連絡活 したとき。 は，関係機関等と特に緊密な
動を円滑に行い得る必要最小 連絡調整を図る必要があるこ
限の職員を配備し，状況に応 ２．徳島県に津波 注意報が発 とから「連絡本部」を設置す

第１非常 じてすみやかに第２非常体制 表されたとき。 る。
体制 に移行し得る態勢とする。

３．その他，大規模な事故等の
２．配備につく職員は原則とし 災害が発生し，大きな被害が 本部長：南海地震防災課長
て通常の勤務場所において， 予測されるとき。 本部員：危機管理部職員
主として情報 連絡活動を行
うものとする。

１．庁内関係課（出先機関を含 １．暴風，大雨，洪水警報等が
む。）においては，災害対策 発表されたとき。
本部を設置した場合に必要な
応急対策活動を状況 に応じ ２．台風が本県を通過すること
て行い得る人員を配備し，す が確実とされたとき。
みやかに第３非常体制に移行
し得る態勢とする。 ３．河川がはん濫注意水位に近

づいたとき
２．配備につく職員は，通常の
勤務場所において情報連絡等 ４．県内に震度５弱または５強 ※左記の配備時期において
にあたり，所要の措置を構ず の地震が発生したとき。 は，大規模な災害に備える

第２非常 るものとする。 等，特に警戒を要する必要が
体制 ５．「徳島県に津波警報 が発 あることから「警戒本部」及

表されたとき。 び「警戒支部」を設置する。
但し，津波警報のみの発表の

６．大雨特別警報（雨要因）が 発表され 場合は，「警戒本部」及び
たとき。 「南部支部」を設置する。

本部長：危機管理部長
７．その他，大規模な事故等の 本部員：危機管理部職員並
災害が発生し，大きな被害が びに関係課課員
発生したとき，または特に大 支部長：総合県民局長及び東部県土整
きな被害が予測されるとき。 備局長

支部員：実施班員をあてる。

１．県地域防災計画及び県災害 災害対策本部が設置された ※ 左記の配備時期において
対策本部条 例及び県災害対 とき。 は，「災害対策本部」及び
策本部運営規程等に基づく人 「災害対策支部」を設置す
員を配備する態勢とする。 ●自動設置 る。

２．災害対策本部が自動設置されたとき １．県内で震度６弱以上の地震 本部長：知事
は，全員配備態勢とする。 が発生したとき

２．大津波警報が発表されたと 支部長：総合県民局長及び
き

東部県土整備局長
●判断設置

第３非常 １．県内で震度５弱または５強
体制 の地震が発生したとき

２．徳島県に津波警報 が発表
されたとき
３．大雨特別警報（雨要因）が
発表されたとき
４．県内で相当規模の地震災害
が発生し，又は発生のおそれ
があるとき

５．台風等により，大規模な災
害が発生し，又は発生のおそ
れがあるとき

６．その他，多数の人的被害な
ど重大な社会的影響のある大
規模な事故等の災害が発生
し，又はそのおそれが高まっ
たとき

上記以外に，「徳島県災害対策本部運営規程」第１９条により，初動要員をあらかじめ指定しておく

ものとする。
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(2) 動員体制

ア 動員計画

配備各課（各班）は，各配備体制に応じて必要な人員を動員するものとし，職員の動員順位

あるいは連絡方法等について，あらかじめ徳島県災害対策本部運営規程により作成しておくも

のとする。

〔資 料 編〕

徳島県災害対策本部運営規程

イ 職員の召集

(ｱ) 勤務時間内

庁内放送等により，周知するものとする。

(ｲ) 勤務時間外

職員の召集方法については，固定電話，携帯電話（すだちくんメールを含む），その他

の方法によるものとする。

なお，職員は，災害発生後の情報等の収集に積極的に努め，参集に備えるとともに，配

備指令が伝達される前にそれぞれの参集基準に該当する災害情報を覚知した職員は，速や

かに自主参集するものとする。

〔資 料 編〕

徳島県災害対策本部運営規程

ウ 職員の緊急参集

あらかじめ指定された職員は，勤務時間外において徳島県内に震度４以上の地震が発生した

場合，又は徳島県に津波注意報若しくは津波警報，大津波警報が発表された場合は，直ちに勤

務場所等に参集し，徳島県業務継続計画（ＢＣＰ）及び初動体制マニュアル等に基づき所定の

行動をとるものとする。

また，徳島県内で震度６弱以上の大規模地震が発生した場合は，全職員は直ちに勤務場所等

に参集するものとする。

なお，交通機関等の途絶，火災，浸水等により勤務場所に参集することが困難な場合は，勤

務場所に連絡して指示を受けるか，最寄りの事務所等に参集するものとする。

参集した職員は，参集先の所属長等に対し到着の報告を行い，直ちにその指示に従い必要な

業務を実施するものとし，到着の報告を受けた所属長等は参集状況を把握して速やかに災害対

策本部（統括司令室 広報・調達部）に報告するものとする。所属長等は，その後の状況によ

って勤務場所への移動が可能となった場合は，所掌業務の緊急度等を勘案して参集職員の移動

を命じることができるものとする。この場合，勤務場所の所属長等に連絡するものとし，移動

を命じられた職員は，以後勤務場所の所属長等の指示に従うものとする。

４ 応援職員の派遣

知事は，災害応急対策実施のため必要があるときは，関西広域連合及び四国，中・四国各ブロック

の広域応援協定に基づき，若しくは地方自治法第２５２条の１７又は法第２９条の規定に基づき，国

又は他の地方公共団体から技術者等職員の派遣を求め，災害対策の万全を期するものとする。その際，

必要に応じて「徳島県広域防災活動計画」を活用するものとする。
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〔資 料 編〕

関西広域連合，四国及び中四国各ブロックの広域応援協定書等

災害対策本部（支部）設置の動員体制

業 務 内 容 災 害 対 策 本 部 ・ 支 部 設 置

勤 務 時 間 外 備 考

動 員 区 分 勤 務 時 間 内

・ 出 張 中

本 部 長

副 本 部 長 直ちに配備態勢につく。 連絡等により，直ちに登庁し，

本 部 員 配備態勢につく。

支 部 長

本部事務局員

支部事務局員 直ちに配備態勢につく。 連絡等により，直ちに登庁し，

防災対策責任者 配備態勢につく。

本部連絡責任者

応 急 対 策 班

各 班 要 員 直ちに配備態勢につく。 連絡等により，直ちに登庁し，

各実施班要員 配備態勢につく。

各班・各実施 災害の状況に応じて，連絡等に

班の要員以外 直ちに配備態勢につく。 より，直ちに登庁し，配備態勢に

の 職 員 つく。

震度６弱以上の地震が発生した場合は，全員勤務場所へ登庁する。

注 １ 登庁が困難な場合は，連絡し，指示を受ける又は最寄りの事務所で配備態勢につくこと。

２ 動員区分欄は県災害対策本部運営規程による。
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第２款 市町村の活動体制

第１ 方針

市町村長は，災害において市町村の地域内の防災の推進を図るため，市町村地域防災計画の定めると

ころにより，災害予防及び災害応急対策を迅速に実施できるよう災害対策組織を整備しておくものとす

る。

第２ 内容

１ 市町村災害対策本部の組織及び運営については，それぞれの市町村の災害対策本部条例等の定める

ところによるほか，災害の特性を考慮して市町村地域防災計画等の整備を図る。

２ 勤務時間外に大規模な災害が発生し，交通機関の途絶等によって災害対策本部の正常な運営が直ち

にできない場合が考えられることから，地震発生初期の必要な措置についてあらかじめ定めておき，

初動体制の確立を図る。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 市町村災害対策本部の設置基準

２ 市町村災害対策本部の業務内容

３ 市町村災害対策本部の組織，運営

４ 市町村長に事故があった場合の対応

５ 職員動員の内容

６ 職員動員の基準

７ 伝達方法

８ その他必要な事項

第３款 指定地方行政機関等の活動体制

県の地域に災害が発生し，若しくは発生するおそれがある場合には，指定地方行政機関，指定公共機

関，指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管理者は，それぞれの機関等が作成する防災業務計画，

防災に関する計画等に定めるところにより，災害対策本部等を設置し，職員の配備動員を行うものとし，

必要な活動体制を整備しておくものとする。
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第３節 情 報 通 信

【実施機関：各防災関係機関】

第１ 方針

各防災関係機関は，災害による被害の未然防止や軽減の措置を講じるため，気象情報及び災害発生の

おそれのある異常な現象等を，予め定めた経路により，迅速・的確に関係機関及び住民に周知すること

とする。

第２ 内容

１ 災害通信連絡系統

災害の発生が予想されるとき，又は災害が発生したときの気象・地象及び水象に関する特別警報，

警報・注意報及び情報の通信連絡は，次の伝達系統により迅速，かつ適切に伝達し，その周知徹底を

はかるものとする。

なお，気象業務法により，特別警報については，その内容を迅速かつ確実に伝えるため，県は市町

村に，市町村は住民等への周知の措置を義務づけられている。

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 62 -

　2　伝達系統

大津波警報・津波警報・津波注意報，噴火警報等，地震・津波，気象に関する情報は，

次の伝達系統により伝達する

   (1)    大津波警報・津波警報・津波注意報，噴火警報等の伝達系統

　※

(注）１　　　　　　は各伝達機関を示す
      2  NTT系統へは警報とその解除だけを通知する。
 　   3  　　　  は総合情報通信ネットワークシステムによる県庁統制局一斉通信を示す。
　　　　　　　　　　　　　　　以下に同じ
      4  ※の機関は地震及び津波に関する情報の通知機関
 　   5  NHK徳島放送局及び四国放送は津波警報を発表時にラジオ・テレビにより緊急警報信号を

発信する
      6  　　　　　　　点線の経路は，特別警報に位置付けられている大津波警報が発表さ

れた際に，通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路

気
象
庁
又
は
大
阪
管
区
気
象
台

NTT西日本又は東日本

JR四国管内各機関

関 係 市 町 村

徳島県危機管理部

四 国 放 送

関係防災機関
報 道 機 関

NHK徳島放送局NHK大阪放送局

徳島県警察本部

高
松
地
方
気
象

神
戸
地
方
気
象
台

四国管区
警察局

第五管区
海上保安部 徳島海上保安部 船 舶

県各関係機関

海上自衛隊第２４航空隊

海上自衛隊徳島教育航空群

県漁連 各漁協

徳島小松島港台風・津波等対策委員会

徳島海上保安部美波分室

関係警察署
交番・駐在所

住
民

徳
島
地
方
気
象
台

JR四国運輸部輸送課

総務省消防庁
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(2)　津波予報，地震・津波に関する情報の伝達系統　

徳
島
地
方
気
象
台

徳島市消防局

徳島県危機管理部

徳島県警察本部

徳島海上保安部

四国地方整備局徳島河川国道事務所

四国地方整備局佐那賀川河川事務所

四国電力徳島系統制御所

牟岐漁業無線局

NHK徳島放送局

四 国 放 送

エ フ エ ム 徳 島

ケーブルテレビ徳島

陸上自衛隊第１５普通科連隊

海上自衛隊第２４航空隊

海上自衛隊徳島教育航空群

県 各 関 係 機 関

関 係 市 町 村

警 察 署

船 舶

徳島海上保安部美波分室

徳島小松島港台風・津波等対策委員会

県 漁 連

住
民

各 漁 協
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(3) 気象に関する警報・注意報・情報の伝達系統

注１ ＮＴＴ系統へは警報とその解除だけを通知する。

２ は総合情報通信ネットワークによる県庁統制局一斉通信を示す。以下各図とも同じ。

３ 太枠は発表官署，機関を示す。以下各図とも同じ。

４ 点線の経路は，特別警報が発表された際に，通知もしくは周知の措置が義務
づけられている伝達経路

徳
　
島
　
地
　
方
　
気
　
象
　
台

NTT西日本又は東日本

徳 島 市 消 防 局

徳 島 県 危 機 管 理 部

徳 島 県 河 川 振 興 課

徳 島 県 警 察 本 部

徳 島 海 上 保 安 部

ＪＲ四国運輸部輸送課

四国地方整備局徳島河川国道事務所

四国地方整備局那賀川河川事務所

四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所

徳島空港気象連絡室

四国電力徳島系統制御所

牟 岐 漁 業 無 線 局

N H K 徳 島 放 送 局

四 国 放 送

エ フ エ ム 徳 島

ケ ー ブル テ レ ビ 徳 島

エ フ エ ム び ざ ん

徳 島 新 聞 社

海上自衛隊徳島教育航空群

県 各 関 係 機 関

海上自衛隊第２４航空隊

警 察 署

警 察 航 空 隊

船 舶

徳島海上保安部美波分室

海上自衛隊徳島教育航空群

徳 島 空 港 事 務 所

航 空 会 社

住
　
　
民

陸 上 自 衛 隊 第 １ ５ 普 通 科 連 隊

関係市町村

徳島小松島港台風・津波等対策委員
会

県漁連 各漁協
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(4) 指定河川洪水注意報・警報，情報の伝達系統

（徳島地方気象台と四国地方整備局徳島河川国道事務所・四国地方整備局那賀川河川事務所及
び徳島県県土整備部河川振興課が共同で発表する指定河川の洪水予報に関する通報）

イ　吉野川

四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所

四国地方整備局河川管理課、災害対策室

(一財)河川情報センター
　　　高松センター

東部県土整備局（吉野川）
宮川内ダム管理担当

（県関係庁舎等）
西部総合県民局
（美馬・三好）
東部県土整備局
（徳島・鳴門・吉野川）

県各関係出先機関
（上記以外）

海上自衛隊第24航空隊

海上自衛隊徳島教育航空群

陸上自衛隊第14旅団

注：必要により通知NTT西日本
　又は
NTT東日本
（警報のみ）

報道機関
　ＮＨＫ徳島放送局
　四国放送
　徳島新聞社
　FM徳島
　FMびざん
　ケーブルTV徳島

徳島市消防局

徳島県警察本部 関係警察署

四国地方整備局那賀川河川事務所

四国電力徳島系統制御所

陸上自衛隊第15普通科連隊

徳
島
地
方
気
象
台

関係管理者
　水門
　排水機場

関係水防管理
団体
（市町村）

操作責任者

水防団
（消防団）

住　民

　　水防本部

県　災害対策警戒
　　(連絡）本部

徳島河川国道事務所
　吉野川鴨島出張所
　吉野川上板出張所
　吉野川貞光出張所
　吉野川美馬出張所
　旧吉野川出張所

◎

☆

（共同発表）

　◎　防災情報提供システム
　☆　オンラインによる伝達
　　　（気象情報伝送処理システム）

（凡例）

総務省消防庁
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ロ　那賀川

長安口ダム管理所

四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所

四国地方整備局河川管理課、災害対策室

(一財)河川情報センター
　　　高松センター

南部総合県民局
　阿南庁舎

県各関係出先機関
（上記以外）

海上自衛隊第24航空隊

海上自衛隊徳島教育航空群

陸上自衛隊第14旅団

注：必要により通知

NTT西日本
　又は
NTT東日本
（警報のみ）

報道機関
　ＮＨＫ徳島放送局
　四国放送
　徳島新聞社
　FM徳島
　FMびざん
　ケーブルTV徳島

徳島県警察本部 関係警察署

四国地方整備局徳島河川国道事務所

四国電力徳島系統制御所

陸上自衛隊第15普通科連隊

徳
島
地
方
気
象
台

関係管理者
　水門
　排水機場

関係水防管理
団体
（市町村）

操作責任者

水防団
（消防団）

住　民

　　水防本部

県　災害対策警戒
　　(連絡）本部

◎

☆

　◎　防災情報提供システム
　☆　オンラインによる伝達
　　　（気象情報伝送処理システム）

（凡例）

（共同発表）

総務省消防庁
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ハ　勝浦川

徳島県
水防本部

徳島県
災害対策警戒
(連絡）本部

（県関係庁舎）
東部県土整備局
（徳島）

海上自衛隊第24航空隊

海上自衛隊徳島教育群

NTT西日本
　又は
NTT東日本
（警報のみ） 報道機関

　NHK徳島放送局
　四国放送
　徳島新聞社
　FM徳島
　FMびざん
　ケーブルTV徳島

徳島市消防局

徳島県警察本部 関係警察署

四国電力
徳島系統制御所

陸上自衛隊第15普通科連隊

徳
島
地
方
気
象
台

　関係管理者
　　水門
　　排水機場

関係水防管理
団体

徳島市

小松島市

勝浦町

操作責任者

水防団
（消防団）

住　民

四国地方整備局
　徳島河川国道事務所
　那賀川河川事務所

☆

◎

◎

（共同発表）

　◎　防災情報提供システム
　☆　オンラインによる伝達
　　　（気象情報伝送処理システム）

（凡例）

総務省消防庁
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(5) ア 火災気象通報の伝達系統

徳島地方気象台 徳島県危機管理部 市 町 村

消防本部

イ 火災警報の伝達系統

県 市町村長 住 民

注１ 火災警報は，市町村長がアの通報を受けたとき，または気象の状況が火災予防上危
険と認めたときに発令することができる。

２ は通知， は連絡。

３ 異常な現象発見時の通報

(1) 災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は，遅滞なくその旨を市町村長又は警察

官若しくは海上保安官に通報しなければならない。

(2) 通報を受けた警察官又は海上保安官は，その旨を速やかに市町村長に通報しなければならない。

(3) (1)又は(2)により通報を受けた市町村長は，その旨を遅滞なく関係する次の機関に通報しなけ

ればならない｡

ア 徳島地方気象台

イ 知事（災害対策本部が設置されている時は同本部長）

ウ 徳島海上保安部，所管する総合県民局，若しくは東部保健福祉局，東部農林水産局，東部県土

整備局の東部局，警察署及びその他の関係機関

(4) 市町村長は，(3)による通報と同時に住民その他関係の公私の団体に周知させるとともに，とる

べき必要な措置について指示するものとする。

異常現象通報系統

警 察 官 発 見 者 海上保安官

総 市

東 東 東 合 警 町 徳島海上保安部

部 部 部 県 察 村

保 農 県 民 署 長 関係機関

健 林 土 局

福 水 整

祉 産 備

局 局 局

住民・公私の団体 知 事 徳島地方気象台

共通対策編 第３章 災害応急対策
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４ 災害用通信設備等の運用

防災関係機関は，災害に関する予警報その他必要な情報の円滑な通信連絡を実施するため，通信施

設等の適切な利用を図るものとする。

(1) 通信連絡系統の整備

各防災関係機関は，災害時における通信連絡が迅速かつ円滑に実施できるよう，平常時から有

線及び無線を通じた複数の通信連絡系統を整備しておくものとする。

(2) 電気通信設備の優先利用

防災関係機関は，災害応急対策の実施等について緊急かつ特別の必要がある場合は，ＮＴＴ支

店，営業所及びＮＴＴドコモに対し非常用通信回線の確保について要請し，電気通信設備を優先

利用することができる。

(3) 総合情報通信ネットワークシステムの運用

総合情報通信ネットワークシステムの運用については，県，市町村及び防災関係機関が一体と

なって災害時における迅速かつ円滑な情報の収集，伝達に利用するとともに，日常の防災行政事

務にも広く活用し，緊急時に備えるものとする。

(4) 防災相互通信無線局の利用

防災相互通信用無線局を備える防災機関は，災害時における迅速かつ円滑な情報の収集，伝達の

ため，相互の情報連絡手段として，同無線局を活用するものとする。

(5) 有線通信途絶時の通信施設の優先利用

ア 非常通信

防災機関は，有線通信が途絶し，利用することができないとき又は利用することが著しく困

難であるときは，電波法第５２条第４号の規定に基づき，非常通信として徳島県非常通信協議

会の加入機関等の無線通信施設を利用することができる。非常通信の要件としては，地震，台

風，洪水，津波，雪害，火災，暴動その他非常の事態が発生し，又は発生するおそれがある場

合において，有線通信を利用することができないか，又はこれを利用することが著しく困難で

あるときに人命の救助，災害の救援，交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる場合で

ある。

この非常通信を利用して，市町村におけるアマチュア無線局の協力体制により，災害情報の

収集等通信の確保を図るものとする。

イ 孤立防止用衛星装置

孤立防止用超小型通信衛星は，一般加入電話が途絶した場合，西日本電信電話株式会社が災

害等の情報連絡及び特設公衆電話等に利用するものであり，伊島漁協に常置されている。 ま

た，携帯電話の基地局設備や伝送路に甚大な被害がでた場合，ＮＴＴドコモの災害用専用基地

局を稼働し，安定的な通信確保を目指すとともに移動基地局車の運用により，被災個所の孤立

化防止に努める。

〔資 料 編〕 設置場所一覧(無線局局名録)

(6) 放送の要請

知事又は市町村長は，法第５５条又は第５６条の規定による必要な通知又は要請等を行う際に

緊急を要する場合で，かつ特別の必要があるときは，放送局に放送を要請することができる。
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５ 東海地震に関連する情報の通報

徳島地方気象台は，気象庁から「東海地震に関連する情報」が発表されたときは，徳島県知事に通

報するものとする。

「東海地震に関連する情報」には，異常の発生状況に応じ，次の3種類の情報がある。また，各情

報について，その情報が意味する状況の危険度を表わす指標として赤・黄・青の「カラーレベル」

で示す。

(1) 「東海地震予知情報」

発表基準：東海地震が発生するおそれがあると認められ，内閣総理大臣から「警戒宣言」が発

せられた場合。カラーレベルは，「赤」。

(2) 「東海地震注意情報」

発表基準：観測された現象が東海地震の前兆現象である可能性が高まった場合。カラーレベル

は，「黄」。

(3) 「東海地震に関連する調査情報」(臨時)(定例)」

(臨時) 観測データに通常とは異なる変化が観測された場合。

(定例) 毎月。

カラーレベルは，「青」。

解除基準：上記情報の解除基準は東海地震発生の恐れがなくなったと判断された場合。

６ 津波警報等の伝達

(1) 県及び沿岸市町等の措置

大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された場合，県は，総合情報通信ネットワークシス

テムの自動通信の他，手動通信により沿岸市町等に予報を正確かつ確実に伝達するとともに，次

の指示確認事項を徹底する。

ア 大津波警報・津波警報・注意報の再伝達

イ 住民，観光客，釣り客及びドライバー等可能な限り広範に周知徹底を行うこと。

ウ 気象台からの情報，ラジオ，テレビ等の情報に十分注意すること。

エ 地域防災計画に基づく，市町の連絡・配備体制をとること。

オ 潮位の異常等があれば，県に連絡すること。

沿岸市町等は，大津波警報・津波警報・注意報又は避難勧告・指示を防災行政無線や広報車

等により，正確かつ確実に住民，観光客，釣り客及びドライバー等可能な限り広範に周知徹底

するものとする。

〔資 料 編〕 津波警戒の広報文例

(2) 徳島海上保安部が行う措置

ア 被害が予想される地域の周辺海域の在泊船舶に対しては，船艇，航空機等を巡回させ，訪船

指導の他，拡声器，警告等表示盤等により周知する。

イ 航行船舶に対しては，航行警報又は安全通報等により周知する。

ウ 被害が予想される沿岸地域の住民や海水浴客等に対しては，船艇・航空機等を巡回させ，拡

声器，警告等表示盤等により周知する。

(3) 津波の自衛措置

ア 津波注意報が発表された場合，状況に応じ，安全を確保の上で，高所などからの海面監視や

共通対策編 第３章 災害応急対策
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情報収集を行い，被害を伴う津波の発生が予想されるときは，市町村長は住民等に対して避

難の勧告又は指示を伝達するなど必要な措置をとるものとする。

イ 市町村長は，避難対策として，強い揺れ又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺

れである場合においては，津波予報を迅速に知るために，少なくとも１時間以上，ラジオ・テ

レビ（ＮＨＫ・四国放送は放送終了後でも臨時に放送する）を聴取する責任者を定めておくも

のとする｡

なお，迅速な津波対策を図るため，衛星系等からの情報による職員参集システムの整備に努

めるものとする。

(注) ＮＨＫ徳島放送局のラジオ第１放送 ──────────── ９４５ ＫＨＺ

〃 第２ 〃 （大阪） ───────── ８２８ ＫＨＺ

〃 ＦＭ 〃 ──────────── ８３.４ ＭＨＺ

〃 デジタルテレビ総合 ───────────── ３４ ｃｈ

（リモコンでは３）

〃 デジタルテレビ教育 ───────────── ４０ ｃｈ

（リモコンでは２）

ＮＨＫ大阪放送局のラジオ第１放送 ──────────── ６６６ ＫＨＺ

四 国 放 送 の ラジオ ──────────────── １２６９ ＫＨＺ

〃 デジタルテレビ ─────────────── ３１ ｃｈ

（リモコンでは１）

エフエム徳島 ──────────────────── ８０.７ ＭＨＺ

エフエムびざん ──────────────────── ７９.１ ＭＨＺ

〔資 料 編〕

注意報，警報，地震情報等伝達系統図(徳烏県総合情報通信ネットワークシステム)

津波警報伝達系統図(ＮＴＴ)，津波警戒の広報文例

徳烏県総合情報通信ネットワークシステムの回線構成

県警察関係通信系統図

無線局局名録

災害時における放送要請に関する協定（日本放送協会）

〃 〃 （四国放送㈱）

〃 〃 （㈱エフエム徳島）

〃 〃 （㈱エフエムびざん）
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第４節 災害情報の収集・伝達

【実施機関：各防災関係機関】

防災関係機関は災害時において，効果的に応急対策を実施するため，被害情報及び関係機関の応急対

策の活動情報等の収集・連絡を迅速に行い，被害規模等の早期把握を行うものとする。

また，県は収集した情報を集約・分析し，各防災関係機関等と情報を共有化する。

第１款 被害状況及び災害応急対策に関する情報の収集・伝達

第１ 方針

防災関係機関は，それぞれの所掌事務又は業務に関して，積極的に自らの職員を動員し，又は関係機

関の協力を得て，災害応急対策活動を実施するために必要な情報及び被害状況等を収集し速やかに関係

機関に伝達を行う。

第２ 内容

１ 情報の収集・伝達

市町村は，人的被害の状況，建築物の被害状況及び火災，津波，土砂災害の発生状況等の情報を収

集し，被害規模に関する概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。ただし，通信

の途絶等により県に連絡できない場合は，消防庁へ連絡するものとする。

県は，市町村等から情報を収集し，自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握し，これら

の情報を消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。

警察本部は被害に関する情報を把握し，これを警察庁に報告する。

２ 情報の内容

(1) 県及び市町村

収集，伝達すべき情報の主なものは次のとおりであり，人的被害，避難措置等住民の生命，身

体の保護に関連あるものを優先するものとする。

ア 緊急要請事項

イ 災害発生状況（原因，発生日時，発生した場所又は地域）

ウ 被害状況

エ 災害応急対策実施状況

オ 道路交通状況（道路被害，交通規制等）

カ 水道，電気，ガス等生活関連施設の被害状況及び確保対策

キ 避難状況

ク 医療救護活動状況

ケ 住民の動静

コ その他応急対策の実施に際し必要な事項

(2) その他の防災機関

収集，伝達すべき情報の主なものは次のとおりである。

ア 被害状況
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イ 災害応急対策実施状況

ウ 復旧見込み等

３ 情報の収集方法

防災関係機関は，航空機，ヘリコプター，各種無線通信設備及び衛星通信を活用するほか，情報連

絡員を被災地等に派遣することにより，迅速かつ的確に災害状況等を把握するよう努める。

なお，被害状況を早期に把握するため，同時多発の火災等による１１９番通報の殺到状況の確認，

活用に努める。

また，広報資料の収集には，以下について努める。

(1) 状況に応じ写真班をおき，現地に派遣して災害現場写真を撮影する。

(2) 本部各部班，支部及び現地災害対策本部あるいは市町村本部で撮影した災害現場写真を収集す

る。

４ 情報の収集，伝達系統

県及び市町村の情報伝達・共有は災害時情報共有システムにより行う。防災機関は，おおむね次の

系統により相互に情報の収集，伝達を行う。

【災害時情報共有システムの場合】
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【情報の一般的収集，伝達系統図】

指定地方行政機関

住 指 定 公 共 機 関

指定地方公共機関

消防本部･署

県災対本部 消防庁

市 町 村 徳島県災害対策本部 関係省庁

実行部

海上保安庁

民

警 察 署 県 警 本 部 自 衛 隊

第２款 被害状況の報告要領

第１ 方針

防災関係機関は，当該区域内に災害が発生した時は，本計画に定めるところにより，速やかにその被

害状況をとりまとめて関係機関等に報告するとともに，災害応急に関する措置事項及び今後の措置事項

についても報告する。

第２ 内容

１ 報告の基準

内閣総理大臣（消防庁経由）に報告すべき災害は次のとおりであり，報告にあたっては，火災・災

害等即報要領により行うものとする。

(1) 災害救助法の適用基準に合致するもの

(2) 県又は市町村が災害対策本部を設置したもの

(3) 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であっても，全国的

に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの

(4) 地震が発生し，当該都道府県の区域内で震度４以上を記録したもの

(5) 津波により，人的被害又は住家被害を生じたもの

(6) 崖崩れ，地すべり，土石流等により，人的被害又は住家被害を生じたもの

(7) 河川の溢水，破堤又は高潮等により，人的被害又は住家被害を生じたもの

(8) 雪崩等により，人的被害又は住家被害を生じたもの

(9) 道路の凍結又は雪崩等により，孤立集落を生じたもの

(10) 上記各基準に該当しない災害であっても，報道機関に取りあげられる等，社会的影響度が高い

と認められるもの

なお，「火災・災害等即報要領」(昭和59年10月15日付消防災第267号)に基づく災害以外の火

災等即報及び救急・救助事故即報についても報告するものとする。

〔資 料 編〕

火災・災害等即報要領
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２ 調査実施者

被害状況の調査は，住民の生命及び財産に関する事項並びに市町村の管理する施設については市町

村，県の管理する施設については県が調査し，次に掲げるライフライン関係機関等も管理施設を調査

の上，県及び市町村等へ連絡協力するものとする。

四国旅客鉄道株式会社徳島保線区

西日本電信電話株式会社徳島支店

株式会社ＮＴＴドコモ四国支社徳島支店

ＫＤＤＩ株式会社四国総支社

ソフトバンクテレコム株式会社

ソフトバンクモバイル株式会社

四国電力株式会社徳島支店

四国ガス株式会社徳島支店

一般社団法人徳島県エルピーガス協会

阿佐海岸鉄道株式会社

３ 報告の種類

被害状況の報告の種類は次のとおりとする。

(1) 災害速報

災害が発生したとき直ちに行う。

(2) 中間報告

発生報告の後，被害の状況が変わる度に逐次行う。

(3) 確定報告

応急措置が完了し，その被害が確定したときに行う。

４ 報告の方法

(1) 原則として，災害時情報共有システムへの入力による（ただし，システム障害等により入力で

きない場合は，徳島県総合情報通信ネットワークシステム，電話，ＦＡＸなどあらゆる手段によ

り報告する。）。

(2) 災害速報及び中間報告は原則として別紙様式の内容を電話又は徳島県総合情報通信ネットワー

クシステムによりすみやかに報告するものとし，不通の場合には可能な最短方法にて報告するも

のとする。

(3) 確定報告は必ず別紙様式により文書で報告するものとする。

５ 報告責任者

各機関の長，県警察本部長並びに市町村長は，あらかじめ被害状況報告責任者を定めておくものと

する。

６ 市町村長の措置

(1) 市町村長は，知事に対する被害状況の報告ができない場合は，内閣総理大臣（消防庁経由）に

対し直接報告するものとし，報告後すみやかにその内容について知事に対し連絡するものとする。
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(2) 災害発生に伴い，消防機関への１１９番通報が殺到した場合，直ちに県及び国（消防庁）に報

告するものとする。

(3) 「火災・災害等即報要領」に基づく直接即報基準に該当する火災・災害等を覚知したときは，

第一報を県に対してだけでなく，消防庁に対しても，原則として，覚知後30分以内で可能な限り

早く，分かる範囲で報告するものとする。

７ 知事の措置

(1) 市町村長等からの報告に基づき，災害対策基本法第53条第２項の規定により，知事は内閣総理

大臣（消防庁経由）に対し被害状況を報告するものとする。

(2) (1)の報告については，消防組織法第40条に基づく火災報告取扱要領及び火災・災害等即報要領

により行う消防庁への報告と一体的に行うものとする。

(3) 報告すべき災害を覚知したとき，原則として，覚知後30分以内で可能な限り早く，分かる範囲

で，その第一報を報告するものとする。

(4) 被害の状況により必要があると認めるときは，東京本部を通じ中央各省庁にも逐次電話にて報

告するものとする。

(5) 確定報告は応急措置の完了後20日以内に，災害対策基本法に基づく内閣総理大臣あての文書及

び消防組織法に基づく消防庁長官あての文書を各１部ずつ国（消防庁）に提出するものとする

連絡窓口

消防庁

平日(9:30～17:45) 広域応援室

TEL ０３－５２５３－７５２７

FAX ０３－５２５３－７５３７

消防防災無線

TEL ８－９０－４９０１３

FAX ８－９０－４９０３３

衛星系 TEL ０－０４８－５００－９０－４９０１３

FAX ０－０４８－５００－９０－４９０３３

平日(9:30～17:45)以外 宿直室

TEL ０３－５２５３－７７７７

FAX ０３－５２５３－７５５３

消防防災無線 TEL ８－９０－４９１０２

FAX ８－９０－４９０３６

衛星系 TEL ０－０４８－５００－９０－４９１０３

FAX ０－０４８－５００－９０－４９０３６

徳島県危機管理部

TEL ０８８－６２１－２７０４

FAX ０８８－６２１－２８４９

県ネットワーク無線 TEL ０－２１１－７１０１

FAX ０－２１１－２－２８４９

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 災害情報の収集・伝達系統（住民含む）

２ 応急対策の指示伝達系統

３ 県・国等への災害情報の報告系統（災害時情報共有システム含む）及び応援要請系統

４ その他必要な事項
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第５節 災 害 広 報

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，秘書課），西日本電信電話（株），㈱ＮＴＴドコモ，ＫＤ

ＤＩ(株)，ソフトバンクテレコム(株)，ソフトバンクモバイル(株)，日本放送協会徳

島放送局，西日本高速道路(株)，本州四国連絡高速道路㈱，四国旅客鉄道㈱，四国電

力㈱，四国ガス㈱， 四国放送㈱，㈱エフエム徳島，(一社)徳島県エルピーガス協会，

阿佐海岸鉄道株式会社】

第１ 方針

災害時における県民の人心の安定と災害応急対策活動を円滑，かつ効果的に実施するための災害広報

は，本計画の定めるところによるものとし，特に高齢者，女性，障がい者等要配慮者に配慮した広報を

行うよう努める。

第２ 内容

１ 県が実施する広報

市町村その他の防災機関から収集した情報及び自ら収集した情報を総合的に分析し，関係機関と連

絡調整して速やかに災害広報を行う。

(1) 広報事項

報道機関に対する情報発表及び県民に対する広報の内容は，次のとおりとする。

ア 被害状況の概要

イ 一般住民，被災者に対する協力要請及び注意事項

ウ 応急対策の実施状況

エ 交通規制の状況に関すること。

オ 災害発生の地域，規模等に関すること。

カ 被害状況及び復旧見込みに関すること。

キ 防災機関の防災体制及び措置に関すること。

ク 災害に関する注意報，警報及び勧告指示等に関すること。

ケ 人心の安定，被害の防止等に関すること。

コ その他災害に関して県民に広報すべきこと。

(2) 広報の方法

県民に対する広報実施の方法は，次によるものとする。また，要配慮者，災害により孤立化す

る危険のある地域の被災者，在宅での避難者，応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難

者，所在が把握できる広域避難者等に対して十分配慮する。

ア 防災行政無線，ケーブルテレビ等による広報を要請する。

イ 消防防災ヘリコプターを活用し，広報を行う。

ウ 新聞，ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。），テレビ等報道機関に対し情報及び必要な

資料を提供し，協力を要請する。

エ インターネットや携帯電話を活用し，広報を行う。

オ 広報車による移動広報を行う。

カ 広報紙，ポスター等の配布，掲示による広報を行う。
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(3) 国会及び各省庁等に対する広報

国会及び各省庁等に対して迅速に災害情報及び資料等を提出して災害の実態を訴えるものとす

る。

２ 市町村が実施する広報

市町村が実施する広報活動において重点をおくべき事項は，次のとおりとする。

(1) 災害時における市町村民の注意事項

(2) 災害に係る情報及び被害の状況の周知

(3) 市町村等の実施しつつある災害対策の概要

(4) 避難準備情報，避難勧告，避難指示の発表及び避難所での心得

(5) 災害復旧の見通し

(6) 電気ガス水道供給の状況

(7) その他必要事項

３ 放 送

放送は，居住者等及び観光客等へ情報を正確かつ迅速に伝達するために不可欠のものである。

このため，放送事業者は津波に対する避難が必要な地域の居住者等及び観光客等に対しては，大き

な揺れを感じたときは，津波警報等が発表される前であっても津波に対する注意喚起に努めるととも

に，津波警報等の正確かつ迅速な報道に努めるものとする。

放送事業者は，県その他関係防災機関と協力して，被害に関する情報，交通に関する情報，ライフ

ラインに関する情報，津波情報等を伝達するとともに，防災関係機関や居住者及び観光客等が津波か

らの円滑な避難を行うために必要な情報の提供に努めるよう留意するものとする。その際,聴覚障が

い者等の情報入手に資するよう，テレビにおける字幕放送等の活用に努めるものとする。

放送事業者は，発災後も円滑に放送を継続し，津波警報等を報道できるようあらかじめ必要な要員

の配置，施設等の緊急点検その他の被災防止措置を講ずるものとし，その具体的内容を定めるものと

する。

(1) 日本放送協会徳島放送局，四国放送株式会社，株式会社エフエム徳島及び株式会社エフエム

びざん

災害時又は災害の発生が予想される場合，日本放送協会徳島放送局にあっては災害関連番組を

機動的に編成し，また，四国放送株式会社，株式会社エフエム徳島及び株式会社エフエムびざん

にあっては状況に応じて特別番組の編成等を行い，災害時の混乱を防止するとともに，県その他

関係防災機関からの災害の通報事項に対しては，的確かつ臨機の措置を講じて一般に周知徹底を

図る。

４ 指定地方行政機関，指定地方公共機関その他の防災機関が実施する広報

指定地方行政機関，指定地方公共機関その他の防災機関は，各防災業務計画等に定めるところによ

り，災害の態様に応じ適宜適切な災害広報を実施するものとする。特に次の機関は，それぞれの措置

を講じるものとし，県，市町村から災害広報資料の提出を依頼されたときは，これに協力する。

(1) 西日本電信電話株式会社徳島支店及び株式会社ＮＴＴドコモ 四国支社 徳島支店
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広報車及び報道機関等を通じ，被害の復旧見通し及び通話の疎通状況等について県民への周知

に努める。

(2) 西日本高速道路㈱徳島高速道路事務所及び本州四国連絡高速道路㈱鳴門管理センター

被害箇所の復旧見通しや道路の通行状況については，情報板及び道路交通情報センターを通じ

広報する。

また，災害時において，県及び市町村から災害広報資料の提出を依頼されたときは，これに協

力する。

(3) 四国旅客鉄道株式会社及び阿佐海岸鉄道株式会社

被害箇所の復旧見通し及び輸送の状況について，駅内の掲示板，案内所等へ掲示するとともに

報道機関を通じ県民への周知を図る。

また，県及び市町村から災害広報資料の貼付を依頼されたときは，これに協力する。

(4) 四国電力株式会社

広報車及び報道機関等を通じ，被害箇所の復旧見通しや感電・障害事故防止について県民への

周知に努める。

(5) 四国ガス株式会社

広報車及び報道機関等を通じ，被害箇所の復旧見通し及びガス漏れによる事故防止について県

民への周知に努める。

(6) 一般社団法人徳島県エルピーガス協会

広報車及び報道機関等を通じ，被災箇所の復旧見通し及びＬＰガス漏れによる事故防止につい

て県民への周知に努める。

〔資 料 編〕

災害対策基本法施行令第２２条に基づく協定

災害時における放送要請に関する協定

日本放送協会の災害報道体制

四国放送非常事態対策要綱

エフエム徳島非常事態対策要綱

５ 広聴活動

各防災機関は，災害時には，被災住民，関係者等からの相談・照会・苦情等に対応するため，相談

窓口等を設置し，適切な応急対策の推進に努める。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 広報資料の収集方法

２ 住民に対する広報の方法

３ その他必要な事項
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第６節 自衛隊災害派遣要請

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部），自衛隊】

第１ 方針

自衛隊に対する災害派遣要請は，本計画の定めるところによるものとする。

第２ 内容

１ 災害派遣要請の範囲

知事が自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は原則として人命及び財産の保護を必要とし，かつ事態

がやむを得ない場合で，おおむね次のような活動を必要とする場合とする。

(1) 被害状況の把握

車両，船舶，航空機等状況に適した手段による偵察

(2) 避難の援助

避難者の誘導，輸送等

(3) 行方不明者，傷病者等の捜索救助

死者，行方不明者，傷病者等の捜索救助（ただし，緊急を要し，かつ他に適当な手段がない場

合）

(4) 水防活動

堤防護岸の決壊に対する土のうの作成，積込み及び運搬

(5) 道路，水路等交通上の障害物の排除

施設の損壊又は障害物の除去，道路，鉄道路線上の崩土等の排除（ただし，放置すれば人命，

財産の保護に影響すると考えられる場合）

(6) 応急医療・救護及び防疫支援

被災者に対する応急医療・救護及び防疫支援（薬剤等は，県又は市町村が準備）

(7) 人員物資の輸送

緊急を要し，かつ他に適当な手段がない場合，救急患者，医師その他救急活動に必要な人員及

び物資の緊急輸送（航空機による輸送は特に緊急を要する場合に限る。）

(8) 炊飯及び給水の支援

被災者に対する炊飯，給食及び入浴支援

(9) 危険物等の保安，除去

能力上可能なものについて火薬類，爆発物等の保安措置及び除去

（10） 消火活動

火災に対して，消防機関に協力しての空中及び地上消火活動

（11） 救援物資の無償貸付又は譲与

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令（昭和３３年総理府令第１号）」

に基づき，被災者に対し救援物資を無償貸付又は譲与

（12） その他

必要により，自衛隊の能力で対処可能な事項(通信支援，宿泊支援等)
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２ 災害派遣要請部隊等の長 連絡窓口

(1) 陸上自衛隊第１４旅団長(香川県善通寺市) 第３部 TEL:0877-62-2311 内線234

(2) 海上自衛隊徳島教育航空群司令（板野郡松茂町） 防災無線TEL:0-037-466-502

(3) 海上自衛隊第２４航空隊司令（小松島市） 司令部 TEL:088-699-5111 内線3213

防災無線TEL:1-355-3（当直室）

幕僚室 TEL:0885-37-2111 内線213

防災無線TEL:1-397-3（当直室）

３ 災害派遣要請要領

(1) 知事は災害に際して，事態がやむを得ない場合で，人命又は財産の保護のために必要があると

認めるときは，自衛隊法第８３条第１項及び自衛隊法施行令第１０６条の規定並びに災害派遣に

関する徳島県知事と自衛隊災害派遣要請部隊等の長との協定書（別冊資料編添付）に基づき，自

衛隊の派遣を要請する。

(2) 災害派遣要請の必要が生じる可能性があると認めるときは，市町村長は知事に対し，知事は自

衛隊の部隊の長に対し，状況判断に必要な情報を速やかに提供するものとする。

(3) 知事は，災害派遣要請の必要があると認めるときは，次の事項を記載した文書により自衛隊の

派遣を要請する。

ただし，事態が急迫し，文書で要請するいとまのないときは，電信・電話等で要請し，事後速

やかに文書を提出する。

＜記載事項＞

ア 災害の状況及び派遣を要請する事由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容

エ その他参考となるべき事項

(4) 市町村長は，災害派遣の必要があると認めるときは，知事に対し前記３号に掲げる項目の内容

を記載した文書により災害派遣要請を要求するものとする。

ただし，事態が急迫し，文書で依頼するいとまのないときは，電信・電話等で依頼し，事後速

やかに文書を提出するものとする。

(5) 市町村長は，災害に際して特に緊急を要し，通信途絶等により知事に対し前記４号に掲げる要

求を行うことができないときは，直接自衛隊にその旨及び災害の状況を通知するものとする。

通知を受けた自衛隊は，その事態に照らし特に緊急を要し，知事の要請を待ついとまがないと

認められるときは，要請を待つことなく部隊等を派遣することができる。

なお，市町村長は，上記通知をしたときは，速やかに，その旨を知事に対して通知するものと

する。

４ 災害派遣部隊等の業務

災害派遣部隊等は，知事及び当該市町村長，県警察，消防機関その他関係機関等と緊密に連絡し，

応急措置の実施に努めるものとする。
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５ 受入れ体制の整備

(1) 知事及び市町村長は，自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう最

も効率的に作業を分担するよう配慮するとともに，自衛隊の任務と権威を侵害することのないよ

う処置をするものとする。

(2) 知事及び市町村長が自衛隊に対し，作業を要請するにあたっては，次のことに留意するととも

に，あらかじめ計画を立て，活動の円滑化を図るものとする。

ア 派遣部隊の宿泊施設，野営施設その他必要な諸施設等の準備

イ 派遣部隊の活動に対する協力

ウ 派遣部隊と県及び市町村の連絡調整

６ 自衛隊との連絡調整

知事は，災害が発生し又は発生の恐れがある場合は，各種情報について緊密に自衛隊と連絡をとる。

また，自衛隊の派遣要請を行った場合は，必要に応じて連絡員を派遣して相互の連絡調整にあたる。

７ 派遣部隊等の撤収要請

知事は，派遣部隊等が派遣目的を達したときは，派遣要請の要領に準じすみやかに撤収要請を行う。

この場合，当該市町村及び派遣部隊の長と協議する。

８ 災害対策用ヘリポートの設置

市町村長は，あらかじめ災害対策用ヘリコプターの降着場適地を選定し，県に通知しておくととも

に，県は自衛隊に通知しておくものとする。

選定要領は次のとおりとする。

(1) 地表面は平担でよく整理されていること。

(2) 回転翼の回転によって，つとめて砂塵等があがらない場所であること。

(3) 所要の地積があること。

ヘ リ ポ ー ト

Ｈ

進入角 進入角

着陸帯

ヘリポートの最小限所要地積

機 種 着陸帯（直径） 進入角 摘 要

ヘリポートの外縁から５０ｍ以内に１０ｍ

小型ヘリコプター ３０ｍ １０゜ 以上の障害物がないこと。

ヘリポートの外縁から７０ｍ以内に１０ｍ

中型 〃 ５０ｍ ８゜ 以上の障害物がないこと。

ヘリポートの外縁から１００ｍ以内に１０

大型 〃 １００ｍ ６゜ ｍ以上の障害物がないこと。
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〔資 料 編〕

市町村別災害対策用ヘリコプター降着場適地一覧表

(4) 周辺に風圧の影響を受けるものがないこと（大型ヘリコプター）。

(5) ヘリポートの標示をすること。

ア 上空から確認できる風向標示の旗をたてる。または，発煙筒を用意すること。

イ 着陸地点に石灰，白布等で Ｈ または，Ｏの記号を標示すること。

ウ 夜間に備え，簡易照明施設を用意すること。

(6) 危険防止に留意すること。

ア 離着陸時は風圧等による危険防止のため関係者以外を接近させないこと。

イ 着陸地点附近に物品等異物を放置しないこと。

ウ 現地に自衛隊員が不在の場合，必ず安全上の監視員を配置すること。

(7) 生存者の使用する対空目視信号は次によること。

ア 利用できるあらゆる方法により記号を作ること。

※ 生存者が通常利用できる方法には，細い布，落下傘の材料，木片，石またはそれらに類する

材料を使用したり，地面を踏むことにより，または油等で汚すことによって地上に標識をつけ

たりするものがある。

イ 背景と使用される材料との間の色彩をできるだけ対照的にすること。

ウ 無線機，火煙，反射光のようなその他の方法により注意を引くためにあらゆる努力をするこ

と。

〔資 料 編〕

災害派遣に関する徳島県知事と陸上自衛隊第１４旅団長との協定書

徳島県知事と海上自衛隊徳島教育航空群司令との災害派遣に関する協定書

徳島県知事と海上自衛隊小松島航空隊司令との災害派遣に関する協定書

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 派遣要請要綱

２ 任務分担

３ その他必要な事項
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第７節 防災関係機関応援要請

【実施機関：各防災関係機関】

第１ 方針

災害時においては各防災関係機関がおのおの所掌事務又は業務に従って応急対策活動を実施するもの

とするが，必要に応じ他の機関の協力を求め実施の円滑を期すものとする。そのため，各機関は平素か

ら法令又は本計画の定めるところにより関係機関と協議し，協力体制を確立しておくものとする。

第２ 内容

１ 資料の相互交換

県，市町村及び指定行政機関等は，災害対策上必要な資料又は調査研究の成果を相互に交換するも

のとする。

２ 応援等の要請

(1) 市町村の応援要請等

ア 他の市町村への応援要請

市町村長は，当該市町村の応急対策を実施するため必要があると認めるときは，他の市町村長

等に対し応援要請を行うものとする。(法第67条)

イ 県への応援要請等又は職員派遣のあっせんの要請

市町村長は，県に対し応援等を求める場合，又は指定地方行政機関等の職員派遣のあっせんを

県に求める場合には，知事に次の事項について，口頭又は電話をもって依頼し，事後速やかに文

書を提出するものとする。

(ｱ) 県に災害応急対策の実施又は応援を求める場合

ａ 災害救助法の適用

(a) 災害発生の日時及び場所

(b) 災害の原因及び被害の状況

(c) 適用を要請する理由

(d) 適用を必要とする期間

(e) 既にとった救助措置及びとろうとする措置

(f) その他必要な事項

ｂ 被災者の他地区への移送要請

(a) 移送要請の理由

(b) 移送を必要とする被災者の数

(c) 希望する移送先

(d) 被災者の収容期間

ｃ 県の応援要請（徳島県職員災害応援隊の出動要請を含む）又は災害応急対策の実施の要

請 (法第68条)

(a) 災害の状況及び応援（災害応急対策の実施）を求める理由

(b) 応援を希望する物資，資材，機材，器具等の品名及び数量
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(c) 応援（災害応急対策の実施）を必要とする場所

(d) 応援を必要とする活動内容（必要とする災害応急対策内容）

(e) その他必要な事項

ｄ 自衛隊災害派遣要請の要求(法第68条の２)

第６節自衛隊災害派遣要請によるものとする。

ｅ 指定地方行政機関，他の市町村，都道府県等の職員派遣のあっせんを求める場合

(法第30条)

(a) 派遣のあっせんを求める理由

(b) 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数

(c) 派遣を必要とする期間

(d) 派遣される職員の給与その他の勤務条件

(e) その他参考となるべき事項

ウ 指定地方行政機関の長，他の市町村，都道府県等に対する職員の派遣要請(法第29条，地方自

治法第252条の17)

(ｱ) 派遣を要請する理由

(ｲ) 派遣を要請する職員の職種別人員数

(ｳ) 派遣を必要とする期間

(ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件

(ｵ) その他必要な事項

エ 被災市町村への支援

県は，大規模な災害の発生に伴い市町村と連絡を取ることができない場合，その他必要と認め

る場合には，当該市町村からの要請を待たずに市町村災害対策本部や災害現場に徳島県職員災害

応援隊を派遣し，必要な支援を行う。

(2) 県の応援要請等

知事は，災害時において，他機関の円滑な協力が得られるよう相互応援協定の締結，あるいは

事前協議や「徳島県広域防災活動計画」の配布等により協力体制を確立しておくものとし，指定

行政機関，他の都道府県等の応援を求め，又は応急措置の実施を要請しようとするときは，次に

掲げる所要事項について，口頭又は電話をもって依頼し，事後すみやかに文書により処理する。

ア 自衛隊災害派遣要請を行う場合

第６節自衛隊災害派遣要請による。

イ 指定行政機関の長若しくは，指定地方行政機関の長又は指定公共機関若しくは指定地方公

共機関等に対する応急措置の実施の要請(法第70条)

他府県知事等に対する応援の要請(法第74条)

(ｱ) 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を求める理由

(ｲ) 応援を必要とする活動の具体的内容

(ｳ) 応援を必要とする場所，期間

(ｴ) 応援を希望する物資，資材，機材，器具等の品名及び数量

(ｵ) その他必要な事項

ウ 指定行政機関の長，指定地方行政機関の長，他府県知事等に対する職員の派遣要請(法第

29条，地方自治法第252条の17)
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(ｱ) 派遣を要請する理由

(ｲ) 派遣を要請する職員の職種別人員数

(ｳ) 派遣を必要とする期間

(ｴ) 派遣される職員の給与その他勤務条件

(ｵ) その他必要な事項

エ 相互応援協定に基づく他府県との応援

それぞれの災害時の相互応援に関する協定に基づき，応援の要請または，応援を行う。

（応援内容及び連絡窓口については，資料編参照）

(ｱ) 関西広域応援・受援実施要綱

ａ 応援の要請

本県が被災し，応援が必要な場合，関西広域応援・受援実施要綱に基づき，関西広域連

合広域防災局に被害状況等を連絡し，必要とする応援の内容について，文書により要請を

行う。

ただし，そのいとまがない場合，電話又は電子メール等により要請を行い，後に文書を

速やかに提出する。

ｂ 応援方式

原則として，被災府県に応援府県を割り当てるカウンターパート方式により支援する。

ｃ 緊急派遣チーム（先遣隊）の派遣

各府県の被災状況等からカウンターパートが想定できるときは，当該被災府県を応援す

ることとなると考えられる応援府県が，カウンターパートが想定できないときは，被災府

県までの予測移動時間が短い応援府県緊急派遣チームを派遣し，支援する。

ｄ 受援体制の整備

県及び市町村は，広域連合及び応援府県からの応援を円滑に受け入れるための体制を整

備する。

(ｲ) 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定

(ｳ) 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定

ａ カウンターパート制による相互支援

予め支援相手を定めたカウンターパート制により，災害等発生後，速やかに連絡員を派

遣し，情報収集を行うとともに，被災県が必要とする支援を円滑かつ迅速に開始する。

○中国・四国のカウンターパート

グループ１ 鳥取県・徳島県

グループ２ 岡山県・香川県

グループ３ 広島県・愛媛県

グループ４ 島根県・山口県・高知県

ｂ 四国４県広域支援本部の設置

被災状況に応じた，より的確な支援を行うため，「四国４県広域支援本部」が四国ブロ

ック内各県並びに中国ブロック及び全国知事会等と調整する。

(ｴ) 近畿圏危機発生時の相互応援に関する協定
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(ｵ) 鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定

ａ 県を挙げた相互応援体制の構築

両県の市町村をはじめ，企業，医療機関，福祉団体，ボランティア等の協力による全県

的な相互応援体制を構築する。

ｂ 相互応援活動要領の策定

平常時及び危機事象発生時の時間の経過に応じ，応急対策等に係る人的支援や物資・資

機材等の提供などに係る「応援・受援計画」を定めた相互応援活動要領を策定する。

(ｶ) 関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定

(ｷ) 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定

オ 日本放送協会徳島放送局，四国放送(株)，（株）ｴﾌｴﾑ徳島及び（株）ｴﾌｴﾑびざんに対する放

送要請(法第57条)

(ｱ) 放送要請の理由

(ｲ) 放送事項

(ｳ) 希望する放送日時及び送信系統

(ｴ) その他必要な事項

カ 指定行政機関の職員の派遣あっせんを内閣総理大臣に求める場合(法第30条)

(ｱ) 派遣のあっせんを求める理由

(ｲ) 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数

(ｳ) 派遣を必要とする期間

(ｴ) 派遣される職員の給与その他の条件

(ｵ) その他必要な事項

(3) 消防機関の応援要請

ア 応援要請

(ｱ) 市町村の応援要請

市町村は，自らの消防力では十分な対応が困難な場合には，消防相互応援協定に基づき，

協定締結市町村に応援を要請する。

(ｲ) 県の応援要請

県は，災害発生時において県内の消防力をもってしても対処できないと認めたときは，消

防組織法第４４条第１項の規定に基づき，消防庁長官に対して，災害発生市町村の消防の応

援等(緊急消防援助隊の応援，「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に定

める広域航空消防応援等)を要請する。

イ 緊急消防援助隊の迅速出動

次の場合は，前記の県からの要請を待たずに「東南海・南海地震における緊急消防援助隊ア

クションプラン」に基づき，緊急消防援助隊が出動する。

(ｱ) 徳島県を震央とする震度６弱以上の地震が発生するかまたは津波警報（大津波）が発表さ

れた場合

(ｲ) 中央防災会議「東南海，南海地震等に関する専門調査会」による想定震源域内を震源とし，

静岡県，愛知県，三重県，和歌山県，徳島県及び高知県の６県中２以上の県で震度６弱（政

令指定都市については震度５強）以上の地震が発生した場合

ウ 応援受入体制の確保
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県は消防庁長官から，緊急消防援助隊が出動した旨の通知を受けたときや，「大規模地震に

おける緊急消防援助隊の迅速出動に関する実施要綱」または「東南海・南海地震における緊急

消防援助隊アクションプラン」による緊急消防援助隊の出動が見込まれるときは，代表消防機

関やその他の消防機関とともに「徳島県緊急消防援助隊受援計画」に基づき，速やかに受入体

制を確保する。

また，その際，県内に災害発生市町村が２以上あるとき，消防組織法第４４条の２に基づき，

消防応援活動調整本部を設置し，消防の応援等の総合調整を行う。

なお、災害発生市町村が１の場合であっても、知事が必要と認める場合は、消防応援活動調

整本部を設置するものとする。

(4) 警察災害派遣隊等の応援要請

県公安委員会は，県内の警察力をもってしても対処できないと認めたときは，警察庁及び他の

都道府県公安委員会に対して，警察災害派遣隊等の援助の要求を行うものとする。

(5) 指定公共機関及び指定地方公共機関の応援要請(法第80条)

指定公共機関及び指定地方公共機関は，関係機関に対し，労務，施設，設備又は物資の確保に

ついて応援を求めることができる。この場合，県に応援要請をしようとする場合は，次に掲げる

事項について口頭又は電話をもって依頼し，事後すみやかに文書により処理するものとする。

ア 災害の状況及び応援を求める理由

イ 応援を希望する物資，資材，機材，器具等の品名及び数量

ウ 応援を必要とする期間及び場所

エ 応援を必要とする活動の具体的内容

オ その他必要な事項

３ 各機関の協力及び経費の負担

(1) 協力の実施

ア 各機関は，他の機関から応援を求められた場合は自らの応急措置の実施の遂行に支障のない限

り協力又は便宜を供与するものとする。

イ 各機関の協力業務の内容は，第１章第９節防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱に定める

ものとし，協力方法は各計画に定めるところによるものとする。

ウ 各機関の協力が円滑に行われるよう必要に応じ，事前に協議を整えておくものとし，県は各機

関の間にあって相互協力の斡旋をする。

(2) 経費の負担

ア 国又は他都道府県から市町村又は県に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は，

災害対策基本法又は相互応援協定に定めるところによる。

イ 指定公共機関等が県に協力した場合の経費負担については，各計画に定めるもののほか，その

都度あるいは事前に相互に協議して定める。

４ 公共的団体等との協力体制の確立

県及び市町村並びに関係防災機関は，それぞれの所掌事務又は業務に関係する公共的団体及び防災

組織に対して，災害時の応急対策等に対する積極的協力が得られるよう協力体制を整えておくものと

する。
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(1) 公共的団体

日赤奉仕団，医師会及び歯科医師会，農業協同組合，徳島県水難救済会，森林組合，商工業協

同組合，商工会議所，商工会，青年団，婦人会，アマチュア無線クラブ等。

(2) 協力体制の確立

県の各部局並びに市町村は，それぞれの所掌事務に関する公共的団体とあらかじめ協議してお

き，災害時における協力業務，協力の方法等を明らかにしておき，災害時において積極的な協力

が得られるようにしておくものとする。これらの団体の協力業務として考えられるものは，次の

とおりである。

ア 異常現象，危険な場所等を発見したときに，関係機関に連絡すること

イ 災害時における広報等に協力すること

ウ 出火の防止，初期消火に協力すること

エ 避難誘導，避難場所での救助に協力すること

オ 被災者の救助業務に協力すること

カ 炊出し，救助物資の調達配分に協力すること

キ 被害状況の調査に協力すること

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 知事等に対する応援要請

２ 他の市町村長に対する応援要請

３ 応援協定に基づく応援要請

４ その他必要な事項
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第８節 災害救助法の適用

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部）】

第１ 方針

災害に際し，食料品その他生活必需品の欠乏，住居のそう失，傷病等によって悩む被災者に対し, そ

の保護と社会秩序の保全を図るため実施する災害救助法の適用は，本計画の定めるところによるものと

する。

第２ 内容

１ 実施責任者

災害救助法による救助は知事が行い，市町村長がこれを補助する。

ただし知事が救助に関する権限の一部を委任した場合は，市町村長が行う。

２ 適用基準

この法による救助は，市町村の区域単位にその区域を指定して行うこととし，同一原因による災害

により，市町村の被害が一定の程度に達した場合で，かつ，災害にかかった者が救助を要する状態に

あるとき適用するものとし，おおむね次のとおりとする。

(1) 当該市町村の区域内の人口に応じ，本県の災害救助法適用表(次表)の令第１条第１項第１号に

該当する数以上の世帯の住家が滅失したとき。

(2) 徳島県の区域内において１，０００世帯以上の住家が滅失した場合で，当該市町村の区域内の

人口に応じ，本県の災害救助法適用表(次表)の令第１条第１項第２号に該当する数以上の世帯の

住家が滅失したとき。

(3) 徳島県の区域内において，５，０００世帯以上の住家が滅失した場合で，当該市町村の区域内

の被害世帯数が多数であるとき。

(4) 災害が隔絶した地域に発生した等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情があ

る場合で，かつ，多数の世帯の住家が滅失したとき。

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け，又は受けるおそれが生じたとき。

３ 適用手続

(1) 市町村

市町村長は，当該市町村における災害が前記２「適用基準」のいずれかに該当し，又は該当す

る見込みがある場合は直ちにその旨を知事に情報提供するものとする。

災害救助法が適用された場合は，知事からの委任に基づき又は補助事務として救助を実施する。

(2) 県

知事は，市町村長からの情報提供に基づき災害救助法を適用する必要があると認めたときは直

ちに適用し，速やかに公示する。

また，救助を迅速に行うため必要があると認めたときは，市町村長に救助の委任を行う。この

場合，知事は，市町村長に委任する事務の内容及び当該事務を行う期間を当該市町村長に通知す

る。なお，災害救助法を適用した場合は，内閣府に情報提供する。
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災害救助の主な事務のあらまし

順 序 内閣府 都 道 府 県 市 町 村 備 考

被害状況の把握 ・迅速かつ正確に，
管内の被害状況を
把握

被害状況の情報提 ・提供された ・市町村からの被害 ・速やかに被害状況
供 情報内容につ 情報を確認の上，管 を知事に情報提供

いて確認（必 内分を集計し，直ち 以下，状況が判
要に応じて） に防災担当大臣に報 明次第随時情報
助言 告 提供

以下，状況が判
明次第随時情報
提供

災害救助法適用の ・情報の受理 ・市町村を単位とし ・知事に災害救助法
決定 及び技術的な て災害救助法の適用 の適用要請

助言，指導 を決定し，厚生労働 ・必要に応じ災害対
・必要に応じ 大臣に情報提供 策本部を設置
災害対策本部 ・県内各関係機関に
を設置 連絡（連携協力）
・日本赤十字 ・必要に応じ災害対
社等関係機関 策本部を設置
への連絡 ・必要に応じ現地確

認

応急救助の実施 ・（必要に応 ・救助の実施等 ・応急救助に当たる
じ）他の都道 ・（必要に応じ）他 （県から委任を受け
府県知事に対 の市町村長及び他の た救助等）
する応援の指 都道府県知事に対し
示 て救助業務の応援を

要請

中 間 情 報 ・情報の受理 ・救助の実施状況及 ・救助の実施状況及
及び必要な助 び今後の救助の実施 び今後の救助の実施
言，指導 予定等を情報提供 予定等を情報提供

以下，状況が判 以下，状況が判
明次第随時情報提 明次第随時情報提
供 供

（必要に応じ） ・承認の要否 ・被害が甚大等のた ・（必要に応じ）知
特別基準の申請 及び程度等の め「災害救助法によ 事に特別基準の要請
・特別基準の申請 判断及び必要 る救助の程度，方法
は救助の種類ごと な助言，指導 及び期間並びに実費
の期間内に行わな 弁償」による救助の
ければならない。 種類ごとに，この基

準により難い特別の
事情があるときは，
その都度特別基準を
防災担当大臣に協議

救助完了について 情報の受理及 ・応急救助の完了後 ・応急救助の完了後
の情報 び必要な助言 １ 確定被害状況 １ 確定被害状況

，指導 ２ 救助の種類ごと ２ 委任を受けて行
の実施状況及び救 った救助の種類ご
助費概算所要額等 との実施状況及び
を情報提供 救助費概算所要額

等を情報提供

補助金の申請等 ・申請に基づ ・翌年度６月１５日 ・応急救助等に基づ 特別の事情が
く交付決定， までに精算交付を防 く救助費（支弁を行 ある場合に
資金示達及び 災担当大臣に申請 った額）を知事に申 は，国庫補助
精算確定 請 金の概算交付

を受けること
ができる
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４ 災害救助法による救助の程度，方法及び期間並びに実費弁償の基準

「災害救助法による救助の程度，方法及び期間」早見表のとおりであるが，やむを得ない特別の事

情があるときは，応急救助に必要な範囲内において特別基準の設定について防災担当大臣と協議する。

〔資 料 編〕

災害救助法適用基準表「災害救助法による救助の程度，方法及び期間」早見表

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ 実施の方法

３ 関係資機材の保有状況及び物資の調達計画

４ 応急仮設住宅の建設予定地

５ 救助に関して必要な業者等の把握

６ 救助に関する報告等の情報伝達計画

７ その他必要な事項
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第９節 避難対策の実施

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，地域福祉課，農業基盤課，河川振興課，砂防防災課，住宅

課），県警察，徳島海上保安部，自衛隊，放送事業者（日本放送協会徳島放送局，四

国放送(株)，(株)エフエム徳島，(株)エフエムびざん）】

第１ 方針

大規模な災害発生時においては，多数の避難者の発生が予想される。

このような事態に対処し，住民の生命，身体の安全を確保するため，市町村長その他関係法令の規定

に基づく避難の措置の実施責任者は，必要に応じ避難に関する可能な限りの措置をとるものとする。

特に，市町村長は，住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに，高齢化の進展等を踏まえ高齢者

等の要配慮者の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため，避難勧告及び避難指示のほか，

地域住民に対して避難準備を呼びかけるとともに，避難行動要支援者（災害時要援護者）等，特に避難

行動に時間を要する者に対して，その避難行動支援対策と対応しつつ，早めの段階で避難行動を開始す

ることを求める避難準備（避難行動要支援者（災害時要援護者）避難）情報（以下「避難準備情報」と

いう。）の伝達を行うものとする。

また，県は，市町村が行う避難対策について，全体の状況把握に努め，必要な連絡調整及び指導を行

うものとする。

第２ 内容

１ 避難準備情報の伝達，避難の勧告又は指示等

実施責任者は，災害が発生し，又は発生するおそれがあり，そのために人命の保護その他災害の拡

大防止等特に必要があると認められるときは，危険区域の居住者，滞在者，その他の者に対し，次の

方法により避難準備情報の伝達，避難の勧告又は指示を行うものとする。

なお,市町村は,避難のための立ち退きがかえって危険を招くおそれがある場合は,住民に対して屋

内での待避等の安全確保措置を指示するものとする。

また，県は,市町村から避難準備情報の伝達・避難の勧告又は指示及び屋内での退避等について助

言を求められた場合，技術的に可能な範囲で助言するものとする。

(1) 災害一般の避難の指示等

ア 市町村長は，災害が発生するおそれがあると認めるときは，特に避難行動に時間を要する高

齢者等の避難行動要支援者（災害時要援護者）に対し，計画された避難場所への避難を求める

ものとする。

イ 市町村長は，災害対策基本法に基づき，避難のための立退きを勧告し，急を要すると認める

ときは立退きを指示するとともに，必要と認めるときはその立退き先を指示するものとし，状

況に応じては,屋内での待避等の安全確保措置を指示するものとする。

これらについての措置を行った場合には，速やかに知事に報告するものとする。

ウ この場合において市町村長が避難のための立退きを指示することができないと認めるとき，

又は市町村長から要求があったときは，警察官又は海上保安官は必要と認める地域の居住者，

滞在者その他の者に対し避難のための立退きを指示することができる。この場合，直ちにその
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旨を市町村長に通知しなければならない。

エ また，知事は県の地域に係る災害が発生した場合において，当該災害による被害が甚大で，

市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは，市町村が実施すべき

措置の全部又は一部を代行する。

オ 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成

市町村長は，避難勧告等の迅速・的確な判断をするために，国が策定した「避難勧告等の判断

・伝達マニュアル作成ガイドライン」に沿って津波，豪雨、洪水，土砂災害等の災害事象の特

性，収集できる情報を踏まえつつ，避難すべき区域や判断基準を明確にしたマニュアルを整備

するものとする。

また，避難勧告又は指示を行う際に，国又は県に必要な助言を求めることができるよう，連

絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先の共有を徹底しておくなど，必要

な準備を整えておくものとする。
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事項
区分 実施責任者 措 置 実施の基準

要配慮者等への 災害の発生が高まった場合において，
避難準備情報 市町村長 避難行動の開始 要配慮者等，特に避難行動に時間を要

を求める する者が避難行動を開始する必要が認
立ち退き避難が められたとき
必要な場合には
その準備を求め
る

市町村長 災害が発生し，または発生するおそれ
(災害対策基本法60) 立退きの勧告及 がある場合において，特別の必要があ

び立退き先の指 ると認められるとき。
避難の勧告 示

県知事 市町村が災対法第６０条の事務を行う
(災害対策基本法60) ことができないとき。

市町村長 災害が発生し，または発生するおそれ
(災害対策基本法60) 立退き及び立退 がある場合において，特に必要がある

と認められるとき。
き先の指示

県知事 市町村が災対法第６０条の事務を行う
(災害対策基本法60) ことができないとき。

立退き及び立退 市町村長が避難のため立退きを指示す
き先の指示 ることができないと認めるとき。

警察官 市町村長から要求があったとき。

災害対策基本法61 危険な事態がある場合は必要な警告を
警察官職務執行法4 警告及び避難の 発し，及び特に急を要する場合におい

ては危害を受けるおそれのある者に対
措置 し，必要な限度で避難の措置をとるこ

避難の指示 とができる。

海上保安官 立退き及び立退 市町村長が避難のため立退きを指示す
(災害対策基本法61) き先の指示 ることができないと認めるとき。

市町村長から要求があったとき。

災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛
自衛官 警告及び避難の 官は，災害により危険な事態が生じた
災害対策基本法63 措置 場合で，警察官がその場にいないとき
自衛隊法94 は，危険な場所にいる住民に対し，必

要な限度で避難の措置をとることがで
きる。

知事及びその命を受 洪水，高潮，地すべりにより著しい危
けた職員 立退きの指示 険が切迫していると認められるとき。
水防法 29
地すべり等防止法25

(2) 洪水又は高潮についての避難指示

ア 市町村長は必要に応じて，災害対策基本法に基づく避難のための立退きの勧告又は指示をす

る。また，状況に応じて屋内退避等の安全確保措置を指示するものとする。

イ 洪水又は高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときは，知事，その命を

受けた県職員又は水防管理者は，水防法に基づき，立退きを指示することができる。

水防管理者が指示する場合においては，当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知するも

のとする。

(3) 地すべりについての避難指示

ア 市町村長は必要に応じて，災害対策基本法に基づく避難のための立退きの勧告又は指示をす

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 96 -

る（地すべりについては屋内退避による安全確保は行わない）。

イ 地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるときは，知事又はその命を受けた県

職員は，地すべり等防止法に基づき，必要と認める区域内の居住者に対し，立退きを指示する

ことができる。

この場合，当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知するものとする。

(4) 土砂災害警戒情報の活用

市町村長は，「土砂災害警戒情報の発表」を避難勧告等の発令の判断基準として，市町村地域

防災計画に位置づけるものとする。

(5) 避難情報の伝達のための放送に係る申し合わせ

県と市町村及び放送事業者とは，市町村長が発令する避難準備情報，避難勧告及び避難指示

（以下「避難情報」という)を住民へ確実に伝達するため，テレビ・ラジオによる放送について，

申し合わせている。

放送事業者は，市町村長からの避難情報の放送要請を受けた場合には，自主的な判断のもと，

放送形式，内容，時刻及び送信系統を決定し，住民へ放送する。

また，県は，市町村等への周知に努めるとともに，県・放送事業者・市町村間の連絡を円滑に

行うようにする。

２ 警戒区域の設定

市町村長は，地震災害時，又は津波の発生等により，住民等の生命，身体に対する危険を防止する

ため，特に必要があると認められるときは，警戒区域を設定し，災害応急対策に従事する者以外の者

に対して，当該区域への立入りを制限，禁止し，又は，退去を命ずるものとする。

市町村長及びその職務を行う職員が現場にいないとき，又は，これらの者から要請があったときは，

警察官又は海上保安官は市町村長の職権を代行することができる。この場合，直ちにその旨を市町村

長に通知しなければならない。

また，災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は，市町村長その他市町村長の職権を行うことができ

る者が現場にいない場合に限り，市町村長の職権を代行することができる。この場合，直ちにその旨

を市町村長に通知しなければならない。

警戒区域の設定を行った者は，避難の勧告又は指示と同様に，住民への周知及び関係機関への連絡

を行うものとする。

３ 避難者の誘導

(1) 住民の避難誘導

住民の避難誘導は，市町村及び県警察が実施するものとするが，誘導にあたっては，周囲の状

況等を的確に判断して避難路を選定の上，傷病者，障がい者，高齢者，幼児等を優先的にできる

限り集団で行うものとする。

また，避難行動要支援者（災害時要援護者）の避難誘導については，自主防災組織や自治会な

ど地域住民においても，福祉関係者との連携の下，市町村等に協力して避難誘導を実施するよう

努めるものとする。

(2) 住民の避難誘導体制

市町村は，避難指示，避難勧告，避難準備情報等について，河川管理者及び水防管理者等の協
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力を得つつ，洪水，土砂災害等に対して避難すべき区域や判断基準，伝達方法を明確にし，日頃

から指定緊急避難場所や避難路と併せて住民への周知徹底に努めるものとする。

(3) 要配慮への配慮

市町村は，発災時には，避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず，避難行動要支援者名簿

を効果的に利用し，避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるように努

めるものとする。

４ 避難場所について

（１）指定緊急避難場所の指定

市町村は,防災施設の整備状況,地形,地質等を総合的に勘案し,必要があると認められると

きは,災害発生時の円滑かつ迅速な避難のため,政令で定める基準に適合する施設又は場所を管理

者の同意を得た上で,災害の種類ごとにあらかじめ指定する。

（２）指定緊急避難場所に関する事項

ア 市町村は，指定緊急避難場所を指定したときは,県に通知するとともに,公示する。

イ 指定緊急避難場所の管理者は,改築等により当該指定緊急避難場所の現状に重要な変更加え

ようとするとき又は廃止するときは,市町村に届出する。

ウ 市町村は,当該指定緊急避難場所が廃止されたり,又は政令で定める基準に適合しなくなっ

た認めるときは,指定を取消し,県に通知するとともに,公示を行う。

５ 避難所について

市町村長は，災害により被災者を収容する必要があるときは，速やかに開設するものとする。

（１） 指定避難所の指定

市町村は,円滑な救援・救護活動を行うため、政令で定める基準に適合する施設を管理者の

同意を得た上で,指定する。

（２） 指定避難所に関する事項

ア 市町村は,指定雛所を指定したときは,県に通知するとともに,公示する。

イ 指定避難所の管理者は,改築等により指定避難所の現状に重要な変更を加えようとするとき

又は廃止使用とするときは,市町村に届出する。

ウ 市町村は、指定避難所が廃止されたり，又は政令で定める基準に適合しなくなったと認める

時は，指定を取消、県に通知するとともに，公示を行う。

（３） 避難所の追加開設

市町村は、災害発生の状況に応じ，必要があれば，旅館やホテル等を避難所として借り上

たり、野外に仮設物等を仮設やテントの設置など、指定避難所以外にも多様な避難所の確保

に努めるものとする。

それでも収容人数が不足する場合は、当該市町村は、知事又は隣接市町村と協議して所用

の措置を講ずるものとする。

（４） 避難所開設の通知等

市町村は、避難所開設状況について、速やかに知事及び関係機関に報告又は通知するも

のとする。

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 98 -

６ 避難所の運営

(1) 避難所の運営・管理

避難所の運営は，関係機関の協力のもと，市町村が適切に行い，運営に関する事項を定めるも

のとする。この際，避難所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避難者，

住民，自主防災組織等の協力が得られるように努める。

また，市町村は，避難者の状況を早期に把握し，避難所における生活環境を常に良好なものと

するよう努め，避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保，避難場所の運営における女性

の参画を推進し，男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。

特に，女性専用の物干し場，更衣室，授乳室の設置や生理用品，女性用下着の女性による配布，

避難場所における安全性の確保など，女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難場所の運営に努

めるものとする。

なお，食料や生活必需品等の支給に当たっては，乳幼児，高齢者，食物アレルギー者，女性等

に配慮するものとする。

避難者の健全な住生活の早期確保のために，応急仮設住宅の迅速な提供等により，避難所の早

期解消に努めることを基本とする。 また，市町村及び県は，災害時における被災者用の住居とし

て利用可能な公営住宅や空家等を把握し，災害時に迅速にあっせんできるように努めるものと

する。

(2) 災害時要援護者への配慮

避難所ではスロープや多機能トイレ等の設置など高齢者，障がい者等要配慮者に配慮した施設

・設備の整備に努め，避難者の心身双方の健康状態には十分配慮し，必要に応じ保健師等による

巡回健康相談，社会福祉施設等への緊急入所，ホームヘルパーの派遣，車椅子等の手配等を福祉

事業者，ボランティア団体等の協力を得て，計画的に実施するものとする。

県及び市町村は，要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮し，要配慮者の応急仮設住

宅への優先的入居，高齢者・障がい者向け仮設住宅の設置等に努めるものとする。

(3) 学校を避難所とする場合の配慮

市町村は，学校を避難所として指定する場合には，学校が教育活動の場であることに配慮するも

のとする。

また，避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上，避難所となる施設の利用方

法等について，事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図るものとする。

７ 広域避難

(1) 広域避難の要請

県及び市町村は，災害の規模，被災者の避難，収容状況，避難の長期化等に鑑み，区域外への

広域避難及び避難場所，応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合は，必要に応じて

国，関西広域連合又は他の都道府県に県を通じて広域避難に関する支援を要請する。

また，災害の発生により県及び市町村がその事務を行うことができなくなった場合で，被災住

民の広域一時滞在及び県外広域一時滞在が必要な場合は，国が代わって施行する。

(2) 被災者輸送の要請
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県は被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは，運送事業者である指定公共

機関又は指定地方公共機関に対し，運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して，被災

者の運送を要請するものとする。。

(3) 被災者輸送の指示

都道府県は，運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由が無いのに上

述の要請に応じないときは，被災者の保護の実施のために特に必要があるときに限り，当該機関

に対し，当該運送を行うべきことを指示するものとする。

８ 避難の周知徹底

(1) 避難場所等の周知

市町村長は，災害の危険が及ぶことが想定される地域や指定緊急避難場所の所在地,避難路,避

難情報の入手・伝達方法及び心得等の災害に関する情報を防災マップ等により住民にあらかじめ

周知徹底させておくものとする。

(2) 避難勧告等の周知徹底等

避難の勧告又は指示をした者又は機関は，その内容につき広報媒体を通じ，又は広報車，警鐘，

サイレンによる信号など直接広報により，当該地域の住民に対し速やかに周知徹底を図るものと

する。

なお，避難行動要支援者（災害時要援護者）に対しては，自主防災組織や民生委員等の福祉関

係者等との連携の下，その特性に応じた手段で伝達を行うよう努めるものとする。

また，浸水や土砂災害等の危険又はその発生の恐れがある場合，自らを守るのは自らであると

の原則により，自主防災組織や自治会など地域住民は，避難の勧告等がなされる以前であっても，

自主的に早期避難を行うよう努めるものとする。

９ 知事に対する報告

市町村長は，自ら避難のための立ち退きを勧告し，若しくは指示し，又は立ち退き先を指示したと

き、並びに屋内での退避等の安全確保措置の指示及び警察官，海上保安官から避難のための立退きの

指示又は，屋内での退避等の安全確保措置の指示について通知を受けたときは，すみやかに知事に対

し次の事項を報告するものとする。

(1) 避難勧告，指示,屋内での退避等の安全確保措置又は立退き先の指示の区分

(2) 避難勧告等をした日時及び区域

(3) 対象世帯及び人員

10 災害救助法が適用された場合

災害救助法が適用された場合の避難所の設置については，知事（権限を委任された場合は市町村

長）が行うが，費用の対象等は，次のとおりとする。

(1) 対象者

災害により現に被害を受けた者，又は被害を受けるおそれのある者

(2) 期 間

災害発生の日から７日以内
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(3) 費 用

ア 避難所の設置，維持及び管理のための賃金職員等雇上費，消耗器材費，建物の使用謝金，器

物の使用謝金，借上費又は購入費，光熱水費及び仮設便所等の設置費

イ 避難所が冬期（１０月１日～３月３１日）に設置された場合は，燃料費として別に定める額

を加算

ウ 高齢者，障がい者等であって，避難所での生活において特別な配慮を必要とする者を収容す

る福祉避難所である場合は，当該地域の通常の実費を加算

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 危険区域の現状と監視

２ 警戒区域設定の実施責任者

３ 避難勧告・指示の基準，伝達方法，伝達内容及び実施責任者

４ 避難予定場所及び避難方法

５ 避難所の設備及び開設，運営体制

６ 避難状況等の報告

７ 防災関係機関への連絡

８ その他必要な事項
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第１０節 交通確保対策

【主な実施機関：市町村，県（道路整備課），県警察，四国地方整備局，西日本高速道路㈱，本州四国

連絡高速道路㈱，自衛隊】

第１ 方針

災害時において，災害応急対策に従事する者及び災害応急対策に必要な機材等の緊急輸送等を円滑に

行うため不通箇所の通報連絡，交通規制に関する措置等の対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

交通規制・措置命令の実施は，次の区分によって行うものとする。

区分 実 施 者 範 囲

道 路 管 理 者 １ 道路の破損，決壊その他の事由により交通に危険があると

交 国 認められる場合。

県 ２ 道路に関する工事のため，やむを得ないと認める場合。

市 町 村

通 西日本高速道路㈱

本州四国連絡高速道路㈱

１ 災害応急対策に従事するもの又は災害応急対策に必要な物

規 県 警 察 資の緊急輸送等を確保するため必要があると認める場合。

公安委員会 （災害対策基本法第７６条）

警 察 署 長 ２ 道路における危険を防止し，その他交通の安全と円滑を図

制 警 察 官 るため必要があると認める場合。

（道路交通法第６条第１項）

３ 道路の損壊，火災の発生その他の事情により道路において

交通の危険が生じ又はそのおそれがある場合。

（道路交通法第６条第４項）

措 災害派遣を命ぜ 警察官がその場にいないときで，それぞれの機関の緊急通行

置 られた自衛官・ 車両の円滑な通行を確保する必要がある場合（当該措置をとっ

命 消 防 吏 員 た場合には，所轄の警察署長に報告しなければならない。）

令

(注）道路管理者と県警察は，密接な連絡をとり適切な措置がとられるよう配慮するものとする。

２ 実施要領

(1) 道路管理者

災害により道路，橋梁等の道路施設に危険が予想されるときは，すみやかに必要な交通規制を

実施するものとする。

(2) 県警察

ア 公安委員会

(ｱ) 災害の発生が広域にわたる場合又は幹線道路の破損，決壊等のため道路における危険若し
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くは交通上の障害が広域に及ぶ場合は，災害の規模，迂回路の関係等を総合的に判断して交

通規制を実施するものとする。

(ｲ) 被災者の輸送，被災地への緊急物資の輸送の円滑を確保するため必要があるときは，緊急

の度合いに応じて車両別又は車種別等の交通規制を実施するものとする。

(ｳ) 災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため，緊急の必要があるときは，区域

又は区間を設定して，緊急通行車両等以外の車両の通行の禁止又は制限を行うものとする。

(ｴ） 他県からの一般車両の流入については，「四国管区警察局管内における大規模災害発生時

等の広域交通管制に関する協定」に基づき，各県と緊密な連携を図り，流入禁止等の交通規

制を実施するものとする。

〔資 料 編〕

四国管区警察局管内における大規模災害発生時等の広域交通管制に関する協定

イ 警察署長

被災地を直轄する警察署長又は被災地周辺地域を直轄する警察署長は，道路における危険を

防止するため，緊急の必要があるときは，当該道路について必要な交通規制を実施するものと

する。

ウ 警察官

(ｱ) 出水，道路の損壊，その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場

合において，当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは，必要

な限度において一時歩行者又は車両等の通行の禁止又は制限を行うものとする。

(ｲ) 通行の禁止，制限の区域又は区間において車両その他の物件が緊急通行車両等の妨害とな

ることにより，災害応急対策に著しい支障が生じるおそれがあるときは，その管理者等に必

要な措置を命ずるものとする。措置をとることを命ぜられた者又は命令の相手方が現場にい

ないときは，警察官自らがその措置を行うものとする。

この場合，やむを得ない限度において，車両・その他の物件を破損することができるもの

とする。

なお，警察官がその場にいない場合に限り，災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官または

消防吏員は，通行禁止区域等において自衛隊用緊急通行車両等または消防用緊急通行車両等

の円滑な通行を確保するため，必要な同上の措置をとることができる。

エ その他

(ｱ) 社団法人徳島県警備業協会と締結した「災害時における交通誘導及び地域の安全の確保等

の業務に関する協定」に基づき，必要に応じて交通誘導等の実施を要請する。

〔資 料 編〕災害時における交通誘導及び地域の安全の確保等の業務に関する協定

(ｲ) 社団法人日本自動車連盟四国本部徳島県支部と締結した「災害時における緊急通行車両の

通行妨害車両等の排除業務に関する覚書」に基づき，必要に応じて通行妨害車両等の排除業

務を要請する。

〔資 料 編〕災害時における緊急通行車両の通行妨害車両等の排除業務に関する覚書

(ｳ) 交通機能の確保

交通規制点，主要交差点等において混乱が予想される場合は，重点的に警察官を配置する

とともに，信号機に異常のある交差点では必要により手信号等による交通整理を実施し，交

通機能の確保に努める。

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 103 -

３ 交通規制の周知

交通規制の実施責任者は，交通規制を行った場合，道路標識，迂回案内板又は交通規制の予告板等

を設置して交通混乱の防止を図るとともに，報道機関（道路交通情報センターを含む）を通じて交通

規制の周知徹底を図るものとする。

４ 緊急通行車両等の確認

県公安委員会が，法第７６条に基づき，緊急輸送等を行う車両以外の通行を禁止し又は制限を行っ

た場合，知事又は県公安委員会は，法施行令第３３条の規定により緊急通行車両等の確認を行う。

この場合，緊急通行車両等であることの確認を受けようとする車両の使用者は，県(危機管理部)又

は県公安委員会(警察本部，警察署又は交通検問所)に必要書類を提出し，確認（標章及び証明書の交

付）を受けるものとする。

なお，県公安委員会は，災害応急対策活動を迅速かつ円滑に行うため，緊急通行車両等の事前届出

制度を運用するものとする。

また，同法の規定に基づく標示，標章や証明書の様式は，次のとおりである。

様式第１（第５条関係）

備考１ 色彩は，文字，縁線及び区分線を青色，斜めの帯及び枠を赤色，地を白色とする。

２ 縁線及び区分線の太さは，１センチメートルとする。

３ 図示の長さの単位は，センチメートルとする。

４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては，図示の寸法の２倍まで

拡大し，又は図示の寸法の２分の１まで縮小することができる。
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様式第２（第６条関係）

備考１ 色彩は，記号を黄色，緑及び「緊急」の文字を赤色，「登録（車両）番号」，「有効期

限」，「年」，「月」及び「日」の文字を黒色，登録（車両番号）並びに年，月及び日を表

示する部分を白色，地を銀色とする。

２ 記号の部分に，表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。

３ 図示の長さの単位は，センチメートルとする。

別記様式第３（第６条関係）

第 号
年 月 日

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書

知 事 印
公安委員会 印

番号標に表示さ
れている番号

車両の用途（緊
急輸送を行う車
両にあっては，
輸送人員又は品
名）

住 所 （ ） 局 番
使用者

氏 名

通 行 日 時

出 発 地 目 的 地
通 行 経 路

備 考

備考 用紙は，日本工業規格Ａ５とする。

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 105 -

５ 道路の応急復旧

(1) 道路管理者は，災害応急対策に要する輸送が円滑に実施し得るよう，被害を受けた道路をすみ

やかに復旧するよう努めるとともに，その復旧状況を関係機関に報告又は通報するものとする。

(2) 道路管理者は，その管理に属する道路が災害により不通となり，応急対策実施上，重要かつ緊

急を要する場合は，他の道路管理者の応援協力，又は必要により知事に対し自衛隊の災害派遣を

依頼するものとする。

６ 運転者のとるべき措置の徹底

県及び市町村は，大規模な地震が発生したときの運転者のとるべき措置として，次の事項の周知徹

底を図るものとする。

(1) 走行中の場合は，次によること。

ア できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停車させること。

イ 停車後は，カーラジオ等により地震情報及び交通情報を聴取し，その情報及び周囲の状況に

応じて行動すること。

ウ 車両を置いて避難するときは，できる限り路外に停車させること。やむを得ず道路上に置い

て避難するときは，道路の左側に寄せて停車させ，エンジンを切り，エンジンキーは付けたま

まとし，窓を閉め，ドアはロックしないこと。

(2) 津波から避難するためやむを得ない場合を除き，避難のために車両を使用しないこと。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 市町村管理の道路等の被災状況の把握

２ 市町村管理の道路等の旧復旧

３ その他必要な事項
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第１１節 緊急輸送対策

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部, 薬務課，医療政策課，水産課，交通戦略課，運輸政策課），

県警察，四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所，四国運輸局徳島運輸支局，徳

島空港事務所，徳島海上保安部，四国旅客鉄道㈱，日本通運㈱ ，四国福山通運(株)，

佐川急便(株)，ヤマト運輸(株)，四国西濃運輸(株)，（一社）徳島県トラック協会，

阿佐海岸鉄道㈱，自衛隊，徳島県水難救済会】

第１ 方針

災害時における被災者の避難，物資の輸送等を迅速確実に行うための輸送の方法等は，本計画の定め

るところによるものとする。

第２ 内容

１ 実施責任者

被災者，災害応急対策要員の輸送及び救援用物資，応急対策用資機（器）材等の輸送は，それぞれ

の機関において行うものとする。

２ 緊急輸送等の対象

緊急輸送等の対象となるものは，次のとおりである。

(1) 医療，助産その他救護のため輸送を必要とする者

(2) 医薬品，医療用資機材

(3) 食料，飲料水等の救護物資

(4) 応急復旧資機材

(5) 災害対策要員

(6) 情報通信・電力・ガス・水道施設保安要員

(7) その他必要と認められるもの

３ 輸送力の確保

災害応急対策を実施する機関は，自ら保有し，又は直接調達し得る車両，船舶及び舟艇等をもって

輸送を行うものとする。

ただし，市町村又はその他の実施機関は，その車両等で不足する場合は，県に応援を要請するもの

とする。この場合において県は，その必要があると認めたときは，適宜次の方法により所要の措置を

講ずる。

(1) 乗用車，バス及び貨物自動車

県及び市町村は，バス事業者，タクシー事業者又は貨物運送事業者等に協力を求める。また，

必要に応じ自衛隊に輸送支援を要請するものとする。

(2) 特殊自動車

運送事業者所有のものについては，四国運輸局徳島運輸支局（応神町庁舎）を通じ，建設事業

者所有のものについては，県県土整備部を通じて事業者の協力を求める。
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(3) 船舶

四国運輸局徳島運輸支局（本庁舎），漁業協同組合及び関係機関等を通じ，船舶運航事業者の

協力を求める。また，必要に応じ自衛隊又は徳島海上保安部，四国地方整備局小松島港湾・空港

整備事務所に対し，船舶による輸送支援を要請するものとする。

(4) 鉄道

人員，物資及び機材等の輸送について必要あるときは，四国旅客鉄道㈱及び阿佐海岸鉄道㈱に

協力を要請する。

(5) 航空機

災害応急対策の実施について緊急を要するときは，県消防防災ヘリコプターを活用しながら，

必要に応じ，自衛隊，他府県又は徳島海上保安部に対して航空機（ヘリコプターを含む）の派遣

を要請するものとする。

(6) 応援要請の手続

災害応急対策実施機関又は関係各業者に対し応援協力を要請する場合は，輸送区間，輸送期間，

輸送対象及び輸送台（隻）数等必要な輸送条件を明示して行うものとする。

４ 陸上輸送

四国運輸局徳島運輸支局（応神町庁舎）は，関係各機関と連絡を密にして陸上輸送の万全を図るも

のとする。

５ 鉄道輸送

四国旅客鉄道株式会社及び阿佐海岸鉄道株式会社は，鉄道輸送についての計画を樹立し，要請があ

った場合，迅速かつ的確な輸送に努めるものとする。

６ 海上輸送

四国運輸局徳島運輸支局（本庁舎）は，関係機関と連絡を密にして海上輸送の確保に努めるものと

する。必要に応じ、徳島県水難救済会に対して、船舶による輸送等の業務に関し協力を要請する。

７ 航空輸送

陸上交通が途絶し，輸送の必要に迫られたときは，その輸送の実施機関は，県にその旨を連絡する

ものとする。

県は自衛隊並びに徳島空港事務所を通じ航空機による輸送の要請を行う。

〔資 料 編〕

輸送確保に関する責任者及び連絡方法

県 有 自 動 車 数

舟 艇 数

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 市町村が地域内外で緊急輸送を行う場合の措置

２ 市町村が県を通じ他機関に緊急輸送を依頼した場合の措置

３ その他必要な事項

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 108 -

第１２節 消防防災へリコプター等の運航

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部）】

第１ 方針

災害等の発生により，広域的かつ機動的な活動を必要とする場合には，県の消防防災ヘリコプター等

を有効に活用し，災害応急対策の充実強化を図るものとするが，この場合における消防防災ヘリコプタ

ー等の活動の実施は，本計画の定めによるものとする。

第２ 内容

１ 消防防災ヘリコプターの災害応急対策

県は，災害等が発生し，又は発生のおそれがある場合において，災害応急対策活動の必要がある場

合は，消防防災ヘリコプターを出動させる。

市町村は，住民の生命，身体，財産を保護するため，緊急を要し，必要があると認めるときは，県

消防防災ヘリコプターの出動を要請することができる。

２ 消防防災ヘリコプターの活動内容

消防防災ヘリコプターの性能，機能，機動性等を活かし，災害時等において，主に次のような活動

を行う。

(1) 救急活動（傷病者の搬送，医師及び医療機材等の搬送）

(2) 救助活動（孤立者等の捜索・救助）

(3) 災害応急活動（被災状況の調査及び情報収集，災害情報・警報等の伝達広報，救援物資・人員

等の輸送）

(4) 火災防御活動（被害状況の調査及び情報収集，避難誘導等の広報，消防隊員及び消火資機材等

の搬送，大規模火災等の消火）

(5) その他ヘリコプターによる対応が有効な活動

３ 消防防災へリコプターの運航体制及び出動要請手続等

消防防災ヘリコプターの運航及び出動に関する必要な事項は，「徳島県消防防災ヘリコプター運航

管理要綱」及び「徳島県消防防災ヘリコプター緊急運航要領」の定めによる。

なお，消防防災ヘリコプターの運航基地として，徳島空港内に徳島県消防防災航空隊事務所を置く。

４ 飛行場外離着陸場の確保

市町村及び県は，災害時において県消防防災ヘリコプターの迅速な活動が実施できるよう，活動の

現場での拠点となる飛行場外離着陸場の整備に努めるものとする。

５ 資機材の整備

県は，消防防災ヘリコプターが有効に活動できるよう，関連資機材の整備に努める。
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６ 応援協力体制

(1) 応援体制

県は，災害の規模が大きく，災害応急対策のため消防防災ヘリコプターの応援が必要な場合は，

他県へ応援要請を行う。

また，関西広域連合と構成府県は，民間事業者と民間事業者が所有するヘリコプターを使用し

て応急対策に必要な物資又は人員の輸送等に関する協定を締結している。

(2) 協力体制

本県の消防防災ヘリコプターが，点検整備等で運航できない場合において，災害の発生等によ

り緊急運航が必要な場合は，近隣県のヘリコプターの応援を求める。

なお，この場合において近隣県と連絡を密にし，災害応急対策活動等に支障をきたすことがな

いよう協力体制を整える。

７ 緊急消防援助隊航空部隊の出動要請

県は，必要に応じて，消防庁に対して，他の都道府県からの緊急消防援助隊航空部隊の出動を要請

することができる。

〔資 料 編〕

危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定

消防防災ヘリコプターの運行不能期間等における相互応援協定

中国・四国地方の災害時相互応援に関する協定

鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定

全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定

災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定
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８ 緊急運航の要請及び出動のフローチャート

災 害 発 生 地 の

通 市町村・消防本部

報

消防防災ヘリコプターの出動要請連絡先

１ ４ １ 勤務時間内の連絡先

災害現場 要 回 徳島県消防防災航空隊事務所

請 答 電 話 088－683-4119

ﾌｧｸｼﾐﾘ 088－683-4121

２ 勤務時間外における連絡先

５ 出 動 消防防災航空隊事務所 （１７：１５～８：３０）

（運航管理者） 徳島県庁衛視室

電 話 088－621-2057

２ 出 動 の 決 定

３ 要 請 等 の 報 告

徳 島 県 庁

（運航管理責任者）

（ 総 括 管 理 者 ）

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 県の消防防災ヘリコプター等の応援要請手続

２ その他必要な事項
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第１３節 消火活動等の実施

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，薬務課）】

第１款 消火活動

第１ 方針

消火活動の基本方針は次のとおりとする。

１ 県民，自主防災組織及び事業所等は，自らの生命及び財産を守るため，出火防止及び初期消火活動

を実施する。

２ 地域住民は協力して可能な限り消火活動を行い，火災の拡大防止に努める。特に危険物を取扱う事

業所においては，二次災害の防止に努める。

３ 消防機関は，関係防災機関と連携を保ちつつ，その全機能をあげて消火活動を実施する。

４ 県は，市町村の消火活動が円滑に行われるよう必要な措置を講ずる。

また，市町村から県に消火活動のための消防防災ヘリコプター等の応援要請があったときは速やか

に対応する。

なお，市町村は，この方針に基づき大震火災防御計画を市町村計画に定めておくものとする。

第２ 内容

１ 消防機関の活動

(l) 火災発生状況等の把握

消防機関は，災害発生後，火災の通報を待つのみならず職員を望楼，ビル等の高所見張及び巡

回等に配置し火災の早期発見に努めるとともに，関係防災機関との密接な連携のもとに管内の消

火活動に関する次の情報を収集する。

ア 延焼火災の状況

イ 自主防災組織等の活動状況

ウ 道路の通行状況

エ 消防ポンプ自動車等消防施設及び消防水利等の活用可能状況

(2) 火災防御方針

災害時の消防活動は，収集した情報を分析し，火災の態様に対応した防御活動を展開するもの

とし，人命の安全確保を最重点に行う。

ア 火災発生が少ないと判断したときは，積極的な防御を行い―挙鎮滅を図る。

イ 火災が発生し，同時に対処できないと認める場合は，延焼拡大の危険性の高い地域，住民の

生命の保護，生活に重大な影響を及ぼすおそれのある施設等を重点的に消火活動を実施する。

ウ 火災が著しく多発又は延焼火災が発生する等住民の生命に危険を及ぼすことが予想される場

合は，広域避難場所及び避難路周辺を優先防御するとともに住民の避難誘導を行い，住民の安

全確保を最優先とする活動を行う。

エ 大工場，危険物貯蔵施設等から出火し，多数の消防隊を必要とする場合は，市街地に面する

部分及び市街地の延焼火災防御にあたる。

オ 高層建築物，特殊対象物からの出火であっても他に延焼危険の少ない火災は，延焼火災を鎮

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 112 -

圧した後に部隊を集中して防御にあたる。

カ 火災と水災が同時に発生した場合は，人命救助を第―とするほか，原則として火災防御を優

先とする。

キ 自主防災組織等が実施する消火活動との連携，指導に努める。

２ 応援要請

(1) 市町村

ア 被災市町村は，自らの消防力では災害への対応が困難な場合には，広域的な市町村間の消防

相互応援協定に基づき他の市町村に応援を要請するものとする。

イ 市町村長は，消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できない場合は，県に対し

応援を求めることとする。

(2) 県

ア 知事は，災害が広域におよび，市町村において被害状況の把握が困難であると認めたときは，

消防防災ヘリコプターにより偵察を行うとともに，必要に応じ，自衛隊に対して火災の発生状

況等の上空偵察を要請して被害状況を把握し，その結果を関係市町村に連絡する。

イ 知事は，災害が広域におよび緊急の必要があり，市町村が消防相互応援の要請を行うことが

困難な場合は，他の市町村長又は消防組合管理者，広域連合長に対し消防相互応援協定の実施，

その他災害の防御の措置に関し必要な指示をする。

ウ 知事は，市町村長から応援要請を求められたとき，又は火災が著しく拡大し，県内の市町村

の消防力をもって対処できないと認めるときは，消防庁長官に対し緊急消防援助隊の出動要請

及び「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づく応援要請等を行う。

３ 事業所等の活動

(l) 火災予防措置

火気の消火及び都市ガス，高圧ガス，石油類等の供給停止，ガス，石油類，毒物，劇物等の流

出又は漏洩等異常発生の有無の点検を行い，必要な防災措置を講ずる。

(2) 火災が発生した場合の措置

ア 自衛消防隊等の防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。

イ 関係機関への通報及び必要に応じて従業員，顧客等の避難誘導を行う。

(3) 災害拡大防止措置

都市ガス，高圧ガス，火薬類，石油類，毒物，劇物等を取扱う事業所等において，異常が発生

し災害が拡大するおそれがあるときは，次の措置を講ずる。

ア 周辺地域の居住者等に対し，避難等の行動をとる上で必要な情報を伝達する。

イ 立入禁止等の必要な防災措置を講ずる。

４ 県民の活動

(1) 火気の遮断

使用中のガス，石油ストーブなどの火気取扱器具は，直ちに火気の遮断をするとともに，都市

ガスはメーターコック，ＬＰガスはボンベのバルブをそれぞれ閉止する。

(2) 初期消火活動
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火災が発生した場合は，消火器，水バケツ等で消火活動を行うとともに，大声で周辺の人に知

らせて協力を求める。

５ 惨事ストレス対策

消火活動を実施する各機関は，職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。

第２款 水防活動

【主な実施機関：市町村，県（河川振興課）】

第１ 方針

洪水又は高潮等による水災を警戒し，防御し，これによる被害を軽減するための水防活動は，徳島県

水防計画及び水防管理団体の水防計画により実施するものとする。

第２ 内容

１ 実施責任者

水防活動の責任は，水防管理団体にあり，県は，その区域における水防管理団体が行う水防が十分

に行われるよう，指導と水防能力の確保に努める責任を有するものである。

２ 水防体制

(1) 県の水防体制

県の水防体制は，次のとおりとする。

ア 徳島県水防本部

(ｱ) 設置

知事は，洪水又は高潮等による危険があると認めたときは，徳島県水防計画の定めるとこ

ろにより徳島県水防本部を設置する。

(ｲ) 組織 （班長＝関係各課長）

公共土木対策班

河川班

統 監 本 部 長 道路班

（知事） （県土整備部長 ）

運輸班

砂防・ダム班

副 統 監 副 本 部 長 まちづくり班

（副知事） （県土整備部副部長

（政策監） （技術）） 住宅班

統監不在のときは，副統監が，本部長不在のときは副本部長がそれぞれ代行する。
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イ 非常配備

常時勤務から水防非常体制への切換を確実迅速に行うとともに，勤務員を適当に交代休養させ

長時間にわたる非常勤務活動の完備を期するため，次の要領による非常配備を行うものとする。

水防非常配備の種類

(ｱ) 第一非常体制

ａ 大雨注意報等が発表され，相当な災害の発生が予想されるとき又は，台風が本県に接近

する恐れがあるとき。

ｂ 徳島県に津波注意報が発表されたとき。 （必要最小限の人員）

(ｲ) 第二非常体制

ａ 暴風，大雨，洪水警報等が発表されたとき。

ｂ 台風が本県を通過することが確実とされたとき。

ｃ 河川がはん濫注意水位に近づいたとき。

ｄ 徳島県に津波警報が発表されたとき。

（必要な応急対策活動を状況に応じて行い得る人員）

(ｳ) 第三非常体制

事態が切迫し，危険性が大で第二非常体制では処理しかねると認められたとき。

（地域防災計画及び災害対策本部条例及び災害対策本部運営規定等に基づく人員）

各総合県民局及び東部県土整備局は本部の指示によるほか，適宜その状況に応じて本部と

の協議の上，非常配備を行うものとする。非常配備を整えたときは，すみやかに水防本部長

に報告する。

もし事態が長引くときは，所属長において適宜交代させることができる。

３ 県及び水防管理団体の活動

県及び水防管理団体は，県の地域に大規模な地震が発生し，津波又は浸水による被害が発生した場

合又はそのおそれがある場合には，次の活動を行う。

(1) 県

ア 水防計画に基づく配備動員体制

イ 水防管理団体が行う水防活動に資する情報の連絡調整及び技術的な援助

(2) 水防管理団体

ア 区域内の監視，警戒及び水防施設の管理者への連絡，通報

イ 水防に必要な水防団員の招集と資器材の点検整備

ウ 水防管理団体相互の協力及び応援

４ 緊急時の措置

(1) 津波対策

津波注意報・警報が発表されたとき，あるいは震度４以上の地震を感じ，津波が来襲するおそ

れがあると判断される場合には，河川，海岸の管理者又は水防管理者は，自らの避難時間を確保

できる範囲でその及び水防活動に従事する者自身の避難時間を確保したうえで，管理施設の巡視

及び管轄区域内の監視，警戒に当たるものとする。

また，門扉（防潮扉，水門，樋門等）の管理，操作担当者は，自らの避難時間を確保できる範
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囲で，門扉の操作を行うものとする。

(2) 浸水対策

河川，海岸の管理者及び水防管理者は，震度４以上の地震を感じたときは，自らの避難時間及

び水防活動に従事する者自身の避難時間を確保したうえで，その管理施設を巡視，点検するとと

もに，危険箇所の監視，警戒に当たり，被災箇所を発見したときは速やかに当該施設の管理者に

連絡し，必要な措置を求めるものとする。また，水門，樋門等の管理者は，自らの避難時間を確

保したうえで，操作設備の安全点検をするとともに，必要に応じて門扉等の適正な開閉を行うも

のとする。

なお，被災箇所が水防上重要な箇所であるときは，当該施設の管理者は直ちに応急措置を講ず

るとともに，関係機関（水防本部，県警察，報道機関等）に連絡をとり，付近住民の安全を図る

ものする。

５ 惨事ストレス対策

水防活動を実施する各機関は，職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。

第３款 海上災害防止活動

【実施機関：徳島海上保安部】

第１ 方針

徳島海上保安部は，他の防災機関との緊密な連携により，迅速かつ的確な防災活動を行い，次の措置

を講ずるものとする。

１ 海上漂流者，事故船舶（漂流・流出，転覆，座礁等）に係る遭難者の捜索，救助活動

２ 海上流出油，有害・危険物による火災の消火及び流出拡散の防除活動

３ 漂流・流出船舶の曳航等の救助活動

４ 沿岸，港湾地域等の航路上の障害物に係る情報の周知及び注意の喚起

５ 沿岸，港湾地域を中心とした測量，水深調査等の航路の確保

６ 灯台等の航路標識の復旧

７ 海上における治安維持のための警戒等警備活動

第２ 内容

１ 対 策

(1) 船舶交通の安全確保対策等

ア 津波情報を迅速に収集し，かつその周知を図る。さらに津波により在港船舶が遭難するおそ

れがある場合，又は船舶交通の安全を確保するため必要がある場合には，在港船舶に対する避

難勧告等必要な措置を講ずる。

イ 航路標識の損壊，流失，移動等が生じた場合は，航行警報等により船舶及び関係機関に周知

徹底をするとともに，応急の措置を講ずる。

ウ 海上に流出した船舶・瓦礫・コンテナ等の航路障害物について，当該所有者等に対し除去，

その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ，又は安全な場所に除去し，
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直ちに除去できない場合は航行警報等により船舶及び関係機関に周知徹底する。

エ さらに，港内にあっては，入出港自粛勧告・航行制限等の措置を講じることがある。

(2) 救難対策

ア 船舶の海難，人身事故等が発生した場合は，市町村及び県警察と連携して直ちに海上漂流者

等の救出を行い，負傷者については，市町村及び県警察が緊密な連携のもとに救護機関に収容

する。

イ 避難の勧告又は指示等が発令された場合において，必要があるときは，避難者の誘導，海上

輸送を行うなど避難活動を援助する。

ウ 船舶火災又は海上火災が発生した場合は，速やかに巡視船艇を出動させ，消火及び救助活動

を行う。

(3) 排出油等対策

ア 的確な状況把握を行い，災害発生船舶又は施設に対する応急措置の指導，指示を行う。

イ 排出油等防除協議会等関係機関（団体）との密接な連携のもと，排出油等の拡散防止等必要

な応急措置を講ずる。

ウ 付近海上の安全を確保するため，巡視船艇等による現場付近海域の警戒を行うとともに，船

舶の航行，停泊，火気使用の制限又は禁止等必要な措置を講ずる。

(4) 治安対策

海上における人命，財産の保護並びに公共の安全及び秩序を図るため，災害海域を巡視警戒し

治安の維持に努める。

２ そ の 他

海上における災害警備救難については，本計画に定めるほか海上保安庁非常配備規則及び警戒配備

規則の定めるところによるものとする。

第４款 防犯活動

【実施機関：県警察】

第１ 方針

県警察は，住民の生命，身体及び財産を保護し，公共の安全と社会の秩序を維持するため，関係機関

との密接な連携のもとにおおむね次の事項を重点として対策を講ずるものとする。

第２ 内容

１ 犯罪の予防対策

人心の不安，物資不足等に伴う犯罪及び集団的不法事案を防止するため，次の措置を講ずる。

(l) 避難所，救援物資集積所，被災現場等の警戒

(2) 警ら活動の強化及び検問の実施

(3) 暴利行為その他の生活安定関係事犯の取締り

２ 流言飛語の防止対策
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流言飛語の防止，解消のため，次の措置を講ずる。

(1) 正確な情報の伝達

(2) 活発な広報活動

(3) 身元不明者照会・回答活動

３ 保 安 対 策

公共の安全維持，危害，災害の防止等のため，次の措置を講ずる。

(1) 銃砲刀剣類の保安措置

(2) 危険物貯蔵施設等に対する警戒措置

４ そ の 他

関係機関の行う応急対策に対する協力

〔資 料 編〕

警察署別装備品現有状況

第５款 被災建築物及び被災宅地に対する安全対策

【主な実施機関：市町村，県（都市計画課，住宅課）】

第１ 方針

地震により建築物及び宅地が被害を受けた場合，余震等による二次災害を防止し，住民の安全の確保

を図るため，被災建築物及び宅地の応急危険度判定を行うため，必要な措置を講ずるものとする。

第２ 内容

１ 実施機関

県は，被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の養成等を行い，緊急時に対応でき

る体制を整備する。

市町村は，地震により建築物及び宅地が被害を受けたときは，その後の余震等による二次災害の発

生を防止するため，被災建築物及び宅地の応急危険度判定を行うとともに，必要な措置を講ずる。

また，県民は自らの生命及び財産を守るため，被災建築物及び被災宅地の安全性を確認する。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 応急危険度判定実施本部の設置

２ 応急危険度判定活動の実施

３ 県への判定支援要請（必要に応じて）

４ 判定資機材の準備

５ その他必要な事項
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第１４節 救出・救助対策

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，保健福祉政策課），県警察，徳島海上保安部 】

第１ 方針

災害のため，生命身体が危険な状態にある者，又は生死不明の状態にある者に対する捜索又は救助の

実施は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施機関

(1) 被災者の救助及び捜索等は，市町村の消防機関が県警察とともに実施するものとする。

(2) 海上における遭難者の救助等（行方不明者の捜索を含む）は，市町村長からの要請によるもの

も含め徳島海上保安部が行うものとする。

２ 救助の方法

(1) 市町村等は，救出・救助活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努め，必要に応じ，他の市

町村等に応援を要請するものとする。

(2) 救出・救助活動に必要な必要な資機材は，原則として，実施機関が携行するものとする。

(3) 救助した負傷者は，応急措置をした後，医療機関に収容する。

(4) 特に被害が甚大なとき及び市町村から県に救助応援要請又は自衛隊派遣要請のあったときは速

やかに措置する。

(5) 県は，日本レスキュー協会と締結した「災害救助犬の出動に関する協定」に基づき，必要があ

ると認める場合は，災害救助犬の出動要請を行う。

３ 災害救助法が適用された場合

災害救助法が適用された場合は，知事（権限を委任された場合は市町村長）が行うが，費用の対象

等は次のとおりとする。

(1) 対 象 者

ア 災害のため，現に生命若しくは身体が危険な状態にある者

イ 災害のため，生死不明の状態にある者

(2) 期 間

災害発生の日から３日以内

(3) 費 用

舟艇その他救出のための機械，器具等の借上費又は購入費，修繕費及び燃料費とし，当該地域

における通常の実費とする。

４ 惨事ストレス対策

救出・救助活動を実施する各機関は，職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。
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第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 実施責任

２ 必要な資機材の保有・調達

３ 自主防災組織等の活動

４ その他必要な事項
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第１５節 医療救護活動

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，保健福祉政策課，医療政策課，健康増進課，薬務課，

病院局），独立行政法人国立病院機構本部中国四国ブロック事務所，日本赤十字社徳

島県支部，（一社）徳島県医師会 ，（公社）徳島県看護協会，(一社）徳島県助産師

会 】

第１ 方針

災害のため，その地域の医療機関の機能がなくなり，又は著しく不足若しくは医療機構が混乱した場

合における医療救護活動の対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実 施 責 任 者

被災者に対する医療救護活動は，市町村長が行う。

なお，市町村限りで実施困難なときは隣接市町村，県その他の医療機関の応援により行うものとす

る。

ただし，災害救助法が適用されたときは，知事（権限を委任された場合は市町村長）が行う。

２ 医療救護体制

(1) 初期医療救護体制

ア 市町村医療救護所

市町村が，地域性，建物の耐震性，収容能力，機能性を考慮の上，設置するとともに，住民

に周知を図る。

イ 医療従事者の確保

市町村は，あらかじめ地元医師会と災害・事故等時の医療救護に関する協定を締結するよう

努めるものとする。

原則として，市町村は，その協定等に基づく医療機関により医療救護班を編成・実施する。

被災地の市町村は，医療救護活動に従事する医療従事者が不足し，対応できない場合は，次

の事項を明示して県に医療従事者の派遣を要請するものとする。

(ｱ) 必要人員

(ｲ) 期間

(ｳ) 派遣場所

(ｴ) その他必要事項

なお，初期災害医療救護においては，自律的な活動を行うことが必要であり，県及び日本

赤十字社徳島県支部は，状況により自らの判断で医療従事者を市町村医療救護所に派遣でき

るものとする。

派遣する医療従事者は，医師１名，看護師２名，連絡員（運転用務を含む）１名を基本と

し，状況に応じて班員構成の調整を行う。

派遣された医療従事者は，予め定められた召集連絡方法，出動体制により，医療救護に必

要な医薬品，衛生材料及び通信機器等を携行する。
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ウ 業務

市町村医療救護所においては，次の業務を重点的に実施するものとする。

(ｱ) 傷病者の傷病の程度判定（傷病者の振り分け業務）

(ｲ) 後方医療救護機関への転送の要否及び転送順位の決定

(ｳ) 重症者の応急処置及び中等症者に対する処置

(ｴ) 転送困難な傷病者及び避難所等における軽症者に対する医療

(ｵ) 助産

(ｶ) 記録及び災害対策本部への状況報告

エ 災害救助法が適用された場合

災害救助法に基づく医療及び助産は，原則として医療救護班によって行うものとする。

(ｱ) 医療及び助産の対象

ａ 応急的に医療を施す必要がある者で，災害のため医療の途を失った者。

ｂ 災害の発生日以前又は，以後７日以内に分べんした者で助産の途を失った者。

(ｲ) 医療及び助産の範囲

ａ 診察

ｂ 薬剤又は治療材料の支給

ｃ 処置，手術その他の治療及び施術並びに看護

ｄ 病院又は診療所等への収容

ｅ 分べんの介助

ｆ 分ベん前及び分べん後の処置

ｇ 脱脂綿，ガーゼその他の衛生材料の支給

(ｳ) 医療及び助産の期間

ａ 医療の実施期間は，災害発生の日から１４日以内とする。

ｂ 助産の実施期間は，分べんした日から７日以内とする。

(2) 後方医療救護体制

被災地内の災害医療活動を調整するため，県は災害拠点病院に現地災害医療コーディネーター

を置き，被災地外への患者輸送，受入医療機関の確保及び医療救護班の配置に係る調整等を行う。

市町村医療救護所で対応できない中等・重症患者は，各救急医療圏ごとの２次救急医療機関

（救急告示医療機関）に原則として収容する。

２次救急医療機関で対応できない重症・重篤患者は，原則として３次救急医療機関（救命救急

センター，大学病院）に収容する。

なお，各救急医療圏の災害拠点病院については，他の圏域からの患者の収容に，可能な限り努

めるものとする。

(3) 広域的医療救護活動の調整

県全体の災害時医療活動を調整するため，県は災害対策本部に総括災害医療コーディネーター

を置き，被災地内における医師や医薬品等の不足に対応し，医療救護活動を円滑に実施するため

の調整を行う。

また，災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班の派遣，傷病者の受入について災害拠点

病院，徳島ＤＭＡＴ指定医療機関及び他府県，国等に対し要請を行うなど，広域的な調整を図る

とともに，円滑な医療救護活動が実施できるよう移動手段等の確保について，支援・調整に努め
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る。

(4) 災害時情報共有システムの整備

災害発生時に迅速かつ的確な医療を提供するためには正確な情報の把握が最も重要であること

から，県は発災直後に被災地域内の医療機関等から，必要な情報収集を行うため，災害時情報共

有システム等の整備，運用を行う。

(5) 関西広域連合による広域医療体制の整備

関西広域連合広域医療局は，災害時の管内ドクターヘリの運行調整や災害時おける医療支援活

動の調整等を行う。

また，災害発生時において，関西広域応援・受援実施要綱に基づき，初動期の医療支援活動を

迅速かつ円滑に実施する。

３ 傷病者の搬送

(1) 傷病者の医療機関への搬送は，原則として市町村が実施するものとする。

(2) 市町村医療救護所から医療機関，医療機関から他の医療機関へ搬送する場合等で，市町村で対

応できない場合は，県及びその他の関係機関に応援を要請するものとする。

(3) 道路や交通機関の不通時又は緊急に特別な治療を要する傷病者の搬送は，必要に応じヘリコ

プターによる空輸を県の消防防災ヘリコプターや関西広域連合が事業主のドクターヘリ等を活用

し，行う。

(4) 県は，必要に応じて，広域搬送拠点内もしくはその近傍に広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣ

Ｕ）を設置するとともに，ＳＣＵ内にＳＣＵ本部を設置する。

４ 医薬品，医療資機材の調達

(1) 市町村長は，医薬品等の調達を行うものとする。

(2) 知事は，備蓄している医薬品等を優先的に使用するものとし，当該医薬品等が不足したときは，

すみやかに業者から調達又は斡旋を行うものとする。なお，医薬品及び衛生材料については，徳

島県医薬品卸業協会との間で締結した「災害時に必要な医薬品等の確保に関する協定書」に基づ

き供給を要請する。

輸血用血液については，徳島県赤十字血液センターから迅速に必要量の供給を受ける。

５ 難病等に係る対策

県は，市町村，医療機関等と密接な連携を図り，難病患者等に必要な医療の確保を行うために，

医療機関の状況把握と医薬品の確保に努める。

また，難病医療ネットワーク事業における拠点・協力病院に協力を求めるなどして，必要な医療を

提供できる医療機関の把握と確保に努める。

６ 災害時コーディネーター（医療・保健衛生・介護福祉・薬務）による調整

県は，被災地域において，医療，保健衛生，介護福祉，薬務分野の各種支援が円滑に実施されるよ

う，当該４分野で構成される災害時コーディネーターを配置し，市町村等関係機関と連携を図り，刻

々と変化する被災者，避難所及び医療救護所等の状況を的確に把握し，本県及び他の機関から人材及

び資材の配置を的確かつ迅速に行う。
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(1) 避難所における被災者ニーズ及び医療に関する需要の把握

(2) 医療救護所の設置運営の総合調整

(3) 保健師活動の総合調整

(4) 医療救護所への医薬品等の供給支援及び薬剤師派遣・要請

(5) 介護士等の活動の総合調整

(6) 県内・県外からの支援の受入及び配置調整

〔資 料 編〕

病院及び病床数―覧表

救急病院等一覧表

市町村別救急車，患者輸送車，保有状況

災害救助法により県の行う医療助産を日本赤十字社徳島県支部に委託することについての協定書

災害・事故等時の医療救護に関する協定書

難病医療ネットワーク事業における拠点・協力病院

特定疾患に係る医療機関一覧表

県備蓄医薬品等供給体制図

災害時医薬品等供給連絡体制図

県備蓄医薬品等の備蓄場所一覧

保管場所ごとの県備蓄医薬品等の品目及び数量

災害時医薬品等備蓄供給実施要綱

災害時に必要な医薬品等の確保に関する協定書

災害事故等における医療救護活動に関する協定書

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ 救護班の編成

３ 救護所の位置

４ その他必要な事項
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第１６節 飲料水・食料及び物資等の供給

第１款 応急給水

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部）】

第１ 方針

災害のため飲料水が枯渇し，又は汚染して飲料に適する水を確保することができない者に対する応急

給水については，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

(1) 被災者に対する飲料水の直接の供給は，市町村長が行う。

(2) 災害救助法が適用されたときは，知事（権限を委任された場合は市町村長）が行う。

２ 応急給水

(1) 確保水量

南海トラフ地震等大規模災害が発生した場合には，県と市町村で構成する「災害時相互応援連

絡協議会」において定めた「南海トラフ地震等に対応した備蓄方針」により発災直後の供給を

賄う。

市町村による被災者に対する応急給水は，概ね当初，備蓄分と合わせ最低１人１日３リットル

の飲料水を確保，供給し，発災後４日目から復旧の段階に応じて増加させ，発災後４週を目途に

被災前の水準にまで回復させるよう努める。

ア 第１段階（災害発生～３日目） 生命維持のため最小限必要量３リットル／人・日

イ 第２段階（４日目 ～ ） 飲料水・炊事用水・トイレ用水

ウ 第３段階（ ～４週間） 飲料水・炊事用水・トイレ用水・風呂水・洗濯水

(2) 給水方法

応急給水は，次の方法により実施する。

ア 運搬給水

主に給水車，給水タンクを用いて，避難所，医療施設，社会福祉施設，防災拠点等防災上重要

な施設へ応急給水を実施する。

イ 拠点給水

避難所や，浄水場，配水池，消火栓，耐震性貯水槽等の設置場所に配置された給水拠点から応

急給水を実施する。

(3) 水質の安全対策

応急給水に使用する資機材については，使用前に洗浄するよう努め，また，供給水の残留塩素

濃度を適宜計測し，安全を確認することとする。

特に，井戸水，渓流水を供給する場合には，煮沸や塩素消毒の処理等により安全を確保するも

のとする。
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３ 県の支援等

県は，応急給水の実施状況について，市町村と連絡をとり，避難所，医療施設，社会福祉施設，

防災拠点等防災上重要な施設への応急給水が実施できるよう支援，調整を行う。

また，被害が甚大で，あるいは広域にわたり被災市町村で対応できない場合は，他の市町村及び関

係機関等に対して，広域的な支援を要請し，支援活動の調整を行う。

〔資 料 編〕

県下上水道防災関係物資等の備蓄状況

給水容器の備蓄状況

第２款 食料供給

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部, 新産業戦略課，農地戦略室，農林水産総合技術支援センタ

ー経営推進課，水産課），農林水産省生産局長（生産局農産部貿易業務課）】

第１ 方針

災害時におけるり災者及び災害応急対策に従事している者等に対する応急食料及び副食調味料の供給

並びに炊出し等については，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

り災者及び災害応急対策に従事している者等に対する食料及び副食調味料の供給並びに炊出し等は，

市町村長が実施するものとする。

ただし，災害救助法が適用されたときは，知事（権限を委任された場合は市町村長）が行う。

２ 応急食料

南海トラフ地震等大規模災害が発生した場合には，県と市町村で構成する「災害時相互応援連絡協

議会」において定めた「南海トラフ地震等に対応した備蓄方針」により発災直後の供給を賄う。

市町村長は，当該市町村において応急食料の調達が困難なときは，知事にその斡旋を要請するもの

とする。知事は，市町村長から応急食料の要請があったときは，あらかじめ供給協定を締結した米穀

販売事業者などから供給あっせんを行う。また，必要に応じ，農林水産省生産局長（生産局農産部貿

易業務課）に対して政府所有米穀の引き渡しの要請を行う。

３ 副食調味料

市町村長は，当該市町村において副食調味料の調達が不可能又は困難なときは，知事にその斡旋を

依頼するものとする。知事は，市町村長から依頼を受けたときは，関係団体に対し出荷の要請を行う。

４ 炊出し

市町村長は，当該市町村において炊出しを実施することが不可能若しくは困難なときは，日赤奉仕

団，県及び自衛隊に依頼するものとする。

５ 被災者の中でも，交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては，孤立状態の解消に
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努めるとともに，食料等の物資の円滑な供給に十分配慮する。

また，在宅での避難者，応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への被災者，所在が把握できる広

域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。

〔資 料 編〕

米穀在庫数量

副食調味料調達先一覧表

第３款 物資の調達

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，農林水産部，商工政策課，企業支援課）】

第１ 方針

災害時における物資の調達については，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 物資調達

(1) 南海トラフ地震等大規模災害が発生した場合には，県と市町村で構成する「災害時相互応援連絡

協議会」において定めた「南海トラフ地震等に対応した備蓄方針」により発災直後の供給を賄う。

(2) 県は，発災後適切な時期において，県が所有する公的備蓄量及び企業との協定等により調達可能

な流通備蓄量等について，主な品目別に確認する。

(3) 県は，管内市町村における備蓄量について，(1)と同様に把握し，必要に応じ市町村間の斡旋調

整を実施する。

(4) 県は，(1)，(2)により把握した数量及び市町村間の調整結果等を踏まえ，被災の状況を勘案し，

県内で不足する物資の数量について把握し，必要に応じ国に対して調達供給の要請を行う。

(5) 県は，大規模災害時等に燃料が不足した場合に，緊急通行車両，県の庁舎等重要施設や避難所

で必要な燃料について，徳島県石油商業組合と締結したガソリン等燃料の供給に関する協定に基

づき，迅速な調達を行う。

また，石油元売会社から直接供給を行う必要が生じた場合の燃料供給を円滑に実施するために，

石油連盟と締結した覚書に基づき，重要な公共施設等に関する設備や搬入経路等の情報について

共有し，有効に運用する。

２ 物資等の調達手配

県は，管内の市町村等における必要な物資，資機材（以下「物資等」という。）の確保状況を把握

し，市町村等から当該物資等の供給体制の確保を図るため県が保有する物資等の放出等の措置及び必

要に応じて市町村間の斡旋等の措置をとる。

〔資 料 編〕

災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定

災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書

第４款 生活必需品等の供給

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，地域福祉課）】
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第１ 方針

り災者に対する生活必需品等の給与又は貸与については，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

り災者に対する生活必需品等の給与又は貸与は，市町村長が実施するものとする。知事は，市町村

長から調達の要請があったときは，その調達又はあっせんを行う。

ただし，災害救助法が適用されたときは，知事（権限を委任された場合は市町村長）が行う。

２ 調達計画

市町村長は，災害時に被災者に給(貸)与する生活必需品等の調達計画をあらかじめ樹立しておくも

のとする。

３ 災害救助法が適用された場合の措置

(1) 救助物資の輸送及び引渡し

救助物資は，知事から市町村長に引渡しをするものとしてこの間の輸送は知事が行う。

(2) 救助物資の確保，給与又は貸与の方法

ア 救助物資の備蓄及び調達

救助物資は知事が調達することとし，必要に応じて，あらかじめ備蓄を行う。

イ 救助物資の購入

知事は，生活必需品等を購入しようとするときは，各市町村ごとの世帯構成員別被害状況等

に基づき備蓄物資の品目別在庫数量を考慮のうえ，購入する。

ウ 救助物資配分計画

(ｱ) 知事は，市町村長からの被害中間報告等に基づき救助物資の概算交付を行う。

(ｲ) 市町村長は，知事から引渡しを受けた救助物資をり災者名簿によってすみやかに配分する

ものとする。

〔資 料 編〕

災害救助物資備蓄数

(3) 支給対象者及び支給物資

ア 支給対象者

災害により住家が全壊，全焼，流失，半壊，半焼または床上浸水し，生活上必要最少限の家

財等をそう失またはき損し，直ちに日常生活を営むことが困難な者（世帯）に対し行うものと

する。

イ 支給物資

支給される物資は次の品目の範囲内で現物をもって支給するものとする。

被服，寝具及び身の回り品，日用品，炊事用具及び食器，光熱材料。

４ 被災者の中でも，交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては，孤立状態の解消

に努めるとともに，生活必需品等の物資の円滑な供給に十分配慮する。

また，在宅での避難者，応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への被災者，所在が把握できる

広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。
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第５款 ＬＰガスの供給等

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部），(一社)徳島県エルピーガス協会】

第１ 方針

災害時におけるり災者及び災害応急対策に従事している者であって，炊き出し等に必要なＬＰガス及

び器具を確保することができない者に対するＬＰガス等の供給又は斡旋については，本計画の定めると

ころによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

り災者及び災害応急対策に従事している者に対するＬＰガス等の供給又は斡旋は，市町村長が実施

するものとする。

２ ＬＰガス等の供給等

市町村長は，炊き出し等に必要なＬＰガス等の供給又は斡旋を行い，炊き出し等に必要なＬＰガス

及び器具の調達ができないときは，次の事項を示して県に調達の斡旋を要請するものとする。

(1) 対象避難者数

(2) 必要なＬＰガスの量

(3) 必要な器具の種類及び個数

（4） 供給期間

(5) 供給地（住所等）

知事は，市町村長から炊き出し等に必要なＬＰガス及び器具の調達について斡旋の要請があっ

たときは，一般社団法人徳島県エルピーガス協会に対し，その調達につき協力を要請する。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ 食糧の備蓄，調達

３ 炊き出し場

４ 供給・輸送・配分方法

５ その他必要な事項
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第１７節 保健衛生，防疫，遺体の火葬等の実施

第１款 保健衛生活動

【主な実施機関：市町村，県（健康増進課）】

第１ 方針

被災地域住民の生命と生活環境の安全を確保し，二次的健康被害（災害関連疾患・災害関連死）を防

ぐための対策について定める。

災害時の保健衛生活動は，「徳島県災害時保健衛生活動マニュアル」に基づき実施し，被災者の心身

の状態と生活実態を把握し，健康と環境の改善を図るとともに，中長期的な被災市町村の復興に向けて

の支援も考慮する。

第２ 内容

１ 災害時（保健衛生）コーディネーターによる調整

災害時（保健衛生）コーディネーターは，必要な情報を収集し，迅速に地域のニーズをアセスメン

トし，必要な人材，資器材等を投入を行うためのコーディネートを行い，地域の保健衛生活動が円滑

に行われるようマネジメントする。

また，医療・福祉等他分野との調整を図るため，保健福祉部・圏域での会議に参画し，迅速な情報

共有や協力体制を構築する。

具体的には，圏域コーディネーター（保健所）は，被災市町村に保健衛生活動をコーディネートす

る職員（保健衛生チーム）を派遣し，被災状況の情報把握に努め，必要な人材，資器材の配置調整を

行うとともに，市町村に協力して被災住民の健康支援体制の早期確立を目指す。

総括コーディネーターは，圏域コーディネーターからの情報を集約し，県内外に対し人材・資器材

等の要請及び調整をする。

２ 健康管理等

県及び市町村は，避難所や被災地域住民の健康管理及び二次的健康被害を予防するために，地域の

関係者との連携を図りながら，巡回健康相談や訪問活動等により被災住民の健康状況や課題を把握し，

保健指導や健康教育及び環境整備等を行うとともに，専門的な支援が必要な被災者に対して専門チー

ムと連携した支援を実施するものとする。

また，県は，関係機関（厚生労働省，関西広域連合，市町村等）と連携し，被災者の健康管理等を

行う保健師等の派遣などの応援・受援活動を行う。

３ 食事・栄養管理等

県は，関係機関（厚生労働省，関西広域連合，市町村，栄養士会等）と連携し，被災者自らが健康

を回復・維持増進し，健康な食生活が送れるよう，栄養的に配慮された支援食の提供や炊き出しの実

施体制の確保，栄養指導・巡回相談にあたる管理栄養士等の要員の派遣などの応援・受援活動を行う。

また，被災地の給食施設においても，利用者に適切な給食が提供されるよう，関係機関（厚生労働

省，関西広域連合，集団給食施設協議会等）と連携し，物資や食料，特殊食品の確保，物資や食料等
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の分配調整にあたる管理栄養士等の派遣などの応援・受援活動を行う。

４ こころのケア等

県は，精神科医師，看護師等による「災害時こころのケアチーム（ＤＰＡＴ）」を編成し，関係機

関（厚生労働省，関西広域連合，市町村等）と連携し，被災以前より精神科医療を受けている者への

支援を行い，災害時における精神障がい者等に対する保護・医療サービスの確保を行うことにより，

停止している地域精神科医療の機能を補完する。

また，災害により新たに精神的不調をきたした者を早期発見し，重症化を防ぐとともに，PTSD（心

的外傷後ストレス障害）を含む精神的不調に対する予防を行う。

注）DPAT（(Disaster Psychiatric Assistance Team）：自然災害，航空機・列車事故，犯罪事

件など の大規模災害等の後に被災者及び支援者に対して，精神科医療及び精神保健活動の

支援を行うための専門的な研修・訓練を受けた「災害派遣精神医療チーム」。

第２款 食品衛生対策

【主な実施機関：県（安全衛生課）】

第１ 方針

被災地における食品関係営業者及び給食施設（炊出し施設を含む。）の実態を把握するとともに，応

急食料（支援食品を含む。）の配布等の状況を調査し，次により安全な食品の供給指導を行う。

第２ 内容

１ 食品関係業者

乳処理業，乳類販売業，魚介類販売業，食肉販売業，飲食店営業及び菓子製造業（特にパン製造

業）を重点に監視指導し，不良食品の販売等を防止する。特に，浸水被害を受けた施設については，

清掃消毒の徹底を指導する。

２ 給食施設

関係機関と連絡を密にし，施設の実態を把握するとともに，気温等の状況に応じた指導を行い，食

中毒等の事故の発生を防止する。

３ 応急食料

応急食料については，関係機関に対し，可能な限り保存性のあるもの又は食中毒発生の危険性の少

ないものを確保するよう指導する。

なお，弁当等の消費期限の短い食品を供給する場合にあっては，関係機関に対して食品の適正な保

管及び配布を行うよう指導する。

４ 住民に対する啓発指導

関係機関と連携し，次の事項について啓発指導を行う。

(1) 手洗い，消毒の励行
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(2) 食器，器具の消毒

(3) 弁当等の消費期限の短い食品の早期喫食

(4) 水道水以外の水を飲用とする場合の衛生対策

５ その他

大災害発生直後の通信，又は交通手段の途絶等混乱期における食品衛生確保のための食品衛生監視

員の対応は，「大災害発生時の食品衛生対策実施要領」によるものとする。

〔資 料 編〕

大災害発生時の食品衛生対策実施要領

第３款 防疫

【主な実施機関：市町村，県（安全衛生課，健康増進課）】

第１ 方針

県及び市町村は，被災地域及び被災状況等を迅速に把握するとともに，関係機関と密接に連携し，防

疫体制の具体的な確立を図る。被災地において，感染症の予防及びまん延を防止するための対策は，本

計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

被災地における防疫は，県知事が市町村長と連携を図りながら実施する。

２ 防疫業務の実施方法

災害発生時に感染症の流行を未然に防止するための防疫活動は，次の方法により行うものとする。

(1) 県の措置

ア 検病調査及び健康診断

県は，とくしま災害感染症専門チーム，保健衛生コーディネーター及び被災地域所管の保健

所と緊密に連携し，市町村，地区内の衛生組織等関係機関の協力の下疫学調査班を編成し，避

難所や浸水地帯における疫学調査を実施し，感染症の発生のリスクや発生状況の把握，及び予

防のための指導，対策等を実施する。調査の結果必要と認めるときは，感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症予防法」という。)第１７条の規定による健

康診断を実施する。

イ 感染症発生時の対策実施

県知事は，感染症予防法第２１条及び同法第４７条の規定により，１，２類感染症の患者及

び新型インフルエンザ等感染症の所見がある者を感染症指定医療機関に移送する。

県は，被災地域の感染症指定医療機関の収容力の把握に努めるとともに，交通途絶等のため

感染症指定医療機関に入院させることが困難な場合は，知事が適当と認める病院もしくは診療

所に入院させる措置を講じるなど，患者移送に関して迅速かつ適切な指示体制の整備を図る。

ウ 市町村等に対する指示及び命令
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県は，感染症予防上必要があると認めたときは，被災市町村における規模態様等に応じてそ

の範囲及び期間を定めて，すみやかに次の事項の指示及び命令を行う。

(ｱ) 感染症予防法第２７条第２項及び第２９条第２項の規定による消毒の実施に関する指示

(ｲ) 感染症予防法第２８条第２項の規定による，ねずみ族・こん虫等の駆除に関する指示

(ｳ) 感染症予防法第３１条第１項の規定による生活の用に供する水の使用又は給水についての

制限

(ｴ) 予防接種法第６条の規定による臨時の予防接種に関する命令

(ｵ) 厚生労働省の承認を得た上での予防内服薬の投与

エ 支援体制

県は，市町村の防疫活動を支援し，必要に応じ，県内外に人材，資器材，薬剤の応援要請及

び調達の調整を行う。

オ 予防教育及び広報活動

県は，市町村，報道機関等の協力を得て，被災地の地域住民に対し，感染症予防のための指

導及び広報に努める。

(2) 市町村の措置

ア 消毒方法

市町村は感染症予防法第２７条第２項及び第２９条第２項の規定による知事の指示に基づき，

知事の定めた場所を対象として消毒を実施するものとする。

イ ねずみ族・こん虫等の駆除

市町村は感染症予防法第２８条第２項の規定による知事の指示に基づき，知事が指定する区域

内を対象として，ねずみ族・こん虫等の駆除を実施するものとする。

ウ 生活の用に供する水の供給

市町村は感染症予防法第３１条第２項の規定による知事の指示に基づき，生活の用に供する水

の供給を行うものとする。

エ 予防教育及び広報活動の推進

市町村は，被災地域の感染症に係る予防教育及び広報活動を推進するものとする。

オ 避難所の感染症対策指導

市町村は，県の疫学調査班と連携し，避難所における感染症対策活動を実施するものとする。

３ 防疫活動に必要な携行資材

(1) 噴 霧 器

(2) 消毒薬品

(3) 昆虫駆除薬剤

(4) 検便用資材等

(5) 防疫用薬品資材

必要に応じ一般販売店から緊急調達をする。

〔資 料 編〕

災害用薬品，資材の確保先

防疫容器材保有数
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４ 報告

市町村長は県警察，消防等諸機関，地区の衛生組織その他関係団体の緊密な協力のもとに次の事項

について災害防疫実施要綱（厚生労働省定）により管轄保健所を経由して知事に報告するものとする。

(l) 被害の状況

(2) 防疫活動の状況

(3) 災害防疫所要見込経費

(4) その他

第４款 遺体の捜索及び火葬等

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部），県警察，徳島海上保安部】

第１ 方針

災害により死亡した者の遺体の捜索，調査，処理及び火葬等の実施は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

遺体の捜索，収容及び火葬等は，市町村長が県警察及び消防機関等の協力を得て行うものとする。

ただし，災害救助法が適用された場合は，知事（権限を委任された場合は市町村長）が行う。

２ 遺体の捜索

遺体の捜索は，次の方法により行うものとする。

(1) 実施方法

ア 遺体の捜索は，市町村長が救出に必要な舟艇その他の機械器具を借上げて実施するものとす

る。

イ 遺体の捜索は災害により現に行方不明の状態にあり，かつ，周囲の事情により死亡している

と推定されている者に対して行う。

(2) 応援の要請等

市町村において被災その他の事情により実施できないとき，又は遺体が流失等により他の市町

村にあると認められるとき等にあっては応援の要請を行うものとする。

(3) 災害救助法適用時の基準

ア 捜索期間

災害発生の日から１０日以内とする。

イ 費用の範囲

舟艇その他捜索のため使用する機械器具等の借上費又は購入費，修繕費及び燃料費等とし，

当該地域における通常の実費とする。

３ 遺体の調査処理

(1) 市町村長の措置

市町村長は，遺体を発見したときは，すみやかに所轄警察署に連絡し，その調査を待って次の

方法により処理するものとする。
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ア 遺体の洗浄，縫合，消毒等の処理

イ 遺体の―時保存

ウ 検案（遺体についての死因その他についての医学的検査を行う）

(2) 警察官の措置

警察官は遺体を発見し又は遺体発見の届出を受けたときは，すみやかに次の措置を講ずるもの

とする。

ア 身元の明らかな遺体については，検視をして，所持金品等ともに，遺体を遺族に引き渡すこと。

ただし，遺族への引き渡しができないときは，死亡地を管轄する市町村長に引き渡すこと。

イ 身元の明らかでない遺体については検視をして，所持金品等とともに遺体を死亡地を管轄する

市町村長に引き渡すこと。

(3) 災害救助法適用時の基準

ア 遺体の処理期間

災害発生の日から１０日以内とする。

イ 費用の範囲

遺体の検案，洗浄，縫合，消毒等の処置のための費用及び遺体の一時保存のための費用。

４ 遺体の火葬等

災害により死亡した者で，市町村長が必要と認めたときは応急的に火葬又は埋葬に付するものとす

る。

なお，火葬又は埋葬の実施にあたっては，次の点に留意するものとする。

(1) 事故死等による遺体については，県警察から引き継ぎを受けた後，火葬又は埋葬する。

(2) 身元不明の遺体については，県警察その他関係機関に連絡し，その調査にあたるとともに，遺

品の保管等身元確認のための適切な措置を行った後，火葬又は埋葬するものとする。

(3) 被害地以外に漂着した遺体等のうち身元が判明しない者の火葬又は埋葬は，行旅死亡人として

の取扱いの例による。

(4) 県は，火葬場の斡旋等について市町村から要請があったとき，又は被災状況から判断して広域

的な対応が必要と認めるときは，他の市町村，他の府県に対して必要な応援を要請する。

(5) 災害救助法適用時の基準

ア 火葬又は埋葬の期間

災害発生の日から１０日以内とする。

イ 費用の範囲

棺（附属品を含む），骨つぼ及び骨箱，火葬又は埋葬に要する経費（賃金職員等雇上費を含

む。）

５ 海上漂流遺体の捜索等

(1) 災害時において徳島県周辺海域に遺体が漂流する事態が発生した場合には，市町村は徳島海上

保安部に応援要請を行うものとする。

(2) 徳島海上保安部は，市町村より漂流遺体の捜索要請を受けた場合も含め，遺体が漂流する事

態が発生したときは，巡視船艇及び航空機による捜索にあたるものとする。

(3) 徳島海上保安部は，収容した遺体について市町村及び県警察と連絡を密にし，市町村及び県警
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察の行う措置に協力するものとする。

〔資 料 編〕

火葬場一覧表

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ 巡回相談の実施

３ 食品衛生に関する広報の実施

４ 感染症対策の実施

５ 消毒用薬剤等の備蓄，調達

６ 遺体の収容所及び処置

７ 遺体処置班の編制

８ その他必要な事項
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第１８節 要配慮者（災害時要援護者）支援対策の実施

【主な実施機関：市町村，県（地域福祉課，医療政策課, 健康増進課，障がい福祉課，長寿保険課，

こども未来・青少年課，国際戦略課）,社会福祉施設等の管理者】

※社会福祉施設等とは，社会福祉施設，介護老人保健施設及び病院をいう。

第１ 方針

災害発生時において，高齢者，傷病者，障がい者，妊産婦，乳幼児，児童，外国人等の要配慮者に配

慮した災害応急対策を実施するものとする。

第２ 内容

１ 社会福祉施設等に係る対策

(1) 被災した社会福祉施設等は，あらかじめ定めた避難誘導方法等に従い，速やかに利用者の安全

確保に努める。

(2) 被災地に隣接する地域の社会福祉施設等は，支援の必要性の高い被災者を優先し，可能な限り，

緊急一時入所等，施設への受入れに努める。

(3) 被災した社会福祉施設等は，水，食料品等の日常生活用品及びマンパワーの不足数について把

握に努め，近隣施設，県及び市町村等に支援を要請するものとする。

(4) 社会福祉施設等はその機能に応じ，被災した要援護者に対する支援のため，生活物資等の提供，

職員の派遣や利用者の受入について，相互の連携を図るとともに，福祉避難所への支援等に努め

るものとする。

(5) 県及び市町村は，ライフラインの優先的な復旧や，水，食料品，生活必需品等の確保及びマン

パワーの確保等に重点を置いて，被災した社会福祉施設等の支援を行うよう努めるとともに社会

福祉施設等の相互応援活動を支援する。

２ 障がい者及び高齢者に係る対策

(1) 県及び市町村は，被災した障がい者及び高齢者の迅速な把握に努める。

(2) 県及び市町村は，携帯端末，パソコン，ファクシミリ等を活用し，また，報道機関との協力の

もとに，新聞，ラジオ，文字放送等を利用することにより，被災した障がい者及び高齢者に対して，

生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこととする。

(3) 県及び市町村は，被災した障がい者及び高齢者の生活に必要な車椅子，ストマ用装具，ポータ

ブルトイレ，おむつ等の物資やガイドヘルパー，手話通訳者等のニーズを把握し，調達に努める。

(4) 県及び市町村は，避難所や在宅における障害者及び高齢者のニーズを把握し，ホームヘルパー

の派遣や施設への緊急一時入所等必要な措置を講ずるものとする。

３ 児童に係る対策

(1) 県及び市町村は，保護者のいない児童の速やかな発見と実態把握に努め，発見した場合には，

親族による受入れの可能性を探るとともに，児童養護施設等への受入れや里親への委託等の保護

を行うものとする。

(2) 県は，被災児童の精神不安定に対応するため，こども女性相談センターにおいて，メンタルヘ

ルスケアを実施する。
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(3) 県及び市町村等は，掲示板，広報誌等の活用，報道機関の協力等により，要保護児童を発見し

た際の保護及びこども女性相談センター等に対する通報についての協力を呼びかけるとともに，

育児関連用品の供給状況，利用可能な児童福祉サービスの状況等について情報提供を行うものと

する。

４ 外国人等に対する対策

(1) 県及び市町村は，被災した外国人等の迅速な把握に努める。

(2) 県及び市町村は，外国人等に対し，外国語による各種必要な情報の提供に努める。

(3) 県及び市町村は，必要に応じて外国語による相談窓口を設け，生活相談の実施やニーズの把握

に努めるとともに，通訳の派遣等の必要な支援に努めるものとする。

５ 災害時(介護福祉)コーディネーターによる調整

県は，被災地域において介護職員等の活動が円滑に実施されるよう，災害時コーディネーターを配

置し，市町村等関係機関と連携を図り，刻々と変化する要援護者，福祉避難所等の状況を的確に把握

し，本県及び他の機関から人材及び資材の配置を的確かつ迅速に行う。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ 情報提供方法

３ 避難方法

４ 被災状況の把握

５ 生活支援方法

６ その他必要な事項
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第１９節 動物救済対策

【主な実施機関：県（安全衛生課）】

第１ 方針

被災地における動物の救済等については，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

り災動物に対する保護，収容，捕獲等の救援対策については，動物救援本部を設置し，実施する。

県危機管理部県民くらし安全局安全衛生課

動物救援本部

公益社団法人徳島県獣医師会

（公社）徳島県獣医師会，県保健所，県動物愛護管理センター，市町村

活 動 団 体 動物愛護団体，ボランティア等

２ 実施方法

「災害時のペット対策ガイドライン」（動物愛護管理センター策定）に準拠し，次のことを実施す

る。

(1) 飼養されている動物に対する餌の配布，負傷動物の収容・治療，放浪動物の保護，その他動物

に係る相談等を実施する。

(2) 動物愛護団体やボランティアからの支援物資の調達，配布についての調整を行う。

(3) 仮設救援センターを設置し，保護・収容動物の一時保管及び負傷動物の治療を実施する。

(4) 危険動物（人の生命・身体に危害を加える恐れのある動物）については，飼養者，動物園，警

察署等の連絡体制を図り管理に努める。

(5) 市町村と連携し，飼い主責任による避難所へのペット同行避難を推進する。
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第２０節 廃棄物の処理

【主な実施機関：市町村，県（環境整備課）】

第１ 方針

災害時における被災地域のごみ処理，し尿処理，災害廃棄物処理等清掃活動の実施は，本計画の定め

るところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

(1) 被災地域におけるごみ処理，し尿処理，災害廃棄物処理等清掃は，市町村が実施する。

ただし，災害の規模が大きいため，当該市町村において処理できないときは，隣接市町村及び

県の応援を求めて実施する。

(2) 県域で災害廃棄物の処理が行うことが困難であると認められる場合には，広域的な処理を関西

広域連合，国及び他の都道府県に対し応援を要請する。

２ ごみ処理

(1) 市町村は，ごみ処理施設の被害状況を把握し，応急復旧に努めるとともに，被災地における生

活ごみを迅速かつ適正に処理するため，処理計画を速やかに策定する。また，住民に対しその内

容を周知し，収集，処理及び処分を実施する。

(2) 県は，市町村等の要請に基づき，市町村の実施するごみ処理について，必要な指導，情報提供

及び市町村間の調整を行う。

３ し尿処理

(1) 市町村は，下水道施設及びし尿処理施設等の被害状況を把握して，その応急復旧に努めるとと

もに，水洗便所の使用制限等について住民に対し広報する。

(2) 市町村は，下水道施設等及びし尿処理施設等が復旧し，し尿等の計画的な処理が可能となるま

での間，住民に対し仮設トイレの提供等必要な処置を講ずる。

(3) 県は市町村等の要請に基づき，市町村の実施するし尿処理について，必要な指導，情報提供及

び市町村間の調整を行う。

４ 災害廃棄物処理

(1) 市町村は，災害廃棄物を適正に処理するため，処理計画を速やかに策定するとともに，それら

が大量に発生した場合における仮置場の設置等についてあらかじめ検討する。

なお，計画策定に当たっては適正処分を確保するため，適切な分別・再利用を図り，最終処分量

の削減に努める。

また，環境汚染の未然防止のため，適切な措置等を講ずるものとする。

(2) 県及び市町村は，津波被害等により大量の災害廃棄物の発生が見込まれる場合は，広域処理を

関係機関と検討する。

(3) 県は市町村と連携して，平常時より関係団体と緊密に連携し，円滑な処理体制の構築に努める。
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第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ ガレキ処理班，清掃班の編成

３ ガレキ・廃棄物・し尿等の処理方法

４ 必要な資機材等の保有，調達

５ 処理施設の応急復旧

６ 仮置き場の確保

７ その他必要な事項
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第２１節 住宅の確保

第１款 応急仮設住宅の供与

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，管財課，住宅課，営繕課）】

第１ 方針

災害のため住宅に被害を受けた者で，自らの資力では住宅の確保ができない者等に対する応急仮設住

宅の供与については，本計画及び「徳島県応急仮設住宅供給マニュアル」の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

(1) り災者に対する応急仮設住宅の供与は，市町村長が実施するものとする。

(2) 災害救助法が適用された場合は，知事（権限を委任された場合は市町村長）が行う。

２ 対象者

災害のため住宅が全壊，全焼又は流失し，居住する住宅がない者であって，自らの資力では住宅を

得ることができない者を対象とする。

３ 期間

災害発生の日から20日以内に着工するものとする。

４ 住宅の種類

一般向けの住宅，高齢者・身体障害者向けの住宅を供給する。

５ 供与の期間

応急仮設住宅の完成の日から２年以内とする。

６ 建設用地

応急仮設住宅の建設用地の選定にあたっては，原則として，①公有地，②国有地，③企業等の民有

地の順に選定することとし，上下水道，ガス，電気等の生活関連設備の整備状況等についても配慮す

ることとする。

また，激甚な大規模災害時でも迅速かつ適切に建設用地の選定を行うため，あらかじめ建設予定地

のリストを作成し，建設可能戸数等の状況を把握するものとする。

７ ライフライン整備

応急仮設住宅のためのライフラインの整備は，市町村長が行うものとする。

なお，災害救助法が適用された場合は，知事からの委任を受けて行う。
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８ 建設に係る協力体制

県は，協定に基づき，一般社団法人プレハブ建築協会及び一般社団法人全国木造建設事業協会に協

力を要請する。

〔資 料 編〕

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書

災害時における応急仮設木造住宅の建設に関する協定書

９ 資機材の調達

県は，応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し，調達の必要がある場合には，必要に応じ

て，資機材関係省庁に資機材の調達に関して要請する。

１０ 民間賃貸住宅等の借り上げ

県は，応急仮設住宅の建設以外に，民間賃貸住宅等の借り上げによる応急仮設住宅の供与も行う。

１１ 運営管理

市町村は，各応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。この際，応急仮設住宅における

安心・安全の確保，孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア，入居者によるコミニティ

の形成及び運営に努めるとともに，女性の参画を推進し，女性を始めとする生活者の意見を反映で

きるよう配慮するものとする。また，必要に応じて，応急仮設住宅における家庭動物の受け入れに

配慮するものとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任者

２ 応急仮設住宅建設用地の選定

３ 建設資材，必要機械器具等の調達

４ 入居基準

５ その他必要な事項

第２款 住宅の応急修理

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，住宅課）】

第１ 方針

災害のため住宅に被害を受けた者で，自らの資力では住宅の応急修理をすることができない者等に対

する住宅の応急修理については，本計画に定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

(1) り災者に対する住宅の応急修理は，市町村長が実施するものとする。

(2) 災害救助法が適用された場合は，知事（権限を委任された場合は市町村長）が行う。
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２ 対象者

災害のため住宅が半壊（半焼）し，自らの資力で住宅を修理できない者又は大規模な補修を行わな

ければ居住することが困難である程度に住宅が半壊（半焼）した者を対象とする。

３ 期間

災害発生の日から１か月以内とする。

４ 範囲

居住，炊事場，便所等日常生活に必要な最小限度の部分とする。

５ 住宅の修理資材の確保

住宅の修理のための資材は，原則として請負業者が確保するものとするが，災害時における混乱等

により確保することができないときは，県又は市町村が確保について斡旋を行うものとする。

〔資 料 編〕 木材保有数

６ 労務及び資材の提供に関する協力体制

市町村は，労務及び資材の提供に関し，あらかじめ関係団体との協力体制を整えておくものとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任者

２ 建設資材，必要機械器具等の調達

３ その他必要な事項

第３款 被災者向け住宅の確保

【主な実施機関：市町村，県（住宅課）】

第１ 方針

応急仮設住宅のほか，災害のため住宅を失った者向けの住宅の確保は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

り災者向けの住宅の確保は，県及び市町村が努めるものとする。

２ 対象者

災害のため住宅を失った者を対象とする。

３ 公営住宅への優先入居

県及び市町村は，公営住宅の空き住宅への優先入居等の措置を講ずるものとする。

４ 民間賃貸住宅の斡旋

徳島県居住支援協議会による民間賃貸住宅の空き家情報提供を実施するとともに(公社)徳島県宅地

建物取引業協会等に対し民間賃貸住宅の空き住宅への入居斡旋を依頼する。
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第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任者

２ その他必要な事項
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第２２節 障害物の除去

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，道路整備課，河川振興課），四国地方整備局】

第１ 方針

災害時における緊急な応急措置の実施に障害となっている工作物，山くずれ，がけくずれ及び水等に

よって，道路，河川，住居又はその周辺に運ばれた土石，竹木等で住民の生命，身体及び財産等に危険

を及ぼし，又は日常生活に著しい支障を及ぼしている障害物の除去の実施については，本計画の定める

ところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

(1) 応急措置を実施するため障害となる工作物等の除去は，市町村が行うものとする。

(2) 水防活動を実施するため障害となる工作物等の除去は，水防管理者又は消防機関の長が行うも

のとする。

(3) 道路，河川等にある障害物の除去は，その道路，河川等の維持管理者が行うものとする。

(4) 山（がけ）くずれ，浸水等によって，住家又はその周辺に運ばれた障害物の除去は，市町村長

が行うものとし，市町村限りで実施困難のときは知事に対し応援，協力を要請するものとする。

(5) その他の施設，敷地内の障害物の除去は，その施設，敷地の所有者又は管理者が行うものとす

る。

２ 機械器具の調達

市町村長は，障害物の種類，規模により道路等の管理者が所有する機械器具のみで不足する場合は，

建設業者又は機械器具所有者との間に必要な協定を締結しておき，機械器具の必要種別数量を調達す

るものとする。

３ 所要人員の確保

市町村長は，災害時の障害物の除去に要する人員については，道路等の管理者が所有する人員をも

ってあてるものとするが，不足する場合は建設業者と必要な協定を締結しておき，人員の供給を受け

るものとする。このほか，必要に応じ地区民への協力，自衛隊の災害派遣要請等を依頼するものとす

る。

４ 災害救助法が適用された場合

災害救助法が適用された場合の場合の障害物の除去については，知事（権限を委任された場合は市

町村長）が行うが，費用の対象等は次のとおりとする。

(1) 対象

居室，炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運びこまれているため一

時的に居住できない状態にあり，かつ，自らの資力をもってしては当該障害物を除去することが

できない者

共通対策編 第３章 災害応急対策



- 146 -

(2) 費用

ロープ，スコップその他除去のため必要な機械，器具等の借上費又は購入費，輸送費及び賃金

職員等雇上費等

(3) 期間

災害発生の日から１０日以内とする。
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第２３節 貯木及び在港船舶対策

【主な実施機関：県（林業戦略課，水産課，運輸政策課），徳島海上保安部】

第１ 方針

災害時における洪水等による流木被害を防御するための貯木及び在港船舶対策は，本計画の定めると

ころによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

(1) 流木の被害を防御するための貯木対策指導は，県が実施する。

(2) 在港船舶の対策指導は，県及び徳島海上保安部があたる。

２ 貯木対策

(1) 災害防止の方法

各貯木場においては，災害時の河川の氾濫や高潮時による貯木の流出を防止する方法として，

ワイヤロープ，鉄柵，非常用ロープ，器具及び流出防護柵を設備し，貯木の流出に対処する。

(2) 港内における貯木対策

ア 事前措置

(ｱ) 木材入荷状況の把握

(ｲ) 貯木状況及び現在量の把握

(ｳ) 流出防止対策の指導

(ｴ) 災害時における危険箇所の想定とこれに対する対策の策定

(ｵ) 災害時における流木回収能力の把握

(ｶ) 流出防止措置の確認

イ 事後措置（流木措置）

(ｱ) 流木状況の調査

(ｲ) 船舶及び関係者に対する流木状況の周知

(ｳ) 流木の早期回収の勧告あるいは除去命令の発動

(ｴ) 流木回収状況の把握及び関係者への周知

(ｵ) 流木の早期回収の実施とその推進

３ 在港船舶対策

(1) 災害防止の方法

徳島小松島港に在泊する船舶は，同港台風・津波等対策委員会が定めた同港台風・津波等災害

防止措置実施要領に基づく措置を講じる。その他の港に在泊する船舶にあっても，同様の措置を

講じる。

ア 災害発生予想日の数日前及び前日の措置

(ｱ) 在港船舶及び入港予定船舶の動静把握

(ｲ) 木材荷役船舶に対する措置
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(ｳ) 危険物荷役船舶に対する措置

(ｴ) 運転不自由船舶に対する措置

(ｵ） 木材の流出防止措置

(ｶ) 台風等災害に関する情報の収集及び伝達

イ 災害発生予想日前日及び当日の措置

(ｱ) 災害発生に関する情報の収集及び伝達

(ｲ) 在港船舶に対する避難勧告

(ｳ) 船舶に対する出入港の制限

(ｴ) 小型船舶用船だまりの整理

(ｵ) 在港船舶に対する停泊方法の指導

(ｶ) 木材に対する流出防止措置の確認

ウ 災害発生後の措置

(ｱ) 被害の調査

(ｲ) 災害復旧応急対策

(ｳ) 事故船に対する救難措置

(ｴ) 流出木材に対する措置

〔資 料 編〕

徳島小松島港台風・津波等対策委員会規約

徳島小松島港台風・津波等災害防止措置実施要領
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第２４節 ボランティア活動の支援

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，地域福祉課，県民環境政策課），日本赤十字社徳島県支部，

社会福祉協議会，徳島県共同募金会，徳島県災害ボランティア連絡会】

第１ 方針

大災害により県下に大きな災害が発生した場合，災害応急対策を迅速かつ的確に実施するためには，

県，市町村及び防災関係機関等だけでは，十分に対応できないことが予想される。

そこで，災害応急対策を実施する上で必要な人員を確保するための各種ボランティア団体等の協力体

制について，県，市町村及び防災関係機関等が実施すべき事項は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ ボランティア団体等の協力

県，市町村及び防災関係機関等は，各種ボランティア団体等からの協力申し入れ等により，災害応

急対策の実施について労務の支援を受ける。

２ 発災直後の情報提供

県及び市町村は，ボランティア活動が円滑に行われるよう，社会福祉協議会及び近隣市町村の協力

を得て，最優先で求められるボランティア活動の内容，必要人員，活動拠点等について情報提供を行

う。

３ ボランティア団体等の活動

(1) 災害・安否・生活情報の収集・伝達

(2) 炊き出し，その他災害救助活動

(3) 高齢者介護，看護補助

(4) 清掃及び防疫

(5) 災害応急対策物資，資材の輸送及び配分

(6) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業

(7) 災害応急対策事務の補助

(8) その他

４ 県災害ボランティアセンターの設置

社会福祉法人徳島県社会福祉協議会は，災害発生時に，必要があるときは速やかに，県立総合福祉

センターにおいて，災害ボランティア活動の拠点となる徳島県災害ボランティアセンターを設置し，

被災市町村に設置される現地災害ボランティアセンターと連携を取りながら，ボランティア活動を効

率的に推進する。

５ 被災地におけるボランティア支援体制の確立

被災地の社会福祉協議会等は，必要があるときは速やかに災害ボランティアセンターを設置し，行

政機関との連携を密にしながら，ボランティア支援体制を確立する。
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また，徳島県共同募金会は中央共同募金会等と連携し，「災害等準備金」等を活用して「災害ボラ

ンティアセンター」の設置運営経費等を支援する。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 災害ボランティアの受け入れ体制

２ 災害ボランティアの受入・紹介窓口の開設
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第２５節 義援金・義援物資の受入・配分

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，地域福祉課），日本赤十字社徳島県支部，（福）徳島県共

同募金会 】

第１ 方針

一般県民及び他府県等から被災者にあてに送られた義援金・義援物資の受入・配分は，本計画の定め

るところによる。

第２ 内容

１ 義援金の受入れ及び配分

(1) 被災者に対する義援金の受入を必要とする場合は，次の関係機関は協力して募集方法，期間等

を定めて募集するものとする。

(2) 義援金の配分

関係機関で構成する義援金配分委員会を設置し，義援金の配分について協議・決定するものと

する。

ア 関係機関

日本赤十字社徳島県支部，（福）徳島県共同募金会，県等

イ 協議・決定事項

(ｱ) 義援金の保管

(ｲ) 義援金の配分方法，配分基準，配分時期

(ｳ) 義援金の使途

(ｴ) その他必要な事項

(3) 義援金受入の広報

関係機関は，円滑な義援金の受入れを行うため，相互に連携してホームページや報道機関を通

じ住民広報に努める。

２ 義援物資の受入れ及び配分

県及び市町村等は，義援物資の受入れ及び配分を行う。なお，その際，次の事項に留意するものと

する。

(1) 物資受入れの基本方針

ア 原則として，企業・団体等からの大口受入れを基本とする。

イ 腐敗・変質するおそれのある物資は受け付けないものとする。

ウ 物資の梱包は，単一の物資について行うものとする。規格や種類等の異なる複数の物資等を

一括して梱包すると，仕分け等の余分な手間が必要となるため，そうした梱包をされた物資は，

善意の品といえども受け付けないものとする。

(2) 少量提供物資（個人提供等）の取扱い

ア 災害時においては，物資配分の観点から，同一物資を一カ所に大量に集約することが効率的

である。

しかし，多品種少量の義援物資については集約が困難であり，各避難所への配分の支障とな
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るおそれがある。また，ニーズがない物資は，各避難所へ配分されないおそれがある。そのた

め，個人等の善意の効果的な発揮及び物資の効率的な調達・配分の観点から，提供者に対して

異なる種類の物資を少量提供するのではなく，極力，単品大量の提供か義援金としての協力を

依頼する。

イ なお，個人等からの義援物資の申し出については，提供物資及び提供者の連絡先などを記録

し，必要に応じて提供を依頼するものとし，一方的な送り出しは控えるよう依頼するものとす

る。

(3) 受入体制の広報

県及び市町村等は，円滑な義援物資の受入のため，次の事項についてホームページや報道機関

を通じて広報に努める。

ア 必要としている物資とその数量

イ 義援物資の受付窓口

ウ 義援物資の送付先，送付方法

エ 個人からは，原則義援金として受付

オ 一方的な義援物資の送り出しは，受け入れ側の支障となるため行わないこと

(4) 報道機関との連携

テレビや新聞等の報道によって過剰な義援物資が送付される場合があるため，県及び市町村等

は，報道機関に対して適宜適切な情報提供に努め，ニーズに沿った義援物資の受入に努める。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 義援物資の受入れ及び配分の実施

２ 受入体制の広報
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第２６節 公共土木施設等の応急対策

第１款 公共土木施設

【主な実施機関：市町村，県（農林水産部関係課，県土整備部関係課，企業局），四国地方整備局，

西日本高速道路㈱，独立行政法人水資源機構，本州四国連絡高速道路㈱ 】

第１ 方針

災害時における公共土木施設管理者の応急対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 河川・海岸施設

(1) 基本方針

各種調査の被害想定によると，河川堤防が地震により被災(沈下)し，これが原因で堤内地に浸

水被害が発生する二次被害の想定される割合は，多くの河川で５０パーセントを超えるものと予

測されている。

地震により堤防，護岸等河川・海岸管理施設が破壊，崩壊等の被害を受けた場合には，施設の

応急復旧に努めるとともに内水排除に全力を尽くすものとする。

(2) 応急対策

堤防，護岸の破壊等については，クラック等への雨水の浸透による増破を防ぐため，ビニール

シート等で覆うとともに，速やかに復旧計画をたてて復旧する。また水門，排水機等の破壊につ

いては，故障，停電等により運転が不能になることが予測されるが，土のう，矢板等により応急

に締切を行うとともに，内水の排除に努める。

(3) 復旧計画

災害復旧については，公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき災害の速やかな復旧を

図り，公共の福祉を確保することとしている。これにより主務大臣に災害の状況を報告し，国庫

負担申請を行い，災害査定を受ける前に着工する必要があるときは，事前に工法協議を行い，応

急復旧を行う。

２ 道路施設

(1) 基本方針

道路が被災した場合，各道路管理者の連携のもとに，災害の態様に応じて緊急に系統的な路線

を決めて重点的に復旧工事を実施する。また，道路上の破壊，倒壊等による障害物の除去を警察，

消防機関，自衛隊，占用工作物管理者等の協力を得て行い，交通確保に努める。

特に，避難，救出，緊急物資の輸送，警察，消防などの活動に必要な路線は最優先して啓開,

復旧にあたる。

(2) 応急復旧活動

ア 応急対策

復旧工法は，被災した施設の位置，大きさ，程度，重要度，地下埋設物などの状態によって種

々様々の対応策を検討し，措置しなければならないが，通行の確保を第一とし，復旧作業の安全
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を期しながら緊急に作業を進めて通過重量や車両幅員などの制限を付しても速やかに復旧し，解

放する。また，道路占有施設に被害が発生したときは，各施設管理者に通知し適切に対処するが，

緊急のためそのいとまがないときは，通行の禁止，現場付近への立入禁止等住民の安全確保のた

め必要な措置を講じ，事後速やかに通報する。

イ 復旧対策

応急復旧に引続き又は平行して，被災した施設の位置や状態，通行の重要度など種々勘案の上，

通行止を避けながら順次本復旧を進め，平常の状態とする。

(3) 重点路線

避難，緊急物資の輸送等の迅速かつ効果的な推進を図るため，早期啓開を要する重点路線として，

救援物資
避難場所 ～ 重要施設 ～ 置場 ～ 空港・港湾・高速ＩＣ

復旧用資機材
（人口集中地区） （官公庁，病院，浄水場等）

などを結ぶ，被災地から又は被災地への輸送路を系統的に確保する。

３ 港湾施設

(1) 基本方針

台風時の高潮や南海トラフ地震に伴い発生する津波から背後地域を守るため，防潮堤や護岸は

海岸第一線の重要な防護施設であり，県内１２港湾の岸壁や物揚場，臨港道路は，災害時の緊急

救援物資の輸送拠点として重要な役割を持つ施設である。

港湾施設の応急対策に当たっては，背後地住民の生命，財産の安全確保を第一義とし，さらに

被害状況の把握を行うとともに海上からの緊急輸送路確保のために必要な措置を行う。

(2) 予想される被害等

港湾施設は水際線に近接し，一般的に軟弱な地磐の上に建設されている場合が多く，予想され

る被害も地震による直接被害及び津波による２次災害が想定される。

ア 地震による被害

(ｱ) 防波堤，護岸，防潮壁，水門等の沈下，すべり出し，亀裂等

(ｲ) 岸壁，物揚場等のすべり出し，沈下，桟橋の挫折等

(ｳ) ふ頭用地，臨港道路（橋梁を含む）等の陥没，亀裂等

イ 津波による被害

(ｱ) 岸壁，物揚場等の係留施設の破壊又は荷役に重大な支障となる損壊

(ｲ) 船舶の陸上への乗上げによる施設の損壊

(ｳ) 航路標識，けい船浮標，浮桟橋の流出等

(ｴ) 木材・コンテナ及び倒壊した家屋やがれき等の津波漂流物による航路，泊地等の埋塞

(3) 対策

ア 背後地住民の生命，財産の安全を確保するため，防潮壁，水門等に亀裂が生じた場合，土の

う積等施設の機能保持に万全を期する。

イ 緊急物資の海上輸送を確保するため岸壁，物揚場，桟橋等の機能を保持又は回復するととも

に，これらに至る航路泊地等を点検し，船舶航行の安全を確保し，また，ふ頭用地の機能の確
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保等陸上輸送との有機的な連携に十分配慮する。

ウ その他の港湾施設についても経済流通に重要な役割を有しており，被害を受けた場合に重要

な機能障害をひきおこすことがないよう，被害の局限化又は応急復旧を速やかに図る。

第２款 空港施設

【実施機関：徳島空港事務所，海上自衛隊徳島教育航空群】

第１ 方針

災害時における徳島飛行場の応急対策は，本計画の定めるところによる

第２ 内容

海上自衛隊徳島教育航空群及び徳島空港事務所は，徳島飛行場が災害により滑走路，誘導路，駐機場

その他附帯する航空保安施設が損壊し，使用不能となった場合，それぞれの関係機関において当該施設

の復旧を行い，緊急輸送の確保のため航空交通の早期再開を図る。

第３款 鉄道施設

【実施機関：四国旅客鉄道㈱ ，阿佐海岸鉄道㈱ 】

第１ 方針

災害時における鉄道事業者の応急対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 四国旅客鉄道株式会社の応急対策

(1) 計画の目的

地震災害によって列車又は構造物等に被害を受けた場合は，旅客の生命，財産を保護するため

全力をあげて救出救護に努めるほか，関係機関の緊密な連携のもとに，輸送業務の早期復旧を図

ることを目的とする。

目的の施行にあたっては，運転事故報告手続，災害時運転規則手続の定めるところによる。

(2) 対策本部等の設置

地震被害の実情を敏速に把握し，被災列車の救援，鉄道施設被害の応急措置を講じ輸送業務を

早急に復旧するため，運転事故報告手続に定める対策本部（本社）及び復旧本部（現場）を設置

するものとし，県，市町村，指定行政機関と密に連絡できる体制をとる。

(3) 地震発生時の取扱い

ア 地震発生時の警戒態勢の種別

地震発生時の運転規制（以下「特殊運転」という。）をする場合の警戒態勢の種別は，次の

とおりとする。
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イ 地震発生時の特殊運転

ガル値 警 報 区 間 運 転 規 制 の 方 法

要注区間以外の区間 25Km/h以下の徐行とする

40ガル以上80ガル未満 要 注 区 間
列車の運転を中止する

80ガル以上 全 区 間

ウ 警報ブザー鳴動時の取扱い

警報機を設置した個所のＣＴＣ指令員又は駅長は，警報ブザーが鳴動したときは，速やかに

当該規制区間内を運転する全列車に対し，信号機等による停止手配をとった後，各駅長，保線

区長，電気区長及び関係乗務員に通報し，警報の区分に応じた特殊運転の取り扱いをするもの

とする。

エ 保線区長の取り扱い

保線区長は，地震が発生し線路の状態により列車の運転に危険があると認めたときは，特殊

運転について輸送指令員に要請するものとする。

(4) 第２次，第３次態勢の解除

ア 保線区長は，線路点検その他の状況により，列車の特殊運転の必要がなくなったとき又は警

戒態勢の種別の変更が必要と認めたときは，その旨を輸送指令員に通報するものとする。

イ 電気区長は，第３次態勢施行区間の電車線路設備の点検を行い，列車の特殊運転の必要がな

くなったと認めたときは，その旨を輸送指令員に通報するものとする。

ウ 輸送指令員は，前項により保線区長及び電気区長から通報があったときは，関係の駅長及び

運転士に対して解除の指令をするものとする。

２ 阿佐海岸鉄道株式会社の応急対策

(1) 計画の目的

地震災害によって列車又は構造物等に被害を受けた場合は，旅客の生命及び財産の保護のため

救出・救護に努めるとともに，関係機関と緊密な連携のもとに，輸送業務の早期復旧を図る。

(2) 対策本部等の設置

地震被害の実情を敏速に把握し，早急復旧のため，必要に応じ対策本部及び復旧本部を設置す

る。

(3) 地震発生時の取扱い

ア 運転規制の取扱い

徐行運転 震度４

運転中止 震度５弱

イ 運転指令員の取扱い

運転指令員は，地震を感知し，列車の運転が危険と認められるときは，列車の運転を一時見

合わせるとともに，その旨を施設課長及び関係乗務員に連絡するものとする。

運転指令員は，施設課長から運転規制の要請があったときは，関係乗務員に連絡するものと

する。また，解除の場合も同様とする。
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ウ 施設課長の取扱い

施設課長は，地震を感知したとき，又は通報を受け，列車の運転が危険と認めたときは，関

係箇所に通報するとともに，線路点検を実施するものとする。

(4) 運転規制の解除

ア 施設課長は，線路点検その他の状況により，列車の徐行運転又は運転停止の必要がなくな

ったと認めたときは，その旨を運転指令員に通報する。

イ 運転指令員は，施設課長の運転規制解除通告を受領した後でなければ，運転規制を解除し

てはならない。

第４款 電力施設

【実施機関：四国電力㈱】

第１ 方針

災害時における四国電力㈱の応急対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 災害時における電力の供給

災害時において，電力供給の異常事態が発生し，又は発生が予想される場合においては，次により

供給の安定を図るものとする。

(1) 県内の需給バランスが確保できる系統構成を施す。

(2) 需給バランスについて，系統上県内供給力が不足する場合においては，自家用発電設備を保有

する需要家に対し，発電余力の受電について交渉するとともに，負荷の重要度に応じて供給力を

確保するものとする。

２ 災害時における電気の保安

各事業所の責任者は，災害時において送電を継続することが危険と認められる場合は，関係箇所と

連絡のうえ，事故の拡大を防止するため当該地域の予防停電を実施するものとする。

予防停電は，被害の状況及び需要家に及ぼす影響を十分に考慮し，停電範囲の縮少，時間の短縮に

努めるとともに，実施後，必要に応じ技術員を現場に派遣して，電気施設保安のため必要な措置をと

るものとする。

また，漏電火災等の二次災害の防止に必要な，お客さまによるブレーカー開放等の電気の安全措置

に関する広報を行う。

３ 災害時における応急復旧

災害が発生したときは，災害の規模，被災施設の状況に応じ，電力の早期供給を眼目とし，関係箇

所との緊密な連絡のもとに，電力施設の被害状況を速やかに調査，把握し，人員，資・機材，機動力

等を最大限に活用して，「四国電力防災業務計画」に定める復旧順位，復旧方法に基づき迅速・適切

に復旧するものとする。。

(1) 発変電設備

仮設備等により早期の電力供給に努めるとともに被災機器の復旧を図る。
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(2) 送電設備

被害の状況，線路の重要度等を考慮し，必要に応じ仮設備を実施するとともに被害線路の復旧

を図る。

(3) 配電設備

保安上支障のない限り，支持物，電線等の手持資材並びに既設設備の活用によって，仮復旧を

行うとともに，他ルートから逆送並びに移動用ケーブル，発電機車等の利用により迅速な復旧送

電を図るものとする。

(4) 通信設備

災害によって通信回線が途絶した場合は，回線種別に応じ必要最小限の回線数を迂回ルートに

よって確保する。また，通信機械室，電源室等の浸水により，通信機器が使用不能となった場合

は，極超短波，超短波帯の移動無線設備等により，これら区間回線の構成に努めるものとする。

支持物が倒壊，折損，流出した場合は，健全な建築物，樹木等により応急的処置を講ずるもの

とする。

４ ダム，せき等の管理

ダム，せき等の管理は，河川法の定めるところにより行うものとし，ダムごとに管理主任技術者を

置き，管理主任技術者は，常置の土木保守員を指揮監督してダムを管理するものとする。

洪水時の対策措置は，次のとおり実施するものとする。

(1) 洪水時においては，降雨量の変化状況等を勘案し，貯水池への流入量の把握に努めるものとす

る。

(2) 放流を行おうとする場合は，事前に電話等により下流の発電所のえん堤に連絡するとともに，

警報設備並びに地元公共機関を通じ下流地域に警報連絡を行うものとする。

(3) 放流にあたっては，ダム操作規程により，適切な管理を図るものとする。

第５款 都市ガス施設

【実施機関：四国ガス㈱ 】

第１ 方針

災害時におけるの四国ガス(株)の応急対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 災害時における体制の確立

ガス工作物の被害及びガスによる二次災害の防止，軽減及び早期復旧を図るため，緊急措置及び復

旧活動のための組織，人員，器材及び図面等の整備を図るとともに，迅速な対応をなしうる体制を確

立する。

２ 火災発生の場合

火災発生の発見者は，発火燃焼源を確かめ，適応消火を手配するとともに連絡を密にして付近危険

物及び可燃物の撤去並びにガス内蔵設備及び油設備等は，バルブ等により閉塞及び過熱防止処置をす

るものとする。
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３ その他

(1) 災 害 復 旧

ガス供給本管，支管の災害復旧は，会社並びに下請工事会社により全力復旧するものとする。

(2) 広 報 活 動

災害によりやむを得ずガス供給を一時的に停止する場合は，利用者にラジオ，テレビ及び広報

車により周知徹底を図るものとする。

(3) 災害時の処置

社内の災害，市街のガス本管，支管の災害等及びガス漏えい並びに火災等の災害が拡大し，人

命に危険のおそれがあるときは，警察署，消防署等関係機関の協力のもとに，立入禁止，交通遮

断及び―時避難等の処置を行うとともに，被害規模に応じてガスの供給を停止する。

(4) 応援の要請

災害の事態に応じて防災関係諸機関に応援を要請するとともに，日本ガス協会に応援を要請す

る。

第６款 ＬＰガス供給施設

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部），(一社)徳島県エルピーガス協会，ＬＰガス販売事業所】

第１ 方針

災害時におけるＬＰガス施設の応急対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 災害時の緊急対応

(1) 火災発生の場合

ＬＰガス販売事業者は，火災発見者から通報があった等の場合は，直ちに発火燃焼源を確かめ，

周辺ＬＰガス設備のバルブ閉止等により延焼防止に努めるものとする。

(2) 地震災害の場合

ＬＰガス販売事業者は，地震によりＬＰガス設備が損壊又は転倒した場合は，ＬＰガスによる

災害の発生を防止するため，バルブ閉止等の措置を緊急に講じるものとする。

２ ＬＰガス販売事業者，一般社団法人徳島県エルピーガス協会の措置

ＬＰガス販売事業者は，事業所内及び供給先における災害発生の防止に努め，災害が発生したと

きは，県警察及び消防等関係機関に協力し，災害の鎮静に努め，災害が鎮静化した後は，全力で復

旧に努めるものとする。

また，ＬＰガス販売事業者間の調整については，一般社団法人徳島県エルピーガス協会が行うも

のとする。

(1) 広 報 活 動

ア 消費先に対し，ガス栓閉止等の広報をするものとする。

イ 消費先に対し，ＬＰガスは，安全が確認されるまで使用しないよう広報するものとする。

(2) ＬＰガス供給施設の被害状況把握

一般社団法人徳島県エルピーガス協会の調整により，ＬＰガス販売事業者は，安全点検を実施
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し，被害状況の把握に努めるものとする。

(3) 容器の回収（処分）

ア 使用後廃棄された不要容器による二次災害を防止するため，回収に努めるものとする。

イ 必要に応じて各種メディアを活用し，周知徹底するものとする。

第７款 水道施設

【主な実施機関：市町村（水道事業者），県（安全衛生課）】

第１ 方針

災害時における水道事業者の応急対策計画は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 復旧方針

市町村は，あらかじめ応急対策について計画を定めたうえで，災害発生時における飲料水の確保及

び応急給水を行うとともに，次により水道施設の復旧対策を実施するものとする。

２ 復旧手順

(1) 応急対策人員の動員

災害発生後直ちに市町村の定める応急対策人員を動員し，災害対策を実施することとする。

(2) 被害状況調査

水道の各施設（取水，導水，浄水，送水，配水，給水施設）ごとに，被災状況の調査を実施し，

被害状況を早急にかつ的確に把握することとする。

(3) 復旧計画策定及び復旧作業

応急復旧に必要な人員体制及び資機材の調達，施設復旧の手順，方法及び完了目標等を定め，

計画的に応急復旧対策を実施し，施設の被害状況，復旧見込み等を住民に広報する。

なお，復旧に当たっては，緊急度の高い給水拠点，避難所，医療施設，社会福祉施設，防災拠

点等からの復旧に努めるものとする。

３ 支 援 要 請

市町村は，応急復旧の実施に必要な人員，資機材等が不足する場合には，近隣市町村や県に対して

広域的な支援の要請を行うこととする。

また，県は，市町村より要請を受けた場合は，他の市町村及び関係機関等に対して広域的な支援を

要請し，支援活動の調整を行う。

第８款 下水道施設

【主な実施機関：市町（下水道事業者），県（水・環境課）】

第１ 方針

災害時における県及び下水道事業者の応急対策計画は，本計画の定めるところによる。
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第２ 内容

１ 復旧方針

被害が発生したときは主要施設から復旧を図る。復旧順序については，処理場，ポンプ場，幹線管

渠等の主要施設の復旧に努め，その後，枝線管渠，ます・取付管の復旧を行う。

２ 被害状況調査

県及び市町は，地震災害の発生時に，管渠，ポンプ場及び処理場の各施設の被災状況を早急に調査

し，関係機関に迅速に伝達する。

３ 応急復旧

県及び市町は，各施設の被害状況に基づく復旧計画を策定し，管渠及びポンプ場の被害に対しては，

下水の排除に支障のないよう応急措置を講じ，処理場の被害に対しては，処理機能の回復を図るべく

応急措置を講じる。

なお，復旧にあたっては，道路管理者，ガス・水道事業者等との協同に配慮するとともに，災害時

の的確な対応を図る。

(1) 管渠

緊急輸送路を地上巡視し，下水道施設が起因する道路陥没等を早急に把握し，損傷状況に応じ

た応急復旧を実施する。

(2) 処理場・ポンプ場

停電のため機能が停止した場合，ディーゼル発電機などの非常用発電機及びエンジン直結ポン

プによってポンプ運転を行い，揚水不能の事態が起こらないよう対処する。

各施設の点検を行い，施設の被害に対しては，箇所，程度に応じて応急措置を実施する。

万一機能上重大な被害が発生した場合は，揚水機能の復旧を最優先する。また，並行して各施

設の損壊箇所を直ちに処置し，流下機能の確保と回復を図る。

４ 支援要請

市町は，応急復旧の実施に必要な人員，資機材等が不足する場合には，近隣市町や県に対して広域

的な支援の要請を行うこととする。

県は，市町の被害状況の把握に努め，市町から要請を受けた場合は，市町間の連携が図れるよう調

整を行うとともに，必要に応じて，「下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づき，他

府県からの支援について要請を行う。

５ 災害広報

県及び市町は，各施設の被害状況及び復旧見込みについて，地域住民に広報し，下水道に関する不

安解消に努め，必要に応じて，応急復旧工事が完成するまで，水洗便所等の使用を中止するよう周知

する。

第９款 通信設備

【実施機関：西日本電信電話㈱，㈱ＮＴＴドコモ】
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第１ 方針

災害時における西日本電信電話株式会社徳島支店及び株式会社ＮＴＴドコモ 四国支社徳島支店の応

急対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 基本方針

災害時における電信電話サービスの基本的な考え方は，公共機関の通信確保はもとより被災地域に

おける通信の孤立化を防ぎ，―般公衆通信を確保するため，電気通信設備の応急復旧作業を迅速かつ

的確に実施する。

２ 応急対策

(1) 災害が発生し，又は発生が予想される場合は，次の各号の準備を行う。

ア 電源の確保

イ 予備電源設備，移動電源車の発動

ウ 移動無線機，移動無線措置局等の発動

エ 応急対策用車両，工具の点検

オ 応急対策用資機材の把握

カ 緊急輸送対策

キ 復旧要員の確保

ク 通信設備の巡回点検

(2) 災害の発生が予想される場合又は発生した場合は，災害の規模，状況等により災害情報連絡室

又は災害対策本部を設置し，情報の収集伝達及び応急対策，復旧計画等の総合調整を図り，速や

かに応急対策，復旧対策等ができる体制を確立するほか，県，市町村，指定行政機関と連絡を密

にする体制をとる。

(3) 電気通信設備に被害が発生した場合は，災害の規模により次の各項の応急措置をとる。

ア 重要通信の確保

(ｱ) 救護復旧活動を担当する公共機関等の通信を確保するため，移動無線車，可搬型無線機等

を使用して重要回線の確保に努める。

(ｲ) 事業法に基づき災害復旧に関する通信については優先的に取扱う。そのため必要があると

きにはその他の通信の利用規制を行う。

イ 特設公衆電話の設置

(ｱ) 通信が孤立化した地域で，住民の連絡手段を確保するため特設公衆電話の設置に努める。

(ｲ) 特設公衆電話の設置場所について，県，及び行政機関と連携し選定する。

ウ 災害用専用基地局の運用

(ｱ) ドコモの大ゾーン基地局を稼動し半径約７ｋｍ・３６０度のエリアカバーを目指す。

(ｲ) 移動基地局車の運用で被災箇所の孤立防止に努る。

(4) 災害のため通信が途絶したとき，若しくは通信の利用制限を行ったときは，トーキ装置による

案内，広報車，報道機関，窓口掲示等の方法によって，次の各項について周知する。
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ア 被災区間又は場所

イ 回復見込み日時

ウ 通信途絶，利用制限の理由

エ 通信途絶，利用制限の内容

オ 通信利用者に協力を要請する事項

カ その他の事項

(5) 大規模災害発生時に，被災地に向けた電話が輻輳した場合，安否情報等を確認するための災害

用伝言ダイヤル「１７１」，インターネットによる災害用伝言板「Ｗｅｂ１７１」，携帯電話の

「災害用伝言板」及び「災害用音声お届けサービス」を開設する。

３ 回線の復旧順位

災害により電気通信設備に被害を受け，回線に故障が生じた場合は，通信の途絶の解消及び重要通

信の確保に努めるとともに，被災状況に応じた措置により回線の復旧を図ることとするが，復旧順位

は社会的影響等を勘案の上，次のような段階的復旧を実施する。

(1) 第１順位の復旧

気象，水防，消防，災害救助，警察，防衛関，及び輸送，通信，電力の確保に関係する機関に

設置されるもの

(2) 第２順位の復旧

ガス，水道の確保に関係する機関，新聞，放送等報道機関に設置されるもの

(3) 第３順位の復旧

第１順位，第２順位に該当しないもの

第１０款 危険物施設

第１ 火薬類

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部），県警察】

１ 方針

火薬類の保安対策は，本計画の定めるところによる。

２ 内容

(1) 実施責任者

ア 火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者

イ 知事

ウ 警察本部長

エ 市町村長

(2) 応 急 措 置

ア 火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者の措置

(ｱ) 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には，これに移して見張人をつけるものとす

る。
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(ｲ) 通路が危険であるか又は搬送の余裕のない場合には，火薬類を水中に沈める等安全な措置

を講ずるものとする。

(ｳ) 火薬庫の入口，窓等を目塗土で完全に密閉し，木部には防火の措置を講じ，必要に応じて

付近の住民に避難するよう警告するものとする。

(ｴ) 吸湿，変質，不発，半爆等のために著しく原性能若しくは原形を失った火薬類又は著しく

安定度に異常を呈した火薬類は廃棄するものとする。

イ 知事の措置

(ｱ) 製造業者，販売業者又は消費者に対して，製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用

の一時停止を命ずるものとする。

(ｲ) 製造業者，販売業者，消費者その他火薬類を取り扱う者に対して，製造，販売，貯蔵，運

搬，消費又は廃棄を一時禁止し，又は制限するものとする。

(ｳ) 火薬類の所有者に対して，火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずるものとする。

(ｴ) 火薬類を廃棄した者に対して，その廃棄した火薬類の収去を命ずるものとする。

ウ 警察本部長の措置

災害が発生した場合は，直ちに現場に警察官を派遣して施設管理責任者等と緊密な連絡をと

り，付近住民の避難誘導，被害者の救出，救護並びにその他必要な防災措置を実施するものと

する。

エ 市町村長の措置

施設管理責任者及び関係機関と緊密な連絡をとり立入検査を実施して災害の予防に努め，災

害の発生の恐れがあるときは，火災警戒区域を設定してその区域内における火気の使用を禁止

し，関係者以外の者の退去を命じ，その区域への出入を禁止又は制限するとともに，区域内住

民に対する避難，立退きの指示勧告又は救出，救護並びにその他必要な防災措置を実施するも

のとする。

第２ 高圧ガス（ＬＰガス供給施設を除く）

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部），県警察，高圧ガス製造事業所】

１ 方針

高圧ガス施設の保安対策は，本計画及び高圧ガス地震防災マニュアルの定めるところによる。

２ 内容

(1) 実施責任者

ア 高圧ガス製造者等

イ 知 事

ウ 警察本部長

エ 市町村長

(2) 応 急 措 置

ア 製造者等の措置

(ｱ) 直ちに事業所内における火気の取扱を停止するとともに，製造施設等の異常の有無を点検

する。
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(ｲ) 高圧ガスの製造施設，販売施設，貯蔵所若しくは消費施設又は充てん容器等が危険な状態

になったときは，直ちに以下の災害発生防止のための措置を講じる。

a 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは，直ちに製造又は消費の作業を中止し，

緊急遮断弁の閉止等の応急の措置を行うとともに，製造又は消費設備内のガスを安全な場所

に移し，又は大気中に安全に放出し，この作業に必要な作業員のほかは退避させる。

b 販売施設，高圧ガス貯蔵所又は充てん容器等が危険な状態になったときは，直ちにバルブ

の閉止等の応急の措置を行うとともに，充てん容器等を安全な場所に移し，この作業に必要

な作業員のほかは退避させる。

c 充てん容器等が外傷又は火災を受けたときは，充てんされている高圧ガスを規定の方法に

より放出し，又はその充てん容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め，若

しくは地中に埋める。

(ｳ) 製造施設等に被害が発生し，又は発生のおそれがある場合には，直ちに関係機関に通知す

る。

(ｴ) 必要な場合は，従業員及び付近住民に対し，危険状態にあることを周知し，退避するよう

警告する。

イ 知事の措置

災害の発生の防止のため，緊急の必要があると認めるときは，次の措置を講ずるものとする。

(ｱ) 製造若しくは販売のための施設，高圧ガス貯蔵所又は特定高圧ガスの消費のための施設の

全部又は一部の使用の一時停止を命ずること。

(ｲ) 製造，引渡，貯蔵，移動，消費又は廃棄を一時禁止し，又は制限すること。

(ｳ) 高圧ガス又はこれを充てんした容器の廃棄又は所在場所の変更を命ずること。

ウ 警察本部長の措置

火薬類に対する措置と同様とする。

エ 市町村長の措置

火薬類に対する措置と同様とする。

第３ 石油類及び薬品

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，薬務課）】

１ 方針

石油類及び薬品の保安対策は，本計画の定めるところによる。

２ 内容

(1) 実施貴任者

ア 施設の所有者及び管理者又は占有者

イ 市町村長

ウ 知 事

(2) 応急措置

ア 施設の所有者及び管理者又は占有者の措置

(ｱ) 施設内の使用火は完全に消火するとともに，状況に応じて施設内の電源は，保安系路を除
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いて切断するものとする。

(ｲ) 施設内における貯蔵施設の補強並びに付属施設の保護措置を実施するとともに，自然発火

性物質に対する保安措置を強化するものとする。

(ｳ) 施設内の消火設備を点検し，その機能を確認するものとする。

イ 知事又は市町村長の措置

(ｱ) 被害が広範囲にわたり，引火，爆発又はそのおそれがあると判断した場合は，施設関係者，

関係機関と緊密な連絡をとり，立入禁止区域の設定をするとともに区域内住民に対する避難，

立退きの指示，勧告をするものとする。

(ｲ) 火災の防ぎょは，市町村の消防機関がその消防力を有機的に運用して実施し，特に火災の

状況，規模並びに危険物の種類により，消火用薬剤の収集，化学車の派遣要請等他の機関の

応援を受けるものとする。

(ｳ) 流出，転倒及び浮上したタンク等に対しては，使用の停止を命じ，危険物の排除作業を実

施させるものとする。

(ｴ) 漏油した場所その他危険区域は，ロープ等で区画し，係員を配置するものとする。

〔資 料 編〕

化学消火薬剤保有数

油防除資機材等保有量

第４ 放射性物質

【主な実施機関：市町村，県（関係各課），警察本部】

１ 方針

施設放射性物質の保安対策は，本計画の定めるところによる。

２ 内容

(1) 実施責任者

ア 施設の所有者及び管理者

イ 知 事

ウ 市町村長

エ 警察本部長

(2) 応急措置

ア 火災等により放射線障害が発生し，又は発生するおそれのある場合は，医療機関と緊密な連

絡をとり，危険のある場所の認知及び放射線量の測定をあわせて行い，延焼防止に主眼をおき，

汚染区域の拡大を防止するものとする。

イ 大量放出又はそのおそれのある場合は，危険区域内所在者の避難誘導にあたるとともに立入

禁止区域を設定するものとする。

第１１款 農業用施設

【主な実施機関：県（農業基盤課，農村振興課），市町村，土地改良区，中国四国農政局】
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第１ 方針

災害発生時の農業用施設の応急対策は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 頭首工，取水施設，用排水路

土地改良区及び水利組合等，施設の管理者は，地震発生後，施設の破損の有無を調査し，破損があ

った場合，付近の住民に被害を与える恐れがないか確認し，市町村に報告して応急修理等適切な管理

を行う。施設に被害があった場合，市町村を通じて県に被害報告を行い，災害復旧を検討する。

２ 各種樋門，排水機場

土地改良区及び水利組合等，施設の管理者は，地震発生後，施設の破損の有無を調査し，施設の機

能が損なわれている場合は，市町村に報告するとともに，応急修理等適切な管理を行う。施設に被害

があった場合，市町村を通じ県に被害報告を行い，災害復旧を検討する。

３ 農業用ダム・農業用ため池

農業用ダム（堤高１５ｍ以上の農業用ため池を含む）については震度４以上の地震が発生した場合，

堤高１５ｍ未満の農業用ため池（重要性を考慮し予め選定したもの）については震度５弱以上の地震

が発生した場合，土地改良区及び水利組合等の農業用ダム・農業用ため池管理者は施設を緊急点検し

て，その結果を市町村に報告する。二次災害の危険がある場合は，市町村と協議しながら，応急対策

を行う。

市町村は，点検結果を県に報告するとともに，危険がある場合は，関係機関とともに応急対策を行

うほか，避難勧告等を行うものとする。

県は，中国四国農政局及び農林水産省に異常の有無を報告するとともに，管理者・市町村からの要

請により，緊急点検・応急対策の支援を行う。

また，地震の影響が予想される市町村に対して，「ため池防災データベース」により，ため池のデ

ータを提供することにより，効率的な緊急点検を支援する。応急対策が必要な場合は必要に応じて，

農村工学研究所等の学識経験者からの技術的指導を活用し，被害の拡大の防止に努める。

農業用ダム・農業用ため池管理者は，緊急点検を行うため池以外についても，可能な限り早急に点

検を行うこととし，被害があった場合，市町村を通じて県に被害報告を行い，災害復旧を検討するも

のとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ パトロールの実施体制

３ 住民への広報

４ 避難体制

５ その他必要な事項
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第２７節 教育対策

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，総務課，教育委員会）】

第１ 方針

学校施設の被災により通常の教育に支障をきたした場合の応急教育は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

(1) 市町村立学校における応急教育は，市町村教育委員会が実施するものとする。

(2) 県立学校における応急教育は，県教育委員会が実施する。

(3) 私立学校における応急教育は，設置者が実施するものとする。

２ 応急教育の実施

学校長は，あらかじめ災害を想定して応急教育の方法についての計画を定めて，応急教育の実施責

任者に報告するとともに，教職員，児童生徒等及び保護者に周知徹底する。

災害が発生した場合には，応急教育の実施責任者は当該学校長と密接な連絡のもとに実施計画を定

めて，これに基づき応急教育を行うとともに，学校教育活動の再開に向け，努力するものとする。

特に児童生徒等の収容場所を確保するために隣接学校の余裕教室（特別教室・講堂・体育館等）利

用計画，公民館，神社，寺院等の公共的施設の利用計画を確立するとともに，学校自体が救済施設と

して他の団体から臨時の利用を申し出られた場合の授業確保計画を樹立しておくものとする。

(1) 児童生徒等の安全確保

ア 児童生徒等の所在及び通学路の安全確認を行うものとする。

イ 応急教育を行う場所の選定に当たっては，児童生徒等の安全確保に努めなければならない。

ウ 精神的又は心理的ストレスを受けた児童生徒等に対してカウンセリング等心のケアを行う。

(2) 文教施設の災害応急対策

ア 激甚災害により建物が全壊又は半壊した場合

激甚災害により建物が全壊又は半壊した場合において，その学校に残存建物がある場合又は付

近に遊休施設がある場合は復旧するまでの間，臨時的にそれらの建物を利用して授業を行うもの

とする。

なお，前記建物がない場合は，仮設建物を建築する等授業に差し支えないよう適切な措置を行

うものとする。

イ 被害が大破以下で補修を要する復旧の場合

屋根瓦の被害，硝子の破損等で直ちに復旧しないと授業に差し支える場合は，国庫負担事業の

認定をまたず復旧を行うものとする。

(3) 児童生徒の転入学措置

被災地域の児童生徒が転入学を希望した場合には，受入れ可能な学校において，受入れ手続き

等を可能な限り弾力的に取り扱い，転入学を円滑に行うものとする。

(4) 教職員の確保対策

災害に伴い教職員に欠員が生じた場合で，学校内において操作ができないときは，隣接学校か
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ら応援させ，なお不足する場合はそれぞれの教科に応じ，指導主事等を派遣し教科指導に当たら

せるものとする。

(5) 給食の実施

ア 現に学校給食を実施している学校

(ｱ) 物資の確保

県学校給食会の保管する物資，一般救援物資の利用等により物資の確保を図るものとする。

(ｲ) 施設・設備の整備

文教施設と並行して復旧のための応急対策をたて，学校給食の早期開始に努めるものとする。

イ 学校給食を実施していない学校

地域の特性を配慮し，児童生徒の給食を必要とする場合には，応急施設をつくり，県学校給食

会が保有する物資等により，給食の早期開始に努めるものとする。

(6) 災害救助法が適用された場合

災害救助法が適用された場合の学用品の給与は，知事（権限を委任された場合は市町村長）が

行う。

ア 学用品の給与

住家の全壊（焼），流失，半壊（焼）又は床上浸水により学用品を喪失又は棄損し，就学上支

障のある小学校児童及び中学校生徒並びに高等学校等生徒に対し，次に掲げる品目の範囲内で学

用品を給与するものとする。

(ｱ) 教科書（教材を含む）

(ｲ) 文房具及び通学用品

イ 期間

教科書については災害発生の日から１ケ月以内，文房具及び通学用品については災害発生の日

から１５日以内とする。

(7) 教科書（教材を含む）・学用品の調達

ア 各学校における貸し出し得る教材・学用品のリスト作成

イ 教材・学用品の輸送手段の確保

ウ 教材及び学用品業者への緊急連絡体制の確立

(8) 授業料の減免

高等学校生徒の被災状況を調査し，授業料を納付すべき者について，別に定める授業料減免基

準に該当した者は，申請に基づき減免を行うこととし，生徒の就学に支障のないように努める。

(9) 就学援助費等の支給

ア 市町村長は災害救助法が適用される等の著しい災害により，経済的理由によって就学困難とな

った小学校児童及び中学校生徒に対して，速やかに就学援助費（学用品費等，医療費，給食費）

を支給するものとする。

イ 災害により，特別支援学校又は特別支援学級の児童生徒が学用品等を消失した場合は，速やか

に就学奨励費を再支給するものとする。

３ 学校が地域の避難場所となる場合の留意事項

(1) 避難場所に供する施設，設備の安全を確認し，避難措置の実施責任者に対してその利用につい
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て必要な協議を行う。

(2) 学校管理に必要な教職員を確保し，施設・設備の整備またその保全に努める。

(3) 避難生活が長期化する場合においては，応急教育活動と避難活動との調整について避難措置の

実施責任者と必要な協議を行う。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ 学校の休校措置及び学校施設・教員の確保

３ 応急教育の実施

４ 教科書等調達・支給

５ 学校給食対策

６ その他必要な事項
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第２８節 災害警備対策

【主な実施機関：県警察】

第１ 方針

災害時における警備対策については，本計画に定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

県警察は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合において災害の発生を防御し，又は災害

の拡大を防止するために，住民の避難誘導及び救助，犯罪の予防並びに交通の規制等の応急対策を実

施して住民の生命，身体及び財産を災害から保護し，災害地における社会秩序の維持にあたる

２ 災害警備体制

災害に対処する警備体制は次のとおりとする。

(1) 災害警備体制の種別

ア 準備体制

災害の発生のおそれがあるが，発生するまでに相当の時間的余裕がある場合。

イ 警戒体制

暴風雨，洪水，高潮，津波等の警報が発表された場合等，災害の発生が予想される場合。

ウ 非常体制

暴風雨，洪水，高潮，津波等により災害が発生し，又は発生しつつある場合。

(2) 災害警備本部

警備体制が発令されたときは，警察本部及び警察署に災害警備連絡室，又は災害警備本部を設

置する。

(3) 警備部隊の編成及び運用

災害の種別，規模及び様相に応じて警備部隊の編成及び運用を行う。

３ 災害警備活動

災害が発生した場合には，次のとおり必要な警備活動を行う。

(1) 情報の収集及び伝達

(2) 被災実態の把握

(3) 被災者の救出及び負傷者等の救護

(4) 行方不明者の捜索

(5) 危険箇所の警戒並びに住民に対する避難の指示及び誘導

(6) 災害警備活動のための通信確保

(7) 不法事案等の予防及び取締り

(8) 被災地，避難場所，重要施設等の警戒

(9) 避難路及び緊急交通路の確保

(10) 交通の混乱の防止及び交通秩序の確保
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(11) 広報活動

(12) 遺体の調査，検視

(13) 関係機関による災害救助及び復旧活動に対する協力

４ その他

災害警備については，本計画に定めるほか，徳島県警察大震災等警備計画及び署災害警備計画の定

めるところによる。
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第２９節 応急金融対策

【主な実施機関：四国財務局徳島財務事務所，日本銀行（高松支店・徳島事務所）】

第１ 方針

災害時における応急金融対策計画は，本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 現金供給の確保及び決済システムの維持

日本銀行高松支店は，現金の供給安定と決済機能維持のため，必要な措置を講じる。また，被災地

に対する現金供給のため，緊急に現金を輸送し，又は通信を行う必要があるときは，関係行政機関等

と密接に連絡をとり，輸送及び通信の確保を図る。

２ 金融機関の業務運営の確保

四国財務局及び日本銀行高松支店は，被災金融機関に対し，営業の早期再開のための必要な措置を

講じるよう要請を行う。

３ 金融措置の実施

四国財務局及び日本銀行高松支店は，協議のうえ，災害の実情，資金の需要状況等に応じ，金融機

関が対応できるよう次の措置を適切に運用するものとする。

(1) 災害関係の融資に関する措置

災害の状況，応急資金の需要等を勘案して，融資相談所の開設，審査手続きの簡便化，貸出の

迅速化，貸出金の返済猶予等被災者の便宜を考慮した適時適格な措置を講じることを要請する。

(2) 預貯金の払戻及び中途解約に関する措置

ア 預金通帳，届出印鑑等を焼失又は流失した預貯金者については，り災証明書の呈示その他実

情に即する簡易な確認方法をもって，被災者の預貯金の払戻の利便を図ることを要請する。

イ 事情やむを得ないと認められる被災者に対して，定期預金，定期積立等の中途解約又は当該

預貯金等を担保とする貸出に応じる等の適宜の措置を講じることを要請する。

(3) 手形交換，休日営業等に関する措置

災害時における手形交換又は不渡処分，金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても

適宜配慮することを要請する。また，窓口営業ができない場合であっても，顧客及び従業員の安

全に十分配慮したうえで，現金自動預払機等において預金の払戻を行う等被災者の便宜を考慮し

た措置を講じることを要請する。

(4) 保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置

生命保険金又は損害保険金の支払については，できるかぎり迅速に行うよう配慮し，生命保険

料又は損害保険料の払込については，契約者のり災状況に応じて，猶予期間の延長を行う等の適

宜の措置を講じることを要請する。

(5) 営業停止等における対応に関する措置

窓口営業停止等の措置を講じたときは，当該営業店舗名等を，ポスターの店頭掲示等の手段を

用いて告示するとともに，その旨を新聞やインターネットホームページに掲載し，取引者に周知
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徹底するよう要請する。

(6) 損傷日本銀行券等に関する措置

損傷日本銀行券及び貨幣の引換について，実情に応じて必要な措置を講じることを要請する。
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第３０節 生活関連商品供給確保及び価格安定対策

【主な実施機関：県（県民くらし安全局）】

第１ 方針

災害時における生活関連商品の供給の確保及び価格の安定については，「徳島県消費者の利益の擁護

及び増進のための基本政策に関する条例」及び本計画の定めるところによる。

第２ 内容

１ 実施責任者

災害時における生活関連商品の供給の確保及び価格の安定に係る措置については，知事が実施する。

２ 調査

知事は，県民の消費生活に関連性の高い商品(以下「生活関連商品」という。)について，必要に応

じてその価格及び需給の動向並びに流通の実態について調査する。

３ 事業者に対する協力要請

知事は，調査の結果，生活関連商品の価格及び需給の実態が適正を欠くおそれがあると認めるとき

は，その原因等を究明するとともに，必要があると認めるときは，当該生活関連商品の価格の安定及

び供給の確保について，県の関係部局と連携をとり，事業者に協力を求める。

４ 重要生活関連商品の指定及び監視

(1) 知事は，生活関連商品が不足し，若しくはその価格が著しく高騰し，又はこれらのおそれがあ

り，県民の消費生活に重大な影響を及ぼすと認めるときは，法令に特別の定めがある場合を除き，

その価格の安定及び供給の確保を図る必要がある商品を重要生活関連商品として指定する。

(2) 知事は，重要生活関連商品の価格及び需給の動向を監視するものとする。
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第１節 復旧・復興の基本方針

県及び市町村は，被災地域の再建を行うために，被災の状況，関係公共施設管理者の意向等を勘案し

つつ，国等の関係機関と協議を行い，原状復旧あるいは中長期的な計画復興のいずれにするか検討し，

復旧・復興の基本方向を定めるものとする。

第２節 公共施設災害復旧事業計画

【主な実施機関：市町村，県（安全衛生課，農林水産部関係課，県土整備部関係課，教育委員会），

県警察】

第１ 方針

災害復旧は，被災した各施設の原形復旧にあわせて再度災害の発生を防止するために必要な施設の新

設又は改良を行う事業計画をたてるものとする。復旧計画は，災害の種類によって次の計画種別による

ものとする。

県警察は，県及び市町村と連携して，暴力団等の動向把握を徹底し，復旧・復興事業への参入・介入

の実態把握に努めるとともに，関係行政機関，被災地方公共団体，業界団体等に必要な働きかけを行う

など，復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。

第２ 内容

１ 公共土木施設災害復旧事業計画

(1) 河川 (2) 海岸 (3) 砂防設備 (4) 林地荒廃防止施設 (5) 地すべり防止施設

(6) 急傾斜地崩壊防止施設 (7) 道路 (8) 港湾 (9) 漁港 (10) 下水道 (11) 公園の各施

設

２ 農林水産業施設災害復旧事業計画

(1) 農地農業用施設 (2) 林業用施設 (3) 漁業用施設 (4) 共同利用施設 の各施設

３ 教育施設災害復旧事業計画

４ 水道施設災害復旧事業計画

５ 内閣府及び厚生労働省所管補助施設災害復旧事業計画

６ 都市施設災害復旧事業計画

７ 住宅災害復旧事業計画

８ 社会福祉施設災害復旧事業計画

９ 官庁建物等災害復旧事業計画

10 その他の公共施設災害復旧事業計画

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 災害復旧事業の種類

共通対策編 第４章 災害復旧・復興
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災害復旧事業費の決定は，知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実地調査の結果等に基

づいて決定されるものであるが，法律又は予算の範囲内において，国が全部又は一部を負担し，又は補

助して行われる災害復旧事業並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき

援助される事業は次のとおりである。

１ 法律により一部負担又は補助するもの

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法

(3) 公営住宅法

(4) 土地区画整理法

(5) 海 岸 法

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(8) 予防接種法

(9) 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針

(10) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

(11) 天災による被害農林漁業者等に関する暫定措置法

(12) 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱

(13) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

２ 激甚災害に係る財政援助措置

(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

ア 公共土木施設災害復旧事業

イ 公共土木施設災害関連事業

ウ 公立学校施設災害復旧事業

エ 公営住宅等災害復旧事業

オ 生活保護施設災害復旧事業

カ 児童福祉施設災害復旧事業

キ 老人福祉施設災害復旧事業

ク 身体障害者更正援護施設災害復旧事業

ケ 知的障害者更正施設災害復旧事業

コ 婦人保護施設災害復旧事業

サ 感染症医療機関災害復旧事業

シ 感染症予防事業

ス 堆積土砂排除事業（公共的施設区域内，公共的施設区域外）

セ 湛水排除事業

(2) 農林水産業に関する特別の助成

ア 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置

共通対策編 第４章 災害復旧・復興
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イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助

エ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例

オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助

カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助

キ 共同利用小型漁船の建造費の補助

ク 森林災害復旧事業に対する補助

(3) 中小企業に対する特別の助成

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

イ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の特例

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助

(4) その他の財政援助措置

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助

ウ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例

エ 母子福祉資金に関する国の貸付けの特例

オ 水防資器材費の補助の特例

カ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例

キ 産業労働者住宅建設資金融通の特例

ク 公共土木施設，公立学校施設，農地農業用施設及び林道の小災害復旧事業に対する特別の財

政援助

ケ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例
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第４節 被災者の生活再建等の支援

第１ 方針

災害時には，多数の者が生命又は身体に危害を受け，あるいは住居，家財が損壊する等大きな痛手を

被ることが予想されることから，被災者の自立的生活再建の支援に関する各種措置を講ずることにより

県民の自力復興等を促進し，もって生活安定の早期回復を図るものとする。

第２ 内容

１ 被災者生活再建支援金の支給

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部）】

県は，「被災者生活再建支援法」に基づき，都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して,

次の基準に該当する自然災害の被災者に対して,被災者生活再建支援金の支給を行う。

２ 災害弔慰金等の支給，貸付け

【主な実施機関：市町村，県（地域福祉課）】

市町村は，「災害弔慰金の支給等に関する法律」及び市町村条例に基づき，災害弔慰金及び災害障害

見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けを行う。

(1) 災害弔慰金の支給

ア 支 給 対 象

政令で定める災害により死亡した住民の遺族

イ 支 給 額

生計維持者 ５００万円以内

その他の者 ２５０万円以内

(2) 災害障害見舞金の支給

ア 支 給 対 象

政令で定める災害により負傷し，又は疾病にかかり，治ったとき（その症状が固定したときを

含む。）に精神又は身体に相当程度の障害がある住民

イ 支 給 額

生計維持者 ２５０万円以内

その他の者 １２５万円以内

(3) 災害援護資金の貸付け

ア 貸 付 対 象

災害救助法による救助が行われた災害及び県内において災害救助法が適用された市町村が１以

上ある場合の災害による被災世帯（所得制限有）

イ 貸付限度額

(ｱ) 世帯主の１カ月以上の負傷 １５０万円～３５０万円

(ｲ) 住居又は家財の損害 １５０万円～３５０万円
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ウ 利 率

年３％（据置期間は無利子）

エ 据 置 期 間

３年（特別の事情のある場合は５年）

オ 償 還 期 間

１０年（据置期間を含む）

カ 償 還 方 法

年賦又は半年賦

キ 申 込 先

市町村

３ 雇用機会及び労働条件の確保

【主な実施機関：市町村，徳島労働局】

(1) 計 画 目 標

公共職業安定所（以下「安定所」という。）その他の職業安定機関は，被災による離職者等に

対し，職業の斡旋により職業の安定を図るほか，安定所は激甚災害における求職者給付の支給の

特例措置又は災害時における求職者給付の支給に関する特別措置に基づく基本手当の支給により

生活の安定・確保を図る。

また，労働基準監督署（以下「監督署」という。）は，災害復旧工事等における労働災害防

止対策を行うほか，被災労働者に対する労災保険給付等を行う。

(2) 対 策

ア 市町村は，被災者の職業斡旋について，徳島労働局に対する要請措置等の必要な計画を樹立し

ておく。

イ 徳島労働局は以下の措置を講ずる。

(ｱ) 災害による離職者の把握に努めるとともに，その就職について徳島労働局及び公共職業安

定所は適切な斡旋計画を樹立し，速やかに職業の確保を図る。また，必要に応じて広域職業

紹介を実施する。さらに，対象とされた地域における労働保険料の納付に関する特例措置を

講ずる。

(ｲ) 災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進するため，被災地域を管轄する公

共職業安定所の長は次の措置を講ずる。

ａ 被災者のための臨時相談窓口の設置

ｂ 公共職業安定所に出向くことの困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回職業相

談の実施

ｃ 職業訓練受講の指示，職業転換給付金制度の活用等

d 災害のため所定の失業の認定日に来所できない雇用保険受給資格者に対し，事後に証明書

による失業の認定を行う。

(ｳ) 労働条件の確保を図るため，被災地域を管轄する監督署の長は次の措置を講ずる。

ａ 災害復旧工事等における労働災害防止対策
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ｂ 被災労働者に対する労災保険給付

ｃ 事業場の閉鎖等による未払賃金立替払

４ 租税の徴収猶予及び減免等

【主な実施機関：市町村，県（税務課）】

被災者に対する租税の徴収猶予及び減免等の措置は次のとおりである。

(1) 市 町 村 税

市町村は，被災者に対する市町村税の徴収猶予及び減免等納税緩和措置に関する計画を樹立し

ておくものとする。

(2) 県 税

県は，被災した納税義務者又は特別徴収義務者（以下「納税義務者等」という。）に対し，地

方税法（昭和２５年法律第２２６号），徳島県税条例（昭和２５年徳島県条例第３１号）又は災

害による県税の減免に関する条例（昭和２９年徳島県条例第５５号）により，県税の納税緩和措

置として期限の延長，徴収猶予，減免等それぞれの事態に応じて，適切な措置を講ずる。

ア 期限の延長

(ｱ) 災害により，納税義務者等が期限までに申告その他書類の提出又は県税を納付若しくは納

入することができないと認められる場合で，当該災害が県の全部又は一部の地域にわたり広

範囲に生じたときは，知事は，職権により地域及び期日を指定して画一的にその期限を延長

する。

(ｲ) (ｱ)の場合を除き，個別的事例又は狭い範囲内の事例については，知事は，納税義務者等の

申請に基づき，災害がやんだ日から２月以内の期日を指定してその期限を延長する。

イ 徴収猶予

災害により，財産に被害を受けた納税義務者等が県税を一時に納付し，又は納入することがで

きないと認められるときは，その納付し，又は納入することができないと認められる金額を限度

として，その者の申請に基づき，１年以内の期間を限り，徴収を猶予する。

なお，猶予した期間内に納付し，又は納入することができないやむを得ない理由があると認め

るときは，納税義務者等の申請により，先の猶予期間と併せて２年以内の期間を限り，猶予を延

長する。

ウ 滞納処分の停止等

災害により，滞納者が無財産になる等の被害を受けた場合には，滞納処分の執行の停止，換価

の猶予，延滞金の減免等適切な措置を講ずる。

エ 減免等

被災した納税義務者等に対し，必要と認める場合には，該当する各税目について次により税の

減免，納入義務の免除等を行う。

(ｱ) 個人の県民税

個人の市町村民税と同じ取扱いで減免する。

(ｲ) 個人の事業税
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被災の状況に応じ，納税義務者からの申請により，当該被災の日の属する年度分を軽減し，

又は免除する。

(ｳ) 不動産取得税

不動産の取得の日から６月以内に災害により当該不動産が滅失若しくは損壊した場合，又

はそれ以外の場合で災害により，滅失若しくは損壊した不動産に代わる不動産（知事が認め

たもの）を，当該滅失若しくは損壊した日から３年以内に取得したときは，納税義務者から

の申請により，軽減し，又は免除する。

(ｴ) 自 動 車 税

納税義務者が所有する自動車が災害により損害が生じ，相当の修繕費（保険金等で補てん

される金額を除く。）を要すると認められる場合には，被害の程度に応じて，災害により被

害を受けた日以後最初に納期の到来する年度分の２分の１又は４分の１の税額を軽減する。

(ｵ) 自動車取得税

取得した自動車が取得の日から１月以内に天災により滅失した場合は，納税義務者からの

申請により免除する。

(ｶ) 軽油引取税

災害により軽油引取税額を失った場合，特別徴収義務者の申請により，当該軽油引取税額

がすでに納入されているときは還付し，納入されていないときは免除する。

５ 被災者等への融資

(1) 生活福祉資金（災害をうけたことにより臨時に必要となる経費）

【主な実施機関：市町村，県（地域福祉課），社会福祉協議会】

災害により被害を受けた者（低所得者）に対して資金の貸付けを行い，被災者の早期立ち直り

を図り，あわせて生活の安定化を促進する。

(2) 災害復興住宅融資

【主な実施機関：県（住宅課）】

自然災害により住宅の被害を受けた者に対し，（独）住宅金融支援機構が指定した災害につい

て，住宅復旧のための補修並びに住宅の建設，購入に要する資金の貸し付けを行う。

(3) 災害対策資金

【主な実施機関：県（企業支援課）】

災害により被害を受けた中小企業等に対し再建を促進し，生産力の維持と経営の安定を図るた

め，金融機関の融資ならびに信用保証協会による融資の保証を行う。

(4) 農林漁業関係融資

【主な実施機関：県（農林水産政策課）】

災害により被害を受けた農林漁業者等に対し復旧を促進し，農林漁業の生産力の維持と経営の

安定を図るため，各種融資を行う。

ア 日本政策金融公庫資金
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(ｱ) 農業関係資金 農業基盤整備資金

農林漁業施設資金

農林漁業セーフティネット資金

(ｲ) 林業関係資金 林業基盤整備資金

農林漁業施設資金

農林漁業セーフティネット資金

(ｳ) 漁業関係資金 漁業基盤整備資金

農林漁業施設資金

漁船資金

農林漁業セーフティネット資金

イ 天 災 資 金

ウ 県単農業災害対策特別資金

エ 県単林漁業災害対策特別資金

(5) 勤労者ライフサイクル資金（災害費）

【主な実施機関：県（労働雇用課）】

災害により被害を受けた勤労者に対し，四国労働金庫が資金の貸付けし，被災者の生活の安定

化を図る。

６ 生 活 相 談

県及び市町村は，被災者のための臨時相談窓口（相談所）の設置等，被災者に対する迅速かつ適切

な相談業務が行われるよう努めるものとする。

また，徳島官公庁等行政苦情相談連絡協議会（事務局：総務省徳島行政評価事務所）においても，

必要に応じ，関係機関等と協議の上，被災者のための特別総合行政相談所を開設する。

７ 安否情報の提供

県,市町村は，被災者の安否について住民等から照会があったときは，被災者等の権利利益を不当に

侵害することのないよう配慮しつつ，消防，救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い

応急措置に支障を及ぼさない範囲で，可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。

この場合において，県，市町村は，安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは，関係地方

公共団体，消防機関、都道府県警察等と協力し，被災者に関する情報の収集に努めることとする。

なお，被災者の中に，配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがある者

等が含まれる場合は，その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を

徹底するよう努めるものとする。

８ 罹災証明書の交付

市町村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに，各種の支援措置を早期に実施するため，

災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し，遅滞なく、住家等の被害

の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。
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９ 被災者台帳の作成等

また，市町村は，必要に応じて，個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況，配慮を

要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し，被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努

めるものとする。県は，災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは，被災者台帳を作成する市

町からの要請に応じて，被災者に関する情報を提供するものとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 被災者生活再建支援資金

２ 災害弔慰金

３ 市町村税の猶予及び減免等

４ 災害復旧事業に必要な金融に関する事項

５ 被災者の生活相談

６ 安否情報の提供

７ 罹災証明書の交付

８ 被災者台帳の作成
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第５節 計画的復興

第１ 方針

著しい被害を受けた被災地域の住民の一日も早い生活の安定と被災地の速やかな復興を総合的に推進

するため，速やかな復興計画の策定について定める。

第２ 内容

１ 復興計画の策定

大規模な災害により地域が壊滅し，社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては，被災地の

再建は，都市構造や産業基盤の改変を伴うような高度かつ大規模な事業となることから，県及び市町

村は，事業を速やかに実施するための復興計画を作成し，関係機関と調整を図りながら，計画的に復

興を進めるものとする。

２ 留意事項

県及び市町村は，復興のために市街地の整備改善が必要な場合には，被災市街地復興特別措置法等

を活用するとともに，住民の早急な生活再建の観点から，防災まちづくりの方向についてできるだけ

速やかに住民のコンセンサスを得るように努め，土地区画整理事業，市街地再開発事業等の実施によ

り合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。

また，被災地の復興計画の作成に際しては，地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め，

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ，その維持・回復や再構築に十

分に配慮するとともに，復旧復興のあらゆる場に女性や障がい者，高齢者等の要配慮者の参画を促進

するものとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 復興計画の策定

２ 復興計画の内容



- 186 -

南海トラフ地震対策編

第1章 総則

第１節 計画の性格

この計画は，災害対策基本法（昭和36年法律第２２３号）第４０条の規定に基づく「徳島県地域防災

計画」の「南海トラフ地震対策編」に南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

（平成１４年法律第９２号。以下「南海トラフ特措法」という。）第５条第２項で規定する事項も合わ

せて定めた徳島県防災会議（以下「防災会議」という。）が作成する計画であり，この計画に定めのな

い事項については｢徳島県地域防災計画(共通対策編)｣に定めるところによるものとする。

第２節 被害想定

第１ 徳島県域における地震・津波

徳島県域に被害をもたらした主な地震・津波を取りまとめる。

＜徳島県域における主な地震・津波＞

年 月 日 和 暦 規 模 Ｍ 地 域 被 害 ・ 摘 要

684. 11. 29 天賦13 8 1/4 土佐その他南海・ 山崩れ，家屋社寺倒壊，人畜の死

東海・西海 傷多く，津波来襲南海トラフ沿い

の巨大地震と思われる

887. 8. 26 仁和3 8～8. 5 五畿・七道 京都で民家・官舎の倒壊，圧死多

数，津波被害大

南海トラフ沿いの巨大地震と思わ

れる

1096. 12. 17 永長1 8～8. 5 畿内・東海道 大極殿小破，東大寺巨鐘落ちる，

津波社寺・民家400余流失，東海

沖の巨大地震とみられる

1099. 2. 22 康和1 8～8. 3 南海道・畿内 興福寺，摂津天王寺で，被害，土

佐で田千余町海に沈下

1331. 8. 15 天弘1 7 紀伊 田辺市の遠干潟20余町が隆起

1360. 11. 22 正平15 7. 5～8 紀伊・摂津 津波が尾鷲から摂津兵庫まで来

襲，人馬牛の死多く

1361. 8. 3 正平16 8～8. 5 畿内・土佐・阿波 摂津四天王寺の金堂転倒，津波で

摂津・阿波・土佐に被害

南海トラフ地震対策編
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年 月 日 和 暦 規 模 Ｍ 地 域 被 害 ・ 摘 要

1498. 9. 20 明応7 8. 2～8. 4 東海道全般 紀伊から房総までの海岸と甲斐で

振動大，溺流死4万1千，南海トラ

フ沿いの巨大地震と思われる

1586. 1. 18 天正13 7. 8 畿内・東海・東山 飛騨・美濃・伊勢・近江・阿波な

・北陸諸道 どで被害

1605. 2. 3 慶長9 7.9 東海・南海・西海 慶長地震，津波が犬吠崎から九州

諸道 太平洋岸まで来襲阿波宍喰で死者

1500余等

1707. 10. 28 宝永4 8. 4 五畿・七道 宝永地震，死者2万，潰家6万，流

出家2万

遠州灘沖及び紀伊半島沖で二つの

巨大地震が同時発生

1789. 5. 11 寛政1 7. 0 阿波 阿波富岡町で文珠院や町屋の土蔵

に被害

1854. 12. 23 安政1 8. 4 東海・東山・南海 安政東海地震，被害は関東から近

諸道 畿，津波が房総から土佐の沿岸，

死者2～3千人，潰・焼失約3万軒

1854. 12. 24 安政1 8. 4 畿内・東海・東山 安政南海地震，被害は中部から九

・北陸・南海・山陰 州，室戸，串本で約1ｍ隆起，甲浦

・山陽道 ・加太で約1ｍ沈下

1946. 12. 21 昭和21 8. 0 紀伊半島沖 南海道地震，死者1330，家屋全壊

11591，半壊23487，流失1451，焼

失2598，室戸，紀伊半島隆起，須

崎，甲浦沈下，津波

1955. 7. 27 昭和30 6. 4 徳島県南部 死者1，負傷者8，山崩れ

1960. 5. 23 昭和35 8. 5 チリ沖 チリ地震津波，死者不明者142，家

屋全壊1500余，半壊2000余，（津

波被害）

1995. 1. 17 平成7 7.3 兵庫県南部 兵庫県南部地震，阪神・淡路大震

災，死者不明者6437，負傷者4379

2，全壊104906，半壊144274，全半

焼7132，一部地域で震度7

2011. 3. 11 平成23 9.0 三陸沖 東北地方太平洋沖地震，東日本大

震災，死者不明者19824，負傷者61

21，全壊118621，半壊181801，全

半焼7132(2011年10月現在)，被害

の多くは巨大津波によるもの

（注）理科年表（平成26年度版）による

第２ 南海トラフ巨大地震に係る被害想定等

南海トラフ地震対策編
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１ 徳島県が実施したこれまでの被害想定等

これまで大規模な震災発生を契機に，その時点における最新の知見を反映させた各種の被害想定調

査等を実施し，その結果を防災対策の基礎資料としてきた。

(1) 徳島県地震対策基礎調査（昭和56年度）

「南海沖に発生する地震（M8.1)」を想定し，「震度（加速度）」と「建物被害」を算出している。

【参考】

・直近の震災：伊豆大島近海地震（昭和53年），宮城県沖地震（昭和53年）

・国の動き：大規模地震対策特別措置法の制定（昭和53年），地震財特法の制定（昭和55年）

(2) 徳島県地震防災アセスメント調査（平成8年度）

安政南海地震と同規模の南海トラフを震源とする海溝型地震（M8.4)」，「中央構造線系活断層

の東側半分程度（M7.7)と鮎喰川断層系（M7.5)の２つが連動して発震し，西から東側に向かって

破壊 が進行する内陸型地震」，「中央構造線系活断層の西側半分程度の活動で西から東側に向

かって破壊 が進行する内陸型地震（M7.7)」の３ケースを想定し，「震度分布」，「液状化危険

度」，「急傾斜地崩壊危険箇所」，「津波予測」，「建物被害」，「人的被害」，「土木構造物

被害」，「道路網被害」，「ライフライン被害」などを算出している。

【参考】

・直近の震災：北海道南西沖地震（平成5年），兵庫県南部地震（平成7年）

・国の動き：地震防災対策特別措置法の制定（平成7年）

(3) 徳島県津波浸水予測調査（平成15年度），徳島県地震動被害想定調査（平成16年度）

平成15年度の津波浸水予測調査では，中央防災会議が示した「東南海・南海地震同時発生モデ

ル」及び安政南海地震を再現した「Aidaモデル」を対象に津波予測を行っている。

また，平成16年度の被害想定調査では，「東南海・南海地震同時発生モデル（M8.6）」及び

「県西部直下を震源とする地震（M7.0)」の２ケースを想定し，「震度分布」，「液状化危険度」，

「急傾斜地崩壊危険箇所」，「建物被害」，「人的被害」，「ライフライン被害」，「交通施設

被害」，「生活機能支障」などを算出している。

【参考】

・直近の震災：芸予地震（平成13年），十勝沖地震（平成15年），新潟県中越地震（平成16年）

・国の動き：東南海・南海地震対策特別措置法の制定（平成１４年度）
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２ 南海トラフ巨大地震を想定した被害想定等

県は，東日本大震災（平成23年3月11日）から得られた教訓を踏まえ，「最大クラスの地震・津

波」を対 象に，これまでの被害想定等の見直しを行っている。
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(1) 徳島県津波浸水想定（平成24年10月31日）

平成24年8月29日に国が公表した「南海トラフ巨大地震の震源モデル（M9.1)」をもとに，県管

理河川や最新の地形データ等を加えた「津波浸水想定」を作成している。
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(2) 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次：平成25年7月31日）

平成24年8月29日に国が公表した「南海トラフ巨大地震の震源モデル（M9.0,M9.1)」をもとに

「震度分布」，「液状化危険度」，「建物被害」，「人的被害」などを算出した。
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(3) 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第二次：平成25年11月25日）

平成25年7月31日に公表した第一次（人的・建物被害）を踏まえ、南海トラフ巨大地震が発生

したときの「ライフライン被害・交通施設被害・生活支障等」を公表した。
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(4) 津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定(平成26年3月11日)

津波避難対策をより確実・効果的に実施するため、「津波防災地域づくりに関する法律」第53条、

及び「南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第52条に基づく「津波災害警戒区

域」（いわゆるイエローゾーン）の指定を次のとおり行った。

① 徳島市

②鳴門市



- 204 -

南海トラフ地震対策編

③小松島市

④阿南市
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⑤牟岐町

⑥美波町
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⑦海陽町

⑧松茂町
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⑨北島町

⑩藍住町
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第３節 地震対策行動計画の推進

第１ 地震対策行動計画の推進

「東日本大震災」の課題と教訓を踏まえ，本県においても，切迫性が高まる南海トラフ巨大地震への

対応が急務となっており，これまでの地震津波対策を抜本的に見直し，さらに加速する必要がある。

また，「中央構造線活断層帯」をはじめ，いつ，どこで発生するかわからない活断層地震への備えも

重要である。

このため，県は，南海トラフ巨大地震及び活断層地震に備え，地震防災・減災対策を計画的かつ着実

に推進することにより，被害を最小限に抑え「地震に強いとくしま」を実現するため，『とくしま－０

（ゼロ）作戦』地震対策行動計画（徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画）を策定し，県の地震

・津波対策を推進する。

第２ 地震対策行動計画の概要

１ 理念

県民の尊い生命を守ることを最重要の課題として次の理念を掲げ，地震津波対策を推進する。

「南海トラフ巨大地震及び活断層地震に備え，

死者０（ゼロ）を目指す

２ 計画の位置づけ

(1) 「いけるよ！徳島・行動計画（オンリーワン徳島行動計画）」の基本目標の一つである「安全

安心・実感とくしま」を実現するための施策の推進方向を示すものである。

(2) 平成２４年度に施行した「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第

１０条で規定する「県が実施する震災対策に関する施策を取りまとめた計画」として位置づける。

(3) 「徳島県地域防災計画」において，県が実施する災害対応について，平常時から取り組む各種対

策を示すものでもある。

３ 計画期間

これまでの対策を踏まえながら，中・長期的に取り組むべき課題も見据え，平成３２年度までの計

画とする。

また，特に平成２７年度までの期間を「集中取組期間」と位置づけ，緊急かつ重点的に地震津波対

策を推進する。

４ 計画の進捗管理

毎年度，各施策の進捗状況を検証し，計画の必要な見直しを行う。

また，検証・見直しにあたっては，外部の有識者からなる「徳島県南海トラフ・活断層地震対策行

動計画推進委員会」を設置し，委員からの意見や提言を適切に反映する。
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５ 計画の体系

５つの重点項目と３７の分野別項目

項 目
Ⅰ 地震津波対策の計画的な推進

１ 東日本大震災の課題と教訓を踏まえた抜本対策の推進
２ 津波浸水予測等，被害想定の見直し

Ⅱ 「助かる命を助ける」防災・減災対策の推進
１ 県民防災力の強化
（１） 県民防災意識の啓発
（２） 学校における防災教育の推進
（３） 防災を担う人材の育成
（４） 自主防災組織の充実強化
（５） 災害ボランティア活動の促進
２ 地震に強いまちづくりの推進
（１） 木造住宅等の耐震化の促進
（２） 公共建築物等の耐震化の推進
（３） 大規模地震を想定した都市計画等の推進
（４） 公共土木施設等の地震対策の推進
（５） 液状化対策の推進
（６） 土砂災害対策の促進
３ 緊急的な津波対策の推進
（１） 津波避難意識の向上
（２） 津波避難訓練等の充実・強化
（３） 津波避難困難地域の解消
（４） 津波情報等伝達体制の強化
（５） 海岸保全施設の整備推進
４ 行政の災害対応能力の強化
（１） 初動体制の確保等，災害対応能力の向上
（２） 防災拠点施設の機能強化の推進
（３） 防災訓練の充実強化
（４） 防災情報・通信体制の強化
（５） 広域的な連携強化
（６） 行政の業務継続体制の確保
５ 被災者の迅速な救助・救出対策
（１） 救助・救急医療体制の充実強化
（２） 孤立化対策の推進
（３） 緊急輸送体制の整備推進
６ 災害時要援護者対策の推進

Ⅲ 生活の質（ＱＯＬ）を重視した被災者支援対策
（１） 避難所運営体制等の整備
（２） 生活必需品等救援物資の確保・輸送体制の確立
（３） ライフライン対策の推進
（４） 生活環境対策の促進
（５） 住宅確保・生活再建支援対策の推進

Ⅳ 震災に強い産業対策・社会づくりの推進
（１） 企業における防災対策の推進
（２） 農林水産業における防災対策の推進
（３） 災害に強い「自立・分散型エネルギー社会」の構築

Ⅴ 復興まちづくりの検討
（１） 復興まちづくりの検討
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第２章 災害予防

第１節 建築物等の耐震化

【主な実施機関：市町村，県（都市計画課，住宅課，営繕課，教育委員会） 】

第１ 方針

平成７年に発生した兵庫県南部地震における建築物の被害状況をみると，昭和５６年に改正された建

築基準法の新耐震基準を満たさない建築物の被害が極めて顕著であり，それ以後に建築された新しい建

築物の被害が軽微であったことが明らかになった。

一方，各種調査による被害想定では，建築物の甚大な被害も報告されている。

以上のことから，建築物の耐震性の確保は，重要であり，新設の建築物については耐震を考慮した設

計を積極的に取り入れるとともに，既存の建築物についても耐震診断・耐震改修を促進する必要がある。

また，「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定められた特定建築物(多数の者が利用する一定

規模以上の建築物で，現行の建築基準法の耐震規定に適合しないもの)の所有者に対し，耐震改修につ

いての指導，助言などを行い，さらに一般建築物の所有者に対しても，その必要性について普及・啓発

を図るものとする。

とりわけ，多数の者が利用する施設，地震発生時の避難，救護，応急対策活動の拠点となる防災上重

要な建築物については，耐震性の確保についてより一層強化を図る。

第２ 内容

１ 建築物の耐震化

(1) 防災上重要な建築物の耐震対策

ア 防災上重要な県有建築物の設定

県は，次の県有施設を「防災上重要な建築物」として位置づけ，耐震性の確保を図る。
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災害対策上の分類（「県有施設総合耐震計画基準」の災害対策上の分類による）

分 類 活 動 内 容 対 象 施 設

災害応 指揮情報 ・災害時の情報収集，指令 本庁舍
急対策 伝達施設 ・二次災害に対する警報の発令 警察本部庁舎
活動に ・災害復旧対策の立案，実施 警察署
必要な ・防犯等の治安維持活動 防災施設（無線局，防災航空隊等）
施設 ・被災者への情報伝達 合同庁舎

・保健衛生及び防疫活動 保健所
・救護物資等の備蓄，緊急輸送活動等

救護施設 ・被災者の救護，救助及び保護 県立病院
・救急医療活動 県立診療所
・消火活動等

避難所として位置 ・被災者の受け入れ等 市町村の地域防災計画により避難所
づけられた施設 として位置づけされた施設

（県立学校等）

人命及び物品の安 ・多数の者が利用する施設 文化施設，避難所に指定されていな
全性確保が特に必 い学校，社会教育施設，社会福祉施
要な施設 設等

その他 上記に該当していない施設

イ 防災上重要な県有建築物の耐震性強化

前項の防災上重要な建築物については，国土交通省その他の研究機関による技術基準等を踏

まえ，耐震性の確保を図る。

(ｱ) 新築建築物の耐震設計・施工の確保

新たに建設される県有施設の整備については，施設の重要性に鑑み，施設の持つべき耐震

安全性の目標に応じて，その確保を図る。

また，その実施に当たっては，「県有施設総合耐震計画基準」に基づき耐震性能の確保を

図る。

(ｲ) 既存建築物の耐震性能の調査

既存県有建築物については，県有施設耐震診断基本方針（平成１５年１２月２６日）に基

づき必要に応じて耐震診断を実施し，建築物の耐震状況を把握し，施設の安全性の向上に努

める。

(ｳ) 既存建築物の耐震改修等の促進

既存県有建築物の管理者は，耐震診断等によって耐震性能が不足すると判断された場合は，

耐震改修等により，耐震性の確保に努めるものとする。

ウ 防災上重要な市町村の建築物の耐震性確保

市町村は，市庁舎・町村役場など災害対策の拠点となる施設及び学校，公民館など避難所と

して利用する施設について，必要に応じて耐震診断の実施に努め，耐震性能が不足すると判断

された場合は，耐震改修等により耐震性の確保に努めるものとする。

(2) 特定建築物の耐震対策

県及び市町村は，「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定された特定建築物(学校，病
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院，社会福祉施設，劇場，百貨店，ホテル・旅館，共同住宅，事務所など多数の者が利用する一

定規模以上の建築物で，現行の建築基準法の耐震規定に適合しない建築物)の所有者に対して，耐

震診断・耐震改修に関する普及・啓発を図るとともに，その実施状況の把握に努め，必要な指導，

助言などを行うものとする。また，耐震相談所の設置や耐震診断・改修設計を行う技術者の養成

及び耐震診断結果を判定する体制を整備することなどにより耐震改修の促進を図るものとする。

(3) 一般建築物等の耐震対策

県及び市町村は，「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する特定建築物以外の一般

建築物の所有者等についても，耐震診断・耐震改修の必要性について広く啓発を図り，また耐震

相談所を設置するなど耐震改修が行いやすい状況をつくる。

特に建築年度の古い木造住宅の耐震性の向上については，重要な課題であり，市町村や関係団

体と連携し，耐震診断，耐震改修を支援するものとする。

(4) 文化財の耐震対策

文化財は歴史上また学術上価値の高いものであるとともに，広く県民の貴重な共有財産である

ことから，これを適正に保存し後世に継承して県民の文化向上に資する必要がある。このため，

県及び市町村は，文化財所有者等に対して防災知識の普及・啓発及び耐震性確保のための指導・

助言を行うものとする。

(5) 工作物の耐震対策

県は，煙突・広告塔・高架水槽・鉄塔等の工作物は，防災上軽視されがちであるが，これらに

よる被害例は多い。そのため，これらの工作物の耐震性について広く県民の認識を深めるととも

に，耐震診断・改修の実施を促進する。

(6) 建築物の窓ガラス・外装タイル等の耐震対策

県は，道路に面する３階以上の建築物の窓ガラス・外装タイル等の落下防止については，所有

者等の認識を深め，指導・助言を行う。

特に，通学路及び避難場所周辺については，市町村においても点検を行い，改修を必要とする

建築物の所有者等に対して，指導・助言を行うものとする。

(7) ブロック塀等の耐震対策

県及び市町村は，道路沿いのブロック塀等の所有者に対しては，建築基準法に適合したものと

するよう指導するものとする。特に通学路沿い及び避難場所周辺については，市町村においても

点検を行い，ブロック塀等の所有者に対し，定期的な点検や補強を指導するものとする。

(8) 家具等の転倒防止対策

県及び市町村は，住宅，事務所等の建築物内に設置されている食器棚や書棚等の地震時におけ

る転倒，移動による被害を防止するため，適正な防止方法等について広報紙やパンフレットなど

により，県民への普及・啓発を図るものとする。

(9) 県民に対する耐震対策の普及・啓発

前記各項目について県民の認識を深めるため，県は講習会を開催するにとどまらず，種々の講

習会等にも積極的に講師を派遣するものとする。また，防災パンフレットなどを配布し，都市の

耐震化を住民ぐるみで進めるよう努める。

(10) 応急危険度判定体制等の整備

県は，被災建築物の危険度を判定する応急危険度判定士及び被災宅地の危険度を判定する危険

度判定士の養成，認定・登録及び被災時を想定した訓練を行うとともに，緊急時に対応できる体
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制を整備する。

(11) 関係団体との連携

県及び市町村は，前記各項目を推進するために，耐震診断・耐震改修に関する講習会の開催や

広報活動について，社団法人徳島県建築士会，一般社団法人徳島県建築士事務所協会等の関係団

体と密接な連携を図るものとする。

２ 県が管理又は運営する施設に関する対策

(1) 不特定かつ多数の者が出入りする施設

県が管理する庁舎，会館，社会教育施設，社会体育施設，社会福祉施設，博物館，美術館，図

書館，病院，学校等については，次の措置を講じておくものとする。

ア 各施設に共通する事項

(ｱ) 津波警報等の入場者等への伝達

(ｲ) 入場者等の安全確保のための退避等の措置

(ｳ) 施設の防災点検及び設備，備品等の転倒，落下防止措置

(ｴ) 出火防止措置

(ｵ) 消防用設備の点検，整備

(ｶ) 非常用発電装置の整備，防災行政無線，テレビ・ラジオ・コンピュータなど情報を入手す

るための機器の整備

(ｷ) 緊急地震速報受信設備

※ 利用形態等を考慮して施設によっては，水，食料等の備蓄についても必要な措置を講じて

おく。

イ 個別事項

(ｱ) 病院，診療所にあっては，重症患者，新生児等，移動することが不可能又は困難な者の安

全確保のための措置

(ｲ) 学校，職業訓練校，研修所等にあっては，

ａ 当該学校等が，所在市町村の定める津波避難対象地区にあるときは，避難の安全に関す

る措置

ｂ 当該学校等に保護を必要とする児童生徒等がいる場合，これらの者に対する保護の措置

(ｳ) 社会福祉施設にあっては重度障害者，高齢者等，移動することが不可能又は困難な者の安

全の確保のための措置。

なお，施設ごとの具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。

(2) 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置

ア 災害対策本部又はその支部がおかれる庁舎等の管理者は，１の(1)に掲げる措置をとるほか，

次に掲げる措置をとるものとする。

(ｱ) 自家発電装置，可搬式発電機等による非常用電源の確保

(ｲ) 無線通信機等通信手段の確保

(ｳ) 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保

イ 市町村推進計画に定める避難場所又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入，配備に協力

するものとする。

ウ 県は，市町村が行う屋内避難に使用する建物の選定について，県有施設の活用等協力するも
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のとする。

(3) 県庁舎等における津波からの円滑な避難等に必要な措置

県庁舎や出先機関の庁舎等の施設ごとに具体的に計画するものとする。

(4) 工事中の建築物等に対する措置

工事中の建築物その他の工作物又は施設については原則として工事を中断するものとし、特別

の必要により津波被害の防止対策を行う場合には、作業員の安全確保のため津波からの避難に

要する時間に配慮するものとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 市町村耐震促進計画の策定

２ 公共施設の耐震化

３ 住民の啓発，耐震化に係る補助等による耐震化の促進
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第２節 都市防災機能の強化

【主な実施機関：市町村，県（都市計画課，住宅課）】

第１ 方針

都市機能の集積と都市活動の複雑化の進展に伴い，都市災害はその被害を大規模化させていく傾向に

ある。本県も，近年は中核都市として―層都市機能の集積が進みつつあり，それに伴い新たな災害発生

の危険性が増大しているものと予想される。

このような状況から災害を防除し，災害による被害を最小限にくい止めるため，県及び市町村等は防

災空間の確保，建築物の不燃化の促進，市街地の再開発等を図ることにより都市の防災対策を推進する

ものとする。

第２ 内容

１ 防災空間の確保

都市における大規模な地震災害，同時多発火災及び津波が発生した場合の被害を最小限にとどめる

ため，避難場所，避難路や自衛隊等の活動拠点として有効な役割を果たす都市公園，緑地の整備や新

たな避難路や救援路，施設を利用した避難所などの機能確保が期待できる鉄道高架の事業化を推進す

る。

(1) 緑の基本計画

緑の基本計画は，自然と人間の共生する緑豊かな都市を形成し，国民が豊かさを実感できる生

活環境を形成していくためには，官民が一体となって，都市における緑地の保全・創造を図るこ

とが必要である。

そのため，市町村は，緑地の保全及び緑化の推進を総合的かつ計画的に実施するための基本計

画を策定するものである。

なお，緑の基本計画は，市町村が策定することとなっている。

(2) 都市公園の整備

本県の東部沿岸域の多くは地盤が軟弱であり，また近年市街地において不燃化が進んだとはい

え依然として木造家屋を中心として構成されており，大地震及び火災に対して極めて脆弱な都市

構造であるため，県及び市町村は，環境保全，スポーツ，レクリエーション機能とともに都市防

災機能を持つ都市公園の整備を促進する。

県下の都市公園の整備状況 （平成２４年３月３１日現在）

都市計画区域人ロ 都市計画区域面積 都市公園数 都市公園面積 1人当たり都市公園面積

５８４ 千人 ６２，４６７ ha ２６０ ５２４．５０ha ８．９８㎡

２ 建築物の不燃化促進

(1) 防火地域・準防火地域の指定

我が国は伝統的に木造建築物により市街地が形成され，地震による火災等の被害が生ずるおそ

れは極めて大きいことから，市街地における火災の危険を防除するため都市計画において定める

地域として，防火地域・準防火地域が定められている。
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防火地域の指定は建築物の耐火建築物への促進を図るものであり，都市の中心及び幹線道路沿

いを指定しており，また準防火地域の指定は一定規模以上の建築物を耐火建築物へ，その他の建

築物は準耐火建築物への促進を図る。

こうした制度の活用により，建築物の不燃化の促進を図っていくものとする。

県下の防火地域・準防火地域指定状況（平成２５年３月３１日現在）

市 町 村 名 防 火 地 域 準 防 火 地 域

徳 島 市 ４４．０ ha １３８．０ ha

鳴 門 市 ３．６ －

吉 野 川 市 ９．６ －

計 ５７．２ １３８．０

(2) 公的住宅の不燃化促進

県及び市町村は，都市部にに立地する公的住宅については，不燃化を促進し，住宅団地そのも

のの防災面での強化を図るとともに，周辺地域の防災拠点としても利用できるよう，オープンス

ペースなどの適切な配置を考慮した団地整備を推進する。

３ 市街地開発事業による都市整備

(1) 土地区画整理事業の推進

土地区画整理事業は，公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため，土地区画の形質

の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業であり，

県は，土地区画整理事業を推進することにより道路，公園，緑地を確保し，防災機能の充実を

図る。

(2) 市街地再開発事業の推進

市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るとともに，一層の防災機能の充実

を図るため，市街地再開発事業の推進を図る。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 公園・緑地等の防災利用及び整備

２ 防火地域・準防火地域の指定

３ 土地区画整理事業の推進

４ 市街地再開発事業の推進
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第３節 土砂災害等予防対策

第１款 崩壊危険地の災害防止

【主な実施機関：市町村，県（農業基盤課，森林整備課，砂防防災課），四国地方整備局】

第１ 方針

県及び関係機関は，地すべり，がけ崩れ等の土砂災害を事前に防止するため，危険な個所における必

要な災害防止策について定める。

第２ 内容

１ 地すべり予防対策

県は，地すべりによる災害を防止するため，人的被害の軽減を最優先に考え，単独での避難が困難

な高齢者等を守るための災害時要援護者関連施設の保全，安全な避難を確保するための避難場所の保

全，災害発生時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全，さらに近年に地

すべり等が発生した緊急度の高い箇所における被害拡大防止を重点的に実施する。

また，地すべり防止区域内における地すべりを誘発助長する行為の制限，土砂災害危険箇所図等に

よる地すべり危険箇所の公表周知，雨量観測機器による降雨状況の提供等のソフト対策を推進する。

市町村にあっては，警戒避難体制を確立するとともに，必要な事項を記載した印刷物の配布による

周知，自主防災組織の育成，危険箇所のパトロール等を実施するものとし，必要に応じて県は市町村

を支援する。

(1) 土砂災害緊急調査及び土砂災害緊急情報

ア 緊急調査

重大な土砂災害の急迫している状況において，土砂災害が想定される土地の区域及び時期を

明らかにするため，土砂災害防止法第26条及び第27条に基づき，国土交通省及び県が次のとお

り緊急調査を行う。

(ｱ) 国土交通省が実施するもの

ａ 河道閉塞（天然ダム）による湛水を発生原因とする土石流

(a) 河道閉塞（天然ダム）の高さが概ね20ｍ以上ある場合

(b) 概ね10戸以上の人家に被害が想定される場合

ｂ 河道閉塞（天然ダム）による湛水

(a) 河道閉塞（天然ダム）の高さが概ね20ｍ以上ある場合

(b) 概ね10戸以上の人家に被害が想定される場合

(ｲ) 県が実施するもの

ａ 地すべり

(a) 地すべりにより，地割れや建築物等に亀裂が発生又は被害が広がりつつある場合

(b) 概ね10戸以上の人家に被害が想定される場合

イ 土砂災害緊急情報（土砂災害防止法第29条）

国土交通省及び県は，緊急調査の結果に基づき当該土砂災害が想定される区域及び時期に関

する情報（土砂災害緊急情報）を土砂災害防止法第29条により関係市町村へ通知するとともに
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一般住民に周知する。

なお，国土交通省が緊急調査を行ったものについては県に対しても土砂災害緊急情報が通知さ

れる。

〔参 考〕

地すべりの前兆

１ 斜面に段差が出たり，き裂が生じる。

２ 凹地ができたり，湿地が生じる。

３ 斜面からの湧水が濁ったり，湧き方が急に変化する。

４ 石積がはらんだり，擁壁にひびが入る。

５ 舗装道路やたたき（三和土）などにひびが入る。

６ 樹木，電柱，墓石などが傾く。

７ 戸やふすまなどの建具がゆるみ，開けたてが悪くなる。

集中豪雨，長雨，地震時に発生しやすいが，常に注意しておく必要がある。

２ 急傾斜地崩壊予防対策

県は，がけ崩れによる災害を防止するため，人的被害の軽減を最優先に考え，単独での避難が困難

な高齢者等を守るための災害時要援護者関連施設の保全，安全な避難を確保するための避難地の保全，

災害発生時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全，近年にがけ崩れ等が

発生した緊急度の高い箇所における被害拡大防止，さらに沿岸部における津波避難場所・避難路の確

保を重点的に実施する。

また，急傾斜地崩壊危険区域におけるがけ崩れを誘発助長する行為の制限，土砂災害危険箇所図及

び標識による急傾斜地崩壊危険箇所の公表周知，雨量観測機器による降雨状況の提供等のソフト対策

を推進する。

市町村にあっては，警戒避難体制を確立するとともに，必要な事項を記載した印刷物の配布による

周知，自主防災組織の育成，危険箇所のパトロール等を実施するものとし，必要に応じて県は市町村

を支援する。
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〔参 考〕

危険度の高いがけ

１ クラックのあるがけ

２ 表土の厚いがけ

３ オーバーハングしているがけ

４ 浮石の多いがけ

５ 割目の多い基岩からなるがけ

６ 湧水のあるがけ

７ 表流水の集中するがけ

８ 傾斜角が３０°以上，高さ５ｍ以上のがけ

集中豪雨，台風，地震時には特に注意する必要がある。

３ 土石流予防対策

県は，土石流による災害を防止するため，人的被害の軽減を最優先に考え，単独での避難が困難な

高齢者等を守るための災害時要援護者関連施設の保全，安全な避難を確保するための避難地の保全，

災害発生時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全，さらに近年に土石流

等が発生した緊急度の高い箇所における被害拡大防止を重点的に実施する。

また，砂防指定地内の土砂流出を誘発助長する行為の制限，土砂災害危険箇所図及び標識等による

土石流危険渓流の公表周知，雨量観測機器による降雨状況の提供等のソフト対策を推進する。

市町村にあっては，警戒避難体制を確立するとともに，必要な事項を記載した印刷物の配布による

周知，自主防災組織の育成，土石流危険渓流のパトロール等を実施するものとし，必要に応じて県は

市町村を支援する。

４ 山地に起因する災害危険個所（山腹崩壊危険地区，崩壊土砂流出危険地区）の予防対策

県は，災害を未然に防止するため，治山事業により防災対策を推進するとともに，山地災害危険個

所を県のホームページで公開することにより危険個所の周知を図る。また，県は市町村及び地域住民

と連携し，危険個所のパトロールや治山施設の定期的な点検を実施する。

県と市町村は，危険地区に関係する集落の実態を調査し，危険度に応じた警戒避難体制を確立する

とともに，人的被害の軽減を最優先に考え，特に危険地区内にある災害時要援護者関連施設の保全を

重点的に実施する。

５ 土砂災害警戒区域等における予防対策

県及び市町村は，土砂災害から住民の生命及び身体を守るため，急傾斜地の崩壊，土石流又は地す

べり（以下「急傾斜地の崩壊等」という。）が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし，警戒

避難体制の整備を図るとともに，一定の開発行為を制限することなど土砂災害のソフト対策を推進す

る。

(1) 基礎調査
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県は，土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害防止法に基づき行わ

れる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として，急傾斜地の崩壊等のおそれのある土

地に関する地形，地質，降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その

他の事項に関する調査を実施する。

(2) 土砂災害警戒区域等の指定

県は，市町村長の意見を聴いて，土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域として指定

を，また，警戒区域のうち建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れ

のある区域を土砂災害特別警戒区域として指定を行う。

なお，当該特別警戒区域については次の措置を講じるものとする。

ア 住宅宅地分譲地，社会福祉施設等のための開発行為に関する許可

イ 建築基準法に基づく建築物の構造規制

ウ 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

エ 勧告による移転者への融資，資金の確保

(3) 警戒避難体制の整備

市町村は，土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達，予警報の発令及び

伝達，避難，救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について，市町村地域防災計画に定め

るものとする。また，土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設

がある場合は，当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等の伝

達方法を定めるものとする。

なお，市町村長は，土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住

民に周知させるため，これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものと

する。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備

２ 土砂災害警戒区域の住民に対する周知

第２款 液状化対策

【主な実施機関：市町村，県（施設管理者），公共・公益施設管理者】

第１ 方針

地震に伴う埋立地等の液状化による被害を防止するため，必要な措置について定める。

第２ 内容

県，市町村及び公共・公益施設の管理者は，埋立地や旧河道等の液状化のおそれのある箇所を始めと

して，浅部の地盤データの収集とデータベース化の充実等を図るとともに，施設の耐震性能を調査し，

その結果に基づいて，液状化の発生を抑制する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を軽

減させる対策等を適切に実施する。

また，大規模開発に当たっては十分な連絡・調整を図るものとする。

さらに，県及び市町村は，住宅・宅地の液状化対策として，液状化対策に有効な基礎構造等について
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のマニュアル等による普及を始め，県民への適切な情報提供等を図る。

第３款 宅地防災対策

【主な実施機関：市町村，県（都市計画課，住宅課）】

第１ 方針

県は，都市計画法の開発許可制度及び建築基準法に基づき，崖崩れ，擁壁の倒壊等の地盤災害を未然

に防止するため，宅地造成工事については，適切な審査と指導を行う。

第２ 内容

１ 工作物の耐震設計

擁壁，法面等で地震により崩壊する恐れのある工作物等について，建築基準法等の関係法令に定め

る技術基準に適合するよう指導を徹底する。

２ 監 督 処 分

許可に係る行為で是正等を要する場合には，監督権，命令権に基づき速やかに処置する。

(1) 都市計画法の監督処分

ア 許可の取消し，変更，効力の停止

イ 許可条件の変更，附加

ウ 工事停止命令

エ その他，違反是正措置命令

(2) 建築基準法の監督処分

ア 工事停止命令

イ その他，違反是正措置命令

３ 防災パトロール

定期パトロールを強化して，違反宅地造成，危険宅地の発見に努め，これに対して是正措置を強力

に指導し，宅地防災対策について万全を期す。

４ 被災宅地危険度判定体制の整備

県は，被災宅地危険度判定実施要綱により，被災宅地の危険度を判定する被災宅地危険度判定士の

養成，都道府県及び市町村間の相互支援体制の整備等を実施し，大規模な地震等に伴い宅地災害が発

生した場合，被災宅地危険度判定士を活用して，宅地の被害状況調査及び危険度の判定を迅速かつ的

確に行い，二次災害を軽減，防止する。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 危険宅地の所在及び警戒体制，保全対策

２ 地域自主防災体制の整備

第４款 ダム防災対策
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【主な実施機関：県（砂防防災課，企業局），四国地方整備局，独立行政法人水資源機構，四国電力

(株)】

第１ 方針

県及び関係機関は，地震に伴う多目的ダムの被害を防止するため，ダム施設の適切な維持・管理を実

施する。

第２ 内容

１ 施設の現況

河川区域内のダム施設は，河川管理施設等構造令等に基づいた耐震設計を行っており，多目的ダム

が５（県３，四国地方整備局１，独立行政法人水資源機構１），発電用ダムが８（県１，四国電力

７）設置されている。

２ 保守管理目標

ダムについては，ダム検査規程等に準拠し，定期的に巡視・点検により保守管理を行っており，大

規模な地震（震度４以上）が発生した場合には，直ちに臨時点検を実施するものである。

第５款 農業用ダム・農業用ため池対策

【主な実施機関：県（農業基盤課）】

第１ 方針

県及び関係機関は，地震に伴う農業用ダム，農業用ため池の被害を防止するため，関係施設の適切な

維持・管理について定める。

第２ 内容

１ 管理の形態

農業用ダム・農業用ため池は，農業用施設として土地改良区，水利組合等が独自に運営管理してい

る。大規模な改修については国，県，市町村の補助を受けている場合が多いが，基本的には，受益者

で維持管理されている。

２ 災害予防目標

貯水した状態で堤体の亀裂，余水吐の破損，樋管の折損等の被害があった場合，数日後の決壊等の

二次災害が予想される。これは，破損等の早期発見と応急対策によって避けられるものであり，この

二次災害を防止することを目標とする。

３ 緊急点検ため池の選定

農業用ダム・農業用ため池の決壊による二次災害を防止することを目標に，過去の経験から震度４

以上の地震が発生した場合に，緊急点検を行う。

地震による災害が発生した場合に，すべての農業用ダム・農業用ため池を緊急点検することが望ま

しいが，多数のため池がある場合には，人手や優先度の上から困難である。市町村は，あらかじめ施

設の規模と重要度，人的被害の恐れを勘案して緊急点検を実施する農業用ダム・農業用ため池を選定

して県に報告するとともに，各市町村の地域防災計画に記載するよう努める。
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４ 緊急点検体制

地震発生後の緊急点検は管理者が行い，市町村を経由して点検結果を県に報告するものとする。

異常が発見された場合は，人命優先・二次災害防止を優先し応急対策を実施するとともに，市町村

や関係機関と連携し被害の拡大を防止する。

県は，土地改良区及び水利組合等の農業用ダム・農業用ため池管理者で対応しきれない規模の災害

が発生した場合に，これらの管理者の要請により，県及び市町村が支援を行い，緊急点検が実施でき

るよう体制づくりに努める。

また，ため池の位置や点検ルートについての資料は，県の「ため池防災データベース」に蓄積し，

提供できる体制づくりに努める。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ ため池施設の整備

２ ため池の管理体制の強化
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第４節 津波災害予防対策

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，農業基盤課，水産課，河川振興課，都市計画課，運輸政策

課），四国地方整備局，徳島地方気象台】

第１ 方針

津波からの防護のための河川，海岸，港湾等の施設の整備等について定める。

第２ 内容

１ 津波災害対策の基本的な考え方

東日本大震災の極めて大きな津波被害の教訓から，津波災害対策の検討に当たっては，以下の二

つのレベルの津波を想定することを基本とする。

・発生頻度は極めて低いものの，発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

・最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く，津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波

(1) 最大クラスの津波に対しては，人命を守ることを最優先として，住民避難を軸に，住民の防災

意識の向上，海岸保全施設等の整備，浸水を防止する機能を有する交通インフラなどの活用，土

地のかさ上げ，避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段の整備・確保などの避難体制の整

備，津波浸水想定を踏まえた土地利用・建築規制などを組み合わせるとともに，地域の状況に応

じた総合的な対策を講じるものとする。

(2) 比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては，内陸への津波の浸水を防ぐことにより，人

命保護に加え，住民財産の保護，地域の経済活動の安定化，効率的な生産拠点を図るため，海岸

保全施設等の整備を進めるものとする。

２ 津波災害対策

南海トラフ地震による津波により ，沿岸部では津波が堤防を乗り越え，内陸部では河川を遡上し

た津波が広範囲に浸水被害を発生させることが想定される。

このため，県が管理している海岸保全施設等について，各施設の現況調査を踏まえ，ハード・ソフ

トが一体となった防災対策を策定することとしている。

また，市町は，県が作成する浸水予測図等に基づき，避難勧告・指示等の具体的な対策をあらかじ

め検討しておくとともに，沿岸地域住民及び海岸利用者に対する，津波又は浸水時の対応策の周知に

努める。

(1) 河川・海岸・港湾・漁港管理者が定めるべき事項

ア 防潮堤，堤防，水門等の点検方針・計画

イ 防潮堤，堤防，水門等の自動化・遠隔操作化・統廃合化・補強等必要な施設整備等の方針・

計画

ウ 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制，手順及び平常時の管理方法

エ 内水排除施設等については、発災に備えて、施設の管理上必要な操作、非常用発電装置の準

備、点検その他所要の被災防止措置

オ 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート，ヘリコプター臨時発着場，港湾，漁港等の
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整備の方針及び計画

カ 同報無線の整備等の方針及び計画

(2) 津波・浸水予防施設の整備

ア 海岸保全施設

津波による被害を防止又は軽減するため，防波堤や防潮堤など必要な施設について，耐震性

・耐津波性への照査を実施し，管理者である県及び市町は必要な施設の補強・嵩上等整備を推

進するとともに，事態に即応した適切な措置が講じられるようあらかじめその体制を整えてお

くものとする。

水門・樋門等の施設については，津波の来襲に備え，その施設の利用状況等を考慮した上で

可能な施設においては，通常の降雨量が流下できる高さまで常時降下させておくものとし，必

要に応じて自動化，遠隔操作化も検討する。

陸閘については，利用状況を考慮し，施設の統廃合化や常時閉鎖の啓発を進める。

また，門扉が非常時に確実に作動するよう定期的な点検及び訓練等を実施し，万全の態勢を

整える。

イ 河川管理施設

津波による被害を防止又は軽減するため，管理者である国，県及び市町においては必要な施

設の補強等整備を推進するとともに，事態に即応した適切な措置が講じられるようあらかじめ

その体制を整えておくものとする。

水門・樋門等の施設については，津波の来襲に備え，通常の降雨量が流下できる高さまで常

時降下させておくものとし，必要に応じて自動化，遠隔操作化も検討する。

陸閘については，利用状況を考慮し，施設の統合化や常時閉鎖の啓発を進める。

また，門扉が非常時に確実に作動するよう定期的な点検及び訓練等を実施し，万全の態勢を

整える。

地震により被災する恐れがある許可工作物についても，その設置者が必要な措置を講じるよ

う指導するものとする。

ウ 港湾管理施設

港湾施設は，陸路と海上路を結ぶため設けられた施設であり，災害時には，孤立した地域の

緊急輸送や救助活動を行う拠点となることから，港湾管理者は日頃から施設の点検補修を実施

し，災害時に備えるものとする。

エ 漁港管理施設

津波による被害を防止又は軽減するため，管理者である県及び市町村においては，必要な施

設の補強等整備を促進するとともに，事態に即応した適切な措置が講じられるようあらかじめ

その体制を整えておくものとする。

水門・樋門等の施設については，漁港巡回指導員が常時状況の把握に努め，規模が大きく機

械操作が必要な箇所においては樋門看守を設置し，津波の来襲に備え，通常の降雨量が流下で

きる高さまで降下させておくなど管理上必要な措置が迅速に執られる体制を整備する。

陸閘については，常時閉鎖が可能な箇所においては，利用者や地域住民等に対し，利用後の

閉鎖が定着するよう啓発に努めるとともに徹底を図るものとする。

また，門扉等が非常時に確実に作動するよう定期的な点検及び訓練等を実施するとともに，

必要に応じて施設の統合や自動化，遠隔操作化も検討し，万全の態勢に努めるものとする。
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オ 林野管理施設

津波による被害を防止又は軽減するため，整備した施設とその背後にある防潮林の管理及び

機能強化を推進するとともに，設置している陸閘については，常時閉鎖を基本とした体制を整

える。

３ 津波に強いまちづくり

(1) 津波に強いまちの形成

ア 県は，津波災害のおそれのある区域について，沿岸地域の自然特性，社会経済特性等の現状を

把握するための基礎調査を行い，その結果を踏まえ，津波浸水想定を設定する。

イ 県は，市町と連携して，「津波防災地域づくりに関する法律」において，知事が指定できるこ

ととされている「津波災害警戒区域」及び「津波災害特別警戒区域」について，「徳島県南海ト

ラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」に基づき，区域指定を推進する。

また，津波災害を予防する適正な土地利用を促進するため，土地利用に関する規制緩和等を実

施するものとする。

ウ 市町は，関係機関と連携して，津波防災地域づくりを総合的に進めるため，「津波防災地域づ

くりに関する法律」に基づく「推進計画」の作成を推進する。

エ 県及び市町は，津波浸水想定や区域指定等を踏まえ，地域住民が確実に避難できる体制を確立

するため，徒歩による避難を原則として，できるだけ短時間で避難が可能となるような避難場所，

避難路などの避難関連施設の計画的整備や民間施設を活用した避難場所等を確保するとともに，

建築物や公共施設の耐浪化等により，津波に強いまちの形成を図る。

４ 津波・浸水時の被害予防対策

(1) 津波については，個人の避難行動が特に重要であることから，県，市町及び防災機関は，津波の

危険や津波警報・避難指示等の意味合い，避難方法等を県民及び船舶等に対して広く啓発するもの

とする。

津波警戒の呼びかけは，「強い揺れを感じたとき，または，弱い揺れであっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたとき，揺れを感じなくても津波警報が発表されたときは，住民等は海浜から

離れ安全な場所に避難すること，船舶は港外に避難すること」を基本として，別冊資料編に掲載の

広報文の例により，周知徹底を図るものとする。

(2) 市町は，津波によって浸水が予想される地域について事前に把握し，浸水想定等を作成・活用す

るなどして，避難勧告・指示等の具体的な対策をあらかじめ検討しておくとともに，住民等に対し

周知を図るよう努める。

(3) 市町は，津波浸水想定等に基づき避難場所，避難路を指定し，これを示す津波ハザードマップの

整備を行い住民に周知し、必要に応じて見直しするとともに，避難場所・避難路等を示す統一的な

記号等を利用したわかりやすい案内板や津波浸水標識等の設置により，緊急時の注意を呼びかけ，

沿岸地域住民及び海岸利用者に対して，津波の対応の啓発に努める。

特に観光地や海水浴場等外来者の多い場所では，駅・宿泊施設・行楽地にも浸水や避難に関する

表示の設置等を行い，周知を図るよう努めるものとする。

また，海岸利用者の海岸からの避難路として，また防火用水としての海水利用をしやすくするた

め，海岸への昇降路の設置等の整備を図る。
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なお，避難場所・避難路については，浸水域や浸水深を想定し，地形・標高等の地域特性を十分

に配慮した整備を図るものとする。特に周囲に高台等がない地域では，堅固な高層建物の中・高層

階や人工構造物を避難場所に利用するいわゆる津波避難ビルやタワー等の整備・指定を進め，より

効果的な配置となるよう努める。

さらに，ヘリポート，防災拠点及び情報基盤の整備等により地域の孤立防止対策等，津波に強い

地域づくりに努めるものとする。

(4) 市町は，津波に備えて平常時から地域防災計画等に基づき，地域住民等と連携した防災訓練に努

めるとともに高齢者，障害者などの災害時要援護者を適切に避難誘導するため，地域住民や自主防

災組織等の協力を得ながら，平常時より避難誘導体制の整備に努める。

さらに，消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置について，次

の事項を重点としてその対策を定めるものとする。

ア 正確な津波警報等の情報収集及び伝達

イ 津波からの避難誘導

ウ

自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援

エ 津波到達予想時間等を考慮した退避ルールの確立

オ 緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保

(5) 徳島地方気象台は，気象庁が発表する津波警報等について関係機関に対し周知を計るとともに市

町が活用する津波浸水予測図に関して，技術的な支援・協力を行う。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 津波避難ビルの指定

２ 津波ハザードマップの作成

３ 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項

４ 人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び

伝達に関する事項

５ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

６ 津波避難訓練の実施に関する事項

７ 警戒区域内に、地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）

又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で

あって、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると

認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地

８ 前各号に掲げるもののほか、津波災害警戒区域における津波による人的災害を防止するために必

要な警戒避難体制に関する事項

９ 避難促進施設の所有者または管理者による避難確保計画の作成（津波防災地域づくりに関する法

律７１条）
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第５節 水道施設の整備

【主な実施機関：市町村（水道事業者），県（安全衛生課）】

第１ 方針

地震による水道被害を抑制し，迅速な復旧を可能にする水道施設の整備について定める。

第２ 内容

１ 水道施設の整備

(1) 水道施設の耐震化

市町村は，地震による水道施設の被害を抑制し，また液状化等による被害の影響を少なくするた

め，あらかじめ耐震化計画を策定し，次により水道施設の整備を図るものとする。

ア 石綿セメント管など，耐震化に際して弱点となるような管路については，耐震性の高い管路へ

の更新を進め，早期に完了させるよう努める。

イ 耐震化は，重要度の高い次に掲げる水道施設から計画的に進めるよう努める。

(ｱ) 浄水場，配水池，主要な管路等の重要度の高い基幹施設

(ｲ) 避難所，医療施設，社会福祉施設，防災拠点施設等防災上重要な施設への配水施設

(ｳ) 情報伝達設備，遠隔監視・制御設備，自家発電設備等の水道施設の機能を十分発揮させるめ

に必要不可欠な施設

ウ 断水被害区域が広範囲とならないよう，バルブの配置を見直し，適切な配置の整備を進める。

エ 局地的な被害が生じても施設全体の機能阻害を低減させるため，隣接事業体と管路で連結する

など，管路システムを耐震化することについて検討する。

(2) 二次災害の防止

市町村は，水道施設の被災により，貯留水の流出による被害や有毒物質の漏洩による被害などの

二次災害が予想される場合には，次のような対策を検討し，必要な予防措置を講ずるものとする。

ア 配水池貯留水の流出による避難路及び住宅密集地への被害を防止するため，流入・流出管に緊

急遮断弁の設置

イ 法面に隣接した配水池での転倒防止，水の流出防止及び斜面配管における管路の防護

ウ 塩素等の有害物質の漏洩による被害を防止するため，薬品貯蔵槽の防液堤の設置，貯留槽の定

着強化のほか，配管に伸縮可撓を挿入，耐震継手の採用

エ 塩素設備の配管類の強化，ボンベの転倒・滑動防止，塩素除外設備の設置

(3) 応急復旧対策

市町村は，水道施設の被害によって断水が生じても，早期の復旧を可能とするため，応急復旧に

ついての計画をあらかじめ定めておくほか，次の対策を講ずるものとする。

ア 日頃から水道施設の管理図面等の整備を図り，分散して保管・管理する。

イ 地震発生後の緊急措置や応急復旧活動に必要となる情報の迅速な収集や，近隣市町村等への応

援要請ができるよう，電話，無線等の通信手段を整備，確保しておく。

ウ 応急復旧時に必要な資機材，作業力を確保するため，資機材を備蓄し，定期的に点検，整備を

行うとともに，近隣市町村との相互応援体制の整備を図り，また，資機材メーカー，施工業者等

との協定等の締結に努める。
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エ 復旧作業用水を確保するため，他用水から緊急取水について確認しておくほか，予備水源の確

保，配水池の大容量化，受水槽の増量等について検討する。

オ 非常用電源を確保する。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 実施責任

２ 水道施設の整備・保守

３ 被害状況の調査・点検

４ 災害時用の資機材の整備

５ 応急復旧の実施・応援要請

６ 教育訓練・広報
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第６節 危険物等の災害予防対策

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，薬務課），中国四国産業保安監督部四国支部，徳島海上保

安部】

第１ 方針

県又は市町村は，地震による危険物災害の発生及び拡大を防止するため，関係機関と連携して，法令

の定めるところによる保安体制の強化を図り，さらに適正な保安教育及び訓練の徹底並びに自衛消防組

織の育成及び防災思想の啓発普及を図る。

第２ 内容

１ 危険物災害予防対策

(1) 保安教育の実施

県は，危険物事業所の管理責任者，防火管理者，危険物取扱者及び危険物施設保安員等に対し，

保安管理の向上を図るため，消防機関と連携して講習会，研修会等の保安教育を実施する。

また，危険物安全週間に広報，啓発活動を行うことにより，危険物の保安意識の高揚に努める。

(2) 規制の強化

県は，危険物施設に対し，次の事項を重点に立入検査等を適時実施し，災害の発生と拡大の防止

を図る。

ア 危険物施設の位置，構造及び設備の維持管理についての検査の強化

イ 危険物の貯蔵，取扱い，運搬，積載等の方法についての検査及び安全管理についての指導の強

化

ウ 危険物施設の管理者，危険物保安監督者等に対する非常時にとるべき措置の指導の強化

エ 地震動及び津波等による危険物施設等の影響に対する安全措置の指導の強化

(3) 屋外タンク貯蔵所等からの流出油等事故対策

県は，液体危険物を貯蔵する大規模な屋外貯蔵タンク等については，不等沈下の防止及び漏洩事

故などの防止を図るよう指導するとともに，危険物の流出油等事故が発生した場合，敷地外流出に

よる二次災害を防止するための必要な措置を講ずるよう指導する。

(4) 自衛消防組織の強化促進

ア 危険物事業所は，自衛消防隊の組織化を推進し，自主的な災害予防体制の確立を図る。

イ 危険物事業所は，隣接する事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し，効率ある自衛消

防力の確立を図る。

(5) 化学的な消防資機（器）材の整備

市町村は，多様化する危険物に対応して化学消防車等の整備を図り，化学消防力の強化に努める

とともに，事業所等についても危険物災害の拡大防止を図るために必要な応急資機（器）材の整備，

備蓄の促進について指導する。

２ 高圧ガス,ＬＰガス及び火薬類災害予防対策

中国四国産業保安監督部四国支部及び県は，高圧ガス,ＬＰガス及び火薬類による災害の発生及び

拡大を防止するため，高圧ガス地震防災マニュアル等に基づき，保安意識の高揚，保安の強化，自主
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保安体制の整備等保安体制の強化促進を図る。

(1) 保安意識の高揚

ア 高圧ガス保安法,液化石油ガス法及び火薬類取締法等関係法令の周知徹底を図るため，保安教

育講習等を実施する。

イ 高圧ガス地震防災マニュアルの周知徹底を図る。

ウ 高圧ガス，ＬＰガス及び火薬類の取扱従事者等に対する技術講習を実施する。

エ 危害予防週間や保安活動促進週間を設け，保安意識の高揚に努める。

(2) 保安の強化

ア 製造施設，貯蔵所等が関係法令に規定する技術上の基準に適合し，かつ適正に維持されている

かについて保安検査及び立入検査を実施する。

イ 指導の適正を期するため，指導取扱方針の統一，相互協力等により関係機関との連携を密にす

る。

(3) 自主保安体制の整備

ア 保安教育計画に基づく保安教育及び防災訓練の実施により，業務上の保安確保に万全を期すよ

う指導する。

イ 定期自主検査の完全実施と責任体制の確立を強力に指導する。

ウ 高圧ガス地震防災マニュアルに基づく防災体制の整備について指導する。

３ 毒物劇物災害予防対策

県は，毒物劇物による保健衛生上の危害を防止するため，毒物劇物営業者及び毒物劇物業務上取扱

者に対して次のとおり監視指導を行い，災害予防対策を講ずる。

(1) 営業者に対し，常に構造設備基準に適合するよう徹底を図る。

(2) 毒物劇物の貯蔵タンクを有する施設に対して，屋外タンク，屋内タンク，地下タンクの構造設備

基準に適合するよう指導する。

(3) 毒物劇物貯蔵所を定期的に点検を行わせると同時に，事故が発生した場合の応急措置体制の確立

の指導及び届出義務（保健所，消防署，警察署）の周知徹底を図る。

４ 放射線災害予防対策

防災関係機関並びに放射性同位元素の届出使用者は，震災時における放射性物質による事故を未然

に防止するため，施設の防災対策，防災業務従事者に対する教育及び訓練，防護資機材の整備等災害

予防対策を推進するとともに，施設の倒壊による放射線の漏洩を想定し，震災発生時に速やかに関係

機関に連絡できる体制を構築する。

５ 海上特殊災害予防対策

徳島海上保安部及び関係機関は，危険物等積載船舶の事故による災害を防止するため，航行制限の

強化，水路・航行援助施設等及び防災資機（器）材の整備促進，保安教育訓練の徹底，防災関係機関

相互間の有機的連携の強化等指導及び保安体制の確立を図るものとする。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 危険物施設の保安対策の実施
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第７節 避難対策の充実

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，医療政策課，薬務課）】

第１ 方針

本県が実施した各種調査の被害想定の効果的な軽減には，南海トラフ地震はもとより一般災害に対し

ても地域ごとの詳細な避難計画の策定と，この避難計画に基づく避難訓練の実施及び検証が不可欠であ

る。

このため，市町村長等は，震災時における火災，津波，土砂災害等から住民の生命，身体の安全を確

保するためあらかじめ避難場所及び避難路の選定，避難計画の作成等を行い，総合的，計画的な避難

対策の推進を図るものとする。

なお，県及び市町村は，居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービ

スを容易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備を図るものとする。

第２ 内容

１ 津波からの避難対策

本県が実施した被害想定調査結果などを踏まえて，津波被害が予想される市町の長等は，具体的な

シミュレーションや訓練の実施などを通じて，具体的かつ実践的な津波避難計画の策定等を行い，住

民の安全確保に努めるとともに，平常時から津波避難に関する留意事項等を関係地域住民に周知して

おくとともに，避難訓練を実施して必要に応じて避難計画の見直しを行うものとする。

特に，津波避難計画は，実効性の確保及び住民等の避難意識の啓発等の観点から，住民の参画を得

て作成するよう努めるものとする。

また，ハザードマップの整備，防災教育，防災訓練の充実，避難場所・津波避難ビル及び避難路・

避難階段の整備・確保など，まちづくりと一体となった地域防災力の向上に努めるものとする。

なお，避難対象地域については，これを推進計画に明示するものとし，避難対象地域別の避難場所，

避難路その他避難に必要な事項についても明示するものとする。

これらについては、各種防災施設の整備状況や被害想定の検証等を定期的に行い、必要に応じて見

直していくものとする。

(1) 津波警報等の伝達

津波被害の可能性のある市町は，さまざまな環境下にある住民等に対して津波警報等が確実に

伝わるよう，関係事業者の協力を得つつ，防災行政無線，全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔ），ケーブルテレビ，テレビ，ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。），携帯電話（緊急速報

メール機能を含む。）等を用いた伝達手段の多重化，多様化を図るものとする。

また，津波警報，避難勧告等の周知が，住民の迅速・的確な避難行動に結びつけるよう，地域の

特性を踏まえ，津波警報等の内容に応じた避難指示等の具体的な発令基準及びその伝達内容等をあ

らかじめ定めておくものとする。その際，高齢者や障害者等の災害時要援護者や一時滞在者等に配

慮するものとする。

(2) 避難誘導体制

地震・津波発生時には，家屋の倒壊，落下物，道路の損傷，渋滞・交通事故等が発生するおそれ

があることから，津波発生時の避難は，徒歩によることを原則とする。
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ただし，各地域において，津波到達時間，避難場所までの距離，災害時要援護者の存在，避難路

の状況等を踏まえて，やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合，市町は，県警察と十分調

整を図り，避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする。

市町は，消防職団員，水防団員，警察官，職員など防災対応や避難誘導にあたる者の危険を回避

するため，津波到達時間内での防災対応や避難誘導に係る行動ルールを定めるものとする。

(3) 避難場所及び避難路の選定等

避難場所の選定にあたっては，避難対象地区の実情に応じた弾力的な措置が必要とされるが，そ

の選定基準は，「近くの高い所」を基本とし，津波浸水予測調査結果などによる津波到達予想時間，

高さ等を十分考慮する。

また，高台への避難に相当な時間を要する平野部など避難困難地区については，堅牢な高層建物

の中・高層階や高速道路ののり面などを避難場所として利用するほか，避難場所及び避難路の選定

・指定にあたって，次の事項について十分留意するものとする。

ア 避難場所

(ｱ) 安全性が確保されていること

(ｲ) 過去の地震による津波の浸水地域，津波浸水予測調査結果などによる津波到達予想時間，高

さ等を十分考慮すること

(ｳ) 避難できる限界の距離は，最長でも５００ｍ程度を目安とし，避難対象者や地域の特性等も

考慮し設定すること

(ｴ) 避難困難地区の解消を図るため，津波避難ビル等の指定・設定をすること（所有者，管理者

の理解が必要）

(ｵ) 避難場所における貯水槽，井戸，仮設トイレ，マット，非常用電源，衛星携帯電話等の通信

機器等のほか，空調，洋式トイレなど高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等の災害時要援護者に

も配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めること

(ｶ) テレビ，ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の配備を図ること

(ｷ) 指定された避難場所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し，食料，水，常備薬，炊

きだし用具，毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めること

イ 避難路

(ｱ) 安全性が確保されていること

(ｲ) 避難路の指定・設定に当たっては，現地踏査等を十分に行うこと

(ｳ) 幅員は可能な限り広く，かつ迂回路等が確保されていること（観光客等の多数の避難者が見

込まれる地域にあっては，十分な幅員が確保されていること）

(ｴ) 海岸沿いや河川沿いの道路を指定・設定することは可能な限り避けること

(ｵ) 津波の進行方向と同方向へ避難する道路を指定・設定すること

ウ 船舶の避難

(ｱ) 港外退避を念頭に置き，あらかじめ「十分な水深があり，かつ広い」沖合いを避難海域にで

きるよう，同海域までの所要時間を調べておく。

(ｲ) 地震を感じたら，直ちにラジオ，テレビ等から気象庁発表の情報を入手し，津波に関する警

報等が発表された場合は，以下の(ｳ)から(ｵ)の措置をとる。

(ｳ) 人命の安全確保を最優先とし，船舶の避難に高い危険が予想されるとき，乗組員等は，陸上

の安全な場所（高台や避難所等）に避難する。
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(ｴ) 徳島小松島港に在泊する船舶は，同港台風津波等対策委員会が定めた徳島小松島港台風津波

等災害防止措置実施要領に基づく措置を講じる。

(ｵ) その他の港に在泊する船舶は，前記(ｴ)と同様の措置を講じる。

〔資 料 編〕

徳島小松島港台風・津波等対策委員会規約

徳島小松島港台風・津波等災害防止措置実施要領

(4) 避難訓練の実施

住民意識の高揚及び円滑な避難の確保等を図るため，年１回以上津波避難訓練を実施する。

また，実施に当たっては，居住者はもとより観光客，釣り客，海水浴場客等の外来者，漁業・港

湾関係者等の幅広い参加を促すとともに，災害時要援護者や観光客等の避難誘導等の実践的な訓練

となるよう努めるものとする。

(5) 避難に関する環境整備

市町長は，避難計画の整備を図るとともに，防災行政無線の整備等により，避難命令等を迅速に

住民に伝達する手段を確保するとともに，夜間の避難を想定した照明設備，避難誘導標識の設置，

避難場所及び避難路等の標高の公表等，避難環境の整備に努めるものとする。

(6) 交通規制

県警察は，津波の襲来により危険度が高いと予想される区間及び避難路として使用が予定されて

いる区間について交通規制の内容を定め，計画に明示するとともに，事前の周知措置を講ずる。

なお，必要に応じ隣接する県警察との連絡を密にし，交通規制の整合性を広域的に確保する。

(7) 平常時の広報及び防災教育

津波避難に関する平常時からの広報及び教育すべき事項は，おおむね次のとおりとし，各種広報

媒体の利用，防災訓練の実施，パンフレット等の配布及び津波浸水標識の設置等により住民への周

知徹底を図るものとする。

ア 避難場所，経路及び方法

イ 津波に関する基礎知識

(ｱ) 我が国の沿岸ではどこでも津波が襲来する可能性があり，強い地震（震度４以上）を感じた

とき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは，迷うことなく迅速

かつ自主的にできるだけ高い場所に避難する。

(ｲ) 避難に当たっては徒歩によることを原則とする。

(ｳ) 自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促す。

(ｴ) 津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもある。

(ｵ) 第二波，第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以上

にわたり継続する可能性がある。

(ｶ) 強い揺れを伴わず，危険を体感しないままに押し寄せる，いわゆる津波地震や遠地地震の発

生の可能性がある。

ウ 日頃の準備，避難の心得

(ｱ) 非常持出品（救急箱，懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備

(ｲ) 避難場所，避難路の確認

(ｳ) 警報・注意報発表時や避難勧告等発令時にとるべき行動，避難場所での行動

(ｴ) いざというときの対処方法の検討
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(ｵ) 防災訓練への積極的参加

(8) 住民等の予防措置

ア 地域住民等

関係地域住民等は，避難場所，避難経路，避難方法及び家族との連絡方法等を平常時から確認

しておくとともに，いつでも速やかに避難できるよう万全の準備をしておくものとする。

イ 事業者

(ｱ) 南海トラフ特措法に基づく南海トラフ地震防災対策計画（以下「対策計画」という。）の作

成義務者は，同法その他関係法令に基づき，実効性のある対策計画を策定し，津波からの避難

等について万全の体制を確保しておくものとする。

(ｲ) 県及び市町村並びに関係機関・団体は協力して，一定の津波浸水が想定される地域にある事

業者で，法令上，対策計画を定める義務のない事業者に対しても，施設の利用者や職員及び地

域の安全確保対策等の観点から，対策計画に準じた防災対策計画の普及に努めるものとする。

２ 火災からの避難対策

(1) 避難場所の確保

ア 広域避難場所の選定

震災時には円滑な消火活動が阻害されることが考えられ，密集市街地では炎上火災の恐れがあ

ることから，市町村長は住民等を安全に避難させるため必要に応じ次の基準により広域避難場所

を選定しておくものとする。

ただし，広域避難場所としての適格性の判断は，各種調査結果や各地区の市街地の状況等を勘

案し，総合的に判断するものとする。

(ｱ) 火災の延焼によって生じる幅射熱等から避難者の安全を確保できる十分な広さを有した公園，

緑地，広場その他の公共空地であること。

(ｲ) 木造密集市街地から３００メートル以上離れていること。

(ｳ) がけ崩れ，津波，浸水などの危険のないところ及び付近に多量の危険物等が蓄積されていな

いところであること。

(ｴ) 避難者が安全に到着できる避難路と連結されていること。

(ｵ) 避難者一人あたりの必要面積はおおむね２平方メートル以上とし，要避難地区のすべての住

民（昼間人口も考慮する）を収容できるよう配置するものとする。

(ｶ) 地区分けをする場合においては町単位を原則とするが，主要道路，河川等を境界とし，住民

がこれを横断して避難することはできるだけ避ける。

イ 広域避難場所の整備

市町村長は，円滑な避難誘導及び避難場所での迅速な救援・救護活動を実施するため，広域避

難場所の環境整備に努めるものとし，その主な内容は次のとおりとする。

(ｱ) 広域避難場所及び周辺道路に案内標識，誘導標識等を設置し，平素から関係地域住民に周知

を図る。

(ｲ) 広域避難場所内で円滑な給水活動が可能となるよう，必要な器材（ポンプ，浄水器等）の整

備並びに水源の確保を図る。

(ｳ) 医療救護，給食，情報連絡等の応急活動に必要な設備等の整備を図る。

(2) 避難路の確保及び交通規制
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ア 避難路の選定

市町村長は，住民等が安全に広域避難場所等ヘ避難するための避難路をおおむね次の基準によ

り選定し，確保しておくものとする。

(ｱ) 原則として幅員が１０メートル以上の道路とし，なるべく道路付近に延焼危険のある建物，

危険物施設がないこと。

(ｲ) 避難路は相互に交差しないものとし，一方通行を原則とすること。

(ｳ) 津波や浸水等の危険のない道路であること。

イ 避難路及び広域避難場所周辺の交通規制

県警察は，避難路を確保するため必要がある場合には，避難路に指定された道路及び広域避難

場所周辺道路の交通規制を行う。

(3) 避難に関する広報

市町村及び県は，住民が的確な避難行動をとることができるよう平常時からあらゆる機会をとら

え避難に関する広報活動を行うとともに，避難場所の標示板を設置し，住民に対する周知徹底を図

るものとする。

ア 避難場所等の広報

避難場所の指定を行った市町村は，次の事項について地域住民に対する周知徹底に努めるもの

とする。

(ｱ) 避難場所の名称

(ｲ) 避難場所の所在位置

(ｳ) 避難場所への経路

(ｴ) その他必要な事項

イ 避難のための知識の普及

市町村及び県は，次の事項について住民への普及徹底に努めるものとする。

(ｱ) 平常時における避難の心得

(ｲ) 避難時における知識

(ｳ) 避難収容後の心得

３ 市町村等の避難計画

市町村及び防災上重要な施設の管理者は，災害時において避難者が安全かつ迅速な避難を行うこと

ができるようあらかじめ避難計画を作成しておくものとする。

(1) 市町村の避難計画

市町村の避難計画は，次の事項に留意して作成するものとする。

ア 避難の勧告又は指示を行う基準及び伝達方法

イ 避難場所の名称，所在地等

ウ 避難場所への経路及び誘導方法

エ 避難場所内での被災者に対する救援・救護措置

(ｱ) 給 水

(ｲ) 給 食

(ｳ) 負傷者に対する応急救護

(ｴ) 生活必需品の支給
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(ｵ) その他必要な措置

オ 避難場所における秩序維持

カ 災 害 広 報

(2) 防災上重要な施設の管理者の留意事項

学校，病院，工場その他の防災上重要な施設の管理者は，次の事項に留意してあらかじめ避難

計画を作成し，関係職員等に周知徹底を図るとともに，関係行政機関との連携を深め訓練等を実

施することにより避難の万全を期すものとする。

ア 学校においては，児童や生徒を集団的に避難させる場合に備えて，それぞれの地域特性等を

考慮した避難の場所，経路，誘導方法，指示伝達方法等を定める。

イ 病院においては，患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合に備えて，

収容施設の把握，移送の方法，保健・衛生及び入院患者に対する実施方法等について定める。

第３ 市町村地域防災計画で定める事項

１ 津波避難計画の整備

２ 避難勧告等の発表基準の整備

３ 避難勧告等の伝達体制の整備

４ 避難場所及び避難路の選定

５ 市町村管理施設の避難計画の整備
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第８節 火 災 予 防 対 策

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，医療政策課，薬務課）】

第１ 方針

地震による被害の中でも，地震火災は被害を大きくする恐れが強い。このため，県及び市町村は，地

震発生時における出火防止，初期消火の徹底を図るための火災予防に関する指導を行うとともに，市町

村の保有する消防力の整備強化に努めるものとする。

第２ 内容

１ 出火防止，初期消火体制の確立

県及び市町村は，県民に対する防火思想の普及高揚を図るとともに，火気使用設備及び危険物施設

等からの火災危険の排除指導を徹底的に行い，効果的な火災予防行政を展開することによって地震に

よる火災の未然防止を図る。

(1) 火災予防の徹底

市町村は，地域社会の安全を守るため，出火防止等を重点とした講演会，講習会及び座談会等

の開催により啓発を行うとともに，ポスター・パンフレット等印刷物の配布，その他火災予防週

間中における車両等を用いた火災予防の呼びかけなど種々の消防広報を行い，火災予防の徹底を

図る。

また，出火防止はもとより出火した場合，初期消火の対応状況が被害の増減に大きく影響する

ことから，初期消火に必要な消火資器材，消防用設備等の設置並びにこれら器具等の取扱い方法

についても指導の徹底を図る。

ア 一般家庭に対する指導

火災や地震の恐ろしさ，出火防止についての知識等を普及させるとともに，市町村火災予防

条例に基づく火気使用設備，器具の使用状況，住宅用防災機器等の普及の推進及び住宅防火診

断の実施等，出火防止に関する適切な指導を行う。

また，寝たきりや一人暮らしの高齢者，障害者等の居る世帯については家庭を訪問し，住宅

防火診断等を実施するなど，出火防止及び避難管理について詳細な指導を行う。

イ 職場に対する指導

予防査察，火災予防運動，防火管理者講習会及び防災指導等のあらゆる機会をとらえ，次に

掲げる事項について関係者に対して周知し防火思想の普及・高揚に努める。

(ｱ) 災害発生時における応急措置の要領

(ｲ) 消防用設備等の維持点検と取扱い方法の徹底

(ｳ) 避難，誘導体制の確立

(ｴ) 終業後における火気点検の励行

(ｵ) 自衛消防隊の育成指導

(2) 地域ぐるみの防火防災訓練，民間防火組織の育成

市町村は，震災時における消防機関の活動と相まって地域住民が自主的に防火・防災活動を行

えるよう，防火・防災訓練の実施及び民間防火組織の育成に努めるものとする。

ア 防火・防災訓練の実施



- 239 -

南海トラフ地震対策編

防災機関の訓練と相まって，住民参加による地域ぐるみの防火・防災訓練を実施し，初期消

火に関する知識及び技術の普及を図る。

イ 民間防火組織の育成

民間防火組織の育成に努めるとともに，適切な指導助言を行う。

(ｱ) 婦人防火クラブの育成

婦人による家庭防火思想の普及徹底と地域内の自主防火体制の確立を図ることを目的とし，

組織づくりの推進及び育成に努める。

(ｲ) 幼年・少年消防クラブの育成

幼稚園児，小学生及び中学生を主な対象とし，幼年少年期から火災予防思想の普及を図るこ

とを目的として，組織づくりの推進及び育成に努める。

(3) 予防査察の強化

市町村は，防火対象物の予防査察を年間行事計画等により定期的に実施するものとし，特に火

災発生時において人命に危険があると認められる対象物並びに公共施設等については定期査察の

ほかに特別査察を行い，火災の未然防止を図る｡

(4) 防火対象物の防火体制の推進

市町村は，消防法に規定する多数の者が出入りする防火対象物については防火管理者に震災対

策事項を加えた消防計画を作成させ，同計画に基づく消火，避難等の訓練の実施，消防用設備等

の点検整備及び火気の使用又は取扱いに関する指導を行うとともに，消防法の規定に基づく消防

用設備等の設置の徹底を指導し，当該対象物における防火体制の推進を図るものとする。

(5) 危険物等の保安確保の指導

ア 石 油 類

県及び市町村は，危険物による災害を未然に防止するため，必要の都度，危険物施設への立

入検査を実施し，危険物施設の位置，構造及び設備その他管理の状況等が法令に定める技術上

の基準に適合し，安全に管理されているかについては査察指導を行う。

(ｱ) 危険物施設の所有者・管理者に対し，定期的な点検，点検記録の作成及び保存を行わせる

ことにより，災害発生の防止に努める。

(ｲ) 危険物施設の従業員に対し保安教育を行い，防災に関する諸活動が円滑に運用され，応急

対策が完全に遂行されるよう自主保安体制の確立を図る。

(ｳ) 大火災となる要素を包蔵している地域又は施設に対して，災害発生に対する防御計画の策

定を指導する。

イ 火薬・高圧ガス

石油類に準じて行う。

(6) 化学薬品からの出火防止

市町村は，化学工場，病院及び学校等に保有している化学薬品について，市町村火災予防条例

等に基づき，貯蔵，保管場所を不燃化等の指導を行うものとする。

２ 消防力の整備強化

市町村は，消防力を確保するため，次により消防力の整備強化に努めるものとし，特に消防非常備

町村においては，早急な常備化を図るものとする。

なお，県はこれに必要な指導，援助等を行う。
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(1) 総合的な消防計画の策定

災害が発生した場合に現有消防力を迅速かつ最大限に活用し，被害を最小限に軽減するための

総合的な消防計画を策定する。

ア 災害警防計画

災害時において消防機関が適切かつ効果的な警防活動を行うための活動体制，活動要領の基

準を定める。

イ 火災警防計画

火災が発生し，又は発生するおそれがある場合における消防職団員の非常招集，消防隊の出

動基準，警戒等について定める。

ウ 消防活動困難地域の火災防御計画

木造建築物の密集地域，消防水利不足地域等で，火災が発生すれば大火になると予想される

消防活動困難地域について定める。

エ 特殊建築物の防御計画

建物の構造，業態，規模が火災の対象事象のいずれから判断しても人命や延焼の危険等が著

しく大きい建築物等について定める。

オ 危険物の防御計画

爆発，引火，発火その他火災の防御活動上危険な物品を貯蔵する建物，場所に対する要領に

ついて定める。

カ ガス事故対策計画

ガス漏洩事故，ガス爆発事故等に際し，消防機関をはじめ関係機関の相互協力のもと被害の

軽減を図ることを目的として定める。

(2) 消防活動体制の整備強化

火災発生時の初動体制を確立するため，消防非常備町村における消防の常備化，消防署・消防

出張所等の分散配置，消防機械装備の近代化，人員の増強等に努めるとともに，広域消防体制の

整備を図るものとする。また，消防団員の高齢化等の問題に対して，地域の実情を踏まえて，青

年層や女性の参加促進，地方公共団体，農業協同組合の職員の入団促進，施設・装備の整備充実

並びに啓発活動等により，活性化を図るものとする。

(3) 消防装備等の整備強化

ア 消防装備の整備強化

消防装備については，より一層の充実強化を図るものとする。具体的には，消防ポンプ自動

車等の増強はもちろんのこと，建築物の高層化，危険物品の増加，危険物施設の多様化等に対

応して，はしご付消防ポンプ自動車，化学消防自動車等の整備の促進を図る。

また，消防ポンプ自動車等がその機能を有効に発揮するために必要な人員を確保するととも

に，特殊建築物及び危険物施設の査察強化等，複雑化する予防行政に対応するための専従職員

を配置するなど必要な人員の確保を図る。

また，消防学校において高度な消防，救急，救助等の教育訓練の充実を図る。

イ 消防水利の確保

消防水利は消火活動上欠くことのできないものであり，河川，用水，池等自然水利の確保と

ともに，消火栓，防火水槽，耐震性貯水槽等を計画的に設置し，平時におけるこれら消防水利

の定期的な点検・整備を行う必要がある。
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消火栓の設置は上水道の拡張計画とともに推進されるが，震災時には水源池，送配水管等が

破壊され，全域にわたって消火栓が使用不能となる可能性もあり，これのみに頼ることは危険

であるので，消火栓の設置と併せて防火水槽や耐震性貯水槽の設置促進に努める。

ウ 消防通信施設の整備

消防本部と消防署所，火災現場等との間で迅速・的確に情報の伝達や指令等を行うための消

防通信施設の整備充実を図るとともに，医療機関や県警察等関係機関との連携を密にし，通信

連絡体制の確立を図るものとする。

エ 救急隊の装備，人員の充実

迅速確実な救急業務が遂行されるよう，平時からの医療関係機関との密接な協調・連携のも

と，救急体制・通信連絡体制の確立を図るとともに，救命率の向上を図るため高規格救急自動

車の導入，救急救命士の養成等救急の高度化を促進する。

オ 救助装備の整備・高度化

高度な人命救助資機材の整備，多目的救助工作車の整備，救助隊員の安全装備の充実，支援

装備の整備を図るとともに，救助隊員の向上を図るものとする。

カ 消防学校における教育訓練の充実

消防学校において高度な消防，救急，救助等の教育訓練の充実を図る。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 市町村の消防計画の策定

２ 消防施設・設備の現況

３ 消防施設・設備の整備
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第９節 自治体業務継続計画（ＢＣＰ）

【実施機関：県（危機管理部），市町村】

第１ 方針

南海トラフ地震等の大規模地震が発生した場合には，県及び市町村自身も被災し，ヒト，モノ，情報

及びライフライン等利用できる資源に制約が生じることが考えられる。

そのような中で，県及び市町村は，状況に応じ，速やかに「応急業務」を実施しなければならない。

また一方で，県民生活に密着する行政サービスの提供や基幹業務などの「継続の必要性の高い通常業

務」は，危機事象発生時においても継続して実施することが求められている。

このため，県及び市町村は，業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用に努めるなど，大規模地震時にお

ける業務継続の体制を図る。

第２ 内容

１ 徳島県業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用

県は，次の方針に基づいて非常時優先業務の業務継続を図るものとし，徳島県業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）を策定・運用する。

(1) 災害対応を中心とした，非常時優先業務を最優先に実施する。

(2) 非常時優先業務に必要となる人員や資機材等の資源の確保・配分は，全庁横断的に行う。

(3) 非常時優先業務以外の通常業務については，地震発生後しばらくの間，積極的に縮小・中断す

る。その後，非常時優先業務に影響を与えない範囲で，順次再開を目指す。

２ 市町村における業務継続の体制整備

市町村は，業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用に努めるなど，自らの業務継続のための体体制整

備を進める。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 市町村業務継続計画の策定・運用
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第１０節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進

【主な実施機関：市町村，県】

第１ 方針

地震防災緊急事業五箇年計画の推進について定める。

第２ 計画の位置づけ

「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」第５条第３項で規定する「その具

体的な目標及びその達成の期間を定めるもの」と位置づける。

第３ 内容

地震防災対策特別措置法の施行により，都道府県知事は，社会的条件，自然的条件等を総合的に勘案

して，地震により著しい被害が生ずるおそれがあると認められる地区について，都道府県地域防災計画

及び市町村地域防災計画に定められた事項のうち，地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものに

ついて平成８年度を初年度とする地震防災緊急事業五箇年計画を策定し，本県の地震防災対策の強化を

図っている。

・第一次地震防災緊急事業五箇年計画（平成８～１２年度）

・第二次地震防災緊急事業五箇年計画（平成１３～１７年度）

・第三次地震防災緊急事業五箇年計画（平成１８～２２年度）

・第四次地震防災緊急事業五箇年計画（平成２３～２７年度）

１ 対象地区

県下全域（地震により著しい被害が生ずる恐れがある地区）

２ 計画対象事業

(1) 避難地

(2) 避難路

(3) 消防用施設

(4) 消防活動が困難である区域の解消に資する道路

(5) 緊急輸送を確保するため必要な道路，交通管制施設，ヘリポート，港湾施設又は漁港施設

(6) 共同溝，電線共同溝等の電線，水管等の公益物件を収容するための施設

(7) 公的医療機関等の医療機関のうち，地震防災上改築又は補強を要するもの

(8) 社会福祉施設のうち，地震防災上改築又は補強を要するもの

(9) 公立の幼稚園のうち，地震防災上改築又は補強を要するもの

(10) 公立の小学校又は中学校のうち，地震防災上改築又は補強を要するもの

(11) 公立特別支援学校のうち，地震防災上改築又は補強を要するもの

(12) 不特定多数の者が利用する公的建造物のうち，地震防災上補強を要するもの

(13) 津波による被害を防止し避難を確保するための海岸保全施設又は河川管理施設

(14) 砂防設備，森林保安施設，地すべり防止施設，急傾斜地崩壊防止施設又は農業用用排水施設であ
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るため池で家屋密集地域の地震防災上必要なもの

(15) 地域防災拠点施設

(16) 防災行政無線設備その他の施設又は設備

(17) 飲料水，電源等の確保のために必要な井戸，貯水槽，水泳プール，自家発電設備等

(18) 非常用食料，救助用資機材等の物資の備蓄倉庫

(19) 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備又は資機材

(20) 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策

第４ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 地震防災緊急事業五箇年計画に基づく地震防災対策の推進
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第１１節 地震災害に関する調査研究

【実施機関：県（危機管理部），防災関係機関】

第１ 方針

地震に関する調査研究の推進について定める。

第２ 内容

１ 目的

地震対策を総合的，計画的に推進するため，国等が行う調査研究の成果や既往の被災事例等を参考

に，地震による地盤震動，液状化，斜面崩壊，津波等によって災害発生が予想される危険個所や建物

倒壊，出火・延焼，ライフライン施設被害，人的被害等について調査・研究等を行うものとする。

県，市町村及び防災関係機関は，協力して次の事項について各種の調査・研究を実施し，地震対策

の基礎資料を整備する。

(1) 被害想定に関する調査研究

(2) 地盤に関する調査研究

(3) 津波災害に関する調査研究

２ これまでの調査等

(1) 中央構造線活断層調査

平成９年度から平成１１年度にかけて本県を東西に縦断する中央構造線活断層系について調査を

行ったもので，讃岐山脈の南縁を東西方向に通り東側から鳴門断層，鳴門南断層，板野断層，神田

断層，父尾断層，三野断層に区分され，活動履歴は，鳴門市から三好市池田町までの主要な断層は

１６世紀後半から１７世紀初頭頃に活動し，大規模な地震(Ｍ８前後)が発生した可能性が高いと考

えられ，活動履歴から考えられる地震の再来間隔は１，１００～１，７００年程度と考えられる。

評価としては，最新の活動期からの経過年は４００～４５０年であり，県内の中央構造線活断層

系全体が活動するような地震は当面さし迫っていないと判断される。

ただし，４００～４５０年の経過年でもＭ７程度の地震を発生させるエネルギーは蓄積されてい

ると考えられ，短い区間の断層が単独で活動する可能性がある。

(2) 徳島県地震防災アセスメント調査

平成９年３月に取りまとめた調査で，想定地震は３ケース設定し，安政南海地震と同程度の規模

の南海トラフを震源とする海溝型地震：マグニチュード８．４（ケース１），中央構造線系活断層

の東側半分程度と鮎喰川断層系の２つが連動して発震し西から徳島市・鳴門市側に向かって破壊が

進行する内陸型地震：マグニチュード７．７，７．５（ケース２），中央構造線系活断層の西側半

分程度の活動で西から東側に向かって破壊が進行する内陸型地震マグニチュード７．７（ケース

３）。想定時期は冬の夕食時

(3) 中央防災会議の東南海，南海地震に関する専門調査会が公表した被害想定

平成１５年４月，平成１５年９月等に公表され，想定地震は６ケース設定し，東海地震，東南海

地震，南海地震，東海・東南海地震連動型，東南海・南海地震連動型，東海・東南海地震連動型・

南海地震連動型モデルを設定して被害想定を行っている。
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このモデルは，アスペリティ※１ を設定しており，アスペリティ分布を見てみると徳島県から

離れたところに設定されている。

※１ 《震源断層の中で，特に大きい地震動が発生する領域》

発震想定時刻は，５時，１２時，１８時の３ケースが設定されている。

(4) 徳島県津波浸水予測調査

平成１４・１５年度で実施した調査であり，想定地震を中央防災会議の東南海，南海地震に関す

る専門調査会が設定している東南海・南海地震連動型と南海地震単独型（相田モデル安政南海地

震）の２つのケースで津波による被害想定を実施した。

(5) 徳島県地震動被害想定調査

平成１５・１６年度で実施した調査であり，中央防災会議の東南海，南海地震に関する専門調査

会が設定している東南海・南海地震連動型と徳島県西部直下を震源とする地震の２つのケースで，

地震動による被害想定を実施した。
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第３章 災害応急対策

第１節 東海地震の警戒宣言に伴う対応

【主な実施機関：県，市町村，防災関係機関】

第１ 方針

徳島県は，東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが，警戒宣言が発せられた

ことに伴う社会的混乱の防止に努めるとともに，東海地震による直接的な被害を最小限に軽減する

ための措置を講ずることにより，住民の生命，身体及び財産の安全を確保する。

第２ 内容

１ 基本方針

(1) 徳島県は，大規模地震対策特別措置法の規定に基づく東海地震に係る地震防災対策強化地域に

は指定されていないため，警戒宣言が発せられている間においても，都市機能は平常どおり確保

する。

(2) 原則として警戒宣言が発せられたときから地震の発生，又は警戒解除宣言が発令されるまでの

間にとるべき措置を定めるが，東海地震注意情報が発表されたときから警戒宣言が発せられるま

での間についても，必要な措置をとる。

(3) 東海地震と東南海･南海地震が同時又は連続して発生する恐れもあることから，警戒解除宣言が

発せられた後も，状況に応じて必要な措置をとる。

２ 東海地震注意情報発表時の措置

(1) 東海地震注意情報の伝達

県は徳島地方気象台からの東海地震注意情報を入手した場合は，速やかに各市町村等へ伝達する。

(2) 警戒体制の準備

ア 配備動員体制

県は，危機管理部による情報収集体制により，警戒宣言の発令に備え，速やかな対応ができる

よう準備を行う。

イ 措置内容

警戒宣言及び東海地震予知情報の収受・伝達並びに社会的混乱を防止するための広報などの準

備を行う。

３ 警戒宣言発令時の措置

(1) 東海地震予知情報等の伝達

県は徳島地方気象台からの東海地震予知情報を入手した場合は，速やかに各市町村等へ伝達す

る。

県は地震予知情報により内閣総理大臣から警戒宣言が発せられた旨の情報及びその後において

警戒宣言等を内容とする情報を入手した場合は，速やかに各市町村等へ伝達する。
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(2) 警戒態勢の確立

ア 配備動員体制

県は，徳島県災害対策警戒本部を設置する。

イ 措置内容

関係機関からの情報収集

実施すべき応急対策事項の確認及び必要な資機材等の準備，点検

(3) その他

防災関係機関は，警戒宣言が発せられたときから，地震が発生するまで又は警戒解除宣言が

発せられるまでの間，警戒活動を行う。

特に市町村においては，警戒宣言発令時の対応として，避難勧告・指示の発令，倒壊の可能性

のある建物からの避難の呼びかけ等，人的被害を軽減するための措置を積極的に講ずることとす

る。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 東海地震の警戒宣言に伴う対応
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第１章 災害予防

第１節 建築物等の耐震化

■ 南海トラフ地震対策編 参照

第２節 都市防災機能の強化

■ 南海トラフ地震対策編 参照

第３節 土砂災害等予防対策

■ 南海トラフ地震対策編 参照

直下型地震対策編
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第４節 活断層変位による災害の予防対策

【主な実施機関：県（危機管理部，県土整備部）】

第１ 方針

本県では，讃岐山脈南縁部に「中央構造線」が縦断しており，中央構造線活断層帯を震源とする直下

型地震の発生確率は極めて低い（３０年以内でほぼ０～０.３％）ものの，ひとたび発生すれば甚大な

被害が予想される。

特に活断層の直上では対策をしても，地表面の「ずれ」による建物倒壊等の被害を免れることは困難

と考えられることから，県は，こうした「活断層のずれ」に伴う被害を未然に防ぐため，長期的に緩や

かな「土地利用の適正化」を図る。

「土地利用の適正化」については，「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条

例」で規定する。

第２ 内容

１ 「多数の人が利用する施設」及び「危険物を貯蔵する施設」等の被害軽減対策

(1) 「特定活断層調査区域」の指定等

県は，活断層の変位による被害を防止するため，活断層の位置に関する調査が必要な区域を

「特定活断層調査区域」として指定する。

(2) 「特定活断層調査区域」における土地利用の適正化等

「特定活断層調査区域」において，倒壊等することで多くの人への危害が懸念される一定規模

以上の「多数の人が利用する建築物」及び周辺への二次的な影響が懸念される「危険物を貯蔵す

る施設」の新築等（新築，改築，移転）を行う場合には，事業者が活断層の調査を行い，活断層

の直上を避けて新築することを求める。

(3) 移転に対する規制緩和等

県は，特定活断層調査区域に建築物を所有する者が，当該建築物を特定活断層調査区域以外の

区域に移転する場合には，当該区域への移転が円滑に行われるよう，土地の利用に関する規制の

緩和等について配慮する。

２ 県が新築等する施設に関する対策

(1) 県が，「特定活断層調査区域」において新築等する施設については，その規模に関わらず，等

事前に活断層の調査を行い，その直上への新築等を避けるものとする。

直下型地震対策編
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第５節 水道施設の整備

■ 南海トラフ地震対策編 参照

第６節 危険物等の災害予防対策

■ 南海トラフ地震対策編 参照

第７節 避難対策の充実

■ 南海トラフ地震対策編 参照

第８節 火災予防対策

■ 南海トラフ地震対策編 参照

第９節 自治体業務継続計画（ＢＣＰ）

■ 南海トラフ地震対策編 参照

第10節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進

■ 南海トラフ地震対策編 参照

第11節 地震災害に関する調査研究

■ 南海トラフ地震対策編 参照
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第１章 災害予防

第１節 水害予防対策

【主な実施機関：市町村，県（危機管理部，農業基盤課，森林整備課，砂防防災課，河川振興課，

水・環境課, 四国地方整備局，独立行政法人水資源機構吉野川局】

第１ 方針

水害予防計画は，各水系ごとに一貫したものとし，河川改良事業等を総合的，計画的に推進すると

ともに，過去の水害要因を分析し適宜見直すことで，水害の防除軽減を図るものとする。

第２ 内容

１ 河川防災対策

洪水，高潮等による水害を予防するため，河川改良工事等の治水事業を実施するとともに，河川

維持修繕工事を行い，河川情報施設の整備強化及び維持管理強化とあわせ，水系ごとに一貫した河

川管理を行う。

(1) 治水対策

直轄管理区間のうち，吉野川の下流部においては，地震津波対策に係る耐震対策，漏水対策等

堤防の質的強化，上流部においては無堤地区の解消のための築堤工事を重点的に実施する。

旧吉野川においては，地震津波対策に係る耐震対策，無堤地区の解消を重点的に実施する。今

切川においても地震津波対策に係る耐震対策を重点的に実施する。

那賀川においては，無堤部の解消のための築堤工事を重点的に実施する。

なお，直轄事業による堤防の整備に伴い，必要な箇所については，排水機場等の整備による内

水対策を進める。

県管理の飯尾川，園瀬川，勝浦川等の中小河川においては，狭窄部の拡幅，堆積土砂の掘削，

護岸整備，築堤等により，河積の拡大，河道の安定を図る。

那賀川の長安口ダム，福井川の福井ダムについては，施設を改良すること等によりダム管理の

強化を図る。

(2) 河川情報施設の強化

吉野川，那賀川，桑野川の直轄管理区間においては，災害時等において，河川管理施設の常時

監視，遠隔操作など，施設管理の高度化・効率化を図るための光ファイバーネットワークの整備

を進める。

那賀川河川事務所においては，平成２０年度より長安口ダムの放流量や河川水位を通知する「防

災情報メール配信サービス」を開始した。また，平成２１年度より阿南市と防災情報に関する協

定書及び施設利用の協定書を締結，平成２３年度より那賀町と防災情報に関する協定書を締結し，

自治体等との情報共有体制の強化に取り組んでいる。

県管理の中小河川等においては，水害被害を軽減するため，河川の水位，雨量情報を収集する

とともに，警報の伝達，避難等の措置が行えるよう警戒体制を整備するとともに，これらの情報

風水害対策編
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を市町村等に提供する。

特に，水防警報河川及び洪水予報河川，水位周知河川に指定している県管理河川１６河川（宮

川内谷川・飯尾川・新池川・川田川・江川・ほたる川・鮎喰川・園瀬川・勝浦川・桑野川・福井

川・那賀川・日和佐川・海部川・貞光川・宍喰川）においては，設定水位に達した段階で水防警

報の発令を行い市町村に水防団の準備・出動等を呼びかけるほか，避難の目安となる避難判断水

位に達した場合は，はん濫警戒情報として市町村等に通知する。

(3) 警戒避難体制の整備

市町村は，浸水想定区域の指定があったときは，少なくとも当該浸水想定区域ごとに，洪水予

報等の伝達方法，避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を

定めるものとする。また，浸水想定区域内の主として高齢者等の避難行動要支援者（災害時要援

護者）が利用する施 設において，当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があ

ると認められるものについては，当該施設の名称及び所在地，並びに洪水予報等の伝達方法を定

めるものとする。

なお，市町村長は，浸水想定区域内における円滑かつ迅速な避難を確保する上で必要な事項を

住民及び主として高齢者等の避難行動要支援者（災害時要援護者）が利用する施設の利用者に周

知させるため，これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。

(4) 維持管理の強化

平常から河川を巡視して河川管理施設の状況を把握し，異常を認めたときは直ちに補修すると

ともに，その原因を究明し，洪水に際して被害を最小限度に止めるよう，堤防の維持，補修，護

岸，水制，根固工の修繕，堆積土砂の除去等を実施する。

また，吉野川，那賀川等において多目的ダムにより洪水調節を行っているが，操作規則の基づ

く適正な運用を行うとともに，定期的に情報伝達等の訓練を実施する。

(5) その他の対策

近年における都市化の進展に伴う流域内の開発等に当たっては，地域の持つ保水，遊水機能の

確保及び災害の発生の恐れのある地域での安全な土地利用の誘導等について，開発の許可におい

て，関係機関と連携を図りながら安全性に配慮した指導を進める。

〔資 料 編〕

水防危険箇所一覧表

県雨量観測所(テレメーター)一覧表

県水位観測所(テレメーター)一覧表

国水防警報・はん濫警戒情報

県水防警報・はん濫警戒情報

２ 都市排水対策

近年，都市部においては，宅地化，道路の舗装化等により，雨水の浸透しない区域が増えたこと

により，地表面を流れる水量が増大する等，豪雨時に浸水被害が起こりやすい状況になっている。

都市部の排水対策としては，下水道事業により，生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目

的とした汚水排除施設の整備とともに，浸水の防除を目的とした雨水排除施設の整備を実施してい

る。

県内では，これまで公共下水道事業（雨水）として，５市４町（徳島市，鳴門市，小松島市，阿
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南市，吉野川市，美波町，松茂町，北島町，つるぎ町（鳴門市，吉野川市，美波町，松茂町，北島

町，つるぎ町については，都市下水路事業からの編入））で，また，都市下水路事業として，４市１

町（徳島市，阿南市，小松島市，三好市，牟岐町）で事業が行われている。

浸水防止対策のため，より一層下水道施設の整備促進を図る必要があり，公共下水道事業により

生活排水対策の施設整備と併せ雨水排除施設の整備促進を図るとともに，都市下水路事業により雨

水排除施設の整備促進を図る。

また，河川改修等他事業と連携を図りながら，さらなる安全度の向上を図るものとする。

３ 局地的集中豪雨対策

気象庁のアメダス観測データによると，１時間あたりの降水量８０ミリ以上の年間発生回数は，

１９７６年から１９８７年の間の年平均が１０．３回なのに対し１９９８年から２００７年の１０

年間の年平均が１８．５回と増加している。このため，全国各地で局地的集中豪雨が発生し，多く

の死者も発生しており，その対策が，重要な防災上の課題となっている。

(1) 気象情報等の収集と活用

局地的集中豪雨は，降る時間や場所を事前に予測するのが難しい。そこで，大雨・洪水警報の

発表時はもちろん，大雨・洪水の注意報が発表された段階から，雨域や時間雨量，河川の水位や

ダムの放流量など，周辺エリアの気象情報等の収集を図り活用することが重要となる。

これら気象情報等の収集の手段としては，携帯電話の活用などが効果的であり，「すだちくん

メール」や「徳島県携帯サイト」をはじめ，民間気象会社や市町村など，各種のメール配信サー

ビスやインターネットなどを広く県民が活用できるように，県や市町村が周知・広報する。

(2) 住民への周知

「大雨警報」，「洪水警報」，「土砂災害警戒情報」及び「特別警報」などの気象警報等や，「避難

勧告」などの避難情報の発表については，防災行政無線やインターネット，電子メール，エリア

メールなどにより，市町村及び県等が，住民に対し迅速・適切に周知を図る。

(3) 消防等による警戒

消防本部や消防団，市町村等においては，局地的集中豪雨による事故の未然防止や事故発生時

の救助体制の確認のため，次の事項について警戒し，必要な対応を行う。

ア 各地域の雨量の動きや降水量の把握

イ 局地的豪雨が発生した場合における「浸水または水位上昇」などにより事故発生が予想され

る地域の警戒

ウ がけ地などの危険箇所等の警戒

エ ダム放流が通知された場合における，急激な水位上昇により事故発生が予想される地域の警

戒

(4) 河川や下水道工事現場での安全対策

河川や下水道工事などの実施時において，県や市町村などの工事発注機関は，短時間に局地的

な集中豪雨によって危険が予想される箇所の安全対策について，次の観点から請負業者を指導す

る。

・雨天時の工事中止等の検討

・気象情報等の取得体制の強化とその活用

・避難行動の事前確認の徹底
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・作業現場及び周辺の点検

(5) 施設管理者等の安全対策

県や市町村などの関係機関は，各機関が管理する施設の管理等について，次の点に配慮して，

局地的集中豪雨に対する安全対策を講じる。

・気象情報の迅速な収集と活用

・土石流，地すべり，がけ崩れ，道路法面などの危険箇所の警戒や対応

・早期の道路の通行規制
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第２節 風害予防対策

【主な実施機関：市町村，県（農林水産総合技術支援センター，森林整備課），四国森林管理局(徳島

森林管理署)，西日本電信電話（株），(株)ＮＴＴドコモ，四国電力（株），ＫＤＤＩ

(株)，ソフトバンクテレコム(株)，ソフトバンクモバイル(株)】

第１ 方針

風害を防止または被害の拡大を防止するため，通信施設及び電気設備の防災対策の強化を図る。

第２ 内容

１ 保安林整備

風害，飛砂，潮害等防止のため保安林の適正な管理を行い，災害の防除軽減を図るものとする。

２ 農作物の被害予防対策

風害を予防するため，防風ネットや防風林等を設置する。また，被覆栽培による土壌飛散防止に

努める。

栽培面では，幹や枝の誘引による作物体の折損防止，水田深水による倒伏防止対策等を講じ，被

害の軽減を図るものとする。

さらに，各種施設については施設の補強，被覆資材の飛散防止対策を十分に行い，施設内外の被

害防止を図るものとする。

３ 通信施設の防災対策

電気通信設備については，弱体設備の早期発見に努め，設備の補強措置を講じるほか，計画的な

設備更改を行い，設備の信頼性向上と安定化を図るものとする。

４ 電力設備の防災対策

電力設備については弱体設備の補強を行うほか，強風時においては，予防巡視を実施する。
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第３節 高潮・浸水予防対策

【主な実施機関：市町村，県（農業基盤課，水産課，森林整備課，河川振興課，運輸政策課），四国地

方整備局】

第１ 方針

高潮に対しては，河川，港湾，漁港等の堤防，護岸及び防潮堤等について，海岸保全事業等を推進

することにより被害の防止を図るものとする。

また，施設の整備による対策とともに，円滑な避難が行われるために情報伝達や警戒避難体制の整

備を図るものとする。

第２ 内容

１ 海岸・河川・港湾・漁港管理者が定めるべき事項

(1) 防潮堤，堤防，水門等の点検方針・計画

(2) 防潮堤，堤防，水門等の自動化・遠隔操作化・統廃合化・補強等必要な施設整備等の方針・計

画

(3) 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制，手順及び平常時の管理方法

(4) 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート，ヘリコプター臨時発着場，港湾，漁港等の整

備の方針及び計画

(5) 同報無線の整備等の方針及び計画

２ 高潮・浸水予防施設の整備

(1) 海岸堤防施設

高潮等による被害を防止又は軽減するため，必要な箇所について施設整備を推進するとともに，

非常時における水門・樋門・陸閘等の操作は緊急を要することから，県及び市町村においては，

事態に即応し適切な措置が講じ得られるように，あらかじめその体制を整える。

また，門扉が非常時に確実に作動するよう定期的な点検及び訓練等を実施するとともに，必要

に応じ施設の自動操作化，遠隔操作化も検討し，万全の態勢を整える。

(2) 河川管理施設

洪水，高潮等による被害を防止又は軽減するため，必要な箇所について施設整備を推進すると

ともに，非常時における水門・樋門・陸閘等の操作は緊急を要することから，国，県及び市町村

においては，事態に即応し適切な措置が講じ得られるように，あらかじめその体制を整える。

また，門扉が非常時に確実に作動するよう定期的な点検及び訓練等を実施するとともに，必要

に応じ施設の自動操作化，遠隔操作化も検討し，万全の態勢を整える。

(3) 港湾管理施設

港湾施設は，陸路と海上路を結ぶため設けられた施設であり，災害時には，孤立した地域の緊

急輸送や救助活動を行う拠点となることから，港湾管理者は日頃から施設の点検補修を実施し，

災害時に備えるものとする。

(4) 漁港管理施設

漁港施設の維持管理はその設置者が行うが，県管理漁港においては，漁港巡回指導員が常時状
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況の把握に努めるなど，管理上必要な措置が迅速にとられる体制を整備する。

漁港における水門・樋門・陸閘等の操作は緊急を要することから，県及び市町村においては，

事態に即応し適切な措置が講じ得られるように，あらかじめその体制を整えておくものとする。

なお，漁港海岸においては，規模が大きく機械操作が必要な水門・樋門について，樋門看守を

設置しその操作が確実に行えるよう体制を整備している。

また，門扉等が非常時に確実に作動するよう定期的な点検及び訓練等を実施し，万全の態勢を

整えておくものとする。

(5) 林野管理施設

高潮等による被害を防止又は軽減するため，整備した施設とその背後にある防潮林の管理及び

機能強化を推進するとともに，設置している陸閘については，常時閉鎖を基本とした体制を整え

る。

３ 地盤沈下の防止

(1) 地盤沈下等の概要

地下水の採取の適正化を図る取り組み等により，最近ではほとんど確認できないほど軽微な状

況となっている。

(2) 地下水採取の削減

吉野川下流地域においては，昭和４４年に工業用及び上水道として地下水を利用している利用

者等により，吉野川下流地域地下水利用対策協議会を設立し，地下水の取水について自主規制を

実施している。

また，公害防止協定を結んだ工場については，当該協定書に自主規制の内容を盛り込み，その

実効性を高めることとしている。

しかしながら，本県の臨海部における地下水利用については，工業用及び上水道以外の用水取

水量が増加したことなどにより，地下水の水位低下や塩水化が進行する地域が見られた。

このことから，地下水の採取の適正化を図ることにより，地下水を保全し，あわせて地下水の

水位の異常な低下又は地盤の沈下を防止するために，徳島県生活環境保全条例により，特定の地

域を指定し，その地域において地下水を採取する揚水設備が一定の規模を越える設備の設置につ

いては，あらかじめ知事に届けでることとし，地下水の採取の削減に対する指導を行っている。

(3) 地盤沈下対策

地盤沈下により生じた農地，農業用施設の被害を復旧するために，農業用用排水施設の整備を

行っている。

４ 高潮・浸水時の被害予防対策

(1) 県，市町村及び防災機関は，高潮の危険や避難方法等を県民等に対して広く啓発するものとす

る。

(2) 市町村は，高潮によって浸水が予想される地域について事前に把握し，浸水予測図を活用する

などして，避難勧告・指示等の具体的な対策をあらかじめ検討しておくとともに，住民等に対し
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周知を図るよう努める。

また，避難場所，避難路を指定するとともに，案内板や高潮浸水標識の設置により，緊急時の

注意を呼びかけ，住民等に対して，高潮又は浸水時の対応の啓発に努める。
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第４節 土砂災害等予防対策

第１款 崩壊危険地の災害防止

【主な実施機関：市町村，県（農業基盤課，森林整備課，砂防防災課），四国地方整備局】

第１ 方針

県及び関係機関は，地すべり，がけ崩れ等の土砂災害を事前に防止するため，危険な個所における

必要な災害防止策について定める。

第２ 内容

１ 地すべり予防対策

県は，地すべりによる災害を防止するため，人的被害の軽減を最優先に考え，単独での避難が困

難な高齢者等を守るための避難行動要支援者（災害時要援護者）関連施設の保全，安全な避難を確

保するための避難場所の保全，災害発生時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災

拠点の保全，さらに近年に地すべり等が発生した緊急度の高い箇所における被害拡大防止を重点的

に実施する。

また，地すべり防止区域内における地すべりを誘発助長する行為の制限，土砂災害危険箇所図等

による地すべり危険箇所の公表周知，雨量観測機器による降雨状況の提供等のソフト対策を推進す

る。

市町村にあっては，警戒避難体制を確立するとともに，必要な事項を記載した印刷物の配布によ

る周知，自主防災組織の育成，危険箇所のパトロール等を実施するものとし，必要に応じて県は市

町村を支援する。

〔参 考〕

地すべりの前兆

１ 斜面に段差が出たり，き裂が生じる。

２ 凹地ができたり，湿地が生じる。

３ 斜面からの湧水が濁ったり，湧き方が急に変化する。

４ 石積がはらんだり，擁壁にひびが入る。

５ 舗装道路やたたき（三和土）などにひびが入る。

６ 樹木，電柱，墓石などが傾く。

７ 戸やふすまなどの建具がゆるみ，開けたてが悪くなる。

集中豪雨，長雨，地震時に発生しやすいが，常に注意しておく必要がある。

２ 急傾斜地崩壊予防対策

県は，がけ崩れによる災害を防止するため，人的被害の軽減を最優先に考え，単独での避難が困

難な高齢者等を守るための避難行動要支援者（災害時要援護者）関連施設の保全，安全な避難を確
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保するための避難地の保全，災害発生時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠

点の保全，近年にがけ崩れ等が発生した緊急度の高い箇所における被害拡大防止，さらに沿岸部に

おける津波避難場所・避難路の確保を重点的に実施する。

また，急傾斜地崩壊危険区域におけるがけ崩れを誘発助長する行為の制限，土砂災害危険箇所図

及び標識による急傾斜地崩壊危険箇所の公表周知，雨量観測機器による降雨状況の提供等のソフト

対策を推進する。

市町村にあっては，警戒避難体制を確立するとともに，必要な事項を記載した印刷物の配布によ

る周知，自主防災組織の育成，危険箇所のパトロール等を実施するものとし，必要に応じて県は市

町村を支援する。
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〔参 考〕

危険度の高いがけ

１ クラックのあるがけ

２ 表土の厚いがけ

３ オーバーハングしているがけ

４ 浮石の多いがけ

５ 割目の多い基岩からなるがけ

６ 湧水のあるがけ

７ 表流水の集中するがけ

８ 傾斜角が３０°以上，高さ５ｍ以上のがけ

集中豪雨，台風，地震時には特に注意する必要がある。

３ 土石流予防対策

県は，土石流による災害を防止するため，人的被害の軽減を最優先に考え，単独での避難が困難

な高齢者等を守るための避難行動要支援者（災害時要援護者）関連施設の保全，安全な避難を確保

するための避難地の保全，災害発生時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点

の保全，さらに近年に土石流等が発生した緊急度の高い箇所における被害拡大防止を重点的に実施

する。

また，砂防指定地内の土砂流出を誘発助長する行為の制限，土砂災害危険箇所図及び標識等によ

る土石流危険渓流の公表周知，雨量観測機器による降雨状況の提供等のソフト対策を推進する。

市町村にあっては，警戒避難体制を確立するとともに，必要な事項を記載した印刷物の配布によ

る周知，自主防災組織の育成，土石流危険渓流のパトロール等を実施するものとし，必要に応じて

県は市町村を支援する。

４ 山地に起因する災害危険個所（山腹崩壊危険地区，崩壊土砂流出危険地区）の予防対策

県は，災害を未然に防止するため，治山事業により防災対策を推進するとともに，山地災害危険

個所県のホームページで公開することにより危険個所の周知を図る。また，県は市町村及び地域住

民と連携し，危険個所のパトロールや治山施設の定期的な点検を実施する。

県と市町村は，危険地区に関係する集落の実態を調査し，危険度に応じた警戒避難体制を確立す

るとともに，人的被害の軽減を最優先に考え，特に危険地区内にある災害時要援護者関連施設の保

全を重点的に実施する。

５ 土砂災害警戒区域等における予防対策

県及び市町村は，土砂災害から住民の生命及び身体を守るため，急傾斜地の崩壊，土石流又は地

すべり（以下「急傾斜地の崩壊等」という。）が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし，警

戒避難体制の整備を図るとともに，一定の開発行為を制限することなど土砂災害のソフト対策を推

進する。

(1) 基礎調査
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県は，土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害防止法に基づき行わ

れる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として，急傾斜地の崩壊等のおそれのある土

地に関する地形，地質，降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その

他の事項に関する調査を実施する。

(2) 土砂災害警戒区域等の指定

県は，市町村長の意見を聴いて，土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域として指定

を，また，警戒区域のうち建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れ

のある区域を土砂災害特別警戒区域として指定を行う。

なお，当該特別警戒区域については次の措置を講じるものとする。

ア 住宅宅地分譲地，社会福祉施設等のための開発行為に関する許可

イ 建築基準法に基づく建築物の構造規制

ウ 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

エ 勧告による移転者への融資，資金の確保

(3) 警戒避難体制の整備

市町村は，土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達，予警報の発令及び

伝達，避難，救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について，市町村地域防災計画に定め

るものとする。また，土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の避難行動要支援者（災害時要援

護者）が利用する施設がある場合は，当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災

害に関する情報等の伝達方法を定めるものとする。

なお，市町村長は，土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住

民に周知させるため，これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものと

する。

６ 土砂災害緊急調査及び土砂災害緊急情報

(1) 緊急調査

重大な土砂災害の急迫している状況において，土砂災害が想定される土地の区域及び時期を

明らかにするため，土砂災害防止法第 26 条及び第 27 条に基づき，国土交通省及び県が次

のとおり緊急調査を行う。

ア 国土交通省が実施するもの

(ｱ) 河道閉塞（天然ダム）による湛水を発生原因とする土石流

ａ 河道閉塞（天然ダム）の高さが概ね 20ｍ以上ある場合

b 概ね 10戸以上の人家に被害が想定される場合

(ｲ) 河道閉塞（天然ダム）による湛水

ａ 河道閉塞（天然ダム）の高さが概ね 20ｍ以上ある場合

ｂ 概ね 10戸以上の人家に被害が想定される場合

イ 県が実施するもの

(ｱ) 地すべり

ａ 地すべりにより，地割れや建築物等に亀裂が発生又は被害が広がりつつある場合

ｂ 概ね 10戸以上の人家に被害が想定される場合

(2) 土砂災害緊急情報（土砂災害防止法第 29条）
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国土交通省及び県は，緊急調査の結果に基づき当該土砂災害が想定される区域及び時期に関

する情報（土砂災害緊急情報）を土砂災害防止法第 29条により関係市町村へ通知するととも

に一般住民に周知する。

なお，国土交通省が緊急調査を行ったものについては県に対しても土砂災害緊急情報が通

知される。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備

２ 土砂災害警戒区域の住民に対する周知

第２款 宅地防災対策

【主な実施機関：市町村，県（都市計画課，住宅課）】

第１ 方針

県は，都市計画法の開発許可制度及び建築基準法に基づき，崖崩れ，擁壁の倒壊等の地盤災害を未

然に防止するため，宅地造成工事については，適切な審査と指導を行う。

第２ 内容

１ 工作物の耐震設計

擁壁，法面等で地震により崩壊する恐れのある工作物等について，建築基準法等の関係法令に定

める技術基準に適合するよう指導を徹底する。

２ 監 督 処 分

許可に係る行為で是正等を要する場合には，監督権，命令権に基づき速やかに処置する。

(1) 都市計画法の監督処分

ア 許可の取消し，変更，効力の停止

イ 許可条件の変更，附加

ウ 工事停止命令

エ その他，違反是正措置命令

(2) 建築基準法の監督処分

ア 工事停止命令

イ その他，違反是正措置命令

３ 防災パトロール

定期パトロールを強化して，違反宅地造成，危険宅地の発見に努め，これに対して是正措置を強

力に指導し，宅地防災対策について万全を期す。

４ 被災宅地危険度判定体制の整備

県は，被災宅地危険度判定実施要綱により，被災宅地の危険度を判定する被災宅地危険度判定士
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の養成，都道府県及び市町村間の相互支援体制の整備等を実施し，大規模な地震等に伴い宅地災害

が発生した場合，被災宅地危険度判定士を活用して，宅地の被害状況調査及び危険度の判定を迅速

かつ的確に行い，二次災害を軽減，防止する。

第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ 危険宅地の所在及び警戒体制，保全対策

第３款 ダム防災対策

【主な実施機関：県（砂防防災課，企業局），四国地方整備局，独立行政法人水資源機構，四国電力(株)】

第１ 方針

県及び関係機関は，災害に伴う多目的ダムの被害を防止するため，ダム施設の適切な維持・管理を

実施するものとする。

第２ 内容

１ 施設の現況

河川区域内のダム施設は，河川管理施設等構造令等に基づいた耐震設計を行っており，多目的ダ

ムが５（県３，四国地方整備局１，独立行政法人水資源機構１），発電用ダムが８（県１，四国電力

７）設置されている。

２ 保守管理目標

ダムについては，ダム検査規程等に準拠し，定期的に巡視・点検により保守管理を行っており，

大規模な地震（震度４以上）が発生した場合には，直ちに臨時点検を実施するものである。

第４款 農業用ダム・農業用ため池対策

【主な実施機関：県（農業基盤課）】

第１ 方針

県及び関係機関は，災害に伴う農業用ダム，農業用ため池の被害を防止するため，関係施設の適切

な維持・管理について定める。

第２ 内容

１ 管理の形態

農業用ダム・農業用ため池は，農業用施設として土地改良区，水利組合等が独自に運営管理して

いる。大規模な改修については国，県，市町村の補助を受けている場合が多いが，基本的には，受

益者で維持管理されている。

２ 災害予防目標

農業用ダム・農業用ため池の災害予防については，管理者による適切な日常管理や定期点検が重

要であることから，管理者に対して，適切に指導する。
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第３ 市町村地域防災計画に定める事項

１ ため池施設の整備

２ ため池の管理体制の強化
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第５節 建築物災害予防対策

【主な実施機関：市町村，県（住宅課）】

第１ 方針

建築基準法に基づき，次の計画を積極的に推進することにより，建築物の被害の防止又は軽減を図

るものとする。

第２ 内容

１ 災害危険区域指定計画

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止，その他建築物にかかる制限を行

い，被害の未然防止を図るものとする。

２ 指導計画

災害危険区域内等における建築物の建築について，適切な行政指導を行い，安全確保について万

全を図るものとする。

〔資 料 編〕

建築基準法による災害危険区域一覧表
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第６節 雪害予防対策

【主な実施機関：市町村，県（農業基盤課，水産課，森林整備課，河川振興課，運輸政策課）, 四国

地方整備局】

第１ 方針

豪雪による被害を防止し，又は軽減するため，関係機関は次の雪害対策を実施するものとする。

第２ 内容

１ 県は，徳島県雪害防止対策要綱に基づき，主要道路の除雪体制を確立し，交通規制及び指導を行

い，農林施設，作物の雪害対策を図り及び雪害予防知識の普及に努める。

２ 市町村は，特に交通の確保をはかる措置を講じるため主要道路の除雪，除雪機械の整備並びに要

員の配備，出動等市町村が実施すべき事項を市町村地域防災計画に定め，これにより雪害対策を実

施するものとする。

３ 指定地方行政機関，指定公共機関は，各機関の定める防災業務計画に基づき，必要な対策を実施

するものとする。特に次の機関はそれぞれの緊急措置を講ずるものとする。

(1) 四国運輸局徳島運輸支局（応神町庁舎）

定期バスの運行確保を図るため，チェーン，スノータイヤの備付を指導するとともに，運行停

止を行う場合は各バス会社は，事前にラジオ，テレビ，新聞等の報道機関を通じ，その状況を利

用者に広報する措置を講ずるものとする。

(2) 四国旅客鉄道株式会社

旅客の安全と輸送秩序の維持に万全を期するため，各駅長が四国旅客鉄道株式会社運輸関係指

令手続の定めるところにより，必要に応じ給食，医療等の手配をするが，非常時においては，市

町村，住民等の協力をもとめて応急体制をとり輸送の確保に努める。

(3) 四国電力株式会社

雪害時における配電線路等に障害を生ずることが予想される場合は，防災業務計画の定めると

ころにより警戒体制をとり電力の確保に努める。
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第７節 気象業務の整備

【主な実施機関：市町村，県（農業基盤課，水産課，森林整備課，砂防防災課，河川振興課，運輸政

策課），四国地方整備局】

第１ 方針

注意報，警報，特別警報及び気象情報等の気象業務の組織及び気象観測施設を整備し，関係防災機

関相互の連絡を密にし，防災対策の適切な実施を図るものとする。

第２ 内容

１ 注意報・警報・特別警報，気象情報

(1) 注意報・警報・特別警報の区域細分

ア 注意報・警報・特別警報については，市町村ごと（美馬市は「美馬市脇・美馬・穴吹」と「美

馬市木屋平」に，つるぎ町は「つるぎ町半田・貞光」と「つるぎ町一宇」に分割）に対して発

表する。
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府県 市町村等を 市町村等
予報区 まとめた地域

徳島 ・ 鳴門 徳島市 ,鳴門市 ,小松島市 ,板野町 ,藍住町 ,北島町 ,松茂町

美馬北部・ 阿北 吉野川市，阿波市 ，美馬市脇・美馬・穴吹

石井町，上板町，つるぎ町半田・貞光

徳島県 美馬南部・ 神山 美馬市木屋平，佐那河内村，佐那河内村，つるぎ町一宇

三 好 三好市 ，東みよし町

阿 南 阿南市

那賀 ・ 勝浦 那賀町 ， 上勝町 ， 勝浦町

海 部 海陽町 ， 美波町 ， 牟岐町

(2) 徳島地方気象台が発表する注意報・警報・特別警報の種類及び発表基準

（数値は，予想される気象要素値である）

ア 注意報

気象現象等により被害が予想される場合，住民及び関係機関の注意を喚起するために発表す

る。

種 類 発 表 基 準

風雪注意報 風雪によって災害が起こるおそれがあり，具体的には，降雪を伴い平均風速

が陸上で 12m/s以上，海上で 15ｍ/s以上と予想される場合。

強風注意報 強風によって災害が起こるおそれがあり，具体的には，平均風速が陸上で

12m/s以上，海上で 15m/s以上と予想される場合。
気

大雨注意報 大雨によって災害が起こるおそれがあり，具体的には，各市町村で，別表１

の基準に到達することが予想される場合。

象

大雪によって災害が起こるおそれがあり，具体的には，24 時間の降雪の深
大雪注意報 さが 「徳島・鳴門」，「阿南」，「海部」では 5cm以上，「美馬北部・阿北」，「美

注 馬南部・神山」，「三好」では 5cm 以上，山地で 20cm 以上，「那賀・勝浦」で
は 5cm以上，山地で 10cm以上が予想される場合。

意 濃霧注意報 濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想され，具

体的には，視程が陸上で 100m以下，海上で 500m以下と予想される場合。

報 雷 注 意 報 落雷等により被害が予想される場合。

乾燥注意報 空気が乾燥し火災の危険が大きいと予想され，具体的には，気象台において

最小湿度が 40%以下で，実効湿度が 60%以下と予想される場合。

なだれ注意 なだれによって災害が起こるおそれがあり，具体的には，積雪の深さが 50cm
報 以上あり，

①降雪の深さが 20cm 以上 ②気象台における最高気温 7 ﾟ C 以上 ③降水量

10mm以上のいずれかが予想される場合。
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種 類 発 表 基 準

着雪注意報 着雪によって被害が起こるおそれがあり，具体的には，気温－ 2 ﾟ C～ 2 ﾟ C
気 の条件下で 24時間の降雪の深さが 20cm以上と予想される場合。
象

注 霜 注 意 報 晩霜によって農作物等に著しい被害が起こるおそれがあると予想され，具体

意 的には，晩霜期を対象とし最低気温が 4 ﾟ C以下と予想される場合。
報

低温注意報 低温によって農作物等に著しい被害が起こるおそれがあると予想され，具体

的には，気象台における最低気温が-3 ﾟ C以下と予想される場合。

※ 地 面 現 象 大雨，大雪等による山崩れ，地すべり等によって災害が起こるおそれがある

注意報 と予想される場合。

高 潮 注 意 報 台風等による海面の異常上昇により災害が起こると予想され，具体的には，

別表５の基準に到達することが予想される場合。

波 浪 注 意 報 高い波によって災害が起こるおそれがあり，具体的には，有義波高が 3m 以
上と予想される場合。

※浸水注意報 浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。

大雨，長雨等による洪水によって災害が起こるおそれがあり，具体的には，

洪 水 注 意 報 二次細分区域内の各市町村で，別表２の基準に到達することが予想される場合。

イ 警報

気象現象等により重大な災害が予想される場合，住民及び関係機関の警戒を促すために発表

する。

種 類 発 表 基 準

暴 風 警 報 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあり，具体的には，平均風速が陸

上で 20m/s以上，海上で 25m/s以上と予想される場合。
気

暴風雪警報 暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあり，具体的には，降雪を伴い

平均風速が陸上で 20m/s以上，海上で 25m/s以上と予想される場合。
象

大 雨 警 報 大雨によって重大な災害が起こるおそれがあり，具体的には，各市町村で，

別表３の基準に到達することが予想される場合。

警

大雪によって重大な災害が起こるおそれがあり，具体的には，24 時間の降
大 雪 警 報 雪の深さが 「徳島・鳴門」，「那賀・勝浦」，「阿南」，「海部」では 30cm以上，

報 「美馬北部・阿北」，「美馬南部・神山」，「三好」では 30cm以上，山地で 50cm
以上が予想される場合。

※地面現象警 大雨，大雪等による山崩れ，地すべり等の地面現象等により重大な災害が起

報 こるおそれがある場合。
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種 類 発 表 基 準

高 潮 警 報 台風や低気圧等による海面の異常上昇により重大な災害が起こるおそれがあ

り，具体的には，別表５の基準に到達することが予想される場合。

波 浪 警 報 高い波によって，重大な災害が起こるおそれがあり，具体的には，有義波高

が 6.0m以上と予想される場合。

※ 浸 水 警 報 浸水によって，重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。

洪 水 警 報 大雨，長雨等による洪水によって，重大な災害が起こるおそれがあり，具体

的には，各市町村で，別表４の基準に到達することが予想される場合。

注１ ※を付した注意報・警報は，これらの標題は用いないで，気象注意報・気象警報に含めて

行う。

注２ 発表基準欄に記載した数値は，徳島県における過去の災害と気象条件との関係を調査して

決めたものであり，社会環境や先行気象状況により変更することがある。

注３ 注意報及び警報はその種類にかかわらず，新たな注意報，又は警報が発表されたときに切

替えられるものとし，解除されるまで継続される。

注４ 水防活動の利用に適合する予報及び警報のうち水防活動用気象注意報・警報は大雨注意報

・警報，水防活動用高潮注意報・警報は高潮注意報・警報，水防活動用洪水注意報・警報は

洪水注意報・警報をもって代えるものとする。

注５ 大雨，洪水警報及び大雨，洪水注意報は，市町村毎に定めた基準により発表する。

注６ 地震など大規模災害発生後，必要に応じて警報・注意報の基準を暫定的に下げて運用する。

【備考】注意報・警報文の構成（暫定措置電文）

(1) 発表年月日時分及び発表気象官署名 発表時刻は 24時制とする。
(2) 見出し文 注意，警戒を要する事項について１００文字以内で簡潔に記述する。

(3) 本 文 二次細分ごとに記述する。

イ 注意報・警報の発表状況

ロ 特記事項

ハ 量的予報事項

ニ 付加事項

注意報・警報文の構成（防災情報提供システム送達報電文）

(1) 発表年月日時分及び発表気象官署名 発表時刻は 24時制とする。

(2) 見出し文 注意，警戒を要する事項について１００文字以内で簡潔に記述する。

(3) 本 文 市町村ごとに注意報・警報の発表状況を記述する。

ウ 特別警報

警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され，重大な災害の危険性が著しく

高まっている場合，最大限の警戒を呼び掛けるため，「特別警報」を発表する。
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種 類 概 要

大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。大

大雨特別警報 雨特別警報には，大雨特別警報（土砂災害），大雨特別警報（浸水害），大雨特

別警報（土砂災害，浸水害）のように，特に警戒すべき事項が明記される。

大雪特別警報 大雪により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。

暴風特別警報 暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。

雪を伴う暴風により重大な災害が発生する恐れが著しく大きいときに発表され

暴風雪特別警報 る。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などに

よる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。

波浪特別警報 高い波により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。

高潮特別警報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいときに発表される。

(3) 指定河川洪水予報

ア 吉野川洪水予報

(ｱ) 洪水予報区間：左岸 徳島県三好市池田町から河口まで

右岸 徳島県三好市池田町から河口まで

(ｲ) 発表基準

ａ 池田（無堤・有堤）・岩津・中央橋・第十のいずれかの基準地点の水位が，はん濫注意水

位に到達し，さらに水位の上昇が見込まれるときに，徳島河川国道事務所と徳島地方気象

台が共同して（以下同じ）吉野川はん濫注意情報（洪水注意報）を発表する。

ｂ 池田（無堤・有堤）・岩津のどちらかの基準地点の水位が，水位予測に基づきはん濫危険

水位に達することが見込まれるとき，あるいは避難判断水位に到達し，さらに水位の上昇が

見込まれるときに，（同）吉野川はん濫警戒情報（洪水警報）を発表する。

ｃ 池田（無堤・有堤）・岩津のどちらかの基準地点の水位がはん濫危険水位に到達したとき

に，（同）吉野川はん濫危険情報（洪水警報）を発表する。

ｄ 洪水予報区間内ではん濫が発生したときに，（同）吉野川はん濫発生情報（洪水警報）を

発表する。
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(ｳ) 基準地点

位 置
所在 平常水位 水防団 はん濫 避難判 はん濫 計画高

観測所名
（緯度経度）

地 ｍ 待機水位 注意水位 断水位 危険水位 水位
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

池田（無堤）
北緯34°01′58″ 徳島県三 7.4 8.0
東経133°50′32″ 好市井川 1.0 4.1 6.7 11.872

池田(有堤) 町西井川 8.0 9.7

岩津（無堤）
北緯34°03′56″ 徳島県阿 6.5 6.8
東経134°11′36″ 波市阿波 0.2 3.3 5.3 12.937

岩津(有堤) 町岩津 6.8 7.5

北緯34°05′25″ 徳島県阿

中央橋 東経134°20′42″ 波市吉野 0.75 3.4 4.9 ― ― 8.795
町柿原

北緯34°06′28″
徳島県板

第十
東経134°26′46″

野郡上板 1.6 3.7 5.3 ― ― 9.064
町第十新

田

イ 那賀川洪水予報

(ｱ) 洪水予報区間：左岸 阿南市十八女町から河口まで

右岸 阿南市加茂町から河口まで

(ｲ) 発表基準

ａ 基準地点（〔古庄（上流・下流）〕）の水位が，はん濫注意水位に到達し，さらに水位の

上昇が見込まれるときに，那賀川河川事務所と徳島地方気象台が共同して（以下同じ）

那賀川はん濫注意情報（洪水注意報）を発表する。

ｂ 基準地点（〔古庄（上流・下流）〕）の水位が，水位予測に基づきはん濫危険水位に達す

ることが見込まれるとき，あるいは避難判断水位に到達し，さらに水位の上昇が見込ま

れるときに，（同）那賀川はん濫警戒情報（洪水警報）を発表する。

ｃ 基準地点（〔古庄（上流・下流）〕）の水位がはん濫危険水位に到達したときに，（同）

那賀川はん濫危険情報（洪水警報）を発表する。

ｄ 洪水予報区間内ではん濫が発生したときに，（同）那賀川はん濫発生情報（洪水警報）

を発表する。

(ｳ) 基準地点

位 置 所在 平常水位 水防団 はん濫 避難判 はん濫 計画高

観測所名
（緯度経度）

地 ｍ 待機水位 注意水位 断水位 危険水位 水位

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

古庄(上流)
北緯33°56′15″ 阿南市羽 6.5 6.5

東経134°37′15″ ノ浦町古 0.0 3.5 5.0 8.823
古庄(下流) 庄 7.9 8.8
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ウ 勝浦川洪水予報

(ｱ) 洪水予報区間：徳島県勝浦郡勝浦町三渓（横瀬橋）から河口まで

(ｲ) 発表基準

ａ 横瀬・江田どちらかの基準地点の水位がはん濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込

まれるときに，徳島県河川振興課と徳島地方気象台が共同して（以下同じ）勝浦川はん濫

注意情報（洪水注意報）を発表する。

ｂ 横瀬・江田どちらかの基準地点の水位が一定時間後にはん濫危険水位に到達することが

見込まれるとき，あるいは避難判断水位に達しさらに水位の上昇が見込まれるときに（同）

勝浦川はん濫警戒情報（洪水警報）を発表する。

ｃ 横瀬・江田どちらかの基準地点の水位がはん濫危険水位に達したときに，（同）勝浦川は

ん濫危険情報（洪水警報）を発表する。

ｄ 洪水予報区間内ではん濫が発生したときに，（同）勝浦川はん濫発生情報（洪水警報）

を発表 する。

(ｳ) 基準地点

位 置 所在 平常水位 水防団 はん濫 避難判 はん濫 計画高

観測所名
（緯度経度）

地 ｍ 待機水位 注意水位 断水位 危険水位 水位

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

北緯33°56′00″ 勝浦町

横 瀬 東経134°30′13″ 棚野字 － 2.0 3.0 3.4 3.8 6.56
北川原

北緯34°01′07″ 小松島市

江 田
東経134°33′44″ 江田町沖 － 2.4 3.4 3.8 4.2 6.43

須賀

(4) 土砂災害警戒情報

徳島県と徳島地方気象台は，大雨特別警報または大雨警報発表中において大雨による土砂災害

発生の危険度が高まったときに，市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の

参考となるように「土砂災害警戒情報」を共同で作成・発表する。

ア 土砂災害警戒情報の発表

土砂災害警戒情報は，大雨による土砂災害発生の危険度を気象庁の降雨予測に基づいて判断

し，土砂災害に対する警戒及び警戒解除について分かりやすい文章と図を組み合わせた情報（図

１）として作成・発表する。

イ 土砂災害警戒情報の発表・解除基準

（発表基準）

大雨特別警報または大雨警報発表中において，実況雨量及び気象庁が作成する降雨予測に基

づいて算出した降雨指標が警戒基準に達すると予想される（集中的な土砂災害発生の危険度が

高まった）とき，発表対象地域（図２）に発表する。
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（解除基準）

降雨指標が警戒基準を下回り，かつ数時間で再び警戒基準を超過しないと予想されるとき，

発表対象地域ごとに解除する。ただし，無降雨状態が長時間継続しているにもかかわらず警戒

基準を下回らない場合は，土壌雨量指数等を鑑み解除する。

なお，地震など大規模災害発生後，必要に応じて土砂災害警戒情報の発表基準の引き下げを

実施するものとする。

ウ 土砂災害警戒情報の伝達

土砂災害警戒情報は，大雨警報を補足する防災情報のひとつであり，徳島地方気象台は気象

業務法第１１条に基づき関係機関及び徳島県に伝達する。県は災害対策基本法第５５条に基づ

き市町村長に伝達する。伝達経路は気象に関する警報・注意報・情報の伝達系統図に準ずる。

エ 土砂災害警戒情報利用上の留意点

土砂災害警戒情報は，降雨から予測可能な土砂災害の内，避難勧告等の災害応急対応が必要

な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。しかし，土砂災害は，それぞれ

の斜面における植生・地質・風化の程度，地下水の状況等に大きく影響されるため，個別の災

害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定は出来ない。また，技術的に予測が困難である斜面の

深層崩壊，山体の崩壊，地すべり等は，土砂災害警戒情報の対象とはしていない。
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図１ 土砂災害警戒情報発表例
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図２ 発表対象地域名（松茂町，北島町，藍住町，阿波市吉野町を除く 発表対象地域数４４）

(5) 気象情報

大雨，強風等が予想される場合には，気象の実況や今後の予想の解説を加え，特別警報・警報

や注意報に先立って発表する気象情報（予告的情報），注意報・警報・特別警報を補完する気象

情報（補完的情報）等を文章や図形式で「大雨に関する徳島県気象情報」等の名称で注意や警戒

をする旨発表する。

ア 特別警報・警報や注意報に先立って発表する気象情報（予告的情報）

イ 注意報・警報・特別警報を補完する気象情報（補完的情報）

ウ 大雨に関する気象情報

(6) 記録的短時間大雨情報

数年に一度しか起こらないような短時間の猛烈な雨を観測した場合に，「記録的短時間大雨情

報」を発表している。

この記録的短時間大雨情報は，担当予報区内で１時間に降った雨量（地上の雨量計による観測，

解析雨量）が，下表基準雨量を超えた場合，記録的短時間大雨情報を発表し，より一層の警戒を

喚起する。

記録的短時間大雨情報発表の基準雨量

徳島県北部 １時間降水量 110ミリ

徳島県南部 １時間降水量 120ミリ

(7) 竜巻注意情報

石井町

上板町

板野町

鳴門市

徳島市

吉野川市
美郷

吉野川市
川島町

吉野川市

鴨島町

阿波市

市場町
阿波市

土成町

小松島市
神山町

佐那河内村

つるぎ

町貞光

美馬市

美馬町

美馬市
穴吹町

美馬市脇町

吉野川市
山川町

阿波市
阿波町

東みよし町

三加茂地域

東みよし町

三好地域

三好市池田町

三好市

三野町

つるぎ町
半田

三好市

西祖谷山村
三好市東祖谷

三好市
井川町

三好市
山城町

つるぎ町一宇 勝浦町

阿南市
美馬市木屋平

海陽町
宍喰地域

海陽町

海部地域

海陽町海南地域
牟岐町

美波町
日和佐地域

美波町
由岐地域那賀町木頭地域

那賀町木沢地域

那賀町上那賀地域

那賀町
相生地域

那賀町鷲
敷地域

上勝町

発表対象地域

風水害対策編
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竜巻注意情報は，積乱雲の下で発生する竜巻，ダウンバースト等による激しい突風に対して注

意を呼びかける情報で，雷注意報を補足する情報として発表する。

徳島県竜巻注意情報 第 1号
平成××年９月４日１２時２５分 徳島地方気象台発表

徳島県は，竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しが
有る場合には，頑丈な建物内に移動するなど，安全確保に努めてください。
落雷，ひょう，急な強い雨にも注意してください。

この情報は，４月１３時３０分まで有効です。

竜巻注意情報の発表例

(8) 台風予報，台風情報

ア 台風に関する予報，情報

気象庁は，北西太平洋（東経100度～東経180度，赤道～北緯60度）上に存在する台風の進路

（中心位置）や強さ等について，実況及び24時間先までの予報を3時間毎に，72時間先までの

予報を6時間毎に発表する。さらに，３日（72時間）先も引き続き台風であると予想される時

には，５日（120時間）先までの進路予報を6時間毎に発表する。台風が日本に被害を及ぼす可

能性が生じた場合 には，1 時間後の中心位置や強さ等を推定して 1 時間毎に発表するととも
に，24時間先までの詳細な予報（3時間刻みの中心位置や強さ等）を３時間毎に発表する。

イ 台風の大きさ，強さ

台風接近時に的確な防災対策を行うためには，台風の勢力や進路等に関する情報が必要であ

る。そのために，台風を「大型で強い台風」のように，大きさ（強風域：平均風速15m/s以上

の強い風が吹いている範囲）を３段階，強さ（最大風速）を４段階で表現する。

台風の大きさの分類 台風の強さの分類

平均風速 15m/s 以上 最大風速 分 類

の 分 類 17m/s 以上 33m/s 未
強風域の半径 満

500㎞未満 33m/s 以上 44m/s 未 強い

満

500 ㎞以上 800 ㎞未 大型（大きい） 44m/s 以上 54m/s 未 非常に強い

満 満

800㎞以上 超大型（非常に大きい） 54m/s以上 猛烈な

２ 火災気象通報

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２２条第１項に基づき，徳島地方気象台は気象の状況が

火災の予防上危険であると認めるとき，その状況を火災気象通報として知事に通報するもので，知

事は市町村長に通報する。

市町村長は，前項の通報を受けたとき，又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき

は，火災に関する警報を発することができる。

火災気象通報の基準は次のとおりである。
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通報基準

(1) 実効湿度が 60%以下で最小湿度が 40%以下となり，最大風速 7m/s 以上の風が吹く見込みのと
き。

(2) 平均風速 10m/s以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。
ただし，降雨，降雪中は通報しないこともある。

３ 噴火警報，噴火予報

気象庁は，全国の活火山を対象とし，火山毎に警戒等を必要とする市区町村を明示して発表する。

このうち噴火警報は，居住地域や火口周辺に影響が及ぶ噴火の発生が予想された場合に，「警戒が必

要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」に居住地域が含

まれる場合は「噴火警報（居住地域）」，含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」として発表する。

噴火警報（居住地域）は，警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する特別警報に位置づけられる。

噴火予報は，警報の解除を行う場合等に発表する。

徳島地方気象台は，徳島県に影響する火山が噴火した場合に通知する。
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　　　大雨注意報発表基準 別表１

市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準

徳島市
平坦地： 1時間雨量=40mm,

平坦地以外： 1時間雨量=40mm
あるいは3時間雨量=90mm

124

鳴門市
平坦地：1時間雨量=30mm,

平坦地以外： 3時間雨量=60mm 114

小松島市
平坦地：1時間雨量=30mm,

平坦地以外： 3時間雨量=50mm
120

松茂町 1時間雨量=30mm 124

北島町 1時間雨量=40mm 124

藍住町 1時間雨量=40mm 127

板野町
平坦地：1時間雨量=40mm,

平坦地以外： 3時間雨量=80mm
114

吉野川市 1時間雨量=30mm 111

阿波市
平坦地：1時間雨量=30mm,

平坦地以外： 3時間雨量=80mm 87

 美馬市脇・美馬・穴吹 平坦地：1時間雨量=30mm,
平坦地以外： 3時間雨量=80mm

90

石井町
平坦地：1時間雨量=40mm,

平坦地以外： 3時間雨量=80mm
121

上板町
平坦地：1時間雨量=30mm,

平坦地以外： 3時間雨量=60mm
119

つるぎ町半田・貞光 3時間雨量=80mm 90

美馬市木屋平 3時間雨量=110mm 129

佐那河内村 3時間雨量=90mm 121

神山町 3時間雨量=90mm 113
　　つるぎ町一宇 3時間雨量=110mm 116

三好市 3時間雨量=110mm 88

東みよし町 3時間雨量=60mm 88

阿       南 阿南市
平坦地：1時間雨量=40mm,

平坦地以外： 3時間雨量=100mm 119

勝浦町 3時間雨量=110mm 139

上勝町 3時間雨量=140mm 121

那賀町 3時間雨量=140mm 136

牟岐町 3時間雨量=130mm 155

美波町 3時間雨量=80mm 135

海陽町 3時間雨量=130mm 157

徳  島 ・鳴  門

美馬北部・阿北

美馬南部・神山

【備考】
  *平坦地・平坦地以外の区分は別図１を参照。
  *土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まって
　　いる雨水の量を示す指数。
    1km四方毎に設定しているが、土壌雨量指数基準には、市町村等の域内における基準値の最低値を
　　示している。
　*大雨注意報の雨量基準は洪水注意報の雨量基準と同じ

三       好

那  賀 ・勝  浦

海       部
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　　　大雨警報発表基準 別表３

市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準

徳島市
平坦地：1時間雨量=60mm

平坦地以外：1時間雨量=60mm
あるいは3時間雨量＝140mm

155

鳴門市
平坦地：1時間雨量=50mm,

平坦地以外： 3時間雨量=90mm 143

小松島市
平坦地：1時間雨量=50mm,

平坦地以外： 3時間雨量=80mm
155

松茂町 1時間雨量=60mm －

北島町 1時間雨量=60mm －

藍住町 1時間雨量=60mm －

板野町
平坦地：1時間雨量=60mm,

平坦地以外： 3時間雨量=120mm
143

吉野川市 1時間雨量=50mm 139

阿波市
平坦地：1時間雨量=50mm,

平坦地以外： 3時間雨量=120mm 109

美馬市脇・美馬・穴吹 平坦地：1時間雨量=50mm,
平坦地以外： 3時間雨量=120mm 113

石井町
平坦地：1時間雨量=60mm,

平坦地以外： 3時間雨量=120mm 152

上板町
平坦地：1時間雨量=60mm,

平坦地以外： 3時間雨量=120mm
149

　つるぎ町半田・貞光 3時間雨量=120mm 113

美馬市木屋平 3時間雨量=170mm 162

佐那河内村 3時間雨量=140mm 152

神山町 3時間雨量=170mm 142
つるぎ町一宇 3時間雨量=170mm 146

三好市 3時間雨量=160mm 110

東みよし町 3時間雨量=160mm 110

阿       南 阿南市
平坦地：1時間雨量=70mm,

平坦地以外： 3時間雨量=150mm 149

勝浦町 3時間雨量=170mm 174

上勝町 3時間雨量=200mm 152

那賀町 3時間雨量=200mm 170

牟岐町 3時間雨量=190mm 194

美波町 3時間雨量=190mm 169

海陽町 3時間雨量=190mm 197

徳  島 ・鳴  門

美馬北部・阿北

美馬南部・神山

【備考】
  *平坦地・平坦地以外の区分は別図１を参照。
  *土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まって
    いる雨水の量を示す指数。 1km四方毎に設定しているが、土壌雨量指数基準には、市町村等の域内に
   おける基準値の最低値を示している。
　*大雨警報の雨量基準は洪水警報の雨量基準と同じ。

三       好

那  賀 ・勝  浦

海       部

風水害対策編
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　　　高潮警報・注意報基準 別表5

徳島市 1.9m

鳴門市（瀬戸内側） 2.0m
鳴門市（紀伊水道側） 2.0m

小松島市 1.8m
松茂町 1.8m
北島町 1.9m

阿南 阿南市 2.0m
美波町 1.8m
牟岐町 2.0m
海陽町 2.4m

【備　　　考】

1.4m

海部

徳島・鳴門

　　・潮位は一般の高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面として東京湾平均海面（TP）を用いる

市町村等
市町村等をまとめた地
域

警報基準 注意報基準
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第２章 災害応急対策

第１節 水防活動の実施

【主な実施機関：市町村，県（河川振興課）】

第１ 方針

洪水又は高潮等による水災を警戒し，防御し，これによる被害を軽減するための水防活動は，徳島

県水防計画及び水防管理団体の水防計画により実施する。

第２ 内容

１ 実施責任者

水防活動の責任は，水防管理団体にあり，県は，その区域における水防管理団体が行う水防が十

分に行われるよう，指導と水防能力の確保に努める責任を有するものである。

２ 水防体制

(1) 県の水防体制

県の水防体制は，次のとおりとする。

ア 徳島県水防本部

(ｱ) 設置

知事は，洪水又は高潮等による危険があると認めたときは，徳島県水防計画の定めるところ

により徳島県水防本部を設置する。

(ｲ) 組織 （班長＝関係各課長）

公共土木対策班

河川班

統 監 本 部 長 道路班

（知事） （県土整備部長 ）

運輸班

砂防・ダム班

副 統 監 副 本 部 長 まちづくり班

（副知事） （県土整備部副部長

（政策監） （技術）） 住宅班

統監不在のときは，副統監が，本部長不在のときは副本部長がそれぞれ代行する。

イ 非常配備

常時勤務から水防非常体制への切換を確実迅速に行うとともに，勤務員を適当に交代休養

させ長時間にわたる非常勤務活動の完備を期するため，次の要領による非常配備を行うもの

とする。
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水防非常配備の種類

(ｱ) 第一非常体制

ａ 大雨注意報等が発表され，相当な災害の発生が予想されるとき又は，台風が本県に接

近する恐れがあるとき。

ｂ 「徳島県津波注意」の津波注意報が発表されたとき。（必要最小限の人員）

(ｲ) 第二非常体制

ａ 暴風，大雨，洪水警報等が発表されたとき。

ｂ 台風が本県を通過することが確実とされたとき。

ｃ 河川がはん濫注意水位に近づいたとき。

ｄ 「徳島県津波」の津波警報が発表されたとき。

（必要な応急対策活動を状況に応じて行い得る人員）

(ｳ) 第三非常体制

事態が切迫し，危険性が大で第二非常体制では処理しかねると認められたとき。

（地域防災計画及び災害対策本部条例及び災害対策本部運営規定等に基づく人員）

各総合県民局及び東部県土整備局は本部の指示によるほか，適宜その状況に応じて本部

との協議の上，非常配備を行うものとする。非常配備を整えたときは，すみやかに水防本

部長に報告する。

もし事態が長引くときは，所属長において適宜交代させることができる。

(2) 惨事ストレス対策

水防活動を実施する各機関は，職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。
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第２節 土地改良区等における災害応急対策

【主な実施機関：県（農業基盤課），土地改良区】

第１ 方針

土地改良区，水利組合，ため池管理者は，管理する取水施設，排水機場，用排水路，農業用ダム・

農業用ため池等の農業用施設の応急対策について定める。

第２ 内容

１ 台風等，風水害が予想される時は，気象情報に注意し，次の事項を実施するものとする。

(1) ため池や用水路等で，余水吐を有している施設については，洪水の流下を妨げるものがないか

確認し，障害物を除去するとともに，余水吐に浮遊物が引っかからないように注意するものとす

る。

(2) 樋門，排水機場等の施設については，操作に支障をきたしていないか点検を行い，不調箇所が

ある場合は，整備しておくものとする。

(3) 施設の破損によって，地域住民に被害を及ぼす恐れが生じたり，ため池が，越水等により決壊

する恐れが生じた場合は，速やかに関係市町村及び水防管理者に報告するとともに，可能な応急

対策があれば実施するものとする。
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第１部 海上災害対策
【主な実施機関：市町村，県(危機管理部，秘書課，環境管理課，保健福祉政策課，医療政策課，健康

増進課，薬務課，水産課，農業基盤課，交通戦略課，道路整備課，河川振興課，運輸

政策課，病院局)，県警察，四国管区警察局，四国厚生支局，四国地方整備局，四国運

輸局徳島運輸支局，徳島地方気象台，徳島海上保安部，西日本電信電話(株)， ㈱ＮＴ

Ｔドコモ，ＫＤＤＩ(株)，ソフトバンクテレコム(株)，ソフトバンクモバイル(株)，

日本赤十字社徳島県支部，日本放送協会徳島放送局，西日本高速道路㈱，本州四国連

絡高速道路㈱，四国旅客鉄道㈱，日本通運㈱，四国福山通運(株)，佐川急便(株)，ヤ

マト運輸(株)，四国西濃運輸(株)，四国放送㈱， (一社)徳島新聞社，㈱エフエム徳島，

（一社）徳島県医師会，阿佐海岸鉄道㈱，自衛隊】

船舶の衝突，乗揚，転覆，火災，爆発，浸水，機関故障等の海難の発生による多数の遭難者，行方不

明者，死傷者等の発生又は船舶からの危険物等の大量流出等による著しい海洋汚染，火災，爆発等の発

生といった海上災害に対する対策について定める

第１章 災害予防

第１節 海上交通の安全のための情報の充実

第１ 気象に関する情報等の伝達

海上予報・海上警報の伝達系統は次のとおりとする。

高松地方気象台 徳島地方気象台 牟岐漁業無線局 漁船

第２ 船舶の航行に関する情報等

徳島海上保安部は，海図，水路書誌等水路図誌等に係る最新化に努めるものとする。

また，水路通報，航行警報，気象通報等船舶交通の安全に必要な情報の収集行い，海の緊急情報配信

サービス（ＭＩＣＳ）等により情報の提供を行う。

第２節 船舶の安全な運航の確保

徳島海上保安部は，港内，狭水道等船舶の輻輳する海域における海上交通情報の提供等の体制の整備

に努める。

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え

第１ 情報の収集・連絡関係

１ 情報の収集・連絡体制の整備

防災機関は，情報交換を行う連絡体制の整備に努めるとともに，徳島海上保安部は，航行船舶等か

らの情報など多様な災害関連情報等の収集を行う。

２ 情報の分析整理

徳島海上保安部，県及び市町村は，必要に応じ専門家の意見を活用するなど，収集した情報を的確

大規模事故等災害対策編
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に分析整理するものとする。

第２ 災害応急体制の整備関係

１ 職員の体制

防災機関は，それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

また，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に

周知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，他の

職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。

第３ 捜索，救助・救急，医療及び消火活動関係

１ 捜索，救助・救急活動関係

徳島海上保安部は，捜索，救助・救急活動の体制を確立するとともに，関係資機材の整備に努める

ものとする。

市町村は，救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとす

る。

県は，消防防災ヘリコプターを用いて行う救急・救助活動に必要な資機材の整備に努める。

警察本部は，捜索活動を実施するための，船舶，航空機等の整備に努めるものとする。

２ 医療活動関係

県及び市町村は，負傷者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品等の供給確保に努める

ものとする。

徳島海上保安部，県及び市町村は，医療活動について，連絡体制の整備を図るとともに，相互に連

携に努めるものとする。

３ 消火活動関係

徳島海上保安部及び消防機関は,平常時から連携を図り,消防体制の整備に努めるものとする。

市町村は，海水，河川水等を消防水利として活用するための施設の整備を図るものとする。

第４ 緊急輸送活動関係

警察本部，県及び市町村は，信号機，情報板等の道路交通関連施設について，災害時の道路交通

管理体制の整備に努めるものとする。

警察本部は，発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等について周知を

図るものとする。

第５ 危険物等の大量流出時における防除活動関係

１ 徳島海上保安部，県及び市町村等は，危険物等が大量流出した場合に備えて，防除活動及び避難誘

導活動を行うための体制の整備に努めるものとする。

また，危険物等が大量流出した場合に備えて，オイルフェンス等防除資機材及び避難誘導に必要な

資機材の整備を図るものとする。
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徳島海上保安部，県及び市町村等は，必要となる防除資機材の関係機関ごとの保有状況を把握し，

災害発生時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備するものとする。

油等を輸送する船舶の船舶所有者は，油等が大量流出した場合に備えて，防除のための必要な資機

材等を船舶内等に確保するものとする。

石油事業者団体は，油が大量流出した場合に備えて，油防除資機材の整備を図るものとする。

２ 排出油等災害への対応

(1) 徳島県沿岸海域において大量の油又は有害液体物質が 排出した場合の防除活動に必要な事項

を協議し，事故に関する情報を共有しつつ，会員がそれぞれの立場で行う防除活動の調整を実施

し，もって排出された油又は有害液体物質による被害の局限化を図ることを目的に次の業務を行

う 「徳島県排出油等防除協議会」（以下「協議会」という。） を設立している。

ア 排出油等の防除計画の策定

(ｱ) 情報の共有化

(ｲ) 人員，船艇及び防除資機材等の動員に関する調整

(ｳ) 出動船艇相互間の通信連絡

(ｴ) その他必要事項

イ 排出油等の防除に必要な設備及び防除資機材等の整備の推進

ウ 排出油等の防除活動の連携の推進

エ 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究

オ 排出油等の防除に関する研修及び訓練の実施

カ その他排出油等の防除に関する重要事項の協議

キ その他排出油等の防除に必要な事項

(2) 情報提供

会長（徳島海上保安部長）は，大量の油又は有害液体 物質の排出があったとき，もしくはその

おそれがあるときは，別に定める連絡系統により会員に対し，すみやかに事故に関する情報を提

供するものとする。

(3) 防除活動等

会員は，それぞれの立場に応じて，事前に調整された排出油等の防除活動，二次災害防止等の

対策を実施するものとする。

〔資 料 編〕

徳島県排出油等防除協議会会則

徳島県排出油等防除協議会運営要領

徳島県排出油等防除協議会地区協議会細則

徳島県排出油等防除協議会各地区排出油防除計画

第６ 関係者等への的確な情報伝達活動関係

徳島海上保安部，県及び市町村は，発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。

県及び市町村等は，家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくもの

とする。
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第７ 防災機関等の防災訓練の実施

徳島海上保安部，消防機関及び警察機関は，大規模海難や危険物等の大量流出を想定し，関係機関等

と相互に連携を図り，より実践的な訓練を実施するものとする。また，訓練を行うに当たっては，海上

事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的な

ものとなるよう工夫するとともに，訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の

改善を行うよう努める。

石油事業者団体は，油流出事故に対応するため，積極的に油防除訓練を行うものとする。

第８ 災害復旧への備え

港湾管理者等は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備し

ておくとともに，資料の被災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。

第４節 海上防災思想の普及

徳島海上保安部は，海事関係者に対する海難防止，海上災害防止に係る講習会等の開催，訪船指導等

により海上災害防止思想の普及，高揚に努める。

第５節 海上交通環境の整備

港湾管理者等は，防波堤，航路等の整備により，海上交通の安全性の向上に努める。

徳島海上保安部は航路標識の整備を行うものとする。

第６節 防災知識の普及等

徳島海上保安部及び港湾管理者等は，港湾の状況，防災のために使用する船舶，資機材，輸送施設等

に関する資料等の収集，整理に努めるものとする。

徳島海上保安部，県及び市町村等は，職員の専門的な知識の習得や防災意識の高揚のため，研修等に

努めるものとする。

第２章 災害応急対策

第１節 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保

第１ 災害情報の収集・連絡

１ 海上事故情報等の連絡

大規模な海上事故が発生した場合又は発生する恐れがある場合，関係事業者等は速やかに徳島海上

保安部へ連絡するものとする。

徳島海上保安部は，関係機関等に事故情報の連絡を行う。

県は，徳島海上保安部から受けた情報を関係市町村，防災機関等へ連絡する。

２ 大規模な海上事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡

関係事業者等は被害状況を徳島海上保安部へ連絡するものとする。

市町村は，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関する概括的情報を含め，把

握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。
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県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握

し，これらの情報を消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。

また，警察本部は，被害に関する情報を把握し，これを警察庁に報告する。

３ 一般被害情報等の収集・連絡

関係事業者等は，被害状況を徳島海上保安部に連絡する。

県は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係省庁に連絡する。

４ 応急対策活動情報の連絡

関係事業者等は，徳島海上保安部に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡する。

市町村は，県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，応援の必要性等を連絡する。

また，県は，自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡する。

防災機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。

第２ 流出油災害発生時の情報収集・連絡

流出油災害が発生し，又は発生する恐れがある場合の情報収集・連絡は，「徳島県排出油等防除協議

会情報伝達図」によるものとする。

〔資 料 編〕 徳島県排出油等防除協議会情報伝達図

第２節 活動体制の確立

第１ 関係事業者等の活動体制

発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立等必要な体制をとるものとする。

第２ 徳島海上保安部，県及び市町村の活動体制

徳島海上保安部，県及び市町村は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び

災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。

第３ 広域的な応援体制

県及び市町村等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求めるものとする。また，大規

模な海上事故の発生を覚知した時は，発災地以外の市町村は，あらかじめ関係地方公共団体により締結

された広域応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。

徳島県排出油等防除協議会は，流出油災害発生時に，被害の規模等に応じて，隣接県に設置された排

出油等防除協議会との応援体制を整えるものとする。

第４ 自衛隊の災害派遣

第五管区海上保安本部長等法令で定める者は，海上事故の規模や収集した被害情報から判断し，必要

があれば直ちに自衛隊の派遣要請を行うものとする。
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第３節 捜索，救助・救急及び消火活動

第１ 捜索，救助・救急活動

１ 徳島海上保安部，消防機関，警察本部は，多様な手段を活用し，相互に連携して捜索を実施するも

のとする。

２ 事故の発生した関係事業者は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努めるととも

に，救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努めるものとする。

３ 徳島海上保安部は，被災者の救助・救急活動を行うものとし，必要に応じて民間団体等と連携する

ものとする。

また，要請に基づき，船艇により，医療機関関係者等の緊急輸送を行うものとする。

４ 警察本部は，海上災害が発生して多数の遭難者，行方不明者，死傷者等が生じた場合には，警察用

航空機，警察用船舶等を活用し，迅速な捜索活動及び救出・救助活動を実施するものとする。

第２ 消火活動

１ 関係事業者は，速やかに火災の発生状況を把握するとともに，迅速に消火活動を行うものとする。

２ 徳島海上保安部又は消防機関は，船舶の火災を知った場合は，速やかに火災発生状況を把握し，迅

速に消火活動を行うとともに，相互に直ちにその旨を通報し，連携を図るものとする。

３ 消防機関は，速やかに沿岸部等の火災の発生状況を把握するとともに，迅速に消火活動を行うもの

とする。

４ 発災現場以外の市町村は，発災現場の市町村からの要請又は相互応援協定に基づき，消防機関によ

る応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針

交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，応急復

旧，輸送活動を行うものとする。

第２ 交通の確保

徳島海上保安部は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて船舶交通を制限し又は禁止するものと

する。また，傷病者，医師，避難者等又は救援物資等の緊急輸送について，必要に応じ，又は要請に基

づき，迅速かつ積極的に実施するものとする。

警察本部は，緊急輸送を確保するため，必要に応じて，一般車両の通行を禁止するなど交通規制を行

うものとする。また，交通規制にあたっては，警察機関，道路管理者は相互に密接な連絡をとるものと

する。

第５節 危険物等の大量流出に対する応急対策

徳島海上保安部，県及び市町村等の関係防災機関は，危険物等の流出事故が発生した場合，海上での

対策，海岸への漂着の防止，危険物等の回収処理等に関し，連携を密にし，必要な応急対策を実施する

ものとする。
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第１ 事故の原因者等による防除措置

海上事故により大量の油又は有害液体物質が排出された場合，事故の原因者等は，防除措置を講じる

ものとする。

第２ 徳島海上保安部の措置

徳島海上保安部は，海上事故により危険物等が海上に流出した場合，応急的な防除活動を行い，航行

船舶の避難誘導活動等必要な措置を講じるとともに，排出の原因者等が必要な措置を講じていない場合

は，措置を講じるよう命ずるものとする。

また，原因者側の対応が不十分な時は，自ら防除を行う等被害を最小限にくい止めるための措置を講

ずるものとする。

緊急に油の防除のための措置を講ずる必要がある場合において，排出の原因者等がその措置を講じて

いないと認められるとき，又は排出の原因者等に措置を講じるよう命ずるいとまがないと認められると

きは，海上災害防止センターに対し油の防除のための必要な措置を講ずることを指示するものとする。

第３ （一財）海上災害防止センター

（一財）海上災害防止センターは，海上保安庁長官の指示又は，事故の原因者等の委託により，油等

の防除措置を行うものとする。

第４ 消防機関，県警察

消防機関，県警察は，海上事故により危険物等が大量流出した場合，直ちに防除活動等を行うととも

に，避難誘導活動を行うものとする。

第５ 関係行政機関の長等に対する防除措置の要請

第五管区海上保安本部等は，排出の原因者等が必要な措置を講じていない場合又は，原因者等が講ず

る措置のみによっては海洋の汚染を防止することが困難であると認めるときは，必要に応じ，四国地方

整備局，県及び市町村等に対し，危険物等の除去等の必要な措置を講ずることを要請するものとする。

第６ 四国地方整備局

四国地方整備局は，油流出事故が発生し管区海上保安部からの要請を受けて，油回収船を出動させ，

防除活動を行うものとする。

第７ 危険物等の海岸等への漂着への対処

関係防災機関は，徳島県排出油等防除協議会等において協議の上，危険物等の防除，環境モニタリン

グ等必要な措置を講ずるものとする。

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動

第１ 海上災害情報の伝達

徳島海上保安部は，危険物等流出現場周辺海域における船舶の航行制限，禁止等の危険防止措置や海

上災害についての情報を関係者に周知，指導するものとする。
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第２ 被災者の家族等への情報伝達活動

防災機関は，被災者の家族等のニーズを十分把握し，海上災害の状況，二次災害の危険性に関する情

報，安否情報，医療機関などの情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被災

者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。

第３ 住民等への的確な情報の伝達

防災機関は，災害発生地の住民等に対し，海上災害の状況，安否情報，道路施設等の復旧状況，ニー

ズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。

第４ 関係者等からの問い合わせに対する対応

防災機関は，必要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努める

ものとする。

また，情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。

第７節 二次災害の防止活動

徳島海上保安部は，海上災害により船舶交通に危険が生じ又は生じるおそれがあるときは，速やかに

航行警報等必要な措置を講ずるとともに，必要に応じて船舶交通の整理，指導を行うものとする。また，

災害の原因者である船舶の所有者等に対し，船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を

講ずべきことを命じ，又は勧告するものとする。

第３章 災害復旧

港湾管理者等は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用

しつつ，迅速かつ円滑に被災した公共施設の復旧事業を行うものとする。また，復旧に当たり，可能な

限り復旧予定時期を明示するものとする。

徳島海上保安部は，災害の原因者である船舶の所有者等に対し，船舶の除去その他船舶交通の危険を

防止するための措置を講ずべきことを命じ，また勧告するものとする。

港湾管理者等は，復旧に当たり，環境に配慮しつつ，必要な措置を講ずるものとする。
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第２部 航空災害対策
【主な実施機関：市町村，県(危機管理部，秘書課，保健福祉政策課，医療政策課，健康増進課，薬務

課，水産課，交通戦略課，道路整備課，運輸政策課，病院局)，県警察，四国管区警

察局，四国厚生支局，四国地方整備局，四国運輸局(徳島運輸支局)，徳島空港事務所，

徳島地方気象台，徳島海上保安部，西日本電信電話(株)， ㈱ＮＴＴドコモ，ＫＤＤ

Ｉ(株)，ソフトバンクテレコム(株)，ソフトバンクモバイル(株)，日本赤十字社徳島

県支部，日本放送協会徳島放送局，西日本高速道路㈱，本州四国連絡高速道路㈱，四

国旅客鉄道㈱，日本通運㈱，四国福山通運(株)，佐川急便(株)，ヤマト運輸(株)，四

国西濃運輸(株)，四国放送㈱， (一社)徳島新聞社，㈱エフエム徳島，(一社）徳島県

医師会，阿佐海岸鉄道㈱, 自衛隊】

航空運送事業者の運行する航空機の墜落等の大規模な航空事故による多数の死傷者等の発生といった

航空災害に対する対策について定める。

第１章 災害予防

第１節 航空交通の安全のための情報の充実

第１ 気象に関する情報等の伝達

気象観測資料・気象資料の伝達系統は次のとおりとする。

海上自衛隊徳島教育航空群 徳 大阪航空局徳島空港事務所

島

大阪管区気象台 空 航空運送事業者

港

徳島地方気象台 気 徳島県警ヘリ

象

連 徳島県消防防災ヘリ

絡

室 個人又は会社所有航空機

観測資料(徳島教育航空群観測)

気象資料

気象状況の解説及び観測資料・気象資料等閲覧

第２ 航空交通の安全のための情報の伝達

徳島空港事務所は，航空路誌，航空情報等により航空交通の安全確保に関する情報を適時・適切に提

供するものとする。

航空運送事業者は，航空交通の安全に関する各種情報を様態，要因毎等に分類，整理し，事故予防の

ために活用し，必要な措置を講ずるものとする。
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航空運送事業者は，分類整理した各種情報を事業者相互間において交換し，情報の活用を促進するも

のとする。

第２節 航空機の安全な運航の確保

徳島空港事務所は，航空運送事業者に対し，航空関係諸規則の遵守の徹底を指導するものとする。

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え

第１ 情報の収集・連絡関係

１ 情報の分析整理

徳島空港事務所，県及び市町村は，必要に応じ専門家の意見を活用するなど，収集した情報を的確

に分析整理するものとする。

第２ 災害応急体制の整備関係

１ 職員の体制

防災機関及び航空運送事業者は，それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を

図るものとする。

また，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に

周知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，他の

職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。

第３ 捜索，救助・救急活動関係

１ 捜索活動関係

警察本部は，捜索活動を行うために有効な装備，資機材，車両等の整備に努めるものとする。

徳島海上保安部は，捜索活動を迅速かつ的確に実施するため，捜索活動に有効な資機材の整備を行

うものとする。

２ 消火救難及び救助・救急，消火活動関係

徳島空港事務所及び市町村は，救助工作車，救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救助用資

機材の整備に努めるものとする。

徳島空港事務所及び市町村は，消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努めるもの

とする。

県は，消防防災ヘリコプターを用いて行う救急・救助活動に必要な資機材の整備に努める。

３ 医療活動関係

徳島空港事務所，県及び市町村は，負傷者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品等の

供給確保に努めるものとする。

徳島空港事務所，県及び市町村は，医療活動について，連絡体制の整備を図るとともに，相互に連

携に努めるものとする。
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第４ 緊急輸送活動関係

警察本部及び県，市町村は，信号機，情報板等の道路交通関連施設について，災害時の道路交通管理

体制の整備に努めるものとする。

警察本部は，発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等について周知を図る

ものとする。

第５ 関係者等への的確な情報伝達活動関係

徳島空港事務所，県及び市町村は，発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。

徳島空港事務所，県及び市町村は，家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計

画しておくものとする。

第６ 防災機関等の防災訓練の実施

１ 防災訓練の実施

徳島空港事務所は，航空運送事業者，消防機関，警察機関等の防災機関と相互に連携した訓練を実

施するよう努める。

２ 実践的な訓練の実施と事後評価

徳島空港事務所等が訓練を行うに当たっては，航空事故及び被害の想定を明らかにするとともに実

施時間を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し，訓練後には評価を行

い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を行うこととする。

第２章 災害応急対策

第１節 発生直後の情報収集・連絡及び通信の確保

第１ 災害情報の収集・連絡

徳島飛行場及び小松島飛行場周辺において航空事故災害等が発生した場合の情報伝達は，「徳島飛行

場，小松島飛行場周辺における航空事故の連絡，調整体制に関する協定」によるものとする。

徳島空港事務所と徳島海上保安部，板野東部消防組合及び警察本部との航空機の捜索救難のための情

報交換については，徳島空港事務所が各機関との間で申し合わせた「航空機の捜索救難のための情報交

換に関する申し合わせ」によるものとする。

〔資 料 編〕

「徳島飛行場，小松島飛行場周辺における航空事故の連絡，調整体制に関する協定」

「航空機の捜索救難のための情報交換に関する申し合わせ」

第２節 活動体制の確立

第１ 防災機関の活動体制

１ 航空運送事業者の活動体制

発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立等必要な体制をとるものとする。
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２ 徳島空港事務所，県及び市町村の活動体制

発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制

をとるものとする。

３ 広域的な応援体制

県及び市町村等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求めるものとする。また，大

規模な航空事故の発生を覚知した時は，発災地以外の市町村は，あらかじめ関係地方公共団体により

締結された広域応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。

第２ 自衛隊の災害派遣

徳島空港事務所長等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を災害の規模や収集した被害情報

から判断し，必要があると認める場合は，要請を行うものとする。

航空事故災害における自衛隊の災害派遣は，「徳島飛行場における消火救難業務に関する協定(昭和

54.10.1締結）」に基づく徳島空港長の要請によるものとする。

〔資 料 編〕 徳島飛行場における消火救難業務に関する協定

第３節 捜索，救助・救急，医療及び消火活動

第１ 捜索，救助・救急及び消火活動

徳島海上保安部は，「航空機の捜索救難のための情報交換に関する申し合わせ（昭和50.5.15締

結）」により適切な捜索救難措置を実施する。

板野東部消防組合は，「航空機の捜索救難のための情報交換に関する申し合わせ（昭和50.5.20締

結）」により，適切な捜索救難措置を実施する。

警察本部は，「航空機の捜索救難のための情報交換に関する申し合わせ（昭和50.5.20締結）」によ

り，適切な捜索救難措置を実施するほか，航空災害が発生した場合においては，事故発生地を管轄する

警察署員，広域緊急援助隊員等を直ちに出動させ，関係機関と緊密に連携し，乗客，乗務員等の救出・

救助活動を迅速に行うものとする。

消防機関，県及び警察本部は，ヘリコプターなど多様な手段を活用し，相互に連携して捜索を実施す

るものとする。

鳴門市及び板野東部消防組合は，「徳島空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定（鳴門，

昭和45.12.1締結，板野東部，昭和47.4.1締結）」に基づき応急対策に協力する。

〔資 料 編〕

航空機の捜索救難のための情報交換に関する申し合わせ

徳島空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定

第２ 医療救護活動

１ 徳島空港事務所

徳島空港事務所長は，「徳島空港医療救護に関する協定書」に基づき，地元医師会に医療救護活動

を要請するものとする。また，地元医師会に要請後，速やかに社団法人徳島県医師会へ報告するもの

とする。

２ 要請を受けた地元医師会は，あらかじめ編成してある救急隊各自で現場に赴き，医療救護活動を実
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施するものとする。

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針

交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，応急復

旧，輸送活動を行うものとする。

第２ 交通の確保

県警察は，緊急輸送を確保するため，必要に応じて，一般車両の通行を禁止するなど交通規制を行う

ものとする。また，交通規制にあたっては，県警察，道路管理者は相互に密接な連絡をとるものとする。

第５節 関係者等への的確な情報伝達活動

第１ 被災者の家族等への情報伝達活動

防災機関は，被災者の家族等のニーズを十分把握し，航空災害の状況，安否情報，医療機関などの情

報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やか

な情報を適切に提供するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。

第２ 住民等への的確な情報の伝達

防災機関は，災害発生地の住民等に対し，航空災害の状況，安否情報，道路施設等の復旧状況，ニー

ズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。

第３ 関係者等からの問い合わせに対する対応

防災機関は，必要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努める

ものとする。

また，情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。
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第３部 鉄道災害対策
【主な実施機関：市町村，県(危機管理部，秘書課，保健福祉政策課，医療政策課，健康増進課，薬務

課，水産課，交通戦略課，道路整備課，都市計画課，運輸政策課，病院局)， 県警察，

四国管区警察局，四国厚生支局，四国運輸局，四国運輸局徳島運輸支局，徳島地方気

象台，徳島海上保安部，西日本電信電話株式会社， ㈱ＮＴＴドコモ，日本赤十字社

徳島県支部，日本放送協会徳島放送局，西日本高速道路㈱，本州四国連絡高速道路㈱，

四国旅客鉄道㈱，日本通運㈱，四国福山通運(株)，佐川急便(株)，ヤマト運輸(株)，

四国西濃運輸(株)，四国放送㈱，(一社)徳島新聞社，㈱エフエム徳島，（一社）徳島

県医師会，阿佐海岸鉄道㈱，自衛隊】

鉄道における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった鉄道災害に対する対策について定め

る。

第１章 災害予防

第１節 鉄道交通の安全のための情報の充実

第１ 鉄道事業者等の措置

１ 鉄道事業者は,気象台による気象，地象，水象に関する情報を有効に活用する。また，鉄道施設等

の異常を迅速に発見し，速やかな応急対策を図るために，雨量計・風速計・地震計等観測設備を整備

するとともに，列車無線・沿線電話・鉄道電話等を利用して，情報収集・連絡体制の整備を図るもの

とする。

２ 踏切道における自動車との衝突，置石等による列車脱線等の外部要因による事故を防止するために

は，事故防止に関する知識を広く一般に普及する必要がある。このため，四国運輸局及び鉄道事業者

は，全国交通安全運動及び踏切事故防止キャンペーン等の機会を捉えてポスターの掲示，チラシ類の

配布等を行うよう努めるものとする。

第２節 鉄道の安全な運行の確保

１ 施設・設備の保守・点検の実施

鉄道事業者は，鉄道事故災害防止のため，日常線路等を巡視し，軌道，土木構造物，信号保安設備

その他関係施設・設備の点検等を徒歩又は列車等により行い，鉄道全体の安全性・信頼性の維持，向

上に努める。

２ 教育・訓練の実施

鉄道事業者は，列車の安全確保のため必要な教育を徹底し，事故災害発生の防止に努める。また，

事故災害の発生を想定した緊急対応訓練を定期的に実施し，その習熟に努める。

３ 運転規制の実施

各種警報装置が動作したとき及び四国旅客鉄道㈱にあっては保線区長，阿佐海岸鉄道㈱にあっては

施設課長が運転規制の必要があると認めたときは，鉄道の安全を確保するために,運転規制を実施す

る。
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第３節 鉄道車両の安全性の確保

鉄道事業者は，車両の安全対策として自動列車停止装置(ATS)等列車の安全運行に関する設備の整備

・改良を計画的に推進し，列車運行の安全性向上に努めるものとする。

また，鉄道車両は，法令等に基づき，定期的または必要に応じて点検・整備し，安全性・信頼性の維

持に努めるものとする。

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え

第１ 情報の収集・連絡関係

１ 通信手段の確保

鉄道事業者は，気象台及び県，市町村との連絡を緊密に行い，予報及び警報等の情報収集に努める

ものとする。

第２ 災害応急体制の整備関係

１ 職員の体制

鉄道事業者は，事故災害が発生したときの緊急召集が迅速に行えるよう，緊急連絡・召集体制の整

備を図るものとする。

防災機関は，それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

防災機関は，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，

職員に周知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，

他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。

第３ 救助・救急，医療及び消火活動関係

１ 救助・救急活動関係

鉄道事業者は，事故災害発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるとともに，消

防機関との連携の強化に努めるものとする。

鉄道事業者は，事故災害が発生したときに備え，資機材等の整備，備蓄を図る。また，資機材等の

調達体制を整備するものとする。

市町村は，救助工作車，救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努め

るものとする。

県は，消防防災ヘリコプターを用いて行う救急・救助活動に必要な資機材の整備に努める。

２ 医療活動関係

県及び市町村は，負傷者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品等の供給確保に備える

ものとする。

県，市町村及び鉄道事業者は，医療活動について，連絡体制の整備を図るとともに，相互に連携に

努めるものとする。

３ 消火活動関係

消防機関等は，平常時から機関相互間の連携の強化を図るものとする。



- 304 -

大規模事故等災害対策編

鉄道事業者は，火災による被害の拡大を最小限に留めるため，初期消火のための体制の整備に努め

るとともに，消防機関との連携の強化に努めるものとする。

第４ 緊急輸送活動関係

鉄道事業者は，公安委員会その他の関係機関の協力のもとに，事故災害時の応急活動のために必要と

なる人員又は応急資機材等の輸送のための緊急自動車の整備に努めるものとする。

警察本部及び県，市町村等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設について，災害時の道路交通管

理体制の整備に努めるものとする。

警察本部は，発災後において，交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等について周知を図

るものとする。

第５ 関係者等への的確な情報伝達活動関係

鉄道事業者，四国運輸局，県及び市町村は，発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報につい

て整理しておくものとする。

四国運輸局，県及び市町村は，被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじ

め計画しておくものとする。

第６ 防災機関等の防災訓練の実施

鉄道事業者は，事故災害等の発生を想定した，教育・訓練を実施し，事故災害への対応能力の維持・

向上を図るものとする。

鉄道事業者は，消防機関及び警察機関等の防災機関と，相互に連携した訓練を実施するよう努める。

鉄道事業者等が訓練を行うに当たっては，鉄道事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間

を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し，訓練終了後にその検証を行い，

防災対策の課題等を明らかにするとともに，必要に応じて防災対策の改善措置等を講じるものとする。

第７ 災害復旧への備え

１ 各種データの整備保全

鉄道事業者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ施設，車両の構造図等の資料を整備するよ

う努めるものとする。

第５節 鉄道交通環境の整備

鉄道事業者は，軌道や路盤等の施設の保守を適切に実施するとともに，線路防護施設の整備の促進に

努めるものとする。

鉄道事業者は，列車集中制御装置（CTC）の整備，自動列車停止装置(ATS)の高機能化等の運転保安設

備の整備・充実に努めるものとする。

四国地方整備局，県，市町村，道路管理者及び鉄道事業者は，踏切道の立体交差化，構造の改良，踏

切保安設備の整備，交通規制の実施，統廃合の促進等踏切道の改良に努めるものとする。
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第６節 再発防止対策の実施

鉄道事業者等は，事故災害の発生後，原因究明の調査を進め，その成果を安全対策に反映させること

により，同種の事故災害の再発防止に努めるものとする。

第２章 災害応急対策

第１節 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保

第１ 災害情報の収集・連絡

１ 鉄道事故情報等の連絡

鉄道事業者は，事故災害発生の通報を受けたときは，社員に出動を指示するとともに，事故災害等

の状況の把握に務め，関係機関に通報する。

鉄道事業者は，必要に応じ，被害状況を四国運輸局に連絡する。

四国運輸局は，関係機関等に事故情報の連絡を行う。

県は，四国運輸局から受けた情報を関係市町村，防災機関等へ連絡する。

２ 鉄道事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡

鉄道事業者は，必要に応じ，被害情報を四国運輸局に連絡する。

市町村は，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関する概括的情報を含め，把

握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。

県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握

し，これらの情報を消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。

警察本部は被害に関する情報を把握し，これを警察庁に報告する。

３ 一般被害情報等の収集・連絡

鉄道事業者は，必要に応じ，被害状況を四国運輸局に連絡する。

県は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ，消防庁及び関係省庁に連絡する。

４ 応急対策活動情報の連絡

鉄道事業者は，四国運輸局に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡する。

市町村は，県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，応援の必要性等を連絡する。

県は，自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡する。

関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。

第２ 通信手段の確保

鉄道事業者は，必要に応じ，列車無線の有効な活用，移動無線機の運用，臨時回線の構成等の通信回

線運用措置を図るものとする。

第２節 活動体制の確立

第１ 防災機関の活動体制

１ 鉄道事業者の活動体制
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発災後速やかに災害の拡大の防止のため，関係列車の非常停止の手配，乗客の避難等の必要な措置

をとるとともに，社員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等，必要な体制をとる

ものとする。

２ 県及び市町村は発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設

置等必要な体制をとるものとする。

３ 広域的な応援体制

県及び市町村等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求めるものとする。また，大

規模な鉄道事故の発生を覚知した時は，発災地以外の市町村は，あらかじめ関係地方公共団体により

締結された広域応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。

第２ 自衛隊の災害派遣

知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を災害の規模や収集した被害情報から判断し，

必要があると認める場合は，要請を行うものとする。

第３節 救助・救急，医療及び消火活動

第１ 救助・救急活動

１ 鉄道事業者

事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を最優先とし，二次事故・災害の防止に務め，

その救急措置及び復旧については，最も安全と認められる方法により，迅速かつ的確に実施し，必要

により関係機関に救援等を要請し，救助・救急活動を行う各機関に可能な限り協力するよう努めるも

のとする。

第２ 医療救護活動

１ 鉄道事業者

災害発生直後における救護活動を行うよう努めるとともに，医療救護活動を実施する関係機関に可

能な限り協力するよう努めるものとする。

第３ 消火活動

１ 鉄道事業者

事故災害発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに，必要により関係機関に救援等

を要請し，消火活動を行う各機関に可能な限り協力するよう努めるものとする。

２ 消防機関

消防機関は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動を行うものとする。

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針

交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，応急復

旧，輸送活動を行うものとする。
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第２ 交通の確保

県警察は，緊急輸送を確保するため，必要に応じて，一般車両の通行を禁止するなど交通規制を行う

ものとする。また，交通規制にあたっては，県警察，道路管理者は相互に密接な連絡をとるものとする。

徳島海上保安部は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて船舶の交通を制限し又は禁止するもの

とする。

第３ 代替交通手段の確保

鉄道事業者は，事故災害が発生したときは，バス代行輸送等代替交通手段の確保に努めるものとする。

第５節 関係者等への的確な情報伝達活動

第１ 被災者の家族等への情報伝達活動

防災機関は，被災者の家族等のニーズを十分把握し，鉄道災害の状況，安否情報，医療機関などの情

報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やか

な情報を適切に提供するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。

第２ 住民等への的確な情報の伝達

防災機関は，災害発生地の住民等に対し，鉄道災害の状況，安否情報，道路施設等の復旧状況，ニー

ズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。

第３ 関係者等からの問い合わせに対する対応

防災機関は，必要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努める

ものとする。

また，情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。

第３章 災害復旧

第１節 応急工事の資材の確保

鉄道事業者は，応急工事の資材の適正な保有及び配置等により，迅速な供給の確保を図るものとする。

第２節 災害復旧計画及び実施

鉄道事業者は，応急工事の終了後速やかに本復旧計画を立て，これを実施するものとし，あらかじめ

定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑な被災施

設の復旧事業を行うものとする。

また，復旧に当たり，可能な限り復旧予定時期を明確化するよう努めるものとする。
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第４部 道路災害対策
【主な実施機関：市町村，県(危機管理部，秘書課，，保健福祉政策課，医療政策課，健康増進課，薬

務課，農業基盤課，森林整備課，水産課，交通戦略課，道路整備課，運輸政策課，病

院局)，県警察，四国管区警察局，四国厚生支局，四国地方整備局，四国運輸局(徳島

運輸支局)，徳島地方気象台，徳島海上保安部，西日本電信電話(株)， ㈱ＮＴＴドコ

モ，ＫＤＤＩ(株)，ソフトバンクテレコム(株)，ソフトバンクモバイル(株)，日本赤

十字社徳島県支部，日本放送協会徳島放送局，西日本高速道路㈱，本州四国連絡高速

道路㈱，四国旅客鉄道㈱，日本通運㈱，四国福山通運(株)，佐川急便(株)，ヤマト運

輸(株)，四国西濃運輸(株)，四国放送㈱，(一社)徳島新聞社，㈱エフエム徳島，（一

社）徳島県医師会，阿佐海岸鉄道㈱，自衛隊】

道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発生といった道路災害に対する対策について定める。

第１章 災害予防

第１節 道路交通の安全のための情報の充実

第１ 道路の交通の安全のための情報の提供

１ 道路管理者

道路施設等の異常を迅速に発見し，速やかな応急対策を図るために，情報の収集，連絡体制の整備

を図るものとする。また，異常が発見され，災害が発生するおそれがある場合に，道路利用者にその

情報を迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。

２ 県警察

道路交通の安全のための情報の収集，連絡体制の整備を図るものとする。また，異常が発見され，

災害が発生するおそれのある場合に，道路利用者に交通情報を迅速に提供するための体制の整備を図

るものとする。

第２節 道路施設等の整備

１ 道路管理者

道路施設等の点検を通じ，道路施設等の現況の把握に努めるものとする。

道路における災害を予防するため，必要な施設の整備を図るものとする。

道路施設等の安全を確保するため，必要な体制等の整備に努めるものとする。

道路防災対策事業等を通じ，安全性・信頼性の高い道路ネットワークの整備に努めるものとする。

２ 道路事業実施者

道路事業を実施することにより孤立集落の解消に努めるものとする。

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え

第１ 情報の収集・連絡関係

１ 情報の分析整理
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道路管理者は，収集した情報を分析し整理するための体制の整備を推進するものとし，必要に応じ

専門家の意見を活用するなど，収集した情報を的確に分析整理するものとする。

第２ 災害応急体制の整備関係

１ 職員の体制

防災機関は，それぞれの機関の実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

また，必要に応じ応急活動のためのマニュアル等を作成し，職員に周知するとともに訓練等を行い，

活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，他の職員，機関等との連携等について徹底を

図るものとする。

２ 防災機関相互の連携体制

関係機関は平常時より相互の連携強化に努めるものとする。

第３ 救助・救急，医療及び消火活動関係

１ 救助・救急活動関係

市町村は，救助工作車，救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努め

るものとする。

県は，消防防災ヘリコプターを用いて行う救急・救助活動に必要な資機材の整備に努める。

２ 医療活動関係

県及び市町村は，負傷者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品等の供給確保に備える

ものとする。

道路管理者及び県，市町村等は，医療活動について，連絡体制の整備を図るとともに，相互に連携

に努めるものとする。

３ 消火活動関係

道路管理者，消防機関等は，平常時より機関相互間の連携強化を図るものとする。

第４ 緊急輸送活動関係

県警察，県及び市町村等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設について，災害時の道路交通管理

体制の整備に努めるものとする。

県警察は，発災後において，交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等について周知を図る

ものとする。

第５ 危険物等の流出時における防除活動関係

県，市町村及び道路管理者は，危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう，資機材

の整備促進に努めるものとする。

第６ 関係者等への的確な情報伝達活動関係

県及び市町村等は，発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理しておくものとす
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る。

県及び市町村等は，被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画して

おくものとする。

第７ 防災機関の防災訓練の実施

道路管理者は，防災訓練の実施を通じ，災害時の対応等について周知徹底を図るものとする。

防災機関は，相互に連携した訓練を実施するものとし，訓練を行うに当たっては，災害及び被害の想

定を明らかにするなど，実践的なものになるよう工夫するものとする。また，訓練終了後にはその評価

を行い，課題等を明らかにするとともに，必要に応じて体制等の改善措置等を講じるものとする。

第８ 施設，設備の応急復旧関係

道路管理者は，被害情報の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制，資機材を整備するものと

する。

第９ 災害復旧への備え

道路管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備して

おくとともに，資料の被災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。

第４節 防災知識の普及

道路管理者は，道路利用者に対し，災害時の対応等の防災知識の普及を図るものとする。

第５節 再発防止対策の実施

道路管理者は，原因究明のための調査を行い，その結果を踏まえ再発防止対策を実施するものとする。

第２章 災害応急対策

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保

第１ 災害情報の収集・連絡

１ 事故情報等の連絡

道路管理者は，道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合は，速やかに国土交通省等，

関係機関に連絡するものとする。

県は，国土交通省等から受けた情報を，関係市町村等へ連絡する。

２ 災害発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡

道路管理者は，被害情報等の収集に努めるとともに，被害状況を国土交通省に連絡するものとする。

市町村は，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関する情報等について，把握

できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。

県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握

し，これらの情報を消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。

警察本部は，被害に関する情報を把握し，これを警察庁に報告するものとする。
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３ 一般被害情報等の収集・連絡

道路管理者は，被害情報等の収集に努めるとともに，被害状況を国土交通省に連絡するものとする。

県は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係省庁に連絡する。

４ 応急対策活動情報の連絡

道路管理者は，国土交通省に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡するものとする。

市町村は，県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，応援の必要性等を連絡するも

のとする。

県は，自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡する。

防災機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。

第２節 活動体制の確立

第１ 道路管理者の活動体制

道路管理者は，発災後速やかに，災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるとともに，職員の非常

参集，情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等必要な体制をとるものとする。

第２ 県及び市町村の活動体制

県及び市町村は発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の 設

置等必要な体制をとるものとする。

第３ 広域的な応援体制

県及び市町村等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求めるものとする。また，大規

模な災害の発生を覚知した時は，発災地以外の市町村は，あらかじめ関係地方公共団体により締結され

た広域応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。

第４ 自衛隊の災害派遣

知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を災害の規模や収集した被害情報から判断し，

必要があると認める場合は，要請を行う。

第３節 救助・救急，医療及び消火活動

第１ 救助・救急活動

１ 道路管理者

道路管理者は，迅速かつ的確な救助・救出の初期活動に資するよう消防機関及び県警察等に協力す

るものとする。

第２ 医療救護活動

１ 道路管理者

関係機関による迅速かつ的確な救護の初期活動が行われるよう協力するものとする。
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第３ 消火活動

１ 道路管理者

迅速かつ的確な初期消火活動に資するよう消防機関に協力するものとする。

２ 消防機関

消防機関は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動を行うものとする。

発災現場以外の市町村等は，発災現場の地方公共団体からの要請，相互応援協定等に基づき，消防

機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針

交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，応急復

旧，輸送活動を行うものとする。

第２ 交通の確保

県警察は，緊急輸送を確保するため，必要に応じて，一般車両の通行を禁止するなど交通規制を行う

ものとする。また，交通規制にあたっては，県警察，道路管理者は相互に密接な連絡をとるものとする。

徳島海上保安部は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて船舶の交通を制限し又は禁止するもの

とする。

第５節 危険物等の流出に対する応急対策

道路管理者は，危険物等の流出が認められたときには関係機関と協力し，直ちに防除活動，避難誘導

活動を行い，危険物による二次災害の防止に努めるものとする。

消防機関及び警察本部は，危険物の流出が認められた場合，直ちに防除活動を行うとともに，避難誘

導活動を行うものとする。

第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動

１ 道路管理者

迅速かつ的確な障害物の除去，仮設等の応急復旧を行い，早期の道路交通の確保に努めるものとす

る。また，道路施設の応急復旧を行うとともに，類似の災害の再発防止のために，被災箇所以外の道

路施設について緊急点検を行うものとする。

２ 県警察

災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るため，必要な措置を講じる。また，被災現場及

び周辺地域並びにその他地域において，安全施設の緊急点検を実施するなど必要な措置を講ずるもの

とする。
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第７節 関係者等への的確な情報伝達活動

第１ 被災者の家族等への情報伝達活動

防災機関は，被災者の家族等のニーズを十分把握し，道路災害の状況，安否情報，医療機関などの情

報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やか

な情報を適切に提供するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。

第２ 住民等への的確な情報の伝達

防災機関は，災害発生地の住民等に対し，道路災害の状況，安否情報，道路施設等の復旧状況，ニー

ズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。

第３ 関係者等からの問い合わせに対する対応

防災機関は，必要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備を図るも

のとする。

また，情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。

第３章 災害復旧

第１節 道路管理者の行う災害復旧

１ 道路管理者は，関係機関と協力し，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応援等

に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を行うものとする。

２ 災害復旧に当たり，可能な限り復旧予定時期を明示するよう努めるものとする。
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第５部 危険物等災害対策
【主な実施機関：市町村，県(危機管理部，秘書課，環境管理課，保健福祉政策課，医療政策課，健康

増進課，薬務課，水産課，農業基盤課，交通戦略課，道路整備課，河川振興課，運輸

政策課，病院局)， 県警察，四国管区警察局，四国厚生支局，中国四国産業保安監督

部四国支部，四国地方整備局，四国運輸局(徳島運輸支局)，徳島地方気象台，徳島海

上保安部，西日本電信電話(株)， ㈱ＮＴＴドコモ，ＫＤＤＩ(株)，ソフトバンクテ

レコム(株)，ソフトバンクモバイル(株)，日本赤十字社徳島県支部，日本放送協会徳

島放送局，西日本高速道路㈱，本州四国連絡高速道路㈱，四国旅客鉄道㈱，日本通運

㈱，四国福山通運(株)，佐川急便(株)，ヤマト運輸(株)，四国西濃運輸(株)，四国放

送㈱，（一社）徳島新聞社， ㈱エフエム徳島，（一社）徳島県医師会，阿佐海岸鉄

道㈱，自衛隊】

危険物の漏洩・流出，火災，爆発による多数の死傷者等の発生，高圧ガスの漏洩・流出，火災，爆発

による多数の死傷者等の発生，毒物・劇物の飛散，漏洩，流出等による多数の死傷者等の発生といった

危険物等災害に対する対策について定める。(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第

２条第２号に規定する特別防災地域を除く)

第１章 災害予防

第１節 危険物等関係施設の安全性の確保

危険物等の貯蔵・取扱い等を行う事業者（以下，本編において「事業者」という。）は，法令で定め

る技術基準を遵守するものとする。また，県及び市町村等は，危険物等関係施設に対する立入検査を徹

底し，施設の安全性の確保に努めるものとする。

県，市町村等及び事業者は，自主保安規程等の遵守，自衛消防組織等の設置及び定期点検・自主点検

の実施等の自主保安体制の整備を推進するものとする。

県及び市町村等は，事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し，講習会，研修会の実施等により保

安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより，危険物等関係施設における保安体制の強化

を図るものとする。

県，市町村等及び事業者は，危険物等災害が生じた場合に，その原因の究明に努め，危険物等関係施

設の安全性の向上に努めるものとする。

第１ 危険物災害予防対策

１ 保安教育

県及び市町村は，事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し，講習会，研修会の実施等により保

安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより，危険物等関係施設における保安体制の強

化を図るものとする。

また，危険物安全週間に広報，啓発活動を行うことにより，危険物の保安意識の高揚に努める。

２ 規制の強化

県及び市町村は，危険物施設に対し，次の事項を重点に立入検査等を適時実施し，災害の発生と拡
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大の防止を図る。

(1) 危険物施設の位置，構造及び設備の維持管理についての検査の強化

(2) 危険物の貯蔵，取扱い，運搬，積載等の方法についての検査及び安全管理についての指導の強

化

(3) 危険物施設の管理者，危険物保安監督者等に対する非常時にとるべき措置の指導の強化

(4) 地震動及び津波等による危険物施設等の影響に対する安全措置の指導の強化

３ 屋外タンク貯蔵所等からの流出油事故対策

県及び市町村は，液体危険物を貯蔵する大規模な屋外貯蔵タンク等については，不等沈下の防止及

び漏洩事故などの防止を図るよう指導するとともに，危険物の流出事故が発生した場合，敷地外流出

による二次災害を防止するための必要な措置を講ずるよう指導する。

４ 自衛消防組織の強化促進

事業者は，自衛消防組織の強化を推進し，自主的な災害予防体制の確立を図るとともに，隣接する

事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し，効率ある自衛消防力の確立を図る。

〔資 料 編〕 危険物大量貯蔵取扱事業所一覧表

第２ 高圧ガス，ＬＰガス及び火薬類災害予防対策

中国四国産業保安監督部四国支部及び県は，高圧ガス，ＬＰガス及び火薬類による災害の発生及び拡

大を防止するため，保安教育，保安の強化，自主保安体制の整備等保安体制の強化を図る。

〔資 料 編〕 高圧ガス大量保有事業所一覧表

１ 保安教育

(1) 高圧ガス保安法，液化石油ガス法及び火薬類取締法等関係法令の周知徹底を図るため，保安教育

講習等を実施する。

(2) 高圧ガス地震防災マニュアルの周知徹底を図る。

(3) 高圧ガス，ＬＰガス及び火薬類の取扱従事者等に対する技術講習を実施する。

(4) 危害予防週間や保安活動促進週間を設け，保安意識の高揚に努める。

２ 保安の強化

(1) 製造施設，貯蔵所等が関係法令に規定する技術上の基準に適合し，かつ適正に維持されているか

について保安検査及び立入検査を実施する。

(2) 指導の適正を期するため，指導取扱方針の統一，相互協力等により関係機関との連携を密にする。

３ 自主保安体制の整備

(1) 保安教育計画に基づく保安教育及び防災訓練の実施により，業務上の保安確保に万全を期すよう

指導する。

(2) 定期自主検査の完全実施と責任体制の確立を強力に指導する。
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第３ 毒物，劇物災害予防対策

毒物，劇物による災害を防止するため，施設管理の適正化，応急措置体制の確立，立入検査の強化，

搬送その他の自主保安体制の整備等指導体制及び保安体制の確立を図るものとする。

〔資 料 編〕 市町村別毒物・劇物取扱施設数，毒物・劇物製造事業所一覧表

第４ 放射線災害予防対策

防災機関並びに放射性同位元素の届出使用者は，災害時における放射性物質による事故を未然に防止

するため，施設の防災対策，防災業務従事者に対する教育及び訓練，防護資機材の整備等災害予防対策

を推進するとともに，施設の倒壊による放射線の漏洩を想定し，災害発生時に速やかに関係機関に連絡

できる体制を構築する。

〔資 料 編〕 放射線同位元素保有事業所一覧表

第５ 複合災害予防対策

関係防災機関及び事業者は，複合災害を防止するため，施設管理の適正化，保安教育の徹底，規制の

強化，化学消防機材の整備，応急措置体制の確立等保安体制の強化促進を図るものとする。

第６ 海上特殊災害予防対策

徳島海上保安部及び関係防災機関は，危険物等積載船舶の事故による災害を防止するため，航行規制

の強化，水路・航行援助施設等及び防災資機材の整備促進，保安教育訓練の徹底，防災機関相互間の有

機的連携の強化等指導及び保安体制の確立を図るものとする。

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え

第１ 情報の収集・連絡関係

１ 情報の分析整理

県及び市町村等は，必要に応じ専門家の意見を活用するなど，収集した情報を的確に分析整理する

ものとする。

第２ 災害応急体制の整備関係

１ 職員の体制

防災機関及び事業者は，それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るもの

とする。

また，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に

周知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，他の

職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。

第３ 救助・救急，医療及び消火活動関係

１ 救助・救急活動関係

市町村は，救助工作車，救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努

めるものとする。
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県は，消防防災ヘリコプターを用いて行う救急・救助活動に必要な資機材の整備に努める。

救急・救助関係機関及び事業者は，当該機関に係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応

じ情報交換を行うよう努めるものとする。

２ 医療活動関係

県及び市町村は，負傷者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品等の供給確保に努める

ものとする。

県，市町村及び事業者は，医療活動について，連絡体制の整備を図るとともに，相互に連携に努め

るものとする。

３ 消火活動関係

消防機関等は，平常時から機関相互間の連携強化を図り，消防水利の確保，消防体制の整備に努め

るものとする。

徳島海上保安部は，海上における消火活動に備え，平常時から消防体制の整備に努めるものとする。

市町村は，海水，河川水等を消防水利として活用するための施設の整備を図るものとする。

市町村及び事業者は，危険物の種類に対応した化学消火薬剤等の備蓄及び化学消防車等の資機材の

整備促進に努めるものとする。

第４ 緊急輸送活動関係

県警察，県及び市町村等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設について，災害時の道路交通管理

体制の整備に努めるものとする。

県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等について周知を図るも

のとする。

県警察は，広域的な交通管理体制の整備に努めるものとする。

第５ 危険物等の大量流出時における防除活動関係

防災機関及び事業者は，危険物等が大量流出した場合に備えて，防除活動及び避難誘導活動を行うた

めの体制の整備に努めるものとする。

防災機関及び事業者は，危険物等が大量流出した場合に備えて，オイルフェンス等防除資機材及び避

難誘導に必要な資機材の整備を図るものとする。

防災機関及び事業者は，関係機関による危険物等の種類に応じた防除資機材の整備状況を把握し，災

害発生時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備するものとする。

石油事業者団体は，油が大量流出した場合に備えて，油防除資機材の整備を図るものとする。

第６ 施設，設備の応急復旧活動関係

事業者は，施設，設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため，あらかじめ体制・資機材を整

備するものとする。

第７ 防災業務関係者の安全確保関係

防災機関は，応急対策活動中の安全確保のための資機材をあらかじめ整備するものとする。
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第８ 被災者等への的確な情報伝達活動関係

県及び市町村等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくものとす

る。

県及び市町村等は，家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくもの

とする。

第９ 防災機関等の防災訓練の実施

消防機関等は，様々な危険物等災害を想定し，関係機関等と相互に連携を図り，より実践的な消火，

救助・救急等の訓練を実施するものとする。

また，訓練を行うに当たっては，危険物等事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工

夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し，訓練後には評価を行い，課題等を

明らかにし，必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。

第10 災害復旧への備え

県，市町村等及び事業者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資

料を整備しておくとともに，資料の被災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。

第２章 災害応急対策

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保

第１ 災害情報の収集・連絡

１ 危険物等事故情報等の連絡

危険物等による大規模な事故が発生した場合，事業者は県，市町村等関係機関へ連絡するものとす

る。

県は，大規模な事故が発生した場合，事故情報等を関係省庁へ連絡する。

県は，関係省庁から受けた情報を関係市町村等へ連絡する。

２ 危険物等の大規模な事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡

事業者は被害状況を県，市町村等関係機関へ連絡するものとする。

県は，事業者から収集した情報等を関係省庁へ連絡する。

市町村は，事故情報，人的被害の状況及び火災の発生状況等の情報を収集するとともに，被害規模

に関する概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。

県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握

し，これらの情報を消防庁に報告するとともに，必要に応じ関係省庁に連絡する。

警察本部は，被害に関する情報を把握し，これを警察庁に報告する。

３ 一般被害情報等の収集・連絡

事業者は被害状況を県，市町村等関係機関へ連絡するものとする。

県は，事業者から収集した情報等を関係省庁へ連絡する。

県は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係省庁に連絡する。
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４ 応急対策活動情報の連絡

事業者は，応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を県，市町村等関係機関へ連絡するものとす

る。

県は，事業者の応急対策の活動状況等の情報を関係省庁へ連絡する。

市町村は，県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，応援の必要性等を連絡する。

また，県は，自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡する。

防災機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。

第２節 活動体制の確立

第１ 事業者の活動体制

事業者は発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等必要な体制

をとるとともに災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるものとする。

事業者は，消防機関，県警察等との間において緊密な連携の確保に努めるものとする。

第２ 県及び市町村の活動体制

県及び市町村は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設

置等必要な体制をとるものとする。

第３ 広域的な応援体制

県及び市町村等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体等に応援を求めるものとする。また，大

規模な危険物等災害の発生を覚知した時は，発災地以外の地方公共団体及び事業者は，あらかじめ関係

地方公共団体及び事業者により締結された広域応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものと

する。

第４ 自衛隊の災害派遣

知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を危険物等事故の規模や収集した被害情報から

判断し，必要があると認める場合は，要請を行うものとする。

第５ 防災業務関係者の安全確保

県及び市町村等は，応急対策活動中の安全確保のために資機材の確保を図るとともに，相互に密接な

情報交換を行うものとする。

第３節 災害の拡大防止活動

事業者は，危険物等災害時に的確な応急点検及び応急措置等を講ずるものとする。

県及び市町村は，危険物等災害時に危険物等の流出・拡散の防止，流出した危険物等の除去，環境モ

ニタリングを始め，住民の避難，事業者に対する応急措置命令，危険物等関係施設の緊急使用停止命令

など適切な応急対策を講ずるものとする。
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第４節 消火活動

第１ 消火活動

消防機関，自衛消防組織等は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動を行うもの

とする。その際，火災の状況，規模並びに危険物の種類により，消火用薬剤の収集，化学車の派遣要請

等他の機関の応援を受けるものとする。

発災現場以外の市町村は，発災現場の地方公共団体からの要請，相互応援協定等に基づき，消防機関，

自衛消防組織等による応援を迅速かつ円滑に実施するよう努めるものとする。

徳島海上保安部は，海上における消火活動を行うものとする。

第５節 災害の拡大防止のための交通制限及び緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送

活動

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため，被害の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，応急

復旧，輸送活動を行うものとする。

第２ 交通の確保

県警察は，災害の拡大防止又は緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁止するなどの

交通規制を行うものとする。また，交通規制に当たっては，県警察，道路管理者，徳島海上保安部等は，

相互に密接な連絡をとるものとする。

徳島海上保安部は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて船舶交通を制限し，又は禁止するとと

もに，海上に被害が及んだ場合又は被害が及ぶおそれがある場合，通行船舶に対し，航行制限，航行禁

止等の措置を講ずるものとする。

第６節 危険物等の大量流出に対する応急対策

第１ 海上への流出に対する応急対策

危険物等が海上に大量流出した場合の応急対策は，第１部海上災害対策第２章第５節「危険物等の大

量流出に対する応急対策」によるものとする。

第２ 河川等への流出に対する応急対策

県及び市町村等は，危険物等が河川等に大量流出した場合，直ちに関係機関と協力の上，環境モニタ

リング，危険物等の処理等必要な措置を講ずるものとする。なお，その際，水質汚濁防止協議会など関

係行政機関等からなる既存の組織を有効に活用し，迅速に対応するものとする。

第７節 施設，設備の応急復旧活動

県及び市町村等は，専門技術を持つ人材等を活用して，施設，設備の緊急点検を実施するとともに，

これらの被害状況等を把握し，施設の応急復旧を速やかに行うものとする。
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第８節 被災者等への的確な情報伝達活動

第１ 被災者への情報伝達活動

防災機関は，被災者のニーズを十分把握し，危険物等災害の状況，二次災害の危険性に関する情報，

安否情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関などの情報，それぞれの機関

が講じている施策に関する情報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提

供するものとする。なお，その際，高齢者，障がい者，外国人等災害弱者に配慮した伝達を行うことと

する。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。

第２ 住民等への的確な情報の伝達

防災機関は，災害発生地の住民等に対し，危険物等災害の状況，安否情報，施設等の復旧状況，義援

物資の取扱い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。

第３ 住民等からの問い合わせに対する対応

防災機関は，必要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努める

ものとする。

また，情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。

第３章 災害復旧

防災機関は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつ

つ，迅速かつ円滑に被災した公共施設の復旧事業を行うものとする。
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第６部 大規模な火事災害対策
【主な実施機関：市町村， 県(危機管理部，秘書課，保健福祉政策課，医療政策課，健康増進課，薬務

課，農林水産部関係課，県土整備部関係課，病院局，教育委員会)，県警察，四国管

区警察局，四国厚生支局，徳島労働局，四国地方整備局，四国運輸局(徳島運輸支

局)，徳島地方気象台，徳島海上保安部，西日本電信電話(株)， ㈱ＮＴＴドコモ，Ｋ

ＤＤＩ(株)，ソフトバンクテレコム(株)，ソフトバンクモバイル(株)，日本赤十字社

徳島県支部，日本放送協会徳島放送局，西日本高速道路㈱，本州四国連絡高速道路㈱，

四国旅客鉄道㈱，日本通運㈱，四国福山通運(株)，佐川急便(株)，ヤマト運輸(株)，

四国西濃運輸(株)，四国電力㈱徳島支店，四国ガス㈱，四国放送㈱，(一社)徳島新聞

社，㈱エフエム徳島，（一社）徳島県医師会，阿佐海岸鉄道㈱，自衛隊】

大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった大規模な火事災害に対する対策について定める。

第１章 災害予防

第１節 災害に強いまちづくり

第１ 災害に強いまちの形成

県，市町村は，避難路，避難地，延焼遮断帯，防災活動拠点ともなる幹線道路，都市公園，河川，港

湾緑地など骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備，老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るた

めの土地区画整理事業，市街地再開発事業等による市街地の面的な整備，建築物や公共施設の耐震・不

燃化，水面・緑地帯の計画的確保，耐震性貯水槽や備蓄倉庫，海水・河川水・下水処理水等を消防水利

として活用するための施設の整備等を図るとともに，防火地域及び準防火地域の的確な指定による防災

に配慮した土地利用への誘導等により，災害に強いまちの形成を図るものとする。

県，市町村及び事業者等は，火災時に消防活動が制約される可能性のある高層建築物，緊急時に速や

かな傷病者の搬送・収容等が必要とされる医療用建築物等について，ヘリコプターの緊急離発着場又は

緊急救助用のスペースの設置を促進するよう努めるものとする。

第２ 火災に対する建築物の安全化

１ 消防用設備等の整備，維持管理

県，市町村及び事業者等は，多数の人が出入りする事業所等の高層建築物等について，法令に適合

したスプリンクラー設備等の消防用設備等の設置を促進するとともに，当該建築物に設置された消防

用設備等については，災害時にその機能を有効に発揮することができるよう定期的に点検を行うなど

適正な維持管理を行うものとする。

２ 建築物の防火管理体制

県，市町村及び事業者等は，多数の人が出入りする事業所等の高層建築物等について，防火管理者

を適正に選任するとともに，防火管理者が，当該建築物についての消防計画の作成，当該消防計画に

基づく消火，通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行うなど，防火管理体制の充

実を図るものとする。
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３ 建築物の安全対策の推進

県，市町村及び事業者等は，大規模・高層建築物等について，避難経路・火気使用店舗等の配置の

適正化，防火区画の徹底などによる火災に強い構造の形成を図るとともに，不燃性材料・防炎物品の

使用，店舗等における火気の使用制限，安全なガスの使用などによる火災安全対策の充実を図るもの

とする。

第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実

市町村長は，火災気象通報について知事から通報を受けたとき，又は気象の状況が火災の予防上危険

であると認めるときは，必要に応じて火災に対する警報を発し，及び消防団員等の動員体制を整えると

ともに住民に周知するものとする。

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え

第１ 情報の収集・連絡関係

１ 情報の分析整理

県及び市町村は，必要に応じ専門家の意見を活用するなど，収集した情報を的確に分析整理するも

のとする。

第２ 災害応急体制の整備関係

１ 職員の体制

防災機関は，それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

また，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に

周知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，他の

職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。

第３ 救助・救急，医療及び消火活動関係

１ 救助・救急活動関係

市町村は，救助工作車，救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努

めるものとする。

県は，消防防災ヘリコプターを用いて行う救急・救助活動に必要な資機材の整備に努める。

２ 医療活動関係

県及び市町村は，負傷者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品等の供給確保に備える

ものとする。

県及び市町村は，医療活動について，連絡体制の整備を図るとともに，相互に連携に努めるものと

する。

３ 消火活動関係

市町村は，防火水槽，貯水槽の整備，海水，河川水等の自然水利の活用，水泳プール，ため池等の

指定消防水利等の活用により，消防水利の多様化を図るとともに，その適正な配置に努める。
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消防機関は，平常時から機関相互の連携強化を図り，消防水利の確保，消防体制の整備に努めるも

のとする。

市町村は，消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める。

第４ 緊急輸送活動関係

県警察，県及び市町村等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設について，災害時の道路交通管理

体制の整備に努めるものとする。

県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等について周知を図るも

のとする。

県警察は，広域的な交通管理体制の整備に努めるものとする。

第５ 施設，設備の応急復旧活動関係

県及び市町村は，それぞれの所管する施設，設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため，あ

らかじめ体制・資機材を整備するものとする。

第６ 被災者等への的確な情報伝達活動関係

県及び市町村は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくものとする。

県及び市町村は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくものと

する。

第７ 防災機関等の防災訓練の実施

消防機関は，大規模な火事災害を想定し，関係機関等と相互に連携を図り，より実践的な消火，救助

・救急等の訓練を実施するものとする。

また，訓練を行うに当たっては，大規模な火事及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工

夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し，訓練後には評価を行い，課題等を

明らかにし，必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。

第８ 災害復旧への備え

公共土木施設管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を

整備しておくとともに，資料の被災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。

第２章 災害応急対策

第１節 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保

第１ 災害情報の収集・連絡

１ 大規模な火事発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡

市町村は，火災の発生状況，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関する概括

的情報を含め，把握できた情報から直ちに県へ連絡するものとする。

県は，市町村等から情報を収集するとともに，被害規模に関する概括的な情報を把握しこれらの情

報を消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。
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また，警察本部は，被害に関する情報を把握し，これを警察庁に報告する。

２ 一般被害情報等の収集・連絡

県は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係省庁に連絡する。

３ 応急対策活動情報の連絡

市町村は，県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，応援の必要性等を連絡する。

また，県は，自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡する。

防災機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。

第２節 活動体制の確立

第１ 防災機関の活動体制

県及び市町村は災害の状況に応じて速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災

害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。

第２ 広域的な応援体制

１ 県は，災害が広域に及び緊急の必要があり，市町村が消防相互応援の要請を行うことが困難な場合

他の市町村長又は消防組合管理者，広域連合長に対し消防相互応援協定の実施，その他災害の防御に

関し必要な指示をする。

２ 市町村は，消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できない場合には，県に対し応援を

求めることとする。

県は，市町村から応援要請を求められたとき，又は火災が著しく拡大し，県内の市町村の消防力を

もって対処できないと認めるときは，消防庁長官に対し緊急消防援助隊の出動及び「大規模特殊災害

における広域航空消防応援実施要綱」に基づく応援要請等を行うものとする。

第３ 自衛隊災害派遣要請計画

知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を災害の規模や収集した被害情報から判断し，

必要があると認める場合は，要請を行うものとする。

第３節 消火活動

第１ 消火活動

消防機関等は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動を行うものとする。

被災地以外の市町村は，被災地方公共団体からの要請，相互応援協定等に基づき，消防機関による応

援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。

第４節 緊急輸送のための交通の確保，緊急輸送活動

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため，被害の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，応急

復旧，輸送活動を行うものとする。
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第２ 交通の確保

県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うもの

とする。また，交通規制に当たって，県警察，道路管理者，徳島海上保安部等は，相互に密接な連絡を

とるものとする。

徳島海上保安部は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて船舶の交通を制限し又は禁止するもの

とする。

第５節 施設，設備の応急復旧活動

防災機関は，専門技術を持つ人材等を活用して，それぞれの所管する施設，設備の緊急点検を実施す

るとともに，これらの被害状況等を把握し，ライフライン及び公共施設等の応急復旧を速やかに行うも

のとする。

第６節 被災者等への的確な情報伝達活動

第１ 被災者への情報伝達活動

防災機関は，被災者のニーズを十分把握し，大規模な火事災害の状況，安否情報，ライフラインや交

通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関などの情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情

報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。なお，そ

の際，高齢者，障がい者，外国人等要配慮者に配慮した伝達を行う。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。

第２ 住民等への的確な情報の伝達

防災機関は，災害発生地の住民等に対し，大規模な火事災害の状況，安否情報，施設等の復旧状況，

義援物資の取扱い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。

第３ 住民等からの問い合わせに対する対応

防災機関は，必要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努める

ものとする。

また，情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。

第３章 災害復旧・復興

第１節 迅速な原状復旧の進め方

防災機関は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつ

つ，迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。

また，被災施設の復旧に当たっては，原状復旧を基本にしつつも，再度災害防止等の観点から，可能

な限り改良復旧を行うものとする。

ライフライン，交通輸送等の関係機関は，復旧に当たり，可能な限り地区別の復旧予定時期を明示す

るものとする。
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第７部 林野火災対策
【主な実施機関：市町村， 県(危機管理部，秘書課，保健福祉政策課，医療政策課，健康増進課，薬務

課，水産課，林業戦略課，交通戦略課，道路整備課，運輸政策課，病院局)，県警察，

四国管区警察局，四国厚生支局，四国森林管理局(徳島森林管理署)，四国地方整備局，

四国運輸局(徳島運輸支局)，徳島地方気象台，西日本電信電話(株)， ㈱ＮＴＴドコ

モ，ＫＤＤＩ(株)，ソフトバンクテレコム(株)，ソフトバンクモバイル(株)，日本赤

十字社徳島県支部，日本放送協会徳島放送局，西日本高速道路㈱，本州四国連絡高速

道路㈱，四国旅客鉄道㈱，日本通運㈱，四国放送㈱， (一社)徳島新聞社，㈱エフエ

ム徳島，（一社）徳島県医師会，阿佐海岸鉄道㈱，自衛隊】

火災による広範囲にわたる林野の消失といった林野火災に対する対策について定める。

第１章 災害予防

第１節 林野火災に強い地域づくり

林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域においては，市町村は，県と協議して，林野火災特別地

域を決定するとともに林野火災特別地域対策事業計画を樹立する等，総合的な林野火災対策の推進に努

めるものとする。

四国森林管理局(徳島森林管理署)，県及び市町村は，林野火災予防のため，保護樹帯の設置，標識等

の整備，林野火災多発期における注意警報の適切な伝達，防火宣伝の強化等必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。

四国森林管理局(徳島森林管理署)，県及び市町村は，防火林道，防火森林の整備等に努めるとともに，

警報発令中の火の使用制限の徹底を図り，多発時期等における監視パトロール等の強化，火入れを行う

者に対する適切な対応等に努めるものとする。

第２節 林野火災防止のための情報の充実

市町村長は，火災気象通報について知事から通報を受けたとき，又は気象の状況が火災の予防上危険

であると認めるときは，必要に応じて火災に対する警報を発し，及び消防団員等の動員体制を整えると

ともに住民に周知するものとする。

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え

第１ 情報の収集・連絡関係

１ 情報の分折整理

県及び市町村等は，必要に応じ専門家の意見を活用するなど，収集した情報を的確に分析整理する

ものとする。

第２ 災害応急体制の整備関係

１ 職員の体制

防災機関は，それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

また，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周
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知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，他の職

員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。

２ 防災機関相互の連携体制

林野火災は，隣接市町村，隣接県に及ぶ場合があるため，県は隣接県と協議して林野火災発生時の

広域応援体制の整備等に努める。

第３ 救助・救急，医療及び消火活動関係

１ 救助・救急活動関係

市町村は，救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとす

る。

県は，消防防災ヘリコプターを用いて行う救急・救助活動に必要な資機材の整備に努める。

２ 医療活動関係

県及び市町村は，負傷者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品等の供給確保に努める

ものとする。

県及び市町村は，医療活動について，連絡体制の整備を図るとともに，相互に連携に努めるものと

する。

３ 消火活動関係

市町村は，防火水槽，貯水槽の整備，海水，河川水等の自然水利の活用，水泳プール，ため池等の

指定消防水利等の活用により，消防水利の多様化と適正な配置に努めるとともに，林野火災用工作機

器，可搬式消火機材等の消防用機械・資機材の整備促進に努めるものとする。

県は，ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため，広域航空応援体制・活動拠点及び資

機材の整備に努める。

消防機関は，平常時から機関相互の連携強化を図り，消防水利の確保，消防体制の整備に努めるも

のとする。

第４ 緊急輸送活動関係

県警察及び県，市町村は，信号機，情報板等の道路交通関連施設について，災害時の道路交通管理体

制の整備に努めるものとする。

県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等について周知を図るも

のとする。

県警察は，広域的な交通管理体制の整備に努めるものとする。

第５ 施設，設備の応急復旧活動関係

防災機関は，それぞれの所管する施設，設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため，あらか

じめ体制・資機材を整備するものとする。

第６ 被災者等への的確な情報伝達活動関係
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県及び市町村等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくものとす

る。

県及び市町村等は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくもの

とする。

第７ 防災機関等の防災訓練の実施

消防機関は，様々な状況や広域応援も想定し，関係機関等と相互に連携を図り，より実践的な消火等

の訓練を実施するものとする。

また，訓練を行うに当たっては，林野火災及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫す

る等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し，訓練後には評価を行い，課題等を明ら

かにし，必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。

第４節 防災知識の普及等

林野火災の出火原因の大半が，たき火やタバコ等の不用意な火の取扱によるものであり，県及び市町

村は，広報活動や消火訓練等を通じて，林野周辺住民，入山者等の防災知識の普及，予防啓発等防火思

想の徹底を図るものとする。

第２章 災害応急対策

第１節 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保

第１ 災害情報の収集・連絡

１ 林野火災発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡

市町村は，火災の発生状況，人的被害の状況，林野の被害の状況等の情報を収集するとともに，被

害規模に関する概括的情報を含め，把握できた情報から直ちに県へ連絡するものとする。

県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握

しこれらの情報を消防庁及び林野庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。

警察本部は，被害に関する情報を把握し，これを警察庁に報告する。

２ 一般被害情報等の収集・連絡

県は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係省庁に連絡する。

３ 応急対策活動情報の連絡

市町村は，県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，応援の必要性等を連絡する。

また，県は，自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡する。

防災機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。

第２節 活動体制の確立

第１ 防災機関の活動体制

１ 県及び市町村の活動体制

県及び市町村は災害の状況に応じて速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害
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対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。

２ 四国森林管理局(徳島森林管理署)の活動体制

四国森林管理局(徳島森林管理署)は，災害対策の早急な実施を図るために必要があると認められる

ときは，森林管理局(森林管理署)に災害対策本部を設置し，情報の収集，伝達及び応急対策の実施に

ついて万全の措置を講ずるものとする。

四国森林管理局(徳島森林管理署)は，災害の状況に応じて，必要があると認めるときは，現地派遣

班を編成して，被災地に職員を派遣するものとする。

３ 林業関係事業者の活動体制

林業関係事業者は，消防機関，警察本部等との連携を図り，初期対応，情報連絡等の協力に努める

ものとする。

第２ 広域的な応援体制

１ 県は，災害が広域に及び緊急の必要があり，市町村が消防相互応援の要請を行うことが困難な場合

は，他の市町村長又は消防組合管理者に対し消防相互応援協定の実施，その他災害の防御に関し必要

な指示をする。

２ 市町村は，消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できない場合には，県に対し応援を

求めることとする。

県は，市町村から応援要請を求められたとき，又は火災が著しく拡大し，県内の市町村の消防力を

もって対処できないと認めるときは，消防庁長官に対し緊急消防援助隊の出動及び「大規模特殊災害

における広域航空消防応援実施要綱」に基づく応援要請等を行う。

第３ 自衛隊災害派遣要請計画

知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を災害の規模や収集した被害情報から判断し，

必要があると認める場合は，要請を行うものとする。

第３節 消火活動

第１ 消火活動

１ 消防機関等による消火活動

消防機関等は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動を行うものとする。

住民及び自主防災組織等は，発災後初期段階において，自発的に初期消火活動を行うとともに，消

防機関に協力するよう努めるものとする。

県は，他の地方公共団体，自衛隊との連携を図りながら，ヘリコプターを積極的に活用し，林野火

災の偵察及び空中消火を早期に実施するよう努める。

２ 被災地以外の市町村による応援

被災地以外の市町村は，被災地の地方公共団体からの要請，相互応援協定等に基づき，消防機関に

よる応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。
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第４節 緊急輸送のための交通の確保，緊急輸送活動

１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため，被害の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，応

急復旧，輸送活動を行うものとする。

２ 交通の確保

県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うも

のとする。また，交通規制に当たって，県警察，道路管理者，徳島海上保安部等は，相互に密接な連

絡をとるものとする。

第５節 施設，設備の応急復旧活動

県及び市町村等は，関係機関と連携して施設・設備の被害状況等を把握して，ライフライン及び公共

施設等の応急復旧を速やかに行う。

第６節 被災者等への的確な情報伝達活動

第１ 被災者への情報伝達活動

防災機関は，被災者のニーズを十分把握し，林野火災の状況，二次災害の危険性に関する情報，安否

情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関などの情報，それぞれの機関が講

じている施策に関する情報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供す

るものとする。なお，その際，高齢者，障がい者，外国人等災害時要援護者に配慮した伝達を行うこと

とする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。

第２ 住民等への的確な情報の伝達

防災機関は，災害発生地の住民等に対し，林野火災の状況，安否情報，施設等の復旧状況，義援物資

の取扱い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。

防災機関は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。

第３ 住民等からの問い合わせに対する対応

防災機関は，必要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努める

ものとする。

また，情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。

第７節 二次災害の防止活動

県及び市町村等は，林野火災により流域が荒廃した地域の下流部においては，土石流等の二次災害が

発生するおそれがあることについて十分留意して，二次災害の防止に努める。
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第３章 災害復旧

防災機関は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつ

つ，迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。
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第８部 原子力災害対策
【主な実施機関：県(原子力災害対策企画員室（危機管理部，総合政策課，総務課，県民環境政策課，

環境首都課，環境管理課，健康増進課，商工政策課，農林水産政策課，農林水産総合技

術センター経営推進課，水産課，県土整備政策課，水・環境課，病院局総務課，教育委

員会教育総務課，警察本部），薬務課，医療政策課，畜産課，教育委員会体育学校安全

課），市町村，関西広域連合，電力事業者（四国電力株式会社，関西電力株式会社，日

本原子力発電株式会社，独立行政法人日本原子力研究開発機構）】

原子力事業者の原子炉の運転等（加工，原子炉，貯蔵，再処理，廃棄，使用（保安規定を定める施

設），事業所外運搬（以下「運搬」という。））により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所

外（運搬の場合は輸送容器外）へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止し，原子力

災害からの復旧を図るための必要な対策について，県がとるべき措置については，本計画によるもの

とする。

第１章 総則

第１節 計画の目的

本県には，「原子力災害対策指針」（以下「指針」という。）に規定された原子力施設は立地せず，

また，県外に立地する原子力施設のうち，最も近距離にある伊方原子力発電所までの直線距離も約百

数十kmと，本県からは比較的離れた場所に立地している。しかしながら，平成23年3月11日に発生し

た東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」という。）の

事故は，大量の放射性物質を放出し，緊急時防護措置を準備する区域（いわゆるUPZ：Urgent Protec

tive action planning Zone）の範囲を超えた住民に対しても，高濃度の放射能汚染により，住民が

避難を余儀なくされたり，数百km離れた地方自治体の農林水産物から基準値を上回る放射性物質が検

出されるなど，今までの想定を越える事態が発生した。

また，放射性物質及び放射線による影響は，いわゆる人間の「五感」には感じることができないな

ど，他の災害とは異なる特殊性を持つことを考慮すると，原子力発電所において事故が発生した場合，

県民の心理的動揺，精神的負担など，県民生活に混乱をきたす事態も想定される。

本県においては，福島第一原発の事故発生に伴い，これまでに空間放射線量率のモニタリング強化

や県産農林水産物等の放射性物質検査などの対応を実施してきたところであるが，本編においては，

これらの災害対応を踏まえ，原子力事業者の原子炉の運転等により事故が発生した場合に備え，県が

関係機関等と連携して実施するべき事前対策，応急対策及び中長期対策について必要な事項を定める

ことにより，県民の生命，身体及び財産を保護することを目的とする。

第２節 計画の性格

第１ 本県の原子力災害対策の基本となる計画

この計画は，本県の原子力災害対策の基本となるものであり，国の防災基本計画原子力災害対策編

及び原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第６条の２第１項の規定に基づき定めら

れた指針を踏まえるとともに，関西広域連合が策定する「関西防災・減災プラン（原子力災害対策

編）」（以下「プラン対策編」という。），原子力事業者の防災業務計画と整合するよう緊密に連携
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を図りつつ策定する。

また，県や関係機関は，想定される全ての事象に対して対応できるよう対策を講じることと し，

仮に不測の事態が発生した場合であっても，対処し得るよう体制を整備する。

第２ 徳島県地域防災計画における他の災害対策との関係

この計画は，「徳島県地域防災計画」の「大規模事故等災害対策編」の「原子力災害対策」として

定めるものであり，この計画に定めのない事項については，「徳島県地域防災計画（共通対策編）」

に記載のある対策を参考に対処する。

第３ 計画の修正

この計画は，災害対策基本法第40条の規定に基づき，防災基本計画又は県の体制，組織等の見直し

等により修正の必要があると認める場合にはこれを変更する。

第３節 本編の基礎とするべき災害の想定

第１ 放射性物質又は放射線の放出形態

原子力発電所における放射性物質又は放射線の放出形態は，指針によれば次のように想定されてい

る。

※原子力災害対策指針＞①放射性物質又は放射線の放出＞（ｉ）原子炉施設で想定される放出形

態より抜粋

原子炉施設においては，多重の物理的防護が設けられているが，これらの防護壁が機能しない

場合は，放射性物質が周辺環境に放出される。その際，大気放出の可能性がある放射性物質と

しては，気体状のクリプトンやキセノン等の放射性希ガス，揮発性の放射性ヨウ素，気体中に浮

遊する微粒子（以下「エアロゾル」という。）等がある。

これらは，気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」という。）とな

り，距離移動が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの，風下方向の広範囲

に影響が及ぶ可能性がある。また，特に降雨雪がある場合には，地表に沈着し長期間留まる可能

性が高い。さらに土壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり，それらの飛散や流

出には特別な留意が必要である。

実際，平成23年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故においては，格納

容器の一部の封じ込め機能の喪失，溶融炉心から発生した水素の爆発による原子炉建屋の損傷等

の結果，放射性セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。また，炉心冷却に用い

た冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。したがって，事故による放出形態は，必

ずしも単一的なものではなく，複合的であることを十分考慮する必要がある。

第２ この計画で対象とする原子力災害

この計画では，指針による放射性物質又は放射線の放出形態及び大規模な放射性物質の放出が広範

囲に影響を及ぼした福島第一原発の事故に鑑み，特定の原子力発電所における原子力災害は想定せず，
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全国の原子力発電所における事故を想定する。
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第２章 事前対策

この章では，原災法及び災害対策基本法に基づき実施する予防体制の整備及び原子力災害発生時の

事前対策を中心に定めるものである。

第１節 情報の収集・連絡体制の整備

県は，原子力災害に対し万全を期すため，国，市町村，原子力事業者，関西広域連合，原子力施設

が立地する地方自治体（以下「立地府県等」という。）その他の防災関係機関・団体との間において，

原子力防災に関する情報の収集及び連絡を円滑に行うため，次に掲げる事項について体制等を整備す

る。

第１ 情報の収集・連絡体制の整備

１ 情報の収集・連絡体制の整備

県は，原子力災害に対し万全を期すため，国，市町村，原子力事業者，関西広域連合その他の防

災関係機関・団体との間において情報収集・連絡体制を整備する。

その際，夜間・休日等の勤務時間外の対応や通信障害時なども考慮した代替となる連絡手段・連

絡先も含む確実な情報収集・連絡体制を整備するよう努める。

２ 原子力事業者との連携

(1) 四国電力株式会社との連携

県は，原子力施設における事故災害等の異常事態発生時に迅速・的確に対応できるよう，平常

時から四国電力株式会社徳島支店と緊密な情報交換や意見交換により連携を深めるとともに，緊

急時には確実に情報収集が出来る連絡体制を整備する。

(2) 関西電力株式会社，日本原子力発電株式会社，独立行政法人日本原子力研究開発機構との連携

県は，関西広域連合の構成府県として，関西電力株式会社，日本原子力発電株式会社，独立行政

法人日本原子力研究開発機構と情報連絡に関する覚書を締結し，原子力施設における事故災害等

の異常事態発生時に迅速・的確に対応できるよう，平常時から関西広域連合広域防災局を通じ緊

密な情報交換により連携を深める。

第２節 原子力災害事前対策の整備

県は，原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため，以下に掲げる事項について，あらかじめ

必要な体制を整備する。

第１ 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備

１ 対応方針の整備

県は，原災法第10条事象（特定事象）及び特定事象には至っていないが，その可能性がある事故

・故障若しくはそれに準ずる事故・故障（警戒事象）発生時に県が実施すべき対策及び警戒態勢を

とるための「原子力発電所災害対応方針」を整備する。

２ 参集体制の整備
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県は，特定事象及び警戒事象発生の通報を受けた場合，速やかに職員の参集，情報の収集・連絡

が行えるよう，参集体制の整備を図る。

第２ モニタリング体制の整備

１ モニタリング体制の整備

県は，緊急時における原子力施設からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環境への影響の

評価に資する観点から，平常時より環境放射線モニタリング（空間放射線量率，水道水，葉菜等の

環境試料）を適切に実施する。

２ モニタリング設備・機器等の整備・維持

県は，平常時又は緊急時における周辺環境への放射性物質又は放射線による影響を把握するため，

環境放射線モニタリング設備・機器等を整備・維持する。

３ モニタリング結果の公表

県は，県ホームページ等の活用により，県民等に対し，県が実施するモニタリング検査の状況や

検査結果に関する情報を公表する。

第３ 飲食物の出荷制限，摂取制限等

県は，国の示す基準（運用上の介入レベル（以下「ＯＩＬ」という。））に基づき，あらかじめ飲

食物の出荷制限，摂取制限に関する体制を定めておくものとする。

第４ 緊急時の保健医療体制の整備

県は，国，保健医療機関等と連携し，被ばくに関する専門的な健康相談窓口の設置や身体汚染検査

及び除染の実施等が可能な緊急時の保健医療体制の整備を図る。

第３節 県外からの避難者の受入れ体制の整備（広域避難対策）

県は，原子力災害により，県境を越えて避難する者が発生した都道府県（以下「避難元都道府県」

という。）からの避難者の受入れ要請に備え，あらかじめ必要な体制を整備する。

第１ 避難所の確保

県は，市町村に対し，広域避難の受入れに使用できる避難所の確保に努めるよう働きかけるとともに，

必要に応じ，市町村と連携し，施設管理者への協力要請を行う。

第２ 二次避難先の検討

県は，避難の長期化が見込まれる場合に備え，二次避難先として，旅館・ホテル，公営住宅，民間

賃貸住宅等の活用について備える。

第４節 住民等への的確な情報伝達体制の整備

第１ 住民等への的確な情報伝達体制の整備



- 338 -

大規模事故等災害対策編

県は，市町村と連携し，特定事象又は警戒事象発生後の経過に応じて住民等に提供すべき情報や手段

について，情報を受け取る媒体や受け取り方が千差万別であることも考慮しながら，災害対応のレベル

や場所等に応じた情報伝達体制をあらかじめ整備する。

第２ 複合災害を想定した情報伝達体制の整備

県は，地震や津波等との複合災害における情報伝達体制を確保するとともに，的確な情報を常に伝

達できるよう，体制及び県防災行政無線等の装備の整備に努める。

第３ 相談窓口の設置

県は，市町村と連携し，県民等からの問い合わせに対応する相談窓口の設置等について，あらかじ

めその方法，体制等について定めておくものとする。

第４ 要配慮者等への情報伝達体制の整備

県は，原子力災害の特殊性にかんがみ，市町村と連携し，傷病者，入院患者，高齢者，障がい者，

外国人，乳幼児，妊産婦などの要配慮者及び一時滞在者に対し，災害情報が迅速かつ滞りなく伝達さ

れるよう，県民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常時よりこれらの者に対する情報伝達体制の

整備に努めるものとする。

第５節 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発

県は，原子力事業者と協力し，県民等に対し，原子力防災に関する知識の普及と啓発のため，次に

掲げる事項について，広報活動の実施に努める。

また，防災知識の普及と啓発に際しては，要配慮者に十分に配慮することにより，地域において要

配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに，被災時の男女のニーズの違い等，男女双方

の視点へ十分に配慮するよう努めるものとする。

① 放射性物質及び放射線の特性に関すること

② 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること

③ 緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること

第３章 緊急事態応急対策

この章では，原子力発電所における特定事象及び警戒事象の発生及び，原災法第15条に基づき原子

力緊急事態宣言が発出された場合の本県の応急対策を定めるものであるが，これら以外の場合であっ

ても，原子力防災上必要と認められるときは，本章に定める対策に準じて対応する。

第１節 情報の収集・連絡体制の整備

県は，原子力災害に対し万全を期すため，国，市町村，原子力事業者，関西広域連合その他の防災

関係機関・団体との間において，原子力防災に関する情報の収集及び連絡を円滑に行うため，次に掲

げる事項について体制等を整備する。
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第１ 情報の収集・連絡体制の整備

１ 四国電力株式会社からの連絡

四国電力株式会社徳島支店は，伊方原子力発電所（愛媛県）において事故及び異常が発生した場

合には，県にただちに連絡する。

２ 関西電力株式会社等との情報伝達体制

関西電力株式会社，日本原子力発電株式会社及び独立行政法人日本原子力研究開発機構は，高浜，

大飯，美浜，敦賀各原子力発電所（福井県），高速増殖炉研究開発センター（もんじゅ）（福井

県）及び原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）（福井県）において事故及び異常が発生した

場合には，プラン対策編により，関係機関に連絡する。

３ その他の原子力発電所等の事故及び異常発生時の情報収集体制

伊方原子力発電所（愛媛県），高浜，大飯，美浜，敦賀各原子力発電所（福井県），高速増殖炉

研究開発センター（もんじゅ）（福井県）及び原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）（福井

県）以外の原子力発電所並びに原子力関係施設に関する事故及び異常発生の情報収集については，

必要に応じ，立地府県等から情報収集する。

第２ 災害情報等の伝達

１ 市町村等関係機関への情報提供

県は，国，原子力事業者及び立地府県等から受けた通報・連絡事項を必要に応じ，ただちに市町

村等関係機関へ連絡する。

第２節 緊急事態応急体制の確立

県は，原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため，以下に掲げる緊急事態応急体制に係る事

項について，あらかじめ必要な体制を整備する。

第１ 緊急事態応急体制の確立

１ 事故対策のための警戒態勢

県は，特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた場合や，報道等により原子力発電所における事故

の発生を覚知した場合は，災害対策連絡本部会議等を招集・開催し，速やかに情報の収集・連絡体制

の確立等必要な体制を確保するとともに，原子力事業者，関西広域連合等関係機関と緊密な連携を図

る。

第２ 緊急時モニタリングの実施

１ 初動段階のモニタリングの強化

県は，原子力発電所において，特定事象又は警戒事象が発生した場合，周辺への環境を把握するた

め，平常時のモニタリング（空間放射線量率，水道水，葉菜等の環境試料）を直ちに強化し，結果を

とりまとめるものとする。
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２ モニタリング結果の公表

県は，県ホームページ等の活用により，県民等に対し，県が実施する緊急時モニタリング結果

を速やかに公表する。

第３ 飲食物の出荷制限，摂取制限等

１ 飲食物のスクリーニング検査の実施

県は，ＯＩＬの初期設定値に基づく国の指導・助言及び指示又は独自の判断により，飲食物に

係るスクリーニング検査を実施し，必要に応じ，検査対象品目を追加するなど，検査体制を強化

する。

２ 飲食物の出荷制限，摂取制限等の実施及び解除

県は，ＯＩＬの初期設定値や食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指導・助言及び指示に基づき，

飲食物の出荷制限，摂取制限等の実施及び解除を行う。

３ スクリーニング検査結果の公表

県は，飲食物のスクリーニング検査の結果を，ホームページ等で速やかに住民等に公表する。

第４ 緊急時の保健医療体制の確立

県は，国，保健医療機関等を連携し，被ばくに関する専門的な健康相談窓口を設置するとともに，

身体汚染検査及び除染の実施等が可能な緊急時の保健医療体制を確立する。

第３節 住民等への的確な情報伝達活動

第１ 県民等への情報伝達活動

県及び原子力事業者は，役割に応じて周辺住民のニーズを十分に把握し，原子力災害の状況，安否

情報，医療機関などの情報，農畜水産物の安全性の確認等，住民に役立つ情報を正確かつ理解しやす

い内容で，利用可能な様々な手段を活用し，迅速かつ適切に提供する。

なお，その際，要配慮者及び一時滞在者等に配慮する。

第２ 相談窓口の設置

県は，県民等からの相談，問い合わせに対し，迅速かつ円滑に対応するため，必要な分野において，

相談窓口を設置する。

第３ 市町村による周辺住民等への情報伝達活動

市町村は，同報無線や広報車，自主防災組織との連携等により，周辺住民等に対し，県に準じた広

報活動を行う。

第４節 県外からの避難者の受入れ体制の整備（広域避難対策）

県は，原子力災害により，県境を越えて避難する者が発生した場合，避難元都道府県と連携し，
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必要に応じて次の対応を行う。

第１ 広域避難の調整・受入れ

１ 広域避難の受入れ

県は，県境を越える広域避難の受入れについて要請があった場合は，避難元都道府県と連携し，広

域避難の受入れを実施する。

２ 受入れ先の調整

県は，避難元都道府県からの広域避難の受入れについて要請があったときは，要請内容に基づき，

市町村に受入れ可能人数・施設等を確認の上，受入れ計画を作成し，避難先市町村，避難元都道府

県に連絡する。

３ 避難所の開設・運営

県は，市町村に対し，広域避難の受入れが可能な避難所の開設を要請する。

なお，県は，広域避難の受入れを実施する市町村が実施する避難所の運営を支援する。

４ 窓口の設置

県は，避難者を受け入れるにあたり，避難元都道府県との調整や避難者の登録，情報提供等を行

う窓口を設置する。

第２ 避難者の生活支援及び情報提供

１ 避難者の生活支援

県は，避難者の多様なニーズを把握し，必要な支援につなげるとともに，避難先の生活・医療・

雇用情報等をとりまとめ，避難者に対し情報提供を行う。

２ 避難者の情報提供

県は，避難者へ避難元都道府県や避難元市町村からの情報を提供するとともに，県及び市町村の

避難者支援に関する情報を提供する。

第４章 中長期対策

この章では，原子力災害中長期対策を中心に示したものであるが，これら以外の場合であっても，

原子力防災上必要と認められるときは，本章に定める対策に準じて対応する。

第１節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表

県は，原子力緊急事態解除宣言後も，継続的に環境放射線モニタリングを行い，その結果を速やか

に公表する。その後，平常時における環境放射線モニタリング体制に移行する。

第２節 各種制限措置の解除

県は，緊急時モニタリング等による地域の調査や国の指示・助言及び指示に基づき，原子力応急対
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策として実施された，飲食物の出荷制限，摂取制限等の制限措置を解除し，関係機関に伝達する。

第３節 住民等への的確な情報伝達活動

県は，県内の空間放射線量率が平常時より高い場合は，相談窓口の運用を継続する。

なお，引き続き，住民のニーズを十分に把握し，原子力災害の状況，安否情報，医療機関などの情

報，農畜水産物の安全性の確認の状況等，住民に役に立つ情報を正確かつ理解しやすい内容で，利用

可能な様々な手段を活用し，迅速かつ適切に提供する。

第４節 風評被害等の影響の軽減

県は，原子力災害による風評被害を未然に防止し，また，その影響を軽減するため，農林水産物等

をはじめとする本県の地場産品等の検査を継続し，地場産品等の流通促進に向けて，迅速かつ的確な

情報発信に努めるとともに，積極的な広報活動を展開する。

特に，農林水産物等については，放射性物質のモニタリング検査の方法及び検査結果，出荷制限・

摂取制限等の情報発信に努めるものとする。

第５節 避難者の生活支援の継続と長期化への対応

県は，避難者の多様なニーズ，特に生活・医療・雇用情報等を把握し，必要な支援を継続する。

また，避難期間が長期に及ぶ場合の就労や住まいの確保等，避難者の生活支援について，避難先市

町村，関係機関と連携し，必要な支援を行う。
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【参考】 原子力災害用語解説

あ行

アルファ線（α線）

放射線の一種で，陽子２個と中性子２個からなるヘリウムの原子核と同じ構造の粒子。物質を通り抜

ける力は弱く，紙一枚程度で止めることができる。

アルファ線は人体外部で受けた場合，皮膚の表面で止まってしまうため，人体への影響はほとんどな

い。しかし体内にアルファ線を放出する放射性物質を摂取した場合，その物質が沈着した組織の細胞が

アルファ線の全エネルギーを集中的に受けるため，内部被ばくで最も人体が受ける影響が大きい。

か行

ガンマ線（γ線）

原子核が崩壊するときに放出される電磁波。ガンマ線は物質を透過する力がアルファ線やベータ線に

比べて強く，遮へいするには，厚い鉛板やコンクリート壁が必要である。

グレイ（Ｇｙ）

放射線をある物質に当てた場合，その物質が吸収した放射線のエネルギー量を表す単位で，吸収線量

の単位に用いられる。

警戒事象

原子力災害対策特別措置法第10 条に基づく通報事象（特定事象）には至っていないが，その可能性

がある事故・故障等の事象（例：原子炉冷却用水の漏えいや配管の破断による蒸気の漏えい等）又は自

然災害（立地市町村における震度５弱以上の地震，大津波警報，東海地震注意情報）。

具体的には，原子力規制委員会の所掌する原子力施設等の立地地域及びその周辺において，以下のい

ずれかに該当する大規模自然災害又は重要な故障が発生した場合をいう。

①原子力施設等立地市町村において，震度５弱以上の地震が発生した場合

②原子力施設等立地道府県（北海道，青森県，宮城県，福島県，茨城県，神奈川県，静岡県，新潟県，

石川県，福井県，大阪府，岡山県，鳥取県，島根県，愛媛県，佐賀県，鹿児島県。以下，同じ。）に

おいて，震度６弱以上の地震が発生した場合

③原子力施設等立地道府県において，大津波警報が発令された場合（施設立地地域が津波の発生地域

から内陸側となる，大阪府，岡山県及び北海道太平洋沖に発令された場合を除く。）

④東海地震注意情報が発表された場合

⑤審議官又は原子力防災課事故対処室長が警戒を必要と認める原子力施設の重要な

故障等

⑥その他委員長又は委員長代理（不在等の場合の代行者として委員長が指名する委員をいう。以下同

じ。）が原子力規制委員会原子力事故警戒本部（以下「警戒本部」という。）の設置が必要と判断し

た場合

原子力緊急事態
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原子力施設において施設内の異常な事態により，放射性物質又は放射線が原子力災害対策特別措置法

第15条に定められた異常な水準で施設外へ放出される状態，又はそのおそれのある事態。ＥＡＬの「全

面緊急事態」に相当。内閣総理大臣は，原子力緊急事態の報告があったときは，同法第15条第2項に基

づき，直ちに「原子力緊急事態宣言」を行う。

さ行

実効線量

組織ごとの影響の起こりやすさを考慮して，全身が均等に被ばくした場合と同一尺度で被ばくの影響

を表す量。ある組織・臓器の等価線量に，臓器ごとの影響に対する放射線感受性の程度を考慮した組織

荷重係数をかけて，各組織・臓器について足し合わせた量が用いられる。

実効線量（Sv）＝Σ（等価線量（Sv）×組織荷重係数））

シーベルト（Ｓｖ）

人体が放射線を受けた時，その影響の程度を測るものさしとして使われる単位。放射線の種類やその

エネルギーによる影響の違いを放射線荷重係数として勘案した，臓器や組織についての「等価線量」，

人体の臓器や組織による放射線感受性の違いを組織荷重係数として勘案した，全身についての「実効線

量」を示す単位となる。

スクリーニング

放射性物質に汚染している者としていない者を区分すること。

た行

等価線量

人の組織や臓器に対する放射線影響は放射線の種類やエネルギーによって異なるため，組織や臓器の

受ける放射線量を補正したもの。吸収線量に人体への影響の程度を補正する係数である放射線荷重係数

を乗じて得られる。

等価線量（Sv）＝吸収線量（Gy）×放射線荷重係数

中性子線

原子核を構成する素粒子の一つで，電荷を持たず，質量が水素の原子核（陽子）の質量とほぼ等しい。

水や厚いコンクリートで止めることができる。ガンマ線のように透過力が強いので，人体の外部から中

性子線を受けるとガンマ線の場合と同様に組織や臓器に影響を与える。

特定事象

原子力災害対策特別措置法第10 条第1 項に規定する次の基準又は施設の異常事象。ＥＡＬの「敷地

施設緊急事態」に相当。

・原子力事業所の境界付近の放射線測定設備により5μSv/h 以上の場合

・排気筒など通常放出場所で，拡散などを考慮した5μSv/h 相当の放射性物質を検

出した場合

・管理区域以外の場所で，拡散などを考慮した5μSv/h 相当の放射性物質を検出し
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た場合

・輸送容器から1km 離れた時点で100μSv/h を検出した場合

・臨界事故の発生又はそのおそれがある状態

・原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発

生すること 等

原子力防災管理者（原子力事業者）は，この事象の発生について通報を受け，又は自ら発見したとき

は，直ちに，その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長並びに関

係周辺都道府県知事に通報しなければならない。この場合において，所在都道府県知事及び関係周辺都

道府県知事は，関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。

な行

内部被ばく

経口摂取，吸入摂取，経皮摂取などにより，体内に入った放射性物質から放射線を受けること。被ば

くは，放射性物質が体内に存在する限り続くが，放射能の強さは原子核が壊れることによる物理的な衰

退と，身体の代謝による生物学的な減衰によって減少していく。

は行

ベータ線（β線）

原子核が崩壊するときに原子核から飛び出す電子のこと。ベータ線の物質を透過する力はアルファ線

より大きいが，ガンマ線より小さく，厚さ数mmのアルミニウムやプラスチックで止めることができる。

放射性物質

放射線を出す能力を放射能といい，放射能をもっている原子を含む物質を一般的に放射性物質という。

放射性物質，放射線及び放射能の関係は，｢電灯｣が放射性物質に，電灯から出る｢光線｣が放射線に，そ

して電灯の｢光を出す能力｣と｢その強さ（ワット数）｣が放射能にあたる。

放射線

ウランなど，原子核が不安定で壊れやすい元素から放出される高速の粒子（アルファ線，ベータ線な

ど）や高いエネルギーを持った電磁波（ガンマ線），加速器などで人工的に作り出されたX線，電子線，

中性子線，陽子線，重粒子線などのこと。

ま行

モニタリング

原子力施設内や周辺地域における放射線の線量あるいは放射性物質の濃度を測定・監視すること。平

常時から行う環境モニタリングと，災害時に行う緊急モニタリングがある。

英数字

ＥＡＬ（Emergency Action Level ： 緊急時活動レベル）

初期対応段階における避難等の予防的防護措置を確実かつ迅速に開始するための判断基準。深層防護

を構成する各層設備の状態，放射性物質の閉じ込め機能の状態，外的事象の発生等の原子力施設の状態
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等で評価するもの。

ＯＩＬ（Operation Intervention Level ： 運用上の介入レベル）

環境への放射性物質の放出後，主に確率的影響の発生を低減するための防護措置を実施する際の判断

基準。放射線線量率や環境試料中の放射性物質の濃度等の環境において計測可能な値で評価するもの。

ＵＰＺ（Urgent Protective action Planning Zone：緊急時防護措置を準備する区域）

原子力規制委員会が制定した原子力災害対策指針において，「原子力災害対策重点区域」として新た

に設定された区域の一つ。

確率的影響を最小限に抑えるため，ＥＡＬ，ＯＩＬに基づき，緊急時防護措置を準備する区域。原子

力施設から概ね半径30kmの区域。


